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令和２年３月定例会会議録（第１号） 

 

 

令和２年３月３日 火曜日 午前１０時００分開会 

議 長 下 山 准 一     副議長 新 田 道 尋 

 

 出 席 議 員（１７名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  議員     ２番   庄  司  里  香  議員 

  ３番   叶  内  恵  子  議員     ４番   八  鍬  長  一  議員 

  ５番   今  田  浩  徳  議員     ６番   押  切  明  弘  議員 

  ７番   山  科  春  美  議員     ９番   佐  藤  文  一  議員 

 １０番   山  科  正  仁  議員    １１番   新  田  道  尋  議員 

 １２番   奥  山  省  三  議員    １３番   下  山  准  一  議員 

 １４番   石  川  正  志  議員    １５番   小  嶋  冨  弥  議員 

 １６番   佐  藤  卓  也  議員    １７番   髙  橋  富 美 子  議員 

 １８番   小  野  周  一  議員  

 

 欠 席 議 員（０名） 

 

 欠 員（１名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 伊 藤 元 昭 

総 務 課 長 小 松   孝  総 合 政 策 課 長 関   宏 之 

財 政 課 長 平 向 真 也  税 務 課 長 加 藤   功 

市 民 課 長 荒 田 明 子  環 境 課 長 森   正 一 

成 人 福 祉 課 長 
兼福祉事務所長 青 山 左絵子  子育て推進課長 

兼福祉事務所長 西 田 裕 子 

健 康 課 長 亀 井 博 人  看 護 師 養 成 所 
開 設 準 備 課 長 田 宮 真 人 

農 林 課 長 三 浦 重 実  商 工 観 光 課 長 荒 澤 精 也 

都 市 整 備 課 長 長 沢 祐 二  上 下 水 道 課 長 奥 山 茂 樹 

会 計 管 理 者   
兼 会 計 課 長  田 浩 志  教 育 長 高 野   博 

教 育 次 長     
兼教育総務課長 武 田 信 也  学 校 教 育 課 長 髙 橋 昭 一 

社 会 教 育 課 長 渡 辺 政 紀  監 査 委 員 大 場 隆 司 
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監 査 委 員     
事 務 局 長 山 科 雅 寛  選挙管理委員会  

事 務 局 長 矢 作 勝 彦 

選挙管理委員会  
事 務 局 長 小 関   孝  農業委員会会長 浅 沼 玲 子 

農 業 委 員 会   
事 務 局 長 津 藤 隆 浩    

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 滝 口 英 憲  総 務 主 査 叶 内 敏 彦 

主 任 小 松 真 子  主 任 小田桐 まなみ 

 

議 事 日 程 （第１号） 

令和２年３月３日 火曜日 午前１０時００分開議 

 

日程第 １ 会議録署名議員指名 

日程第 ２ 会期決定 

日程第 ３ 市長の行政報告 

日程第 ４ 報告第１号新庄市土地開発公社の経営状況の報告について 

 

   （上程、提案説明、採決） 

日程第 ５ 諮問第１号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

日程第 ６ 議案第１６号新庄市副市長の選任について 

日程第 ７ 議案第１７号新庄市教育委員会教育長の任命について 

日程第 ８ 議案第１８号新庄市監査委員の選任について 

日程第 ９ 選挙管理委員会の委員及び補充員の選挙について 

 

   （上程、提案説明、質疑、討論、採決） 

日程第１０ 議会案第１号新庄市議会委員会条例の一部を改正する条例について 

日程第１１ 議案第１９号財産の処分について 

日程第１２ 令和２年度施政方針の説明 

 

   （一括上程、提案説明）  

日程第１３ 議案第９号令和２年度新庄市一般会計予算 

日程第１４ 議案第１０号令和２年度新庄市国民健康保険事業特別会計予算 

日程第１５ 議案第１１号令和２年度新庄市交通災害共済事業特別会計予算 

日程第１６ 議案第１２号令和２年度新庄市介護保険事業特別会計予算 

日程第１７ 議案第１３号令和２年度新庄市後期高齢者医療事業特別会計予算 

日程第１８ 議案第１４号令和２年度新庄市水道事業会計予算 
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日程第１９ 議案第１５号令和２年度新庄市下水道事業会計予算 

日程第２０ 予算特別委員会の設置 

 

   （一括上程、提案説明、総括質疑） 

日程第２１ 議案第２０号新庄市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例について 

日程第２２ 議案第２１号議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正

する条例について 

日程第２３ 議案第２３号新庄市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

日程第２４ 議案第２３号新庄市市営バス設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について 

日程第２５ 議案第２４号新庄市監査委員条例の一部を改正する条例について 

日程第２６ 議案第２５号新庄市印鑑条例の一部を改正する条例について 

日程第２７ 議案第２６号新庄市高齢者住宅整備資金貸付条例を廃止する条例について 

日程第２８ 議案第２７号新庄市保育の必要性の認定に関する条例の一部を改正する条例について 

日程第２９ 議案第２８号新庄市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例について 

日程第３０ 議案第２９号新庄市企業立地促進条例の一部を改正する条例について 

日程第３１ 議案第３０号新庄市市道の構造の技術的基準等を定める条例の一部を改正する条例につい

て 

日程第３２ 議案第３１号新庄市営住宅設置及び管理に関する条例等の一部を改正する条例について 

日程第３３ 議案第３２号新庄市都市下水路条例について 

日程第３４ 議案第３３号新庄市下水道条例について 

日程第３５ 議案第３４号新庄市下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係

条例の整備に関する条例について 

日程第３６ 議案・請願の予算特別委員会、各常任委員会付託 

 

   （一括上程、提案説明、質疑、討論、採決） 

日程第３７ 議案第１号令和元年度新庄市一般会計補正予算（第５号） 

日程第３８ 議案第２号令和元年度新庄市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 

日程第３９ 議案第３号令和元年度新庄市交通災害共済事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第４０ 議案第４号令和元年度新庄市公共下水道事業特別会計補正予算（第４号） 

日程第４１ 議案第５号令和元年度新庄市農業集落排水事業特別会計補正予算（第４号） 

日程第４２ 議案第６号令和元年度新庄市介護保険事業特別会計補正予算（第５号） 

日程第４３ 議案第７号令和元年度新庄市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第３号） 

日程第４４ 議案第８号令和元年度新庄市水道事業会計補正予算（第５号） 

 

本日の会議に付した事件 

 

議事日程（第１号）に同じ 
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開      会 

 

 

下山准一議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員は17名です。欠席通告者

はありません。 

  これより令和２年３月新庄市議会定例会を開

会いたします。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程（第１号）によって進めます。 

 

 

日程第１会議録署名議員指名 

 

 

下山准一議長 日程第１会議録署名議員の指名を

行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第88条の規定に

より、議長において押切明弘君、奥山省三君の

両名を指名いたします。 

 

 

日程第２会 期 決 定 

 

 

下山准一議長 日程第２会期決定を議題といたし

ます。 

  議会運営委員長の報告を求めます。 

  議会運営委員長石川正志君。 

   （石川正志議会運営委員長登壇） 

石川正志議会運営委員長 おはようございます。 

  それでは、議会運営委員会における協議の経

過と結果について報告いたします。 

  去る２月25日午前10時から、議員協議会室に

おいて議会運営委員６名出席のもと、執行部か

ら副市長、関係課長並びに議会事務局職員の出

席を求め議会運営委員会を開催し、本日招集さ

れました令和２年３月定例会の運営について協

議をいたしたところであります。 

  初めに、執行部から招集日を含め、提出議案

等についての説明を受け、協議を行った結果、

会期につきましてはお手元に配付してあります

令和２年３月定例会日程表のとおり、本日から

３月17日までの15日間に決定いたしました。ま

た、会期中の日程につきましても日程表のとお

り決定いたしましたので、よろしくお願いいた

します。 

  このたび提案されます案件は、報告１件、諮

問１件、議会案１件、令和元年度補正予算８件、

令和２年度予算７件、議案19件、請願１件の計

38件であります。 

  案件の取り扱いにつきましては、本日報告１

件の後、諮問１件、議案第16号、議案第17号及

び議案第18号の議案３件につきましては人事案

件でありますので提案説明の後、委員会への付

託を省略して直ちに審議をお願いいたします。

また、議案第19号につきましても同様に、提案

説明の後、委員会への付託を省略して直ちに審

議をお願いいたします。 

  議案第１号から議案第８号までの令和元年度

補正予算８件につきましては、本日の本会議に

おいて一括上程し、提案説明の後、会議規則第

37条第３項の規定により委員会への付託を省略

して直ちに審議をお願いいたします。 

  議案第９号から議案第15号までの令和２年度

予算７件につきましては、本日の本会議におい

て一括上程し、提案説明の後に、全議員で構成

する予算特別委員会を設置し、同委員会に付託

して審査していただきます。 

  議案第20号から議案第34号までの議案15件に

つきましては、本日の本会議において一括上程、

提案説明の後に総括質疑を行い、各常任委員会

に付託して審査していただきます。 

  次に、一般質問についてでありますが、今期
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定例会の一般質問通告者は11名であります。よ

って、１日目６名、２日目５名に行っていただ

きます。なお、質問時間は、質問、答弁を含め

て１人50分以内といたします。質問者並びに答

弁者の御協力を特にお願いいたします。 

  以上、よろしくお取り計らいくださいますよ

うお願い申し上げ、議会運営委員会における協

議の経過と結果についての報告といたします。 

下山准一議長 お諮りいたします。 

  今期定例会の会期は、ただいま議会運営委員

長から報告のありましたとおり、本日から３月

17日までの15日間にいたしたいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

会期は３月３日から３月17日までの15日間と決

しました。 

 

令 和 ２ 年 ３ 月 定 例 会 日 程 表 

 

会 期 月 日 曜 会 議 別 場 所 開議時刻 摘      要 

第１日 ３月３日 火 

本 会 議 議 場 午前10時 

開会。行政報告。報告（１件）の説

明。諮問（１件）の上程、提案説

明、採決。人事案件（３件）の上

程、提案説明、採決。選挙管理委員

会の委員及び補充員の選挙。議会案

（１件）の上程、提案説明、質疑、

討論、採決。議案（１件）の上程、

提案説明、質疑、討論、採決。令和

２年度施政方針の説明。予算(７件)

の一括上程、提案説明。予算特別委

員会の設置。議案（15件）の一括上

程、提案説明、総括質疑。議案及び

請願の予算特別委員会、各常任委員

会付託。補正予算（８件）の一括上

程、提案説明、質疑、討論、採決。 

予 算 

特別委員会 
議 場 

本 会 議 

終 了 後 
正副委員長の互選 

第２日 ３月４日 水 本 会 議 議 場 午前10時 

一般質問 

小嶋冨弥、小野周一、山科春美、 

石川正志、八鍬長一、叶内恵子 

の各議員 
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会 期 月 日 曜 会 議 別 場 所 開議時刻 摘      要 

第３日 ３月５日 木 本 会 議 議 場 午前10時 

一般質問 

 佐藤卓也、髙橋富美子、佐藤悦子、

奥山省三、庄司里香の各議員 

第４日 ３月６日 金 常任委員会 

総 務 文 教

（議員協議

会室） 

午前10時 付託議案の審査 

第５日 ３月７日 土 
休      会  

第６日 ３月８日 日 

第７日 ３月９日 月 常任委員会 

産 業 厚 生

（議員協議

会室） 

午前10時 

 

付託議案、請願の審査 

第８日 ３月10日 火 
予 算 

特別委員会 
議 場 午前10時 

令和２年度一般会計、特別会計、 

水道事業会計、下水道事業会計予算

の審査 

第９日 ３月11日 水 
予 算 

特別委員会 
議   場 午前1 0時 

令和２年度一般会計、特別会計、 

水道事業会計、下水道事業会計予算

の審査 

第10日 ３月12日 木 
予 算 

特別委員会 
議   場 午前1 0時 

令和２年度一般会計、特別会計、 

水道事業会計、下水道事業会計予算

の審査 

第11日 ３月13日 金 休      会 本会議準備のため 

第12日 ３月14日 土 
休      会  

第13日 ３月15日 日 

第14日 ３月16日 月 休      会 本会議準備のため 

第15日 ３月17日 火 本 会 議 議 場 午前10時 
予算特別委員長報告、採決。各常任

委員長報告、質疑、討論、採決。 

 

 

日程第３市長の行政報告 

 

 

下山准一議長 日程第３市長の行政報告をお願い

します。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 おはようございます。 

  それでは、３月定例会冒頭に当たりまして、

本市における新型コロナウイルス感染症対策に

関する状況について、２月19日全員協議会に続

き改めて御報告申し上げます。 

  中国武漢市で発生しました新型コロナウイル

スについて、連日テレビ等で報道されていると

ころであります。山形県では、予防対策の周知

や相談窓口の設置、医療機関の体制整備などを

行って対応しているところであります。 
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  本市におきましては、２月17日に新型コロナ

ウイルス感染症対策庁内連絡会議を開催し、28

日には新型コロナウイルス感染症対策本部を設

置したところであります。 

  先週、政府の要請を受けまして、感染防止の

観点から、３月２日から春休みまで小中学校全

校を臨時休校としております。また、市主催の

行事や会議などは、極力中止または延期するこ

とといたしました。なお、団体等が行事などを

開催する場合には、感染症予防に十分に努めた

上で実施するよう要請したところであります。 

  市民の健康を守るため、関係機関と連携を図

りながら情報を共有し、感染症の予防や相談窓

口などについて、より一層周知を図ってまいり

ます。 

  以上、行政報告とさせていただきます。 

 

 

日程第４報告第１号新庄市土地開

発公社の経営状況の報告について 

 

 

下山准一議長 日程第４報告第１号新庄市土地開

発公社の経営状況の報告についてを議題といた

します。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 報告第１号新庄市土地開発公社の

経営状況について御報告いたします。 

  この報告は、地方自治法第243条の３第２項

の規定に基づくものでございます。お手元の令

和２年度予算書につきましては、去る２月３日

に開催されました令和２年第１回土地開発公社

理事会におきまして承認されたものでございま

す。 

  令和２年度の事業計画といたしまして、定住

対策に向けた宅地開発の可能性について調査し

たいとのことであります。 

  なお、予算書の１ページから５ページまでに、

新庄市土地開発公社予算の内容を記載しており

ますので、ごらんいただきたいと思います。 

  以上で、令和２年度新庄市土地開発公社の経

営状況の報告とさせていただきます。 

下山准一議長 本件は地方自治法第243条の３第

２項の規定による報告でありますので、御了承

願います。 

 

 

日程第５諮問第１号人権擁護委員

の推薦につき意見を求めることに

ついて 

 

 

下山准一議長 日程第５諮問第１号人権擁護委員

の推薦につき意見を求めることについてを議題

といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 諮問第１号人権擁護委員の推薦に

つき意見を求めることについて御説明申し上げ

ます。 

  令和２年６月30日をもって任期満了となりま

す本市の人権擁護委員１名の方につきまして、

山形地方法務局長より候補者の推薦依頼があり

ましたので、その推薦に当たり、人権擁護委員

法第６条第３項の規定により議会の意見を求め

るものであります。 

  推薦する方は、引き続き推薦する方として荒

川靜江氏であります。 

  参考といたしまして経歴を添付しております

が、人権擁護委員として人格、識見から適任の

方であると存じますので、御審議いただき御意

見賜りますようお願い申し上げます。 

下山准一議長 お諮りいたします。 
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  ただいま説明のありました諮問第１号は、会

議規則第37条第３項の規定により、委員会の付

託を省略したいと思います。これに御異議あり

ませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

本件は委員会への付託を省略することに決しま

した。 

  お諮りいたします。本件は人事案件でありま

すので、質疑、討論を省略し、直ちに採決した

いと思います。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

諮問第１号は直ちに採決することに決しました。 

  これより採決いたします。 

  諮問第１号人権擁護委員の推薦につき意見を

求めることについては、これに同意することに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

諮問第１号はこれに同意することに決しました。 

 

 

日程第６議案第１６号新庄市副市

長の選任について 

 

 

下山准一議長 日程第６議案第16号新庄市副市長

の選任についてを議題といたします。 

  ここで総務課長小松 孝君の退席を求めます。 

   （小松 孝総務課長退席） 

下山准一議長 提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、議案第16号新庄市副市

長の選任について御説明申し上げます。 

  本案は、新庄市副市長として小松 孝君を選

任することにつきまして、地方自治法第162条

の規定により議会の同意を求めるため御提案申

し上げるものであります。 

  御同意をお願い申し上げます小松 孝君は、

参考として添付しております経歴にもあります

ように、昭和60年に新庄市職員となり、その後、

新庄市選挙管理委員会事務局長、健康課長、環

境課長などの職を経て、現在は総務課長の職に

ついております。 

  このたび副市長を選任するに当たり、本市行

政に精通している同氏を最も適任と考えまして、

御提案するものであります。 

  なお、選任は、令和２月４月１日を予定して

おります。御審議をいただき御意見賜りますよ

うよろしくお願い申し上げます。 

下山准一議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました議案第16号は、会

議規則第37条第３項の規定により委員会への付

託を省略したいと思います。これに御異議あり

ませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

本件は委員会の付託を省略することに決しまし

た。 

  お諮りいたします。 

  本件は人事案件でありますので、質疑、討論

を省略し、直ちに採決したいと思います。これ

に御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第16号は直ちに採決することに決しました。 

  これより採決いたします。 

  議案第16号新庄市副市長の選任については、

これに同意することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第16号はこれに同意することに決しました。 

  暫時休憩いたします。 

   （小松 孝総務課長復席） 
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     午前１０時１５分 休憩 

     午前１０時１６分 開議 

 

下山准一議長 休憩を解いて再開いたします。 

  ただいま副市長に選任されました小松 孝君

に御挨拶をお願いいたします。 

小松 孝総務課長 小松 孝でございます。先ほ

どは、議会の御同意をいただきましてありがと

うございます。 

  ４月１日からの就任ということになりますけ

れども、市民の皆様のためになる市役所をつく

るために、そして、議員の皆様の御協力をいた

だきまして、市長が掲げる施策の実現に向けま

して尽力してまいりたいと考えておりますので、

今後ともよろしくお願いいたします。ありがと

うございます。（拍手） 

 

 

日程第７議案第１７号新庄市教育

委員会委員長の任命について 

 

 

下山准一議長 日程第７議案第17号新庄市教育委

員会教育長の任命についてを議題といたします。 

  ここで、教育長高野 博君の退席を求めます。 

   （高野 博教育長退席） 

下山准一議長 提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、議案第17号新庄市教育

委員会教育長の任命について御説明申し上げま

す。 

  本案は、新庄市教育委員会教育長の任期が令

和２年３月31日で満了するため、地方教育行政

の組織及び運営に関する法律第４条第１項の規

定により御提案申し上げるものであります。 

  任命しようとする方は高野 博氏であります。

任期は令和２年４月１日から令和５年３月31日

までの３年であります。 

  参考といたしまして経歴を添付しております

が、平成29年から教育長の職についておられ、

本市の教育行政を推進していただく上で、まこ

とにふさわしい方であると存じます。 

  御審議いただき御意見賜りますようよろしく

お願い申し上げます。 

下山准一議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました議案第17号は、会

議規則第37条第３項の規定により委員会への付

託を省略したいと思います。これに御異議あり

ませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

本件は委員会の付託を省略することに決しまし

た。 

  お諮りいたします。 

  本件は人事案件でありますので、質疑、討論

を省略し、直ちに採決したいと思います。これ

に御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第17号は直ちに採決することに決しました。 

  これより採決いたします。 

  議案第17号新庄市教育委員会教育長の任命に

ついては、これに同意することに御異議ありま

せんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第17号はこれに同意することに決しました。 

  暫時休憩いたします。 

   （高野 博教育長復席） 

 

     午前１０時２０分 休憩 

     午前１０時２１分 開議 

 

下山准一議長 休憩を解いて再開いたします。 
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  ただいま教育長に任命されました高野 博君

に御挨拶をお願いいたします。 

高野 博教育長 ただいまは教育長に承認いただ

きましてありがとうございます。これから３年

間、教育長の仕事を務めるわけですけれども、

これから明倫学園の校舎建築・開校、そして東

京オリンピックのホストタウン、聖火リレー事

業、そして新学習指導要領の全面実施と、多く

の取り組まなければいけないことがあります。 

  子供一人一人の可能性を最大限発揮できるよ

うな教育、そして、市民も輝いて日々生活でき

るような教育に、少しでも教育長として頑張っ

ていきたいなと思いますので、皆様の御理解と

御協力をお願いし、どうぞこれからもよろしく

お願いいたします。（拍手） 

 

 

日程第８議案第１８号新庄市監査

委員の選任について 

 

 

下山准一議長 日程第８議案第18号新庄市監査委

員の選任についてを議題といたします。 

  ここで、監査委員大場隆司君の退席を求めま

す。 

   （大場隆司監査委員退席） 

下山准一議長 提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、議案第18号新庄市監査

委員の選任について御説明申し上げます。 

  本案は、識見を有する者のうちから選任した

監査委員の任期が、本年３月31日で任期満了と

なりますことから、新たに選任するために地方

自治法第196条第１項の規定により、議会の同

意をお願いするものであります。 

  御同意をお願い申し上げます大場隆司氏は、

昭和57年３月に慶應義塾大学を卒業後、平成２

年11月に司法書士の資格を取得され、平成４年

４月に司法書士大場隆司事務所を開設されてお

ります。 

  また、平成28年から監査委員に選任されてい

るところであり、すぐれた識見を有している同

氏を最も適任と考え、御提案申し上げるもので

あります。 

  御審議いただき御意見賜りますよう、よろし

くお願い申し上げます。 

下山准一議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました議案第18号は、会

議規則第37条第３項の規定により、委員会への

付託を省略したいと思います。これに御異議あ

りませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

本件は委員会の付託を省略することに決しまし

た。 

  お諮りいたします。 

  本件は人事案件でありますので、質疑、討論

を省略し、直ちに採決したいと思います。これ

に御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第18号は直ちに採決することに決しました。 

  これより採決いたします。 

  議案第18号新庄市監査委員の選任については、

これに同意することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第18号はこれに同意することに決しました。 

  暫時休憩いたします。 

   （大場隆司監査委員復席） 

 

     午前１０時２５分 休憩 

     午前１０時２６分 開議 

 

下山准一議長 休憩を解いて再開いたします。 
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  ただいま監査委員に選任されました大場隆司

君に御挨拶をお願いいたします。 

大場隆司監査委員 ただいま監査委員に選任して

いただきました大場隆司でございます。新庄市

も少子高齢化、若者の流出によって人口が減少

し、また、高度成長期と異なる人口構成によっ

て、将来的には年々財政状況が厳しくなってい

くことが想定されます。こういった状況を踏ま

え、新庄市民と新庄市の行政側との中立的な立

場で、公正不偏の監査に努めてまいりたいと存

じますので、これからもどうぞよろしくお願い

いたします。（拍手） 

 

 

日程第９選挙管理委員会の委員及

び補充員の選挙について 

 

 

下山准一議長 日程第９選挙管理委員会の委員及

び補充員の選挙を行います。 

  お諮りいたします。選挙の方法につきまして

は、地方自治法第118条第２項の規定により、

指名推選によりたいと思います。これに御異議

ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

選挙の方法は指名推選によることに決しました。 

  お諮りいたします。指名の方法につきまして

は、議長において指名することにしたいと思い

ます。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議長において指名することに決しました。 

  最初に、選挙管理委員の方々を申し上げます。 

  間 洋子さん、五十嵐キヨコさん、佐藤利美

さん、武田清治さんの４名を委員に指名いたし

ます。 

  お諮りいたします。ただいま指名いたしまし

た方々を選挙管理委員の当選人と定めることに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

ただいま指名いたしました方々が選挙管理委員

に当選されました。 

  次に、補充員の方々を指名申し上げます。 

  補充員の１番目に小野茂雄さん、２番目に畠

腹銀蔵さん、３番目に遠田美代子さん、４番目

に五十嵐美千子さんを指名いたします。 

  お諮りいたします。ただいま指名いたしまし

た方々を補充員の当選人と定めることに御異議

ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

ただいま指名いたしました方々が補充員に当選

されました。 

  それでは、ここで選挙管理委員に当選されま

した方々から御挨拶をいただきたいと思います。 

  暫時休憩いたします。 

 

     午前１０時２９分 休憩 

     午前１０時３１分 開議 

 

下山准一議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

日程第１０議会案第１号新庄市議

会委員会条例の一部を改正する条

例について 

 

 

下山准一議長 日程第10議会案第１号新庄市議会

委員会条例の一部を改正する条例についてを議

題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  議会運営委員長石川正志君。 

   （石川正志議会運営委員長登壇） 
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石川正志議会運営委員長 議会案第１号新庄市議

会委員会条例の一部を改正する条例について、

会議規則第14条第２項の規定により御提出申し

上げます。 

  提出者は、私、議会運営委員会委員長石川正

志でございます。 

  提出の理由でございますが、議案末尾に記載

してありますとおり、４月１日から行政組織の

変更に伴い、委員会の所管する事務を変更する

ため必要な改正を行うものであります。施行月

日につきましては、令和２年４月１日とするも

のでございます。御審議いただき、御決定くだ

さいますようよろしくお願い申し上げます。 

下山准一議長 ただいま説明のありました議会案

第１号について質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議会案第１号新庄市議会委員会条例の一部を

改正する条例については、原案のとおり決する

ことに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案第１号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第１１議案第１９号財産の処

分について 

 

 

下山准一議長 日程第11議案第19号財産の処分に

ついてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、議案第19号財産の処分

について御説明申し上げます。 

  本案は、新庄中核工業団地の土地を売却する

ため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第３条の規定により議

決を求めるものであります。 

  去る１月15日に、市内金沢の株式会社双葉建

設コンサルタントより、新庄中核工業団地Ｊ－

２－14区画についての土地譲受申込書を受理い

たしました。 

  同社は、測量、土木建築企画、設計監理、情

報処理サービス、ソフトウエア開発が主な業務

の企業ですが、本社社屋が築40年以上経過して

老朽化し、耐震性にも不安があることから、本

社の移転先として新庄中核工業団地の用地を取

得したいというものであります。 

  売却する土地は、新庄中核工業団地Ｊ－２－

14区画7,181.73平方メートル、売却価格は

3,600万円です。売却の相手先は株式会社双葉

建設コンサルタントであります。 

  以上御審議いただき、御決定くださいますよ

うようよろしくお願い申し上げます。 

下山准一議長 お諮りいたします。ただいま説明

のありました議案第19号につきましては、会議

規則第37条第３項の規定により委員会の付託を

省略したいと思います。これに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第19号は委員会の付託を省略することに決

しました。 

  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 
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   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第19号は討論を終結し、直ちに採決するこ

とに決しました。 

  これより採決いたします。 

  議案第19号財産の処分については、原案のと

おり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第19号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第１２令和２年度施政方針の

説明 

 

 

下山准一議長 日程第12令和２年度施政方針の説

明をお願いいたします。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、令和２年度の市政運営

に関し、私の所信を申し上げ、議員各位を初め、

広く市民の皆様の御理解と御協力を賜りたいと

存じます。 

  １．初めに、昨年の５月１日に新天皇陛下が

即位され、輝かしい「令和」という新たな時代

の幕あけとなりました。このような記念すべき

年に、本市においても市制施行70周年という大

きな節目を市民の皆様とともに迎えられたこと

をとても喜ばしく思うとともに、新庄市の未来

について考える貴重な一年となりました。 

  世界情勢では、年明け早々、米国とイランの

対立により緊迫状態に陥った中東情勢ではあり

ますが、武力衝突の危機は回避されたものの、

イラン情勢の不安定化は日本における原油の安

定供給への影響が懸念されます。英国がＥＵか

ら正式離脱し、米中貿易摩擦も「第１段階合

意」が発効されたことにより、目下のところ不

透明感は後退しましたが、いまだにリスクは拭

えず、今後の日本経済に及ぼす影響については

引き続き注視していかなければなりません。 

  また、新型コロナウイルスの感染が世界中に

広がりを見せ、感染による影響で中国経済が停

滞したことにより、世界経済は大きな打撃を受

け、中国と取引のある市内企業においても深刻

な状況が続いております。 

  国内経済においては、内閣府によると、世界

の景気は緩やかに回復している中で、日本の景

気は輸出が弱含んでおり、製造業を中心に弱さ

が一段と増した状態が続いております。また、

新型コロナウイルス感染症による影響や消費税

増税による消費者心理の低下、働き方改革によ

る格差是正などさまざまな課題が日本経済の動

向にどう影響するか注視する必要があります。

一方、労働市場においては、深刻化する人手不

足に対応するため、国全体で外国人労働者の就

労を認める新たな在留資格「特定技能」を導入

し、積極的な受け入れ態勢を進めております。 

  国では、将来にわたって「活力ある地域社

会」の実現と、「東京圏への一極集中」の是正

を目指すため、第１期総合戦略の成果と課題を

踏まえ、昨年12月に「第２期まち・ひと・しご

と創生総合戦略」を策定しました。この総合戦

略では、これまでの取り組みを発展させ、さら

にSociety5.0「超スマート社会」の実現に向け

た地方における未来技術の活用と、「誰一人取

り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある
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社会の実現に向けて持続可能な開発目標ＳＤＧ

ｓに取り組み、新しい時代の流れを力にしよう

としております。本市におきましても、これら

の取り組みを踏まえた政策の検討を行う一年に

してまいります。 

  昨年の秋に初めて日本で開催されましたラグ

ビーワールドカップでは、日本代表は「ＯＮＥ 

ＴＥＡＭ」をテーマに掲げ、強豪アイルランド、

スコットランドを撃破する活躍で初の８強入り

を果たし、日本中を熱狂の渦に巻き込みました。 

  本年は、スポーツ界最大のイベント、東京

2020オリンピックが７月24日から、パラリンピ

ックが８月25日から開催されます。 

  これに先立ち３月26日に、オリンピック聖火

リレーが福島県をスタートし全国を回ります。

本市もリレールートとして６月８日に決定して

いることから、それまでに新型コロナウイルス

感染が終息し、当日、無事に聖火をつなぐこと

ができればと思います。 

  また、ホストタウンとしてオリンピックを契

機に台湾のバドミントン競技団体との相互交流

を深めることで、この地域におけるスポーツの

競技力向上と、本市の魅力を発信する絶好の機

会と捉え、活力ある地域づくりにつなげてまい

ります。 

  さて、近年、日本各地で地震や豪雨といった

自然災害による被害が多数発生しております。

県内におきましても、昨年６月に本県沖を震源

とする地震が発生し、鶴岡市の沿岸部を中心に

家屋の損壊が見られました。また、10月には台

風19号の猛威により全国でも多くの被害に見舞

われ、県内でも冠水・浸水被害が発生しました。 

  本市におきましては、大きな被害はありませ

んでしたが、近年常態化する異常気象・自然災

害は、地球温暖化による気候変動が大きな影響

を与えていることにほかなりません。私たち自

身が子供たちの未来のために、この問題をどう

考え、どう行動すべきか非常に重要になってく

るものと思っております。 

  また、先月の初めから市内防災無線の試験運

用を開始したところですが、今後起こり得る災

害に備えるため着実に準備を進めてまいります。 

  県内の経済情勢は、１月に「大沼デパート」

が破産したことにより、山形県のシンボル的百

貨店がなくなったことは、私たちにとって大き

な衝撃でした。県内ではその影響が広がりを見

せ、対策に動いておりますが、新庄市におきま

しても従業員や関連する市内取引企業に対し、

県やハローワークと連携し支援してまいります。 

  山形県立新庄病院の移転改築につきましては、

令和５年度の開院に向けて、いよいよ準備が本

格化してきます。新病院に機能移転される夜間

休日診療所とあわせ、地域の医療体制が充実す

ることで市民の皆様が安心して暮らせる環境が

整備されるものと期待しております。また、移

転に伴い、緊急車両がスムーズに進入ができる

よう、国道13号線の４車線化について国に要望

してまいります。 

  県では昨年の12月に、農林業の未来を担う高

度人材の育成に向けた専門職大学を本市に設置

する方針を示しました。本市といたしましても、

大学設置を契機とし地域活性化につながるよう、

協力・支援を検討してまいります。 

  本市におきましては昨年、市制施行70周年を

迎え、記念式典では、松田甚次郎の朗読劇が大

変好評を得ました。さらに記念写真展において

は、昔の街並みの写真を懐かしむ方が多く見ら

れ、また、数多くの記念事業と趣向を凝らした

市民提案事業により、市民の皆様と一緒に70周

年のお祝いを盛り上げることができました。 

  天候にも恵まれた新庄まつりは、土日開催の

好条件が重なったことと、市民の皆様の心から

のおもてなしの効果もあって、過去最高の56万

人を超える人出となりました。山形新幹線の新

庄延伸から20年が経過したこととあわせ、今後

さらに国内外からの誘客や交流を拡大するため
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に、情報発信と受け皿体制の整備について推進

してまいります。 

  地方新聞46紙と共同通信が実施している「第

10回地域再生大賞」で、「kitokitoマルシェ」

を実施する取り組みが評価され、新庄市エコロ

ジーガーデン交流拡大プロジェクト実行委員会

が奨励賞を受賞しました。今後も、地方と都市

との交流を深め、ますます地域の活性化に寄与

することを期待しております。 

  道の駅建設につきましては、第一段階でエコ

ロジーガーデンに設置の調査検討をしてまいり

ます。また、第二段階として、高規格道路の延

伸に伴う県北への誘客に向けた受け入れ態勢の

整備について８市町村で協議を重ねてまいりま

す。 

  温泉施設につきましては、本合海地区の旧新

庄温泉に開設される民間施設が、「今春開業」

とお聞きしております。 

  令和３年４月開校に向け、本市において２校

目となる義務教育学校「明倫学園」の建設が昨

年から本格着工いたしました。本市が推進する

小中一貫教育と「明倫学園」の開校に向けて、

関係機関と連携を図りながら着実に進めてまい

ります。 

  全国815都市を対象とした民間調査会社によ

る「2019住みよさランキング」では、評価指標

が大幅に変更になったものの、人口当たり大規

模小売店店舗面積や飲食店数、小売販売額とい

った利便度の高さなどから、全国で71位、東北

では３位、山形県内では第１位にランキングさ

れました。この評価を本市の強みと捉え、市民

の皆様が満足して住み続けられるよう、全力で

まちづくりに取り組んでまいります。 

  以上、本市を取り巻く情勢を踏まえ、地域の

活力となる産業の振興と雇用の創出、そして所

得向上につなげることにより、暮らしと定住の

基盤を強固なものにしていかなければなりませ

ん。各分野の施策の充実強化を図り、市民の皆

様とともに、諸課題の解決に向けて取り組んで

まいります。 

  ２．市政運営の基本的な考え方。 

  さきに述べた社会経済情勢を踏まえながら、

令和２年度の市政運営の基本的な考え方につい

て申し上げます。 

  私は、これまで、「人行きかうまち」、「人ふ

れあうまち」、「人学びあえるまち」をまちづく

りの基本理念として掲げてまいりました。その

実現に向けて、「経済力」、「地域力」、「教育

力」を強化する施策を展開し、これらを結び合

わせた「地域基盤力」の向上により、引き続き

地域の魅力を最大限に引き出し、元気で、人に

やさしく、希望が持てる、「誰もが安心して暮

らせる共生社会のまちづくり」に向けて取り組

んでまいります。 

  「人行きかうまち」の実現に向けては、新庄

が誇る伝統文化や食文化等の魅力を発信し、人

や他地域との交流を深め、地域の経済活動を底

上げするため、農業を初めとする地場産業の振

興と企業力の強化支援に取り組み、雇用の創出

と市民所得の向上を図ることにより、地域の

「経済力」を強化してまいります。 

  「人ふれあうまち」の実現に向けては、少子

高齢社会において、誰もが安全・安心に暮らし

ていくため、この地域における大きな課題であ

る雪の克服や自主防災組織といった災害への備

えに向けた取り組みとあわせ、医療・福祉体制

の充実、地域コミュニティを活性化させること

により、「地域力」を高めてまいります。 

  「人学びあえるまち」の実現に向けては、小

中一貫教育の推進を図るとともに、地域に根差

した子供たちの学習活動を通じて、新庄の歴史

や文化、自然への理解を促し、ふるさとへの誇

りと愛着心を育むなど、地域の産業や企業を知

ることによって、未来の新庄を支える人材を育

てる取り組みを推進してまいります。さらに、

若い人たちがこの地域で新たな文化創造に挑戦
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できる基盤をつくることにより、地域全体の

「教育力」の向上につなげてまいります。 

  以上の３つの基本理念と「地域基盤力」を土

台として、地域のよさを見詰め直し、自信と誇

りを持てる「元気なまちづくり」を進めるとと

もに、誰もが暮らしやすい「人にやさしいま

ち」、若者が挑戦できる「希望のもてるまち」

の実現に向けて、引き続き全力で取り組んでま

いります。その上で、「障がい者にやさしいま

ちづくり」にも取り組んでまいります。 

  ３．市政運営の指針。 

  次に、市政運営の指針についてでありますが、

新庄市市民憲章にうたわれている「先人の築き

あげた伝統を重んじ、新庄市民であることに誇

りをもち、愛する郷土を発展させる」ことを目

指し、「新庄市まちづくり総合計画」と「行財

政改革大綱」を基本に据え、財政規律を重んじ

ながら、市政運営に取り組んでまいります。 

  初めに、市政運営の基本指針となる第４次新

庄市振興計画「新庄市まちづくり総合計画」に

つきましては、「自然と共生 暮らしに活力 

心豊かに笑顔輝くまち 新庄」を目指すべき将

来像とし、「産業の振興」、「健康と福祉の充実」、

「教育の振興」、「社会生活基盤の整備」、「環境

の保全」の５つの分野において基本目標を掲げ、

「市民協働」や「広域連携」等の手法を取り入

れながら、「新庄市総合戦略」とともに、「暮ら

し、定住、未来創造」に向け、「雇用・交流の

拡大」、「安全・安心の充実」、「子育て・人づく

り」の３つの重点プロジェクトを軸に総合的な

取り組みを推進してまいります。 

  また、令和２年度は第４次新庄市振興計画の

計画期間最終年度に当たります。これまでの成

果や「住みよさランキング」県内第１位という

評価を踏まえながら、新たなまちづくりの指針

となる総合計画の策定に向けて取り組んでまい

ります。 

  次に、「行財政改革」につきましては、「第６

次行財政改革大綱」に基づき、「地域課題の解

決を図る協働体制づくり」、「行政経営の効率

化」、「行政課題の解決を図る組織体制づくり」、

「持続可能な財政運営」の４つを基本目標に掲

げ、市民サービスの向上に取り組んでまいりま

す。 

  財政運営につきましては、これまで厳しい財

政状況を克服するために、地方債残高や利息負

担の軽減に努めるとともに、内部管理経費の削

減、投資的経費の抑制等に取り組んでまいりま

したが、平成30年度決算におきましては、経常

収支比率が92.6％になるなど、財政の弾力性と

いう面では、まだ課題を抱えていると言えます。 

  今後も少子高齢社会における扶助費や大型施

設整備に係る公債費などの義務的経費に加え、

老朽化した施設等の改修費の大幅な増加が見込

まれることから、引き続き財源確保に努め、事

務事業の選択と集中、業務の効率化を図りなが

ら持続可能な財政運営に努めてまいります。 

  ４．重要課題に対応した令和２年度主要事業。 

  次に、まちづくり総合計画の３つの重点プロ

ジェクトに沿って、令和２年度の主要事業の概

要を申し上げます。地方創生に向けた戦略的な

取り組みや、定住自立圏構想に基づく連携など、

引き続き行政課題へ対応するための各種事業に

取り組んでまいります。 

  初めに、「雇用・交流拡大プロジェクト」で

すが、重要課題とする「しごと」の創出では、

恒常的な人材不足が懸念されていることから、

若者が新庄で働きたくなるための地域の魅力発

信と外国人労働者の受け入れ態勢整備とあわせ、

企業力強化に向けた支援を推進するとともに、

交流人口の拡大等により経済活動の活性化に取

り組んでまいります。 

  企業の人材育成と確保につきましては、小中

高生の年代から地元企業への就職に対する意識

醸成を図るため、「地元定着型キャリア教育」

に引き続き取り組みます。さらに、「人財育成



- 17 - 

推進・確保対策協議会」と連携し、「若者の地

元定着・回帰促進プロジェクト」を実施するこ

とで、市外の高等教育機関に進学した若者等に

対して、市内企業の魅力を伝えることにより、

若者の地元定着促進を図ってまいります。また、

外国人労働者に対する日本語教室の開催に向け

て努力してまいります。 

  企業力強化支援につきましては、企業におけ

る新製品・新技術の開発に向けた取り組みを支

援する「新製品開発支援補助事業」や市内企業

の経営基盤強化や事業規模の拡大に向けて、新

たな取引先の獲得や販路の拡大を支援する「商

談会出展補助事業」を実施することにより、企

業力の強化を促進してまいります。 

  農業振興につきましては、担い手の高齢化や

後継者不足による農業者の減少など、農業を取

り巻く環境はさらに厳しいものになっておりま

す。そのため農業経営の基盤強化に向け「担い

手総合支援対策事業」を推進し、担い手が農業

用機械等を導入し、規模を拡大する際に支援す

る「強い農業・担い手づくり総合支援事業」と

ともに、認定新規就農者に対する「農業次世代

人材投資事業」を行うなど、担い手育成のため

の支援に取り組んでまいります。 

  米の生産調整が廃止されたことにより、持続

可能な水田農業経営を確立するために、野菜や

花卉等の園芸振興作物への転換や、土地利用型

作物の振興を促進し、複合的な経営を支援する

「水田農業経営確立対策事業」を強化してまい

ります。 

  全国のねぎ産地が一堂に会し、ねぎの魅力を

全国に発信するとともに、産地間連携を目的と

した「全国ねぎサミット」を新庄市で10月に開

催します。開催に向けた受け入れ態勢の整備と

全国的な「ねぎの産地」としての機運醸成を図

ってまいります。 

  また、６次産業化推進協議会において事業者

と関係者が一体となって商品開発、販売力向上

に取り組むとともに、新規実践者の掘り起こし

と商品のブランド化や販路拡大に向けた「６次

産業化推進事業」を引き続き実施してまいりま

す。 

  各地域で組織した35の活動団体が行う農用地

や水路、農道の保全活動を支援するため、「多

面的機能支払事業」を継続して行ってまいりま

す。 

  また、森林環境譲与税を活用し、林業の持続

的かつ健全な発展、森林の公益的機能の発揮等

を図るために、必要な機械設備の整備等に対す

る支援と、市が民有林の活用にかかわりながら、

林業の成長産業化と森林資源の適切な管理を行

う「林業振興行政事業」に取り組んでまいりま

す。 

  インバウンド誘致を積極的に行ってきた成果

により、平成30年には、3,600人余りの外国人

観光客が本市に来訪いただいております。今後、

さらに増加が見込まれる外国人観光客の受け入

れ態勢強化を目的に、郡内在住の外国出身者の

協力も得ながら、ボランティアガイドの組織を

強化し、外国人観光客の利便性を図るとともに、

おもてなし意識を向上させるため「外国人観光

客案内体制整備事業」に引き続き取り組んでま

いります。 

  kitokitoマルシェの人気が広がることにより、

エコロジーガーデンは交流の場として市内外か

ら多くの来場者を迎えるようになりました。こ

れまで「第４期エコロジーガーデン利用計画」

に沿って、旧第４・第５蚕室の耐震改修と活用

を図ってまいりましたが、今後も施設の保存に

向けた改修工事等を行うとともに、国登録有形

文化財としての魅力を発信し、さらに道の駅と

しての利活用も検討してまいります。 

  次に「安全・安心充実プロジェクト」ですが、

本市において克雪対策は最も重要な課題として

捉えております。本年は記録的な少雪でその実

感が湧かないところでありますが、市民生活に
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おける「雪」に対する不安を払拭するとともに、

安全・安心な生活ができるよう引き継き強化し

てまいります。 

  市道の除排雪につきましては、ＧＰＳを利用

した効率的な除排雪体制を構築したことにより、

市民サービスの向上へとつながっております。

今後も、迅速な除排雪作業に努め、雪による不

安のない生活ができるよう取り組んでまいりま

す。具体的には、高齢者住宅の間口除雪や冬期

の通学路等の安全確保に向けて、歩道除雪を引

き続き実施してまいります。 

  雪に強い安全で快適なまちの実現に向けて、

「新庄市総合雪対策基本計画」に基づき、流雪

溝の整備や水源の確保と安定化を図るとともに、

散水・無散水消雪道路の整備として「北本町南

本町線消雪整備事業」と防雪柵の整備として

「泉田二枚橋線整備事業」を推進してまいりま

す。 

  また、道路施設の計画的な補修更新を行い、

長寿命化を図るとともに、長期間未着手となっ

ている都市計画道路の見直し検討を含め、適正

な道路維持管理と安全確保に努めてまいります。 

  水道を取り巻く環境は大きく変化しており、

将来を見据えて策定した「新庄市水道ビジョ

ン」は、令和２年度が計画期間最終年度に当た

ることから、次期「水道ビジョン」の策定に向

けて準備を進めてまいります。また、これまで

の用途別料金体系から口径別料金体系への移行

を含めた水道料金の見直しを進めるとともに、

安全・安心な水道水の供給に努めてまいります。 

  下水道事業につきましては、令和２年度から

「地方公営企業法」が適用されることから、計

画的な経営基盤の強化を図るとともに、生活排

水処理施設の普及率の向上のため、合併処理浄

化槽設置整備の普及促進と豪雨による浸水対策

として雨水管渠建設整備を強化してまいります。 

  近年は毎年のように、日本各地で自然災害が

発生しており、本市におきましても国や県と連

携しながら、災害に強いまちづくりに取り組ん

でまいります。 

  災害が発生した際は、まず自らの命を守る

「自助」、そして隣近所や各地区における「共

助」による取り組みが重要になってきます。そ

のため、自主防災組織の組織率向上と組織の育

成を推進する設立説明会や研修会等を実施し、

地域コミュニティによる防災体制の強化を図っ

てまいります。さらに「非常備消防運営事業」

として、消防団員が安全に活動するための装備

品の配備と「消防施設整備事業」として、小型

動力ポンプや積載車等、消防団が活動時に使用

する資機材を計画的に更新し、市民の皆様の安

全を守るため、想定される災害に備えてまいり

ます。 

  また、地球温暖化に対して、私たちが自ら行

える対策として、「容器包装リサイクル事業」

や「ごみ減量化対策事業」の強化に努めてまい

ります。 

  高齢者による交通事故発生件数が年々増加傾

向にあります。令和２年度からは運転免許証を

自主返納した方にタクシー券等を交付し、自主

返納しやすい環境を整備するとともに、高齢運

転者の事故防止対策に努めてまいります。 

  「人生100年時代」を迎え健康寿命延伸の重

要性が叫ばれております。健康寿命を延ばして

いくために、健康づくりの推進とともに、特定

健診やがん検診の受診率向上のための受診勧奨

を積極的に行いながら、健康に対する意識を高

めてまいります。 

  また、看護師養成所開設を中止したことによ

り、喫緊の課題である「看護師確保対策」とし

て、看護師の地元回帰と定着を促進するための

有効な方策を構築してまいります。 

  「新庄市地域福祉計画」を初めとした福祉関

連計画の策定に向けて、国の動向も踏まえなが

ら、関係機関とともに地域状況に合った福祉施

策を進めてまいります。 
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  また、障がい福祉の分野では、「障害者移動

手段確保事業」のうちタクシー券と給油券の交

付対象を拡大し、さらなる社会参加を促進する

ほか、「障害者差別解消法」の趣旨を広く地域

に伝え、障がいの有無にかかわらず安心して暮

らせる共生社会を実現するため条例の制定に向

けて取り組んでまいります。さらに、手話言語

条例の制定についても検討してまいります。 

  市営バス事業においては、満70歳以上の方と

高校生の使用料を引き下げるとともに、「芦沢

線」と「まちなか循環線」の一部路線の変更と

運行ダイヤを改正し、より利便性の向上を図る

など、市民の皆様からの御意見を取り入れなが

ら、安心して利用できる地域公共交通を目指し

てまいります。 

  最後に、「子育て・人づくりプロジェクト」

ですが、将来を担う子供たちは、地域の宝とし

てかけがえのない存在であり、安心して出産や

子育てができる環境こそが、ふるさとへの愛着

や誇りが育まれるものと信じております。そし

て少子化という大きな課題の克服に向けて、子

育てしやすいまちづくりに取り組んでまいりま

す。 

  子ども・子育て支援新制度を着実に運用する

ため、「第２期子ども・子育て支援事業計画」

に基づき、妊娠期から子育て期までのさまざま

なニーズに対し、切れ目のない相談支援体制を

構築するとともに、産前産後の支援強化や子育

てに対する不安を解消する取り組みに加え、仕

事と家庭の両立と、安心して子育てができる環

境の整備に向けて、「地域子ども・子育て支援

事業」を継続してまいります。 

  新たな子育て支援の取り組みとして、子育て

における経済的な負担を軽減するため、「第２

子の保育料半額免除事業」、「病児保育事業利用

料半額助成事業」を実施してまいります。また、

「わらすこ広場」の無料化や市内体育施設の小

中学生無料化なども実施してまいります。 

  さらに、ひとり親家庭等を対象とした「子ど

もの生活・学習支援事業」を行うとともに、新

庄小学校を初めとする放課後児童クラブの整備

や子供の居場所づくりである「子ども食堂支援

事業」を推進してまいります。 

  このほか、発達に課題を抱える児童の保護者

や保育士等への支援策である「ペアレント・プ

ログラム」等、乳幼児期からの特別支援活動事

業を継続することで、保護者や当該児童への支

援だけでなく、保育事業全体の充実を図ってま

いります。 

  働きやすい環境の整備に向けては、育児休業

の取得や就学前児童を養育する女性の雇用など、

子育て支援に意欲的に取り組む企業を応援する

「子育て応援企業支援事業」を継続して取り組

んでまいります。 

  本市への定住を促すため、子育て世帯や移住

してきた若者の世帯等に対し、住宅取得に要す

る経費の一部を助成する「若者世帯住宅取得支

援事業」につきましては、移住世帯に対し加算

額をふやすなど制度を拡充し、定住人口の拡大

に向けた取り組みをさらに強化してまいります。 

  地域に根差した教育の推進につきましては、

本市の特色である中学校区単位での小中一貫教

育に向けた取り組みを進めており、義務教育学

校「明倫学園」においては、令和３年４月開校

に向けて着実に準備を進めるとともに、併設す

る「放課後児童クラブ」も一体的に整備してま

いります。また、教育におけるＩＣＴを基盤と

した先端技術等の効果的な活用が求められてお

り、全国一律のＩＣＴ環境整備のため、ＧＩＧ

Ａスクール構想の実現に向けた取り組みを進め

てまいります。 

  学力の向上につきましては、専門性のあるア

ドバイザーを配置し、モデル校を対象とした

「英語」の課題整理を行いながら助言・指導を

行う「科目別スーパーバイザー配置事業」を展

開してまいります。 
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  また、学習や学校生活において著しい困難や、

個別の問題を抱える児童生徒を支援するため、

「個別学習指導員」及び「特別支援教育支援

員」を配置するなど、学習の支援と学級全体の

学習活動の充実を図ってまいります。 

  今後も、一人一人にきめ細やかな指導を行う

とともに、９年間で計画的かつ継続的な教育を

行うことで、「夢を持ち、元気で才能豊かな、

いのち輝く新庄っ子」を育成してまいります。 

  本市の文化財保存事業につきましては、調

査・点検・整備・指定を進め、国の重要文化財

「旧矢作家住宅」、国指定史跡「新庄藩主戸沢

家墓所」の屋根などは、経年劣化による損傷が

著しいため、計画的に保存・改修を行ってまい

ります。 

  これら、３つの重点プロジェクトを推進する

に当たり、引き続き「協働によるまちづくり」

に取り組んでまいります。これまでも、地域住

民が主体となった地域づくりを目指すため、

「地域づくり支援事業」及び「地域づくり推進

交付金」の制度を活用して、地域課題の解決に

向けて取り組んでまいりました。 

  近年は人口減少や少子高齢社会の到来により、

地域住民同士のつながりが希薄になってきてい

ることから、地域コミュニティの活性化に向け

た取り組みとして、地域活動を行う組織である

「地域づくり協議会」の設立に向けた準備会を

開催するとともに、地域活動を継続的に行うた

めの仕組みづくりとして、地域づくり計画の策

定を支援してまいります。 

  ５．おわりに。 

  新年度を迎えるに当たり、市政運営に関する

基本的な考え方と、主要な事業について概要を

申し上げました。 

  この冬の例年にない記録的な少雪は、私たち

の予想をはるかに超えるもので、雪を生業とす

る方々にとっては、厳しい冬となりました。 

  昨年、新たな「令和」という時代に入り、こ

れまでの「便利さを求めた成熟社会」から「一

人ひとりが輝き自分を表現する文化創造の時

代」へと向かっております。若者がこの地域で

夢を描き挑戦できる「希望のもてるまちづく

り」を目指し、市民の皆様が新たな文化を創造

していく基盤をしっかり提供していきたいと考

えております。 

  私は就任以来一貫して「元気」と「やさし

さ」があふれるまちづくりに取り組んでまいり

ました。近年は、「障がい者にやさしいまちづ

くり」を政策のキーワードに掲げ、そのために

市役所に何ができるのか、職員自身が自分の職

務の中で何ができるのかを常に考えるよう促し

ています。本市の重要課題である雪対策、医

療・福祉の充実、子育て支援、教育の充実、高

齢者支援、雇用創出といった課題を一つ一つ解

決していくために、職員一人一人が、高い意識

を持ち、掲げた目標に向けて全力で取り組んで

まいります。 

  そして、全ての市民にとって「やさしいま

ち」「安心して暮らせる共生社会」の実現につ

なげてまいりたいと考えております。 

  最後に、市民の皆様の役に立つところが「市

役所」であります。「まちはだれのもの」とい

う初心を忘れず、「市民第一主義」を引き続き

強く意識しながら、市民の皆様にとって、本当

に住みやすく住んでよかったと思えるまちを目

指し、本市が令和という時代でさらに大きく羽

ばたけるよう、職員一丸となり、市政運営に取

り組んでいく決意を表明し、令和２年度の施政

方針といたします。 

  御清聴まことにありがとうございました。 

下山准一議長 御苦労さまでした。 

  ただいまから10分間休憩いたします。 

 

     午前１１時１１分 休憩 

     午前１１時２０分 開議 
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下山准一議長 休憩を解いて再開いたします。 

  新田道尋議員より、早退の申し出がありまし

たので、これを許可いたしましたのでよろしく

お願いいたします。 

 

 

議案７件一括上程 

 

 

下山准一議長 日程第13議案第９号令和２年度新

庄市一般会計予算から、日程第19議案第15号令

和２年度新庄市下水道事業会計予算までの議案

７件を、会議規則第35条の規定により一括議題

にいたしたいと思います。これに御異議ありま

せんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第９号令和２年度新庄市一般会計予算から、

議案第15号令和２年度新庄市下水道事業会計予

算までの議案７件を一括議題とすることに決し

ました。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、議案第９号から議案第

15号までの一般会計及び特別会計並びに水道事

業会計、下水道事業会計の令和２年度当初予算

について御説明申し上げます。 

  国は、令和２年度地方財政計画によれば、地

域社会再生事業費の創設や防災・減災対策に係

る経費などを拡充する中で、一般財源総額につ

いて、昨年度を0.7兆円上回る63.4兆円を確保

したとしています。また、地方交付税の総額に

ついても前年度を0.4兆円上回る額を確保した

としています。 

  本市においては、公共施設の改修費用や社会

保障費の増大が見込まれるほか、明倫学園建設

などの大規模な施設整備事業を計画しておりま

すが、一方で、市税や交付税などの一般財源に

ついては大きな伸びが見込めない厳しい状況に

あります。 

  このような中ではありますが、市民の暮らし

に直結する課題、要望などに的確に対応し、ま

ちづくり総合計画に基づく事業を着実に推進す

ることを予算編成方針の根幹に据えて、令和２

年度の当初予算を編成いたしました。その結果、

一般会計の予算総額は194億6,500万円となり、

前年度との比較では６億9,800万円、率にして

3.7％の増で、過去最大の予算規模となってお

ります。 

  主な事業内容といたしましては、このたびの

大型の予算規模となった原因、要因でもありま

すが、今年度に引き続き明倫学園校舎等の建設

を進めるとともに、２年計画で行います体育館

等の工事も着手してまいります。また、明倫学

園併設の放課後児童クラブも整備しているとこ

ろでありますが、あわせて新庄小学校放課後児

童クラブを新たに整備してまいります。 

  また、障がい者にやさしいまちづくりの一環

といたしまして、障がい者移動手段確保事業に

おける対象範囲の拡充を行ってまいります。さ

らに、高齢者が運転免許証を自主返納した場合

の公共交通チケットの交付や幼児教育・保育の

無償化においては、国基準に該当しない第２子

児童保育料の半額免除を行ってまいります。 

  また、看護師確保対策といたしまして、市内

の医療機関に就職する看護師等の奨学金返還額

の一部助成や、教育費におきましては学校給食

の費用の一部を補助することで、保護者の経済

的負担の軽減を図ってまいります。 

  来年度いよいよ明倫学園の令和３年度開校に

向けた大詰めの年となりますが、その開校の準

備に要する経費や沼田小、北辰小及び明倫中学

校の閉校に係る経費を計上するなど、子育て世

代から高齢者まで幅広い世代にさまざまな施策

を展開する予算内容としております。 



- 22 - 

  また、雪に強いまちづくりとして「沖の町・

中山町線」ほか流雪溝整備、金沢地区流雪溝用

水導入事業などを初めとした雪総合対策事業な

ど、安心して暮らせる住みよい地域社会をつく

っていくことを基本とした予算となっておりま

す。 

  以上、当初予算編成の概要について御説明申

し上げましたが、一般会計の詳細及び４特別会

計については財政課長から、水道事業会計及び

下水道事業会計については上下水道課長から説

明させますので、御審議いただき、御決定賜り

ますようよろしくお願い申し上げます。 

下山准一議長 財政課長平向真也君。 

   （平向真也財政課長登壇） 

平向真也財政課長 それでは、私のほうから議案

第９号から第13号まで御説明いたします。 

  予算書の１ページをお開きください。 

  議案第９号令和２年度一般会計予算でござい

ます。 

  一般会計の予算総額は、第１条のとおり、歳

入歳出それぞれ194億6,500万円となり、前年比

で６億9,805万4,000円、3.7％の増となってお

ります。 

  第２条と第３条につきましては、後ほど御説

明いたします。 

  第４条一時借入金と第５条歳出予算の流用に

つきましては、昨年度と同じ内容でございます。 

  ２ページから６ページまでの第１表歳入歳出

予算につきましては、後ほど御確認いただきた

いと思います。 

  ７ページをお開きください。 

  第２表債務負担行為でございますが、明倫学

園建設事業につきましては、体育館棟というこ

とで期間を令和３年度まで、限度額を８億

8,323万8,000円とするものでございます。 

  下段の第３表地方債でございますが、放課後

児童クラブ整備事業を初めとする14件でござい

ます。令和２年度の起債総額は29億5,940万円

となり、前年度比で６億6,040万円の増となっ

ております。 

  次に、歳入の主なものについて御説明いたし

ます。 

  11ページをお開きください。 

  １款市税ですが、個人市民税につきましては

2,967万9,000円の増、法人市民税につきまして

は3,905万5,000円の減。 

  それから、12ページになりますが、固定資産

税につきましては、家屋の伸びなどにより

1,932万9,000円の増となっております。 

  一方で、13ページ下段の市たばこ税は、売り

渡し見込み本数の減少によりまして1,268万

4,000円の減となっております。 

  １款の合計額としましては、44億4,895万

1,000円となり、前年度比で213万円の増を見込

んでございます。 

  次に、14ページの２款地方譲与税から、16ペ

ージの10款地方特例交付金までにつきましては、

令和元年度の決算見込み、それから令和２年度

の国の地方財政計画上での伸び率を勘案して計

上してございます。 

  なお、15ページになりますが、６款法人事業

税交付金につきましては、令和２年度から新た

に交付される項目となってございます。 

  16ページをお開きください。 

  11款地方交付税でございますが、普通交付税

におきまして、地方財政計画の伸び率や事業費

補正などを考慮しまして、前年度比で１億

7,700万円増の43億4,300万円としてございます。 

  17ページからの13款分担金及び負担金は、前

年度比で7,439万9,000円の減、14款の使用料及

び手数料は163万2,000円の増としております。

この使用料につきましては、消費税の改正に合

わせて見直しを行う中で、政策的判断によりま

して「わらすこ広場」の無料化や体育施設等の

小中学生無料化などの支援を行うこととしたた

め、全体として微増と見込んでいるものでござ
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います。 

  次に、20ページのほうをお開きください。 

  15款国庫支出金でございますが、款全体では

27億9,968万円となり、前年度比で２億8,406万

2,000円の増額となってございます。 

  このうち１項１目民生費国庫負担金において、

子どものための教育・保育給付交付金が4,525

万8,000円の増、生活保護費等負担金が1,669万

5,000円の増額となっております。 

  また、最も大きな増加要因といたしまして、

１項２目明倫学園建設に係る公立学校施設整備

費負担金が３億5,501万6,000円増の５億4,789

万8,000円となってございます。 

  続きまして、23ページをお開きください。 

  16款県支出金につきましては、15億2,746万

1,000円となり、前年度比で４億8,280万5,000

円の減となっております。 

  こちらは、25ページのほうになりますが、２

項４目農林水産業費県補助金の林業費補助金に

おきまして、森林・林業再生基盤づくり交付金

が５億4,000万円ほど減となったことが大きな

減少の要因となってございます。 

  次に、28ページをお開きください。 

  18款寄附金につきましては、ふるさと納税寄

附金ですが、１億円減の２億円を計上してござ

います。 

  その下の19款繰入金につきましては、６億

3,050万円、前年度比で１億2,355万4,000円の

増となっておりますが、明倫学園などの大規模

建設事業の財源としまして、財政調整基金より

３億1,000万円、市有施設整備基金より２億

2,000万円の繰り入れを計上してございます。

また、子育て支援やまちづくりのための事業の

財源としまして、まちづくり応援基金より１億

円の繰り入れを計上してございます。 

  30ページをお開きください。 

  22款市債でございますが、総額では29億

5,940万円となり、前年度比で６億6,040万円の

増となっております。要因といたしましては、

明倫学園建設に充てます義務教育学校建設事業

債が20億1,100万円、前年度比で11億790万円の

増となりまして、こちらが最大の増加要因とな

ってございます。 

  以上、歳入について御説明申し上げましたが、

市税、地方交付税などの一般財源の総額につき

ましては109億6,819万7,000円となりまして、

今年度より４億731万円の増額となってござい

ます。 

  次に、歳出の主なものについて御説明いたし

ます。 

  32ページをお開きください。 

  １款議会費でございますが、１億7,793万

2,000円となりまして、前年度比で1,065万

8,000円、率にして5.7％の減となってございま

す。 

  33ページからの２款総務費でございますが、

17億7,641万4,000円となり、前年度比で１億

5,097万8,000円、率にして7.8％の減でござい

ます。 

  １項１目の一般管理費でございますが、令和

元年度退職者と２年度新規採用者との差額分や

会計間の移動に伴う職員給与費をここで措置し

ておりますが、１目全体で5,865万4,000円の増

となります。 

  なお、一般会計全体における人件費につきま

しては、前年度比で9,890万9,000円の増となっ

ております。 

  また、特別職と一般職の給与費につきまして

は、116ページ以降に記載してございますので、

後ほどごらんいただきたいと思います。 

  続きまして、36ページをお開きください。 

  ６目財産管理費でございます。本庁舎前の外

構等の整備工事費3,570万円を計上してござい

ます。 

  37ページからの７目企画費につきましては、

第５次総合計画策定に要する経費やふるさと納
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税事業費などを計上してございます。 

  46ページをお開きください。 

  ４項選挙費につきましては、令和２年度執行

予定の山形県知事選挙に係る経費を計上してご

ざいます。 

  次に、49ページをお開きください。 

  ３款民生費でございます。款全体で59億

2,710万3,000円となり、前年度比で１億1,214

万7,000円、率にして1.9％の増となってござい

ます。 

  １項１目社会福祉総務費におきましては、前

年度比で1,855万3,000円の増となっております

が、福祉バス購入の債務負担行為に係る自動車

購入費900万円を計上してございます。 

  次に、51ページをごらんください。 

  ３目障害者福祉費でございますが、中段の障

害者移動手段確保事業費につきまして、対象範

囲を拡大して増額計上してございます。 

  続いて、53ページをごらんください。 

  ５目老人福祉費でございますが、今年度に引

き続き地域福祉基金積立金2,001万2,000円を計

上しまして、次に54ページのほうになりますが、

６目介護保険費には、介護保険事業特別会計の

繰出金５億4,289万9,000円を計上しております。 

  １項社会福祉費全体では7,813万4,000円の増

額となってございます。 

  次に、２項児童福祉費でございますが、子育

て支援の拡充によりまして、前年度比で1,052

万2,000円の増となっております。主な事業と

いたしましては、児童行政事業費にあります測

量設計業務委託料及び工事請負費につきまして

は、現在着手しております明倫学園併設放課後

児童クラブの建設に加えまして、新庄小学校併

設放課後児童クラブの開設に向けた工事を行う

こととしており、合わせまして9,080万2,000円

を計上してございます。 

  55ページの上段になりますが、第２子児童保

育半額免除事業におきまして、国基準の第２子

に該当しない児童の保育料を新たに半額免除す

る歳入の施策とあわせまして、保育料の徴収を

直接行う施設に半額免除と同等の補助金を計上

してございます。 

  また、56ページ下段になりますが、子ども・

子育て支援新制度事業費でございますが、民間

立保育所７所のうち１所が認定こども園となる

ことから、こちら57ページになりますが、民間

立保育所保育実施業務委託料として、前年度比

で１億1,159万4,000円減の４億7,320万8,000円

を計上してございます。この認定こども園の増

によりまして、施設型給付費につきましては１

億829万4,000円増の４億9,122万円を計上しま

して、さらに小規模保育施設４施設への負担と

しまして地域型保育給付費１億4,171万5,000円

を計上してございます。 

  次に、61ページからになります。 

  ４款衛生費は、款全体で11億4,366万7,000円

となりまして、前年度比で2,027万8,000円、率

にして1.7％の減となってございます。 

  63ページをお開きください。 

  上段になりますが、１目保健衛生総務費のう

ち、看護師確保対策事業といたしまして、市内

の医療機関等に新たに就職する看護師等の奨学

金返還額の一部助成を行うことで看護師等の確

保に努めていく予算を計上してございます。 

  続きまして、67ページをお開きください。 

  ２項清掃費の２目塵芥処理費でございますが、

2,692万円の増となっております。こちらにつ

きましては、最上広域市町村圏事務組合分担金

の増などによるものでございます。 

  次に68ページ下段の５款労働費でございます。

2,013万8,000円で、今年度と同額となっており

ますが、勤労者生活安定資金預託金2,000万円

が主な内容となってございます。 

  続きまして、69ページからの６款農林水産業

費でございます。款全体で８億8,386万1,000円

となり、前年度比で４億5,096万8,000円、率に
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して33.8％の減となってございます。 

  71ページの上段のほうになりますが、１項３

目農業振興費には、令和２年度に本市開催とな

ります全国ねぎサミット実行委員会への負担金

720万円を計上しております。 

  73ページのほうをごらんいただきますと、１

項５目農地費におきまして、県営土地改良事業

費が4,340万円ほど増加しておりますが、76ペ

ージをごらんいただきますと、２項１目林業振

興費におきまして、森林・林業再生基盤づくり

交付金が５億4,183万7,000円ほど減となったこ

とが款全体として大幅な減少の要因となってご

ざいます。 

  続いて、77ページからの７款商工費でござい

ます。款全体で13億1,327万6,000円となり、前

年度比で3,023万4,000円、率にして2.3％の減

となってございます。 

  １項２目商工振興費でございますが、新庄商

工会議所新会館建設事業費補助金1,267万6,000

円につきましては、令和２年度が最終年となる

ものでございます。 

  また、78ページの上段になりますが、工業振

興対策事業といたしまして、若者の地元定着や

企業の人材確保推進の事業を行うための人財育

成推進・確保対策協議会負担金として390万円

を今年度に引き続き計上してございます。 

  同じく、78ページ下段の新庄市イメージキャ

ラクターブランディング事業費につきましては、

かむてんのブランド力をより効果的に活用する

ため、官民協働で組織するかむてん運営実行委

員会に対する負担金338万8,000円を計上したと

ころでございます。 

  81ページをお開きください。 

  ３目観光費のうちエコロジーガーデン推進事

業費でございますが、令和２年度は第１期工事

の最終年度として、旧第１蚕室の耐震補強改修

工事を行うものでございます。 

  次に、83ページをお開きください。 

  ８款土木費でございますが、款全体で18億

6,287万3,000円となり、前年度比で１億7,183

万6,000円、率にして10.2％の増となってござ

います。 

  84ページのほうになりますが、２項２目道路

維持費につきましては、640万2,000円の増とな

ってございます。その内訳といたしまして、今

年度に実施しました泉田橋撤去工事費7,000万

円が減となりましたが、道路施設の計画的な補

修更新を行うため、道路橋梁の長寿命化に係る

市単独分の工事費を増額計上したことから、全

体としてわずかではありますが、増となってご

ざいます。 

  また、85ページの３目道路新設改良費におき

ましても、泉田二枚橋線整備事業について交付

金事業のほか、新たに市単独分2,530万円を計

上してございます。 

  続いて、88ページをお開きください。 

  ４目公共下水道費につきましては、新年度か

ら新たに地方公営企業法が適用となります下水

道事業会計に対する出資金と繰出金、合わせま

して４億2,800万2,000円を計上してございます。 

  次の５項住宅費でございますが、89ページの

上段になりますが、公営住宅改善事業として、

小桧室団地の屋根改修、それから玉の木団地の

給水設備の改修に係る工事費、合わせて8,159

万2,000円を計上してございます。また、定住

促進住宅改善事業として外壁補修等の工事費

5,550万円を新規に計上してございます。 

  次の６項１目除排雪費でございますが、90ペ

ージの下段になりますが、道路に係る除排雪業

務委託料と除排雪車借上料、合わせて２億

9,000万円を計上してございます。 

  また、２目雪総合対策費におきまして、流雪

溝整備事業や消雪整備事業などに係る経費とし

て、合わせまして２億9,032万9,000円を盛り込

んでございます。流雪溝整備事業には、市単独

分を増額計上してございます。 
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  次に、92ページからの９款消防費でございま

す。こちらは、款全体で６億4,714万1,000円と

なり、前年度比で３億675万円、率にして

32.2％の減となってございます。こちらは、今

年度に整備いたしましたデジタル防災行政無線

の整備事業に係る費用の減が主な減少要因とな

っております。 

  そのほかの内容といたしましては、93ページ

の３目消防施設費につきまして、今年度に引き

続き、老朽化した小型動力ポンプ積載車と、小

型動力ポンプの更新費用を計上してございます。 

  続きまして、95ページからの10款教育費でご

ざいます。款全体で42億1,825万6,000円となり、

前年度比で14億4,589万8,000円、率にして

52.2％の増となってございます。 

  98ページをお開きください。 

  １項３目教育指導費のうち、児童生徒の個別

学習指導に係る費用につきまして、指導員を１

名増員するとともに、国際理解教育推進事業費

には語学指導員を配置する経費を盛り込んでご

ざいます。 

  99ページになりますが、２項１目小学校の学

校管理費、それから101ページの３項１目中学

校の学校管理費には、今年度に引き続き小中学

校の空調設備といたしまして、沼田小、北辰小、

及び明倫中学校の空調設備借上料を計上してご

ざいます。また、同３校の閉校記念式典に係る

負担金を新規に計上してございます。 

  101ページ上段になりますが、２項３目学校

保健費の小学校給食管理運営事業費には学校給

食費の保護者負担を軽減するため学校給食費補

助金を新たに計上してございます。これにつき

ましては、３項中学校費、それから４項義務教

育学校費においても同様に計上しているもので

ございます。 

  続きまして、104ページをお開きください。 

  ４項４目学校建設費には、明倫学園の建設に

係る経費29億1,083万4,000円を計上しておりま

す。令和２年度におきましては、引き続き行う

校舎棟の建設工事に加え、２カ年計画の１年目

として体育館棟の建設工事を実施するものでご

ざいます。 

  次に、105ページからの５項社会教育費でご

ざいます。 

  108ページをお開きください。 

  ５目市民文化会館費におきまして、前年度比

で１億6,500万円ほどの減となっておりますの

は、今年度実施いたしました大ホールのステー

ジ上の照明などの吊物設備改修事業の減による

ものでございます。 

  ６目文化財保護費には、引き続き実施いたし

ます新庄藩主戸沢家墓所の保存修理工事費を計

上してございます。 

  同様に109ページになりますが、７目重文旧

矢作家住宅管理費には、旧矢作家住宅の耐震診

断に係る測量設計業務委託料を計上し、今後の

保存改修に向けた調査を行うものでございます。 

  111ページからになりますが、11目社会体育

費には、東京オリンピックの聖火リレー実施に

係る負担金を新たに計上したほか、ホストタウ

ン事業をさらに推進するための費用を増額計上

してございます。 

  次に、114ページをお開きください。 

  10款災害復旧費でございます。款全体で87万

8,000円となり、9,106万9,000円の減となって

ございます。率にして99％の減となりますが、

小規模農地等の災害復旧事業につきまして、ま

だ申請されていない農家の方を支援するため87

万5,000円を計上してございます。 

  次の、115ページの12款公債費でございます

が、14億7,346万円となり、前年度比で2,910万

8,000円、率にして2.0％の増となってございま

す。 

  以上で歳出の説明を終わります。 

  次に、参考資料の128ページをお開きくださ

い。 
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  性質別経費調について主な点を御説明申し上

げます。 

  １の人件費でございますが、15億1,348万

8,000円となり、9,890万9,000円、率にして

4.1％の増となっておりますが、会計年度任用

職員制度によりまして、これまで物件費として

区分されていた日々雇用職員賃金が人件費とし

て区分されることとなるため、増額となるもの

でございます。 

  次の２の物件費は、17億8,293万8,000円とな

り、３億2,519万4,000円、率にして15.4％の減

となっておりますが、今年度実施いたしました

除却のみの工事となります泉田橋撤去工事など

が物件費として区分されること、それから、各

種選挙が実施されたことなどが主な減少の要因

となってございます。 

  ４の扶助費でございますが、37億7,634万

5,000円となり、2,169万9,000円、率にして

0.6％の減となっておりますが、内容といたし

ましては、先ほど３款民生費のところでも御説

明いたしましたが、民間立保育所保育実施業務

委託から施設型給付費への保育所の区分の移動、

それから児童手当等の対象者数の減少などによ

り減となってございます。 

  ５の補助費等でございますが、25億2,550万

8,000円となり、３億2,577万7,000円、率にし

て14.8％の増となっております。こちらは、選

挙公営負担金や水道事業に対する高料金対策繰

出金が減となった一方で、新たに地方公営企業

法が適用されます下水道事業会計への繰出金が

増加したため、全体として増となってございま

す。 

  ６の投資的経費につきましては、42億7,451

万2,000円となり、８億5,086万2,000円、率に

して24.9％の増となってございます。 

  森林整備・林業等振興整備交付金や防災行政

無線整備事業などが減少しましたが、これをさ

らに上回る明倫学園建設事業の実施などが大き

く増加した要因となってございます。 

  以上で、一般会計の説明を終わりまして、特

別会計に入らせていただきます。 

  133ページをお開きください。 

  議案第10号国民健康保険事業特別会計でござ

います。こちら、歳入歳出予算の総額は31億

5,778万5,000円となり、前年度比で２億3,269

万4,000円、率にして6.9％の減となってござい

ます。 

  第２条一時借入金と第３条歳出予算の流用に

つきましては、前年度と同様の内容でございま

す。 

  次に、139ページをお開きください。 

  歳入でございますが、１款国民健康保険税は、

６億7,484万2,000円を計上しまして、前年度比

で436万5,000円の微増でございます。 

  140ページをお開きください。 

  ３款県支出金の保険給付費等交付金につきま

しては、21億9,579万2,000円、前年度比で

6,323万9,000円の減となってございます。 

  ５款繰入金につきましては、一般会計繰入金

が２億2,475万円、前年度比で66万9,000円の増

と、ほぼ同程度の額となってございます。 

  次に、歳出でございますが、145ページをお

開きください。 

  ２款保険給付費でございますが、款全体で21

億7,048万5,000円となり、前年度比で9,380万

7,000円、率にして4.1％の減となってございま

す。 

  また、147ページのほうになりますが、３款

国民健康保険事業費納付金につきましては、県

単位化に伴う県への納付金としまして、合わせ

まして９億956万7,000円を計上しておりますが、

前年度比で4,387万5,000円の減となってござい

ます。 

  続いて、153ページをお開きください。 

  議案第11号交通災害共済事業特別会計でござ

います。 
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  歳入歳出予算は569万1,000円となり、前年度

比で156万8,000円、率にして38.0％の増でござ

います。 

  歳入歳出の明細につきましては、156ページ

から記載しておりますが、編成内容といたしま

しては、ほぼ今年度と同様となってございます。 

  次に、161ページをお開きください。 

  議案第12号介護保険事業特別会計でございま

す。 

  歳入歳出予算額は、39億1,969万7,000円とな

り、前年度比で１億1,425万7,000円、率にして

3.0％の増でございます。 

  第２条の歳出予算の流用につきましては、国

保会計と同様に保険給付費内に限定するものと

してございます。 

  次に、169ページをお開きください。 

  歳入でございますが、１款保険料は７億

6,969万3,000円、前年度比で906万2,000円の減

としております。 

  ４款国庫支出金につきましては、前年度比で

わずかに減としておりますが、５款支払基金交

付金、６款県支出金、それから８款繰入金はい

ずれも増額としております。 

  これにつきましては、歳出におきまして175

ページからになりますが、２款保険給付費にお

きまして、各サービス等の給付費の合計が36億

7,389万3,000円となり、前年度比で１億509万

円ほど増加したことによるものでございます。 

  最後になりますが、187ページをお開きくだ

さい。 

  議案第13号後期高齢者医療事業特別会計でご

ざいます。 

  歳入歳出予算額は４億7,059万6,000円となり、

前年度比で5,365万8,000円、率にして12.9％の

増となってございます。 

  192ページをお開きください。 

  歳入でございますが、１款保険料及び３款繰

入金ともに増加しておりますが、195ページに

なりますが、歳出の３款後期高齢者医療広域連

合納付金を5,345万2,000円の増と見込んだこと

から、これに応じて歳入も増となるものでござ

います。 

  以上で、令和２年度の一般会計及び特別会計

予算案の説明を終わらせていただきます。御審

議の上、御可決くださいますようよろしくお願

いいたします。 

下山准一議長 ただいまから１時まで休憩いたし

ます。 

 

     午前１１時５９分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

下山准一議長 休憩を解いて再開いたします。 

  上下水道課長奥山茂樹君。 

   （奥山茂樹上下水道課長登壇） 

奥山茂樹上下水道課長 議案第14号令和２年度新

庄市水道事業会計予算並びに議案第15号令和２

年度新庄市下水道事業会計予算について御説明

申し上げます。 

  初めに、議案第14号令和２年度新庄市水道事

業会計予算についてですが、予算書１ページを

お開きください。 

  第２条業務の予定量として、給水件数は１万

4,286件、年間総給水量は384万7,465立方メー

トル、１日平均給水量は１万541立方メートル、

主要な事業として建設改良事業費が9,503万

4,000円でございます。給水件数は、今年度に

比べ増加しておりますが、１日平均給水量は今

年度がうるう年の関係でわずかに減る予定とな

っております。  

  続きまして、第３条収益的収入及び支出の予

定額でございます。収入の第１款水道事業収益

は11億876万4,000円で、今年度より1,714万

4,000円の減となっております。 

  次に、支出の第１款水道事業費用は10億

8,730万4,000円で、今年度より670万1,000円の
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増となっております。 

  続きまして、第４条資本的収入及び支出の予

算額でございます。 

  ２ページをお開きください。 

  収入の第１款資本的収入は5,074万7,000円で、

今年度より7,156万円の減となっております。 

  次に、支出の第１款資本的支出は３億5,153

万7,000円で、今年度より１億2,377万2,000円

の減となっております。 

  収入と支出の減の理由としましては、国土交

通省の泉田道路関連工事で大規模な水道管の移

設工事が終了したことや、令和２年度は補助事

業を行わないことが主な要因であります。 

  なお、資本的収入が資本的支出額に対して不

足する３億79万円は、過年度損益勘定留保資金

等で補塡してまいります。 

  続きまして、第５条、予定支出の各項の経費

の金額を流用することのできる場合は、営業費

用と営業外費用の間とします。 

  第６条、議会の議決を経なければ流用するこ

とのできない経費は、第１号の職員給与費

5,522万8,000円、第２号公債費１万円とします。 

  第７条、他会計からの補助金として、高料金

対策等のため、一般会計から水道事業会計へ補

助を受ける金額は994万2,000円とします。 

  第８条、棚卸資産の購入限度額は842万8,000

円とします。 

  ３ページ以降に、予算実施計画や財務諸表な

どを記載しておりますので、後ほどごらんいた

だきたいと思います。 

  次に、議案第15号令和２年度新庄市下水道事

業会計予算について御説明申し上げます。 

  予算書20ページをお開きください。 

  農業集落排水事業を含みます下水道事業につ

きましては、令和２年度から地方公営企業法を

適用しますので、水道事業と同様に企業会計に

のっとった予算組みになっております。 

  第２条業務の予定量として、公共下水道事業

の接続戸数は7,853件、年間総排水量は237万

1,606立方メートル、１日平均排水量は6,498立

方メートル、主要な事業としての建設改良事業

費が汚水補助、雨水補助、単独、純単独の４つ

についての金額は記載のとおりであります。 

  農業集落排水事業の接続戸数は484件、年間

総排水量は29万7,132立方トートル、１日平均

排水量は814立方メートル、主要な事業として

の建設改良事業費が1,970万4,000円であります。 

  続きまして、第３条収益的収入及び支出の予

定額でございます。 

  公共下水道事業の資本的収入の第１款下水道

事業収益は９億7,493万1,000円、農業集落排水

事業の下水道事業収益は9,519万1,000円を見込

んでおります。 

  次に、21ページの公共下水道事業の支出の第

１款下水道事業費用は９億4,819万2,000円で、

農業集落排水事業の支出の第１款下水道事業費

用は9,131万1,000円を見込んでおります。 

  続きまして、第４条資本的収入及び支出の予

算額でございます。 

  公共下水道事業の収入の第１款資本的収入は

３億9,973万2,000円で、農業集落排水事業の収

入の第１款資本的収入は3,472万円を見込んで

おります。 

  次に支出ですが、22ページの公共下水道事業

の第１款資本的支出は６億9,521万6,000円で、

農業集落排水事業の支出の第１款資本的支出は

5,553万3,000円を見込んでおります。 

  第５条は、水洗便所改造等資金利子補給の期

間限度額を記載しております。 

  第６条は、公共下水道事業の企業債の限度額

などを記載しております。 

  第７条は、一時借入金の限度額は７億円とし

ます。 

  23ページをお開きください。 

  第８条の予定支出の各項の経費の金額を流用

することのできる場合は、営業費用と営業外費
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用の間とします。 

  第９条、議会の議決を経なければ流用するこ

とのできない経費としては、職員給与費7,616

万9,000円とします。 

  第10条、他会計からの補助金として、総務省

基準に基づく繰入金など、一般会計からの下水

道事業会計への補助を受ける金額は３億5,182

万9,000円とします。 

  24ページ以降に、予算実施計画や財務諸表等

を記載しておりますので、後ほどごらんいただ

きたいと思います。 

  以上で、令和２年度新庄市上下水道事業の当

初予算の説明を終わります。御審議の上、御可

決賜りますようよろしくお願いいたします。 

 

 

日程第２０予算特別委員会の設置 

 

 

下山准一議長 日程第20予算特別委員会の設置を

議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  議案第９号令和２年度新庄市一般会計予算か

ら議案第15号令和２年度新庄市下水道事業会計

予算までの令和２年度の各予算を審査するため、

委員会条例第６条第１項の規定により予算特別

委員会を設置したいと思います。これに御異議

ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

予算特別委員会を設置することに決しました。 

 

 

予算特別委員会委員の選任 

 

 

下山准一議長 これより、ただいま設置されまし

た予算特別委員会委員の選任を行います。 

  お諮りいたします。 

  予算特別委員会委員の選任につきましては、

委員会条例第８条第１項の規定により、議長に

おいて全議員を指名したいと思います。これに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

全議員を予算特別委員会の委員に選任すること

に決しました。 

  なお、委員会条例第10条第１項の規定に基づ

き、本日の本会議終了後、この議場において予

算特別委員会を開催し、委員長の互選を行って

いただきますので、御参集方よろしくお願いい

たします。 

 

 

議案１５件一括上程 

 

 

下山准一議長 日程第21議案第20号新庄市固定資

産評価審査委員会条例の一部を改正する条例に

ついてから、日程第35議案第34号新庄市下水道

事業に地方公営企業法の規定の全部を適用する

ことに伴う関係条例の整備に関する条例につい

てまでの議案15件を、会議規則第35条の規定に

より一括議題にいたしたいと思います。これに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第20号新庄市固定資産評価審査委員会条例

の一部を改正する条例についてから、議案第34

号新庄市下水道事業に公営企業法の規定の全部

を適用することに伴う関係条例の整備に関する

条例についてまでの議案15件を一括議題とする

ことに決しました。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 
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山尾順紀市長 それでは、議案第20号新庄市固定

資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例

について御説明申し上げます。 

  行政手続等における情報通信の技術の利用に

関する法律が改正されたことに伴い、法律の題

名及び条項ずれについて改正するものです。 

  あわせて、固定資産評価審査委員会の委員長

の任期について、従来１年としていたものを委

員の任期に改め、そのほか文言の整備を行うも

のです。施行日は公布の日であります。 

  次に、議案第21号議会の議員その他非常勤の

職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改

正する条例について御説明申し上げます。 

  この条例は、議会の議員や非常勤の職員につ

いて公務上の災害に対する補償に関する制度を

定めているものであります。令和２年４月１日

から、現行の嘱託日々雇用職員などの非常勤職

員が会計年度任用職員に移行するため、フルタ

イム会計年度任用職員に係る公務災害補償等に

ついて条文を整備する必要があることから、所

要の改正を行うものであります。施行日は令和

２年４月１日であり、施行日以降に発生した災

害に係る補償について適用するものであります。 

  次に、議案第22号新庄市特別職の職員の給与

に関する条例の一部を改正する条例について御

説明申し上げます。 

  この条例は、本市の特別職のうち、農業委員

会の農地利用最適化推進委員に支給する報酬額

について、委員の活動内容などを考慮し、現行

の月額１万8,000円から１万円引き上げ、月額

２万8,000円とするものであります。施行日は

令和２年４月１日であります。 

  次に、議案第23号新庄市市営バス設置及び管

理に関する条例の一部を改正する条例について

御説明申し上げます。 

  本案は、市営バスの使用料を改定するため必

要な改正を行うものであります。改正する内容

は、市が運行主体である市営バス土内線及び芦

沢線の使用料のうち、満70歳以上の方と高校生

の使用料について、現在の200円から100円に引

き下げるものであります。 

  また、附則第２項において、市営バス利用実

績による費用対効果について検討を行い、所要

の措置を講ずることと規定しておりましたが、

これを削るものです。施行日につきまして令和

２年４月１日であります。 

  次に、議案第24号新庄市監査委員条例の一部

を改正する条例について御説明申し上げます。 

  この改正は、地方自治法が令和２年４月１日

に改正されることにより、条項にずれが生じる

ため、所要の改正を行うものです。 

  また、健全化判断比率及び資金不足比率の審

査に関して規定されていないことから、これを

明確にするため規定を追加し、あわせて各審査

の期限の見直しを行い、審査期限を60日以内に

改めるものであります。 

  次に、議案第25号新庄市印鑑条例の一部を改

正する条例について御説明申し上げます。 

  成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適

正化等を図るための関係法律の整備に関する法

律が施行され、成年被後見人等を資格・職種・

業務などから一律に排除する規定を設けている

各制度について適正化が図られました。このこ

とに伴い、国の印鑑登録証明事務処理要領が改

正されたため、新庄市印鑑条例について必要な

改正を行うものであります。改正の内容といた

しましては、印鑑の登録を受けることができな

い者として、成年被後見人を「意思能力を有し

ない者」と改めるものであります。 

  次に、議案第26号新庄市高齢者住宅整備資金

貸付条例を廃止する条例について御説明申し上

げます。 

  新庄市高齢者住宅整備資金貸付条例は昭和48

年に施行された条例でありますが、平成12年の

介護保険制度の開始で介護保険による住宅改修

が可能となり、支援や介護が必要な高齢者が住
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みなれた住宅で引き続き生活できるよう、必要

な改修費用の支給が行われており、年間70件ほ

どの利用があります。 

  高齢者住宅整備資金の貸し付けについては、

一般的な住宅ローンに比べ金利が高く設定され

ていること、返済の必要がある貸し付けでなく、

介護保険による給付の対象である住宅改修事業

を利用する方が多くなったことなどにより、現

在住宅整備資金の貸し付けを利用されている方

はいない状況です。 

  また、償還期間を経過しても完済することが

できず、やむを得ず不納欠損処理を行う事例も

発生しており、事業継続による未収金の発生を

防ぐ観点からも廃止を行うものであります。 

  次に、議案第27号新庄市保育の必要性の認定

に関する条例の一部を改正する条例について御

説明申し上げます。 

  本案は、子ども・子育て支援法の改正に伴い

所要の改正を行うものです。主な内容といたし

ましては、認可外保育施設や病児保育事業、フ

ァミリーサポートセンター事業などを利用した

場合において、保護者が虚偽の報告などを行っ

た場合の過料について規定するものであります。 

  次に、議案第28号新庄市特定教育・保育施設

及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例について御説

明申し上げます。 

  本案は、子ども・子育て支援法の改正に伴い、

国の定める特定教育・保育施設及び特定地域型

保育事業の運営に関する基準が改正されたこと

による所要の改正を行うものです。 

  主な改正の内容につきましては、幼児教育・

保育の無償化に伴い、特定教育・保育施設が保

護者から支払いを受けることができる費用とし

て、副食費の提供に要する費用を加え、年収

360万円未満相当の世帯の副食費を免除する規

定を加えるものです。 

  なお、本市では、条例改正までの間は内閣府

令の経過措置にのっとり、国の基準を市の基準

とみなして副食費の免除を実施しております。

このほか、認可外保育施設、病児保育事業、フ

ァミリーサポートセンター事業などの事業者に

対する過料について規定するものであります。 

  次に、議案第29号新庄市企業立地促進条例の

一部を改正する条例について御説明申し上げま

す。 

  新庄中核工業団地においては、平成24年度以

降、毎年度１件以上新規の用地売買契約が締結

されており、順調に分譲が進んでいるところで

す。このように企業が進出を決定する要因の一

つとして、用地取得助成制度が有効であります

が、その根拠となる新庄市企業立地促進条例が

本年３月31日限りでその効力が消滅すると規定

されているため、これを令和７年３月31日まで

の５年間延長することとし、あわせて文言の整

備を行うものであります。 

  次に、議案第30号新庄市市道の構造の技術的

基準等を定める条例の一部を改正する条例につ

いて御説明申し上げます。 

  改正の理由といたしましては、国の定める道

路構造令の改正に伴い、自転車通行帯の規定が

追加されたため、市道の構造の技術的基準を定

める条例において、道路構造令と同様に自転車

通行帯の規定を追加するなど、所要の改正を行

うものであります。 

  次に、議案第31号新庄市営住宅設置及び管理

に関する条例等の一部を改正する条例について

御説明申し上げます。 

  改正の理由といたしましては、民法の改正に

伴い公営住宅法も改正されたことにより、本市

においても市営住宅と定住促進住宅の関係条例

につきまして法改正に対応した所要の改正を行

うものであります。入居者の最後の弁済に敷金

を充てることができるなど、その取り扱いを明

確にし、また不正行為によって入居をしたもの

に対する請求額の算定に利用する利率を法定利
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率に変更するものです。あわせて、文言の整備

を行うものであります。施行日につきましては

令和２年４月１日であります。 

  議案第32号新庄市都市下水路条例から議案第

34号新庄市下水道事業に地方公営企業法の規定

の全部を適用することに伴う関係条例の整備に

関する条例までについて御説明申し上げます。 

  これらの案件につきましては、令和２年４月

からの下水道事業の地方公営企業法適用に伴い、

所要の条例の制定及び改正を行うものです。 

  初めに、議案第32号及び第33号についてであ

りますが、現行の新庄市下水道条例は公共下水

道及び都市下水路の管理及び使用について定め

たものであるため、法適用を行わない公共下水

道事業計画区域外の都市下水路について議案第

32号新庄市都市下水路条例として定めることと

し、法適用を行う公共下水道については、議案

第33号新庄市下水道条例として別に定めるもの

であります。 

  主な内容については、従前のとおりとしてお

ります。 

  次に、議案第34号新庄市下水道事業に地方公

営企業法の規定の全部を適用することに伴う関

係条例の整備に関する条例については、「市

長」を「管理者」に、また、「水道事業」を

「上下水道事業」に改めるなど、必要な文言の

整備を行うものであります。 

  改正を行う条例につきましては、新庄市職員

の勤務時間、休暇等に関する条例を初め12件の

条例であります。施行日については令和２年４

月１日であります。 

  以上、御審議の上、御可決賜りますようよろ

しくお願い申し上げます。 

下山准一議長 ただいま説明のありました議案15

件について一括して総括質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議案第31号についてで

すが、第31号の内容の中で、今までの現行の場

合は、「未納の家賃あるいは損害賠償金の未

納」というふうに単純に書いてあったのが、今

度は「当該市営住宅に係る賃貸借に基づいて生

じた金銭の給付」というふうに、「目的とする

債務の不履行」というような形で難しく表現に

なっておりますが、単純でいいような気がしま

すが、なぜこのように複雑に書かねばならなか

ったのか、何か変化があったのかということを

お聞きしたいと思います。 

  それから、同じく第31号で、金額について第

37条あたりで、現在、年５分の割合による金額

を未納の場合課して利息をつけるという話があ

りますが、これが法定利率というふうに変わる

ということです。法定利率というのは具体的に

何％というふうに見ているのか、今までとどの

ように違うのかということ１つ、第31号につい

てはそういうことです。 

  第34号については聞いてもいいですか。第34

号について、この中で、「市長」という言葉が

「上下水道の管理者」というふうに名前が今度

変わります。今までどおり中身は市長が管理者

だと思いますので、市長というふうに新庄市の

場合はそのままでも変わりないような気がしま

すし、なぜ上下水道の管理者というふうにわざ

わざ市長から変えたのか、その理由をお聞きし

たいと思います。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

下山准一議長 都市整備課長長沢祐二君。 

長沢祐二都市整備課長 議案第31号の新庄市営住

宅設置及び管理に関する条例の改正につきまし

ての御質問でございます。 

  まず初めに、「家賃」の文言が「賃貸借に基

づいて生じた金銭を給付する目的とする債務の

不履行」という言葉に改正された内容につきま

して、この内容につきましては、民法の改正に

伴う公営住宅法の改正に伴いまして、市営住宅
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に関する条例の改正も行うものでございます。 

  内容といたしましては、これまで家賃に特定

されたものを、家賃につけ加えて住宅の賃貸借

に追加されるそのほかの、一般的には共益費だ

とか家賃以外の部分に関しての債務に関しても、

この適用が対象となるというふうなことでの改

正を行ったところでございます。 

  次に、差額の年５分の割合から法定利率への

改正ということでございますが、これまで法律

上、年５分の割合で差額を生じていたところで

ございますが、こちらにつきましても法律の改

正に伴いまして法定の利率に変更するというこ

とになっております。実際にはこれまで５分と

いう割合でしたが、現在のところ３分の割合に

なっているということでございます。この変更

の内容につきましては、社会情勢等におきまし

て、その利率に関しましての変更に伴って、変

更が可能なような改正というふうなことで理解

しております。以上です。 

奥山茂樹上下水道課長 議長、奥山茂樹。 

下山准一議長 上下水道課長奥山茂樹君。 

奥山茂樹上下水道課長 議案第34号の管理者につ

いての御質問でありますけれども、今回、上下

水道事業に地方公営企業法を適用することにな

りまして、公営企業につきましては、法律によ

り原則として、行政機関の長とは別に独自の管

理者を置くことが原則としてなっております。

ただ、中小規模の企業体で独自に管理者を置く

場合には、人員であったりとか、あるいは人件

費であったりとかということで非常に厳しいも

のがございますので、市長が管理者の権限を行

うことができるというふうにもなっております。

県内では、独自に管理者を置いているところは

山形市と酒田市だけで、ほかの市につきまして

は市長が管理者の権限を行うことにしておりま

すので、新庄市につきましても市長が管理者の

権限を行うというふうにするものでございます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 第31号について、今ま

で家賃だったのですが、その他の共益費などの

そのほかの債務についてというふうに、もっと

大きく見れるというお話だったというふうに思

います。これについて、それから法定利率とい

うことで現在３分、つまり３％でやっているん

だというお話でした。法定利率というのは社会

情勢の変化で変わるということなんですが、例

えば現在３％というのが変わる予定があるのか、

どのように変わるのかお聞きしたいと思います。 

  そして、この家賃なんですが、家賃の未納と

か、そのほか債務の未納というのは、本人が払

えない場合は保証人に来るわけです。今回の法

律改正で、公営住宅などの保証人をなくすこと

が、なくてもいいんじゃないかという法律にな

ったように聞いております。というのは、市営

住宅などに住まわれる方の収入は非常に厳しい

方が多くて、その連帯保証人などになったりす

れば、厳しい方がゆえに未納になる場合も少な

くないわけで、そうなったときに連帯保証人が

確実にお金を払わねばならないということにな

るわけです。そういうことを考えると連帯保証

人になりにくいというか、一般の市民を考えて

もなれない、なりたくないというふうになるの

が普通で、そういう低所得の方の生活を保障し

ていく公営住宅でありますので、そういう方が

保証人がいないために、それではせっかくの低

家賃のところだけれども、あなたは入れないよ

ということがあっていいのかという話になった

と思うんです。それで、保証人はなくすという

話が法律で出てきたように思います。 

  そういう意味では、新庄市としては、こうい

った債務が連帯保証人にまで請求されることの

ないようにしてやることが、低所得の方が公営

住宅に入りやすいというか、入る壁が低くなる

というか、重要なことだと思いますが、そうい

う点、新庄市としては、このたびここに入れな
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かった理由があったらお願いしたいと思います。 

  それから、新庄市の独自の管理者ということ

になりまして、山形市、酒田市が独自の管理者

を置くということになったようですが、新庄市

ではそういうのはしないと。市長でいいんだと

いうふうになるのであれば、私はわざわざ書か

なくても、市長でもよかったんでないかなとい

うふうに思いますし、これは民間委託、民営化、

上下水道の民間委託、民営化のような、そうい

うことも法律では考えた内容になっているかと

思いますが、新庄市ではそういうことは私はす

るべきではないと思うんですが、安全・安心、

しかも安い水道を提供するためには民間委託で

はだめだと思っておりますが、その点、新庄市

では今後どういうふうに考えておられるのかお

願いします。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

下山准一議長 都市整備課長長沢祐二君。 

長沢祐二都市整備課長 初めに、過料の法定利率

の変更の予定というふうなことでございますけ

れども、現在のところ、まだ年５分という割合

のまま動いているところでございますが、この

法施行になった時点では３％というふうなこと

で予定しているところでございます。この内容

につきましては、今のところ変更の予定はない

というふうに理解しております。 

  続きまして、今回の条例の中身では、保証人

の変更については記載しておらないところでは

ございますが、保証人の条項につきましても国

のほうからの指針からすると、セーフティーネ

ットの明確な確保のために、保証人の条件につ

いて必要に応じて改正を求める内容の文書も来

ているところでございます。 

  保証人様の要件としまして、先ほど議員がお

っしゃられるように、家賃の不納のときの弁済

についても連帯保証人としての責務等ございま

すが、そのほかに市としましては、緊急時の連

絡先等必要に応じて連絡させていただいて、入

居者への対応をしていただくということも重要

な役割の一つとして考えております。他自治体

の変更の内容も勘案しながら、内容につきまし

てはもう一度よく考えながら検討を進めてまい

りたいと考えているところでございますので、

よろしくお願いいたします。 

奥山茂樹上下水道課長 議長、奥山茂樹。 

下山准一議長 上下水道課長奥山茂樹君。 

奥山茂樹上下水道課長 まず、管理者と市長の関

係でございますけれども、先ほど申し上げまし

たように、地方公営企業法を適用しますと、市

長部局とは別に独自の企業体として管理者を置

くというふうなことになります。ただ、新庄市

としては新たに独立した管理者を置くのではな

く、管理者の権限を置く市長というふうな位置

づけになりますので、市長のままですと今まで

どおりの市長部局の一部というようなことにな

りまして、経営的な独立というようなことには

なりませんので、こういった管理者の権限を行

う市長というふうな文言になります。 

  それから、民営化についてでありますけれど

も、水道事業が今まで企業会計としてやってき

ておりまして、今回、下水道事業と農業集落排

水事業も、水道事業と同様に地方公営企業法を

適用するというようなことになりますので、こ

の３事業いずれにつきましても、全国的にはそ

ういった民営化の動きもありますけれども、新

庄市としては３事業とも民営化するというふう

な考えはございません。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 保証人について、第31

号に関係して、保証人についての課長のお話を

伺いますと、市としては連絡先として重要なの

で、保証人というのをなくすことは今回考えな

かったというふうに、やったようにお聞きしま

した。でも、考えてみますと、連絡先として書

くことは、それはあってしかるべきでいいわけ
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ですが、それが金銭面まで責任を負わねばなら

ない連帯保証ということになってきますと、か

なり厳しいというか、お互いに厳しい気持ちに

なるわけです。 

  そういう意味で、連絡先確保ということでの

関係者の名前を、友人などの名前はいいと思う

んですが、連帯保証、金銭的な未納の問題まで、

債務まで責任を負わねばならないというのは、

これは厳しいもので、みんななりたくないもの

で、本人は収入少ないかもしれない、危険のあ

る方かもしれない、障害者かもしれない、不安

定な方かもしれない、そういう方に対して全面

的に債務、責任を負わせられる保証人というの

はなりたくないんです、誰も。そうなると、入

れなくなっちゃうんです。本人が。そういう弱

い方が。そういう意味では、国の考えは全く現

実を反映しているものだと思いますので、一日

も早く公営住宅の入居者については、債務につ

いての連帯保証まで負わせる保証人はないとい

うふうにする方向でぜひ検討していただきたい

ので、再度答えをお願いします。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

下山准一議長 都市整備課長長沢祐二君。 

長沢祐二都市整備課長 連帯保証人についての御

意見いただきました。今回の改正、全国的なも

のとなっております。今回、新庄市の設置条例

につきましても、民法の改正に伴ったところの

改正を主体として検討しているところでござい

ますが、議員おっしゃられますとおり、保証人

の確保というのも入居者にとりまして大きな課

題の一つだというふうなことは認識していると

ころでございます。他市の状況も踏まえまして、

市としても住宅の管理にあわせて十分な対応が

できるような形で対応ができるよう、今後検討

を進めてまいりたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

下山准一議長 ほかにありませんか。 

３ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

下山准一議長 叶内恵子さん。 

３ 番（叶内恵子議員） 議案第22号と議案第24

号に質問をします。 

  第22号が市の特別職の職員の給与の一部改定

ということで、農業委員会の農地利用最適化推

進委員の報酬ということです。改定になる前は

１万8,000円で、改定されて２万8,000円と、１

万増額というのは金額的に見ると大きいかなと

思うんですが、この改定の目的、改定というか

農地利用最適化推進委員の報酬を定めるに当た

って、算定の基準というのはどのようにされた

のか伺いたいということ。 

  そして、第24号につきましては、こちらの提

案の理由が、地方自治法（昭和22年法律第67

号）の改正等により所要の改正というふうにな

っていますが、具体的にこの地方自治法の改正

はどのような改正の背景があり、今回この条例

の改正に至ったのか、そして、それに伴ってこ

れを直さなければ、市条例を改正しなければい

けなかったのかということを伺いたいと思いま

すので、まず地方自治法のどういった内容が改

正になったのかを伺います。 

津藤隆浩農業委員会事務局長 議長、津藤隆浩。 

下山准一議長 農業委員会事務局長津藤隆浩君。 

津藤隆浩農業委員会事務局長 農地利用最適化推

進委員の報酬の改定についてですけれども、農

業委員会制度は、農業委員会等に関する法律の

改正により、農地等の利用の最適化の推進を行

うことがより明確化されました。農地利用最適

化推進委員は、この法律の改正により新設され

た職であります。推進委員は、担当地域におい

て担い手への農地利用の集積・集約化、耕作放

棄地の発生防止・解消等の地域における現場活

動を通じて、農地等の利用の最適化を推進する

ための活動を行っています。 

  国では、農業委員会等に関する法律が改正さ

れたことに伴い、農地利用の最適化に向けた積

極的な活動を推進するために、報酬の財源とし
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て交付金が交付される農地利用最適化交付金事

業を制定しており、本市としてもこの事業を最

大限活用することで、農業生産力の増進及び農

業経営の合理化の推進を図ることとしています。 

  県内の農地利用最適化推進委員の報酬月額に

つきましては、他市の状況を考慮しまして２万

8,000円とすることといたしました。以上です。 

山科雅寛監査委員事務局長 議長、山科雅寛。 

下山准一議長 監査委員事務局長山科雅寛君。 

山科雅寛監査委員事務局長 それでは、議案第24

号の新庄市監査委員条例の一部を改正する条例

についての御質問にお答えいたします。 

  まず、地方自治法の改正に伴う背景と、どう

してこの条例を改正することになったかという

ことの説明ということでしたけれども、まず、

地方自治法に関しては、平成29年６月に地方自

治法の一部改正がございまして、監査委員の監

査体制の強化を図るということで地方自治法の

改正が行われております。その中で、平成２年

４月１日に改正されることになります条項につ

いてずれが生じたことから、その条項のずれを

改正するものでございます。 

  具体的には、ずれているのが「地方自治法第

142条の２第３項」になっておりまして、こち

らが「第243条の２の２第３項」に改められま

して、内容としてはそのまま変わらない内容と

なってございます。以上です。 

３ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

下山准一議長 叶内恵子さん。 

３ 番（叶内恵子議員） 最初に、第22号の特別

職の農地利用最適化推進委員の報酬、費用弁償

という部分なんですが、他市、13市と理解して

よろしいでしょうか、。13市の状況を比較した

ということでよろしいんでしょうか。新庄市の

状況ではなくて、新庄市の中で、農業委員会の

改革ということが大きく挙げられた中で創設さ

れたのが推進委員の存在かなと思うんですね。

新庄市の中でこの金額で、これまで１万8,000

円が２万8,000円は大きいは大きいんですけれ

ども、推進委員の仕事自体が、比較をすると農

業委員の方と非常に大きく主な活動として遜色

があるものではないのかなと思ったんですね。 

  それで、今後、農業の改革をしていかなくて

はいけないという、それは自治体全て、日本全

体に課せられているかなと思うんですが、その

中でより活発に推進委員の方々が活動して、そ

してその使命を果たしていくことを考えたとき

に、果たして２万8,000円という金額で妥当で

あるのかどうなのか、それは農業委員の中でも

それは妥当であるという話になったのかどうな

のか、そこを伺いたいなということですね。 

  そして、先ほどの第24号の監査委員について

は、返答にあったように、監査制度の充実強化

ということが求められていますね。これは、今

回、今年度の４月１日から地方自治法が改正さ

れるのに伴っての条例改正で、画期的な部分の

国の条例改正の中に、議選の議員の監査委員の

緩和措置なども設けられていると思うんですね。

そうした場合に、それでは新庄市議会に対して、

その議選の緩和規制措置というものをどう考え

るかという、そういう提案をしたのかどうなの

か、そういったことを伺いたいと思います。 

津藤隆浩農業委員会事務局長 議長、津藤隆浩。 

下山准一議長 農業委員会事務局長津藤隆浩君。 

津藤隆浩農業委員会事務局長 先ほど御質問のあ

りました金額のことについてでありますけれど

も、農地利用最適化推進委員を設置しているの

は、13市中、酒田市を除く12市が農地利用最適

化推進委員というものを設置しております。新

庄市を除く11市の平均報酬月額につきましては、

およそ２万6,000円程度となっております。 

  新庄市の農地利用最適化推進委員の配置人数

は８名ということになっておりますけれども、

１人当たりの担当する区域の面積が新庄市の最

適化推進委員は大きいものですから、担当する

担当地域の面積等を考慮し２万8,000円という



- 38 - 

ふうにしております。以上です。 

山科雅寛監査委員事務局長 議長、山科雅寛。 

下山准一議長 監査委員事務局長山科雅寛君。 

山科雅寛監査委員事務局長 それでは、監査委員

体制の強化ということで、地方自治法の改正に

伴う議選監査委員の緩和という点での御質問に

お答えさせていただきます。 

  議員おっしゃるとおり、地方自治法の改正で

議選の監査委員を置かないことができるという

ことで、条例で定めた場合は置かないことがで

きるという規定がございます。緩和されてはお

りますけれども、監査委員としては、市民を代

表する議員の皆さんの知見に基づきまして、監

査をしていただくというのは大変重要なことと

考えておりまして、そういったことで議選の監

査委員はいていただいて、きっちり監査をして

いただくというのが大事かと思ってございます。

以上です。 

３ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

下山准一議長 叶内恵子さん。 

３ 番（叶内恵子議員） 酒田市の場合は特別職

のところに、費用弁償のところに、推進委員の

ところに金額が載っているのではなくて、別枠

だったようにも思うんですが、ちょっと再確認

を私もしたいと思いますが、山形県内は大体２

万6,000円ぐらいだなという話なんですが、こ

の推進委員の活動と農業委員の、また農業委員

会の改革を進めていって、農地集積また集約化

ということをどんどん進めていかなくちゃいけ

ないということが目標にあって、そうしたとき

に、今度、山形県外の他市の事例を見ていくと、

農業委員についても推進委員についても、基本

給という言い方は変ですけれども、基本給に今

度活動した実績をプラスアルファしていく、そ

れを新たに条例をきちっと整理をして、そして

進めていくという手法が、回り始めた自治体の

姿だなと思って見ておりました。新庄市、今後

どのようになっていくのか、そういう検討をし

ているのか伺っておきたいなと思うことと。 

  あと第24条については、議選の監査委員が市

民の代表だという答弁をされたんですが、地方

自治法の改正した内容をもう一度しっかり照ら

し合わせていただきたい。議会というのは、独

立されていなければならないということをここ

でうたっているんですね。で、緩和策をわざと

設けて、地方自治法の中でも設けたという経緯

があります。なので、しっかりとそういった部

分を提起していただいて、議会に逆に提案して

もらうということを望みたい、望むというか思

いました。 

  そのほかにも、地方自治法は項目にわたって

細部にわたって改革をしています。これが求め

ていくところは、最終的にはマネジメントです

よね。ガバナンスを強化していこうということ

ではないですか。そうすると、監査委員という

のはガバナンスを、内部統制をしていくための

重要な場所にあって、その存在と議会もそうな

わけですよね。内部統制をしていくための重要

なポジションにあって、それが同じである、同

じというか関連しているということを分離しよ

うとしているわけですね。ちゃんとガバナンス

をきかせていけるような存在にしていこうとい

うのが、今回の地方自治法改正なのではないか

なと思っています。それについてどのように理

解されて、どのように今後されていくのか伺い

たいと思います。 

大場隆司監査委員 議長、大場隆司。 

下山准一議長 監査委員大場隆司君。 

大場隆司監査委員 ただいま叶内議員のほうから

あったように、それぞれ監査委員も市議会も独

立しているという形ではそのとおりだとは思う

んです。また、今回の地方自治法の改正によっ

て、例えば大きい都市ですと内部統制に関する

方針を定め、これに基づき必要な体制を整備。

ですから、内部統制に関するものは整備すると

いうことはできるんですけれども、まだ新庄市
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ではそういった体制もとられていません。 

  それで、地方自治法の、さっき言った叶内議

員の、第196条で、これちょっと条文を読んで

みますと、「監査委員は、普通地方公共団体の

長が、議会の同意を得て、人格が高潔で、普通

地方公共団体の財務管理、事務の経営管理その

他行政運営に関し優れた識見を有する者（議員

である者を除く。以下この款において『識見を

有する者』という。）及び議員のうちから、こ

れを選任する。」というふうな規定になってい

ます。ですから、議員の中からこれ選任するか

どうか、ただし書きこの後に続くんですけれど

も、「ただし、条例で議員のうちから監査委員

を選任しないことができる」。ですから、基本

的には議員の中からもこれを選任できるという

ふうな規定にもなっていますので、とりあえず

私たち監査委員としては、議員の方の意見も聞

いて監査を進めたいというふうな思いで、議選

の監査委員をこれからも置いていくというふう

な形で考えておりますので、この件については

御理解をいただきたいなと思いますので、よろ

しくお願いいたします。以上です。 

津藤隆浩農業委員会事務局長 議長、津藤隆浩。 

下山准一議長 農業委員会事務局長津藤隆浩君。 

津藤隆浩農業委員会事務局長 御質問にありまし

た今後の月額報酬の取り扱いについてというこ

とですけれども、これからの活動やいろいろな

状況を踏まえまして検討していくようになるか

と思います。以上です。 

下山准一議長 ほかにありませんか。 

１８番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

下山准一議長 小野周一君。 

１８番（小野周一議員） 議案第22号につきまし

て今お話があったんですけれども、実はこれ農

業委員会の改革で農地利用最適化推進委員とい

うのは選出されたわけですよね。私も前は農業

委員をしておりました。よく最適化推進委員が

出てから、非常に現場から安過ぎるという話が

出ています。この条例そのものを出すのが、私

は遅かったのではないかなという思いがします。

これからも現場の声というものを十二分に反映

して、もっと前にこれは出すべきではなかった

のかなという思いがします。ことしの夏、また

農業委員会改選ですよね。そういうこともあっ

て今回出したと思うんですけれども、やはり現

場の声を本当に重視して、もっと前にこれは出

すべきだったと思います。 

  条例に関係なく、本当に現場を回っている農

業委員、そして最適化推進委員、本当に頑張っ

ています。これからもその方々の思いというも

のを本当にわかって、この条例化に向けてやっ

ていってほしいなという思いがします。本当は、

私はもっともっと上げてもよいのではないかと

いう思いで質問したわけでございますので、今

後ともよろしくお願いしたいと思います。 

津藤隆浩農業委員会事務局長 議長、津藤隆浩。 

下山准一議長 農業委員会事務局長津藤隆浩君。 

津藤隆浩農業委員会事務局長 ただいま小野議員

のほうから御意見をいただきまして、今後とも

農業委員並びに農地利用最適化推進委員につき

ましては、農業行政全般について振興できるよ

うな形で、事務局も協力しながら農業振興に当

たっていきたいと思います。どうもありがとう

ございます。 

下山准一議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、総括質疑を終結いたします。 

 

 

日程第３６議案・請願の予算特別

委員会、各常任委員会付託 

 

 

下山准一議長 日程第36議案・請願の予算特別委

員会、各常任委員会付託を行います。 
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  議案・請願の委員会付託につきましては、お

手元に配付しております付託案件表のとおり、

それぞれ所管の委員会に付託いたしますので、

よろしくお願いいたします。 

令 和 ２ 年 ３ 月 定 例 会 付 託 案 件 表 

 

付 託 委 員 会 名 件                名 

予 算 特 別 委 員 会 

議案（７件） 

〇議案第 ９ 号令和２年度新庄市一般会計予算 

〇議案第１０号令和２年度新庄市国民健康保険事業特別会計予算 

〇議案第１１号令和２年度新庄市交通災害共済事業特別会計予算 

〇議案第１２号令和２年度新庄市介護保険事業特別会計予算 

〇議案第１３号令和２年度新庄市後期高齢者医療事業特別会計予算 

〇議案第１４号令和２年度新庄市水道事業会計予算 

〇議案第１５号令和２年度新庄市下水道事業会計予算 

総 務 文 教 常 任 委 員 会 

議案（５件） 

 

〇議案第２０号新庄市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正す

る条例について 

〇議案第２１号議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に

関する条例の一部を改正する条例について 

〇議案第２２号新庄市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改

正する条例について 

〇議案第２３号新庄市市営バス設置及び管理に関する条例の一部を

改正する条例について 

〇議案第２４号新庄市監査委員条例の一部を改正する条例について 

産 業 厚 生 常 任 委 員 会 

議案（１０件） 

請願（１件） 

〇議案第２５号新庄市印鑑条例の一部を改正する条例について 

〇議案第２６号新庄市高齢者住宅整備資金貸付条例を廃止する条例

について 

〇議案第２７号新庄市保育の必要性の認定に関する条例の一部を改

正する条例について 

〇議案第２８号新庄市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業

の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について 

〇議案第２９号新庄市企業立地促進条例の一部を改正する条例につ

いて 

〇議案第３０号新庄市市道の構造の技術的基準等を定める条例の一

部を改正する条例について 

〇議案第３１号新庄市営住宅設置及び管理に関する条例等の一部を

改正する条例について 

〇議案第３２号新庄市都市下水路条例について 

〇議案第３３号新庄市下水道条例について 
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付 託 委 員 会 名 件                名 

〇議案第３４号新庄市下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を

適用することに伴う関係条例の整備に関する条例について 

〇請願第１号除雪受託業者に対する支援についての請願 

 

 

議案８件一括上程 

 

 

下山准一議長 日程第37議案第１号令和元年度新

庄市一般会計補正予算（第５号）から、日程第

44議案第８号令和元年度新庄市水道事業会計補

正予算（第５号）までの補正予算８件につきま

しては、会議規則第35条の規定により一括議題

にいたしたいと思います。これに御異議ありま

せんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第１号令和元年度新庄市一般会計補正予算

（第５号）から、議案第８号令和元年度新庄市

水道事業会計補正予算（第５号）までの補正予

算８件を一括議題とすることに決しました。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、議案第１号から議案第

８号までの令和元年度新庄市一般会計及び特別

会計並びに水道事業会計の補正予算について御

説明申し上げます。 

  補正予算書１ページ、議案第１号一般会計補

正予算でありますが、歳入歳出それぞれ２億

2,002万6,000円を減額し、補正後の予算総額を

189億6,252万6,000円とするものであります。 

  このたびの補正につきましては、全体を通し

まして、各種事業の決算見込みに相応した事業

費の精査と財源の補正を行うものであります。 

  歳入についてでありますが、１款の市税につ

いては、各税目ごとに決算を見込んだ補正を行

うとともに、14款及び15款の国県支出金並びに

21款市債等につきましては、事業費の精算に伴

う補正を行っております。 

  歳出につきましても、各事業費の確定に伴う

費用の補正に加えまして、２款では、今後の市

有施設改修費の増加に対応するため市有施設整

備基金への積立金の増額や、３款では生活保護

費を増額、また８款においては、国の補正予算

に係る土地改良事業負担金を増額補正するなど

しております。 

  新年度の事業展開の円滑な移行のためにも適

切な対応を必要とする補正内容を組ませていた

だいておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

  続きまして、35ページからの特別会計であり

ますが、議案第２号から議案第８号までの６特

別会計補正予算及び水道事業会計補正予算につ

きましても、今年度のおのおのの事業の総括な

どを図るために必要な予算の補正を行うもので

あります。 

  私からの説明は以上でありますが、各会計の

詳細につきましては財政課長及び上下水道課長

から説明させますので、御審議の上、御決定賜

りますようよろしくお願い申し上げます。 

下山准一議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午後２時０１分 休憩 

     午後２時０９分 開議 

 

下山准一議長 休憩を解いて再開いたします。 

  財政課長平向真也君。 

   （平向真也財政課長登壇） 
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平向真也財政課長 それでは、私のほうから議案

第１号から第７号までについて御説明申し上げ

ます。 

  補正予算書の１ページをお開きください。 

  議案第１号一般会計補正予算（第５号）でご

ざいます。歳入歳出それぞれ２億2,002万6,000

円を減額し、補正後の総額は189億6,252万

6,000円となります。 

  各款各項の補正予算額並びに補正後の額につ

きましては、２ページから５ページまでの第１

表歳入歳出予算補正を御確認いただきたいと思

います。 

  次に、６ページをごらんください。 

  第２表債務負担行為補正でございますが、福

祉バスの老朽化に伴う車両購入について、早目

に手続を行えるようにするため新たに債務負担

行為を設定するものでございます。 

  ７ページの第３表地方債補正の変更につきま

しては、事業費の確定による変更が主なもので

ございます。 

  また、めくっていただきまして８ページの下

段になりますが、地方債の廃止につきましては、

補助金のメニュー変更により、今年度の活用が

見込めなくなったエコロジーガーデン改修事業

債と交付税措置のない２つの市債を廃止するも

のでございます。 

  続きまして、11ページをごらんください。 

  歳入について御説明いたします。 

  市長からもございましたが、全体を通しまし

て各種事業の決算見込みに対応した財源の補正

を行ってございます。 

  １款市税の各目におきましては、決算見込み

を推計して、それぞれ必要な補正を行っており

ます。 

  ６款地方消費税交付金につきましては、今年

度の交付額の決定に伴い増額補正を行うととも

に、12ページの10款地方交付税におきましても、

普通交付税の今年度の交付決定額の残額につい

て、このたびの補正財源として増額計上するも

のでございます。 

  13ページの14款国庫支出金及び15ページから

の15款県支出金につきましては、事業費の確定

や精査に伴う負担金や補助金などの増減を補正

してございます。 

  次に、16ページになりますが、16款財産収入

でございます。中核工業団地の用地売り払い収

入を見込んだ増額補正を行っております。 

  次の17ページ、21款市債につきましては、第

３表地方債補正でも御説明申し上げましたが、

事業費の確定による補正が主なものでございま

す。 

  続きまして、19ページからの歳出について御

説明いたします。 

  まず、全体に共通している事項といたしまし

て、事業費の確定や精査に伴う補正を行ってお

ります。 

  19ページ、２款総務費でございますが、１項

４目財政管理費におきまして、歳入で御説明い

たしました中核工業団地の用地売り払い収入を

財源といたしまして、財政調整基金に3,600万

円積み立てを行うとともに、今後の市有施設改

修費などの増加に対応するため、市有施設整備

基金への積立金１億5,000万円を増額補正して

ございます。 

  続きまして、24ページをお開きください。 

  ３款民生費のうち３項生活保護費につきまし

ては、制度改正に伴うシステム改修事業委託料

を計上するとともに、医療扶助費を増額補正し

てございます。 

  めくっていただきまして、26ページのほうを

ごらんください。 

  ６款農林水産業費１項５目農地費の県営土地

改良事業費には、国の補正予算に伴う土地改良

事業負担金合わせまして2,000万円を計上して

ございます。 

  次に、28ページをお開きください。 



- 43 - 

  ８款土木費２項３目道路新設改良費のうち、

その他単独道路整備事業費の公有財産購入費

2,548万1,000円につきましては、既に供用開始

しております市道用地について、土地開発基金

から買い戻しを行うための費用となってござい

ます。 

  29ページになりますが、同じく８款土木費の

うち６項１目除排雪費でございますが、このた

びの少雪の状況を勘案しまして、道路の除排雪

業務委託料7,400万円を減額補正するものでご

ざいます。 

  続きまして、32ページをお開きください。 

  10款教育費の５項社会教育費におきまして、

それぞれの施設において指定管理委託料の補正

を行っておりますが、これにつきましては、消

費税増税に係る費用について、それぞれ不足分

を補正するものでございます。 

  また、８目ふるさと歴史センター費におきま

しては、空調設備にふぐあいが生じております

ことから、これを改修するための測量設計業務

委託料220万円を計上してございます。 

  なお、これにつきましては、令和２年度への

繰り越しを予定しているものでございます。 

  以上で一般会計を終わりまして、特別会計の

説明に入らせていただきます。 

  35ページをお開きください。 

  議案第２号国民健康保険事業特別会計補正予

算（第３号）でございます。 

  こちらは、歳入歳出それぞれ537万円を追加

し、補正後の総額を34億5,232万6,000円とする

ものでございます。 

  初めに、40ページの歳出のほうをごらんくだ

さい。 

  一般管理費、事業費に制度改正に伴うシステ

ム改修業務委託料を増額補正するとともに、賦

課徴収費に嘱託職員報酬を計上しておりますの

は、特別会計に計上することで県の補助金が該

当することから、一般会計から当該報酬分を減

額して国保会計のほうに移したものでございま

す。 

  これらの財源といたしまして、38ページから

の歳入のほうで、国民健康保険税や県補助金を

増額補正してございます。 

  次に、43ページをお開きください。 

  議案第３号交通災害共済事業特別会計補正予

算（第１号）でございます。 

  こちらは、歳入歳出それぞれ234万3,000円を

追加し、補正後の総額を646万6,000円とするも

のでございます。 

  こちらも、46ページの歳出のほうをごらんく

ださい。 

  内容といたしましては、災害見舞金の増額補

正を行うものでございます。 

  次に、47ページをごらんください。 

  議案第４号公共下水道事業特別会計補正予算

（第４号）でございます。 

  こちらは、歳入歳出それぞれ5,487万7,000円

を減額し、補正後の総額を15億4,585万4,000円

とするものでございます。 

  52ページをごらんください。 

  歳出におきまして、事業の確定及び精査等に

よる事業費の補正と市債利子等の減額補正を行

うものでございます。 

  次に、55ページをお開きください。 

  議案第５号農業集落排水事業特別会計補正予

算（第４号）でございます。 

  こちらは、歳入歳出それぞれ138万1,000円を

減額し、補正後の総額を8,515万8,000円とする

ものでございます。 

  60ページをお開きください。 

  これにつきましても、歳出におきまして、事

業の確定及び精査等による事業費の補正を行う

ものでございます。 

  次に、61ページをごらんください。 

  議案第６号介護保険事業特別会計補正予算

（第５号）でございます。 
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  こちらは、歳入歳出それぞれ3,043万8,000円

を減額し、補正後の総額を38億8,304万9,000円

とするものでございます。 

  68ページのほうをお開きください。 

  歳出におきまして、給付費を初め、事業費の

精査に伴う過不足を補正するものでございます。 

  最後に73ページをお開きください。 

  議案第７号後期高齢者医療事業特別会計補正

予算（第３号）でございます。 

  こちらは、歳入歳出それぞれ120万5,000円を

追加し、補正後の総額を４億1,844万9,000円と

するものでございます。 

  77ページをお開きください。 

  歳出におきまして、後期高齢者医療広域連合

納付金の財源補正と、一般会計繰出金の増額補

正の内容となってございます。 

  以上で、一般会計及び特別会計の補正予算案

の説明を終わります。御審議の上、御可決賜り

ますようよろしくお願いいたします。 

下山准一議長 上下水道課長奥山茂樹君。 

   （奥山茂樹上下水道課長登壇） 

奥山茂樹上下水道課長 議案第８号令和元年度新

庄市水道事業会計補正予算（第５号）について

御説明申し上げます。 

  補正予算書１ページをお開き願います。 

  第２条業務の予定量の補正につきましては、

建設改良事業費について補正するため記載した

ものであります。 

  第３条収益的収入及び支出の補正ですが、初

めに、収入の第１款水道事業収益で補正予定額

100万1,000円を増額し、計11億2,076万1,000円

とします。これは、第二庁舎の設備更新工事に

係る負担金の増によるものであります。 

  次に、第４条資本的収入及び支出の補正です

が、収入の第１款資本的収入で、補正予定額

2,534万8,000円を増額し、１億5,215万5,000円

とします。 

  また、２ページの支出の第１款資本的支出で、

補正予定額6,788万9,000円を減額し、計４億

2,209万2,000円とします。これらは、工事内容

の精査に伴う負担金、補助金、委託料及び工事

費の変更によるものであります。 

  なお、資本的収入が資本的支出に対し不足す

る額２億6,993万7,000円は、過年度損益勘定留

保資金等で補塡します。 

  第５条は、畑地区の災害復旧工事に充てる企

業債について記載したものであります。 

  ３ページから４ページまでには補正予算の実

施計画書を記載しております。 

  以上、令和元年度新庄市水道事業会計補正予

算（第５号）について御説明申し上げました。

御審議の上、御可決くださいますようよろしく

お願いいたします。 

下山准一議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました補正予算８件につ

きましては、会議規則第37条第３項の規定によ

り委員会への付託を省略したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第１号から議案第８号までの補正予算８件

については、委員会への付託を省略することに

決しました。 

  それでは、ただいま説明のありました令和元

年度補正予算８件の審議に入ります。 

 

 

日程第３７議案第１号令和元年度

新庄市一般会計補正予算（第５

号） 

 

 

下山准一議長 初めに、日程第37議案第１号令和

元年度新庄市一般会計補正予算（第５号）につ

いて質疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 
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下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 31ページの10款の１で

学校管理費についてです。 

  これについて、このたび新型コロナウイルス

対策というのが補正予算には全く載ってはいま

せんけれども、３月２日から小中学校臨時休校

になっております。これが本当によかったのか、

ひとり親世帯とか共働き世帯、障害児者のいる

世帯など、親が仕事を休まねばならなくなった

り収入が減ったりなど、また、その親の勤める

仕事場、介護施設だったり病院など職場が困っ

たりする声はないのか、そういう考え、本当に

新型コロナウイルス対策として適当だったのか

お聞きしたいと思います。 

武田信也教育次長兼教育総務課長 議長、武田信

也。 

下山准一議長 教育次長兼教育総務課長武田信也

君。 

武田信也教育次長兼教育総務課長 ただいま、31

ページの学校管理運営事業費でコロナ関連の対

策といった御質問でございますが、ただいま休

校等の措置をとっているものの関連については、

この予算、学校管理運営事業費ではなく、特に

ここには予算の計上はしてございません。以上

です。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 予算は、緊急であった

ということもあり補正予算には全く出ない、あ

るいはお金かからないことなのかもしれません。

でも、市民としては、これが現在進行形のこと

なんですが、３月のことなんですけれども、新

型コロナウイルス対策ということで上から、首

相のほうから休校にして広がらないようにする

ためにということで言われてやったのだろうと

思いますが、しかし、学童保育などは閉鎖では

ないわけです。学童保育は学校よりもさらに過

密なことに置かれていて、新型コロナウイルス

対策としては逆かもしれない、怖いかもしれな

いというふうにも考えます。 

  そして、まだ山形県としては新型コロナウイ

ルス感染者が出ているという話は聞いていない

ように思います。そういう中で、このように学

校から家庭に子供を任せるということで、本当

に新型コロナウイルス対策感染予防になるのか、

もし家庭でいる子供が出たという場合になれば

家庭の責任になる。そういうふうに学校の責任

はとりたくないということから、家庭の責任と

いうふうに持っていきたかったのかわかりませ

んが、そうなった場合、今の県立病院などで対

応できるのでしょうか、民間病院で対応できる

のか、そういったことはどう見ておられるのか、

お願いします。 

下山准一議長 答弁できる範囲内で結構です。 

髙橋昭一学校教育課長 議長、髙橋昭一。 

下山准一議長 学校教育課長髙橋昭一君。 

髙橋昭一学校教育課長 学校教育に関しまして、

今とっていることについてお答え申し上げたい

と思います。 

  ３月２日から臨時休業ということで、修了式

の予定していた日まで臨時休業といたしました。

これについては、感染者を出さないとか感染を

はやらせない、それから児童生徒や保護者の不

安を考慮したものでございます。ということで、

この趣旨を踏まえて決定させていただきました。 

  関連しまして、学童のほうでは、昨日の午前

中から開所していただいているということもお

聞きしました。なお、それでも学童に在籍して

いなくて、一人でいることが大変心配な場合に

ついては、学校で見守ることも通知してお願い

をしております。なお、この学年については、

１、２年生とさせていただきましたけれども、

学年によっては配慮が必要なお子さんもいらっ

しゃいますので、その際は事前に申請いただく

というような形で対応させてもらっております。

以上でございます。 
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下山准一議長 ほかにありませんか。 

１０番（山科正仁議員） 議長、山科正仁。 

下山准一議長 山科正仁君。 

１０番（山科正仁議員） それでは、私のほうか

ら補正予算、令和元年度分の質問をさせていた

だきます。 

  まず６ページですけれども、第２表債務負担

行為補正が入っておりますが、福祉バスに関す

る老朽化ということで900万円計上というふう

な話です。これは、今まで福祉バスの利用目的、

それから頻度とか将来的にどのように運用して

いくか、今言った利用頻度を考えた場合に、仮

にアウトソーシングというか外注化とかの考え

はなかったのかどうかということをまず１つ。 

  あと、７ページですけれども、第３表の地方

債の補正に入っていますが、その中でエコロジ

ーガーデン、それから交付税措置のない２つの

市債を廃止するということになっております。

これは、交付税措置がないということは前々か

らわかっていて、それで起債を起こすと。起債

によってカバーするという意味が、今年度にお

いては別の財源で対処できるということで変更

になったのかと思います。これは、変更にしな

いで起債を使った場合と一般財源を使っている、

その比較とした有効性、どのぐらい有効に、金

額的にどのぐらい上がったのかというのをお聞

きしたいと思います。 

  歳入、最後になりますけれども、市税11ペー

ジになりますが、この中で大体市税全体ではほ

ぼ45億円ぐらいのレベルで推移してきておりま

すが、大体ボーダーライン40億円かなと思って

おります。その中で、特記するのが市たばこ税

ですけれども、今回補正におきましても約

2,000万円のプラスになっていると。決して減

ってきては、若干の減りはあるのでしょうけれ

ども、なかなか減ってはきていない。 

  これを考えますと、たばこを擁護するわけで

はないのですが、かなり公共施設に関してはた

ばこを吸っている人が排除されていると。どこ

でも吸う場所がない。敷地内全面禁煙というこ

とでそういう方向性に来ていますが、これだけ

の財源が入るような科目でありまして、その辺

を考慮して例えば我が市では、ある程度分煙を

可能にするため予算を割くとか、愛煙家のため

に少しは経費を使うというようなものを考えな

ければならないのかなと思っております。その

辺の考えをお願いしたいと思います。 

  歳出もお願いします。歳出ですが、24ページ、

民生費のうちシステム改修と医療扶助費を増額

補正しております。この辺が前々からずっと言

われていることがあるんですけれども、かなり

不正受給者がいらっしゃるということで、弱者

保護だと言えばそれまでなんでしょうけれども、

基本的には公平の観点から、しっかりした弱者

じゃない不正受給者のほうをどのように把握し

て、それに伴う増額補正になれば非常に遺憾と

思わなければならないと思いますので、その辺

の市民からの情報提供とか、その辺に対応した

今後の予算のとり方とか今回の執行の仕方、そ

の辺をお伺いしたいと思います。 

  あともう一つですね、４ページ、雪対策費が

入っています。7,800万円ですね。この中で、

今回かなり少雪だということで7,400万円余り

の減額補正が入っております。この辺に関して

も、好きで少雪になって大変だった業者さんが

いるわけではありませんから、この辺のフォロ

ー、それをどうするのか。あと１カ月しかない

わけですけれども、今季に関しては。来季も含

めた考えというのをお伺いしたいと思います。 

  あと国保ですね、国保が１つだけです。国保

は40ページで賦課徴収費、こちらのほうの一般

会計から特別会計に移行しておりますが、人件

費は、嘱託職員の報酬の計上をしておりますけ

れども。 

下山准一議長 済みません、一般会計だけ。 

１０番（山科正仁議員） 済みません、失礼しま
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した。以上、一般会計のほうをお願いします。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、

青山左絵子。 

下山准一議長 成人福祉課長兼福祉事務所長青山

左絵子さん。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 成人福

祉課のほうでは、御質問、福祉バスの関係の債

務負担行為と、それから歳出のほうで生活保護

関係、２つ御質問いただきました。 

  福祉バスでございますけれども、このたびバ

スを更新ということになりまして、運用につい

ての要綱を新たに見直しているところでござい

ます。利用人数につきましては、10人程度の小

規模な人数から乗れるように利用人数を下げる

方向で検討しております。 

  それから、利用団体さんにあらかじめ登録し

ていただいて、その中で申請いただいて許可を

出すというほうな登録方式ということについて

も進めているところでございます。 

  車両につきましては、身体障害者等、障害の

ある方も乗りやすいような車両の購入というこ

とで検討を進めているところでございます。 

  次に、生活保護の不正受給に関しての御質問

ですけれども、不正受給と言っていいのかわか

りませんけれども、返還金を求めるような事例

がございます。収入について正しく申告されて

いなかったというようなことがございますけれ

ども、それにつきましては厳しく分割納付など

で納めていただくような対応をしているところ

でございます。 

平向真也財政課長 議長、平向真也。 

下山准一議長 財政課長平向真也君。 

平向真也財政課長 私のほうからは、地方債のほ

うの廃止の部分についてお答えさせていただき

たいと思います。 

  このたび補正のほうにおきまして、公共土木

事業負担、こちらのほうは、起債としましては

地方道路等整備事業でございますけれども、も

う一つ旧萩野小学校除却事業、こちらのほうの

起債のほうが公共施設等適正管理推進事業債と

いうことで、いずれも充当率90％ということで

すが、交付税措置、基準財政需要額への算定の

ほうが全くないというふうな起債でございます。 

  こちらのほう廃止する理由としましては、当

初予算編成の際に財源確保が必要だというふう

なことから、交付税措置がないということは最

初からわかっているわけですけれども、やはり

財源を確保する上で起債というものが必要であ

ると、その時点では必要であるという判断のも

とで予算編成をさせていただいたというところ

でございますが、今回年度末になりまして財源

調整のほうがついたという結果から、起債しな

いこととして廃止するものであります。 

  この効果としましては、やはり借金の部分と

いうことになりますが、実質公債費比率の低減

のほうに貢献するというふうな効果があります

ので、こういった措置をとらせていただいてい

るというふうなことでございます。以上です。 

加藤 功税務課長 議長、加藤 功。 

下山准一議長 税務課長加藤 功君。 

加藤 功税務課長 たばこ税につきましてお答え

させていただきます。 

  今年度３月補正では2,000万円の増というこ

とで計上させていただきました。平成29年度ま

では人口減少、健康増進の影響によりまして、

毎年2,000万円ほどの減額、減収が続いており

ましたが、平成30年度税制改正から増税が続い

ておりますので、減収幅が縮小している状況に

ございます。令和元年度予算では、総額３億

1,500万円でしたが、2,000万円このたび増額す

ることによりまして、前年度比マイナス442万

7,000円まで減収幅を圧縮することができるよ

うになっております。 

  もう１点お伺いしております分煙につきまし

ては、ことしの４月から改正健康増進法が施行

されることで、原則屋内禁煙と分煙が一層進む
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ものと思っております。今後さらなる増税が進

む中、たばこ業界では加熱式たばこなど新たな

商品を市場に投入するなど、増税になっても３

億円超えの税収がある市税としましては、議員

おっしゃるとおり貴重な一般財源でございます

ので、適正な運用に努めていきたいと考えてお

ります。以上です。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

下山准一議長 都市整備課長長沢祐二君。 

長沢祐二都市整備課長 土木費の雪対策費の減額

についてでございます。 

  こちらの減額につきましては、例年にない少

雪に伴いまして、11月から12月までの実績に１

月から３月までの見込みの回数を加算いたしま

した想定額とあわせまして、業界の皆様への待

機補償料の見込み額、こちらについての試算を

させていただきまして、トータル合わせまして

7,800万円の減額とさせていただいたところで

ございます。以上です。 

１０番（山科正仁議員） 議長、山科正仁。 

下山准一議長 山科正仁君。 

１０番（山科正仁議員） 福祉バスに関しては了

解いたしました。今後バスの外注化というのが、

この福祉に関するだけでなくて、いろいろな方

面で交通の弱者の足を確保する必要が出てくる

と思うんです。その辺でも、福祉バスもそうい

った方面にわたって利用できるような方向性で

持っていっていただければなと思います。債務

負担行為で計上するということは、もうじき、

すぐ買いたいという意思で、購入したいという

意思で早目に承認をとっておこうという手法か

なと思いますので、その辺は早目早目の対応と

いうことで大変よいかと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

  また、交付税措置のない有効な財源の活用と

いう面では大変いいことだと思います。私考え

たのは、一般財源、例えば今回ちょっと勘ぐっ

たではないですけれども、少雪だったものです

から、ある程度の予算的に浮いたもので、そこ

で急遽起債を廃止して一般財源を回して支払い

に回すのかなというふうな思惑もあったもので

すから、それに関連して、今、都市整備課長お

っしゃったように、土木関係、除雪関係の費用、

それをただ単に削るだけではなくて、何らかの

救済措置をとらないと、市長も当然わかってい

ると思うんですけれども、来年からの除雪経費、

待機費用とか業者さんが非常に困っている。こ

んなのは私がここで言うべきでなくて、もうみ

んなわかっていると思うんですが、かなり苦し

い状況だと思うんです。その辺をすぐ対策とれ

るような、例えば7,800万円の経費をその対策

費に回すとか補助に回すとかという、臨機応変

な予算の使い方というのを考えていただきたい

なと思った次第だったんです。その辺について

再度お願いいたします。 

伊藤元昭副市長 議長、伊藤元昭。 

下山准一議長 副市長伊藤元昭君。 

伊藤元昭副市長 今議会には、建設クラブのほう

から請願も出ております。そして、一般質問の

中でもそのような質問もあるということもあり

まして、いずれにいたしましても、これから３

月末まで今年度ということになるわけですが、

今年度の末の前には何らかの協議をしていきな

がら、基本的には待機料という、理論上は６割

の委託料に対しての待機料というものがあるん

ですけれども、ただそれは理論上であって、実

際大雪のときと少雪のときでは単純にはそうは

いかない、６割にはいかないと、大雪のときの

６割にはいかないというような積算になろうか

と思います。いずれにいたしましても今年度中、

協議を行いながら、どうなるかは別にしても、

そういう手だてをとっていきたいというふうに

考えております。 

１０番（山科正仁議員） 議長、山科正仁。 

下山准一議長 山科正仁君。 

１０番（山科正仁議員） ぜひそのような方策を
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とっていただきたいと思います。以上です。 

下山准一議長 ほかにありませんか。 

４ 番（八鍬長一議員） 議長、八鍬長一。 

下山准一議長 八鍬長一君。 

４ 番（八鍬長一議員） ２点についてお尋ねし

ます。 

  16ページの16款財産収入の不動産売却収入で

ありますが、3,792万3,000円ですね、この中に

は本日議決した議案第19号の中核工業団地の分

譲の3,600万円が入っているというのは理解し

ましたが、それを引きますと192万円。200万円

近い金額が売り払い収入として入っているわけ

であります。この中身について教えていただき

たいというふうに思います。 

  それで、関連しまして19ページに、その

3,600万円が、総務費の総務管理費財産管理費

の財政調整基金積立金に３,600万円入っていま

す。この3,600万円入ったことによって、財政

調整基金の総額については現在高で幾らになる

か、以上２点についてお尋ねします。 

平向真也財政課長 議長、平向真也。 

下山准一議長 財政課長平向真也君。 

平向真也財政課長 最初に、財産収入の部分でご

ざいます。こちら中核工業団地の3,600万円の

ほかに、今回の補正額として192万3,000円ほど

上げさせていただいております。この内訳でご

ざいますが、宅地造成等に伴う法定外公共物、

国有地でありました水路でありますけれども、

そちらのほうの払い下げが３件ほどございまし

て、この収入となっております。 

  もう１点の財政調整基金の現在高でございま

すけれども、平成30年度末現在での残高が約21

億円でありまして、今年度当初３億5,000万円

ほど一般会計のほうに繰り入れるということで、

今回財産収入のほうを加えまして、3,600万円

ほど積み立てた後での現在高ということになり

ますけれども、今年度末の見込みで約17億

9,000万円見込んでございます。以上でござい

ます。 

４ 番（八鍬長一議員） 議長、八鍬長一。 

下山准一議長 八鍬長一君。 

４ 番（八鍬長一議員） 財政調整基金の現在高

については了解しましたが、そのあり方につい

てはまた別の機会に議論したいと思います。 

  法定外公共物、よく住宅街では問題になるこ

とでありますが、良好な住宅をつくっていくと

いうそういう意味でも、「なかなか相談しても

難しくて」ということのないように今後ともし

てもらえれば、これからいろいろと助かるとき

がいっぱいあるのではないかというふうに思い

ます。 

  似たようなことが国有財産では相当あるわけ

ですよね。そういう点で、住宅地の適切な開発

という点では配慮していただきたいというふう

に思います。答弁要らないです。終わります。 

下山准一議長 ほかにありませんか。 

１４番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

下山准一議長 石川正志君。 

１４番（石川正志議員） １点だけお伺いします。 

  補正予算書26ページ、農林課長、準備お願い

します。 

  ６の１の３農業振興費で、これは園芸振興と

いうことで財源が国や県、裁量権は県にあるの

かなと思うんですが、ここ数年ちょっと同じよ

うな状況が続いていると。事業費の確定で補正

減になっていますが、要因としては、当初予算

で見積もられていた応募がなかったのか、それ

とも応募はあって申請したのだが、採択されな

かったのか、いずれですか。 

三浦重実農林課長 議長、三浦重実。 

下山准一議長 農林課長三浦重実君。 

三浦重実農林課長 今、御質問がありました担い

手総合支援対策事業費でございますけれども、

これにつきましては応募はあります。が、なか

なかポイント制になって以降、なかなかそのポ

イントに達することができないということで、
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こういう結果になっているところでございます。 

１４番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

下山准一議長 石川正志君。 

１４番（石川正志議員） 昨年の３月議会の補正

でも同じような議論をしたかと思うんですが、

確かにポイント制になって、応募者の思惑どお

りにはなかなか採択されないと十二分に承知し

てはおります。ただ、国県支出金で、多分ここ

の部分の科目に関しては、非常に大きなボリュ

ームをカバーする有益な補助事業の一つである

と。 

  例えば、それでは個人個人の方、もしくは農

協系で集団でされているかもしれませんが、個

人の場合はなかなか点数でハードルを越えるの

が非常に難しいときに、例えば農林の調整の中

で同じような事業を取り組まれる方がいらっし

ゃれば、タッグマッチを組ませてやるというよ

うな苦労というか、応募者にアドバイスはされ

たのでしょうか。 

三浦重実農林課長 議長、三浦重実。 

下山准一議長 農林課長三浦重実君。 

三浦重実農林課長 はい、済みません。個々の応

募がほとんどなものですから、それでは、あな

たとあなたがタッグを組んで一緒な事業はどう

ですかというふうなお話は実際できている状況

ではございません。 

  ただ、今現在、御存じのとおり人・農地プラ

ンということで集落のほうに出向きまして、こ

の担い手総合支援対策事業費につきましては、

人・農地プランの中の話し合いの中で手を挙げ

ていただくということが大変有効であるという

ことから、御紹介をさせていただいているとこ

ろでございます。以上です。 

１４番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

下山准一議長 石川正志君。 

１４番（石川正志議員） 園芸振興、来年度予算

の話はしませんが、大きな年10億規模の産地を

形成していると。園芸振興に山形県で力を入れ

てから10年ぐらいたつんですが、新庄市も非常

にこれまでも補助メニューによって大きな成果

を上げてくることができたと。今の課長答弁で

ほぼ満足しているんですが、できるだけ補助率

のおいしいところに、点数というハードルはあ

るものの、何とか農業者の意向を酌んで、事務

方としては最大限のフォローをしていただけれ

ばなと思っていますので、もう一度よろしくお

願いいたします。 

三浦重実農林課長 議長、三浦重実。 

下山准一議長 農林課長三浦重実君。 

三浦重実農林課長 私ども農林課といたしまして

も、園芸作物の振興ということで幾らかでも農

業者の所得の向上を目指すという考えのもと、

以後も考えております。どうかよろしくお願い

いたします。 

下山准一議長 ほかにありませんか。 

１８番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

下山准一議長 小野周一君。 

１８番（小野周一議員） 29ページの土木費、先

ほど我々会派の山科議員が質問したんですけれ

ども、あす私も消雪に関して一般質問すること

あるものですから、先ほど副市長のほうから懇

切丁寧に答弁なさったんですけれども、この

7,400万円の除排雪業務委託料の7,400万円以外

に、修繕費969万4,000円及びロータリー除雪機

購入費325万円が減額になっておりますけれど

も、これについてお聞きしたいと思います。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

小野周一議長 都市整備課長長沢祐二君。 

長沢祐二都市整備課長 雪対策費の減額の内訳で

ございますが、議員おっしゃるとおり修繕費に

つきまして、小田島公園前線、五日町金沢線に

つきまして、今年度消雪ポンプの改修の予算を

計上させていただいておりました。こちらにつ

きまして、ポンプの入れかえの分について実際

に井戸内のカメラ調査をしたところ、ポンプの

発注に至らなかったということで、この分を減
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額させていただいているところです。来年度の

事業として取り組んでいきたいというふうに考

えているところです。 

  除雪機の購入費でございますが、こちらにつ

きましては、入札の結果に対応した減額となっ

ております。以上でございます。  

１８番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

下山准一議長 小野周一君。 

１８番（小野周一議員） この修繕費の969万何

がしという金を、消雪のポンプの購入が次年度

に延びたという、この場所はあれですか、県立

病院の通りですかな、前の髙橋市長のところの

道路ですかな。３回目だけれども、ちょっと。 

  それでは、これ来年、予算に恐らく盛られる

んでしょうけれども、せっかく予算つけたのな

ら、わかったら事業遂行するのが普通でないか

なと私思うんですよ。せっかく去年の３月定例

会で、ここで議決されたんですよね。ポンプな

いわけではないでしょう。 

  ということは、実はある……、今私言った、

固有名詞言って悪いんですけれども、県立病院

前線、あの髙橋市長さんの前ですね。何かあそ

こもいろいろ調査したけれども、ことしは少雪

だからよかったけれども、一回も水上がってい

ないよという、そういう相談を受けたんですよ

ね。場所は、あの路線ではないんですか。あの

路線、一回も消雪の水上がってないそうですよ、

ことし。 

長沢祐二都市整備課長 議長、長沢祐二。 

下山准一議長 都市整備課長長沢祐二君。 

長沢祐二都市整備課長 修繕費につきまして御質

問いただきました。予算上、可決していただい

たものを残念ながら執行できなかったというの

は、私どものほうでも大変残念に思っていると

ころでございます。 

  路線でございますが、元髙橋市長の前の道路

のところが１カ所と、あとは最上公園から駅前

に向かってくるところの道路、この２本につい

ての井戸ポンプの更新について予算化をしてい

ただいたところでございます。 

  予算につきましては、当初ポンプの抜き取り

の調査、あと水源の確保の状況の調査をする予

定でございましたが、抜き取りをしたところ、

水中カメラによって調査をしたほうがより効果

的な結果が得られるということで、改めて水中

カメラによる調査をもう一度発注をし直したと

ころでございます。その結果が出てきたのが遅

くなりまして、今回ポンプの発注にまで至らな

かったというふうなことになっております。こ

れにつきましては大変申しわけないなと思って

いるところでございます。 

  また、来年度につきましては、このポンプの

発注について、年度の初めのほうから、そのシ

ーズンに合わせるように準備をしてまいりたい

と思いますので、御理解いただきたいと思いま

す。以上です。 

１８番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

下山准一議長 小野周一君。 

１８番（小野周一議員） ことしは40何年ぶりか

の少雪で、水を出さなくてもよかったかもしれ

ません。これ例年どおり、例えば豪雪対策本部

を立ち上げるくらいの雪だったらどうしたんで

すか、ほんとこれ。やっぱりここは雪国なんで

すよ。予算も計上して議会で認めているんです

よ。あとは、餅屋は餅屋で、技術屋さんがいろ

いろな工面をなさるんですけれども、本来ほん

とにこれ困った話です。この予算を議会で議決

された段階で、恐らく６月か７月あたりでそう

いう準備段階するべきでなかったんですか。 

  実は、これきのう私聞いたんですよ。ある商

店に行ったら、ことしは少雪でよかったけれど

も、水全然流れてないよ、出てこないよって。

そういう市民の声というものを十二分に大事に

してほしいなという思いがします。我々は、執

行部のそういう仕事ぶりはチェックしています

よ。だから、このように物を言うんですよ。
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我々は。批判しているんではありません。予算

を認めたら、その予算を早く使う方策を来年度

からはしてほしいなという思いでおります。終

わります。 

下山准一議長 ほかにありませんか。 

３ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

下山准一議長 叶内恵子さん。 

３ 番（叶内恵子議員） 本日冒頭で、新型コロ

ナウイルスの感染対策について、市としても対

策本部を設置したということなんですが、この

対策本部の活動に係る費用、予算というのがど

こにもないもんですから、それについてはどの

ようにして起動させていって、どのようにして

活動をされているのか。 

  今まさに必要なこと、市民の動きを見てもお

わかりになると思うんですが、ちょっとしたト

イレットペーパーがなくなりそうだというデマ

で、全国で、ニュースで言われているように走

るわけですよね。もうドラッグストアに行って

もどこに行ってもトイレットペーパーがないわ

けですよ。実際に本当に必要な人が買えない状

態になっているのが新庄市でも起きていて、そ

ういった一つ一つ、本当に市民の不安であった

り恐怖であったり、そういったものをきちっと

した対応で和らげていく、理解してもらう、正

しく恐れてもらう、正しく行動してもらうとい

うことがこの対策本部には求められると思うん

ですが、その対策本部としての活動費はどのよ

うにしていくと考えていらっしゃるんでしょう

か。 

下山准一議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午後３時０１分 休憩 

     午後３時１０分 開議 

 

下山准一議長 休憩を解いて再開いたします。 

亀井博人健康課長 議長、亀井博人。 

下山准一議長 健康課長亀井博人君。 

亀井博人健康課長 新型コロナウイルス対策の予

算につきましては、現在のところ計上しており

ません。まずは、感染の予防・防止、そこの部

分の周知を市民の皆様に努めていきたいと考え

ております。なお、既決の予算の中で対応でき

るものについては現在でも対応しております。 

  今後、状況や必要な予算等があれば、協議の

上、対応に当たっていきたいと考えております

けれども、具体的には２月に入りまして、まず

ホームページでかなりの量の情報をお知らせし

ております。また、２月10日の「広報しんじょ

う」のお知らせ記事の中でも相談窓口等を掲載

しておりまして、また庁舎内におきまして、ま

た施設においても同様ですけれども、予防啓発

のポスターの掲示をしたりとか、あと市役所の

主な入り口付近に、感染予防に効果的とされて

おりますアルコールの手指消毒薬を配置してお

ります。 

  また、先ほど小中学校の全校の臨時休業のお

話はありましたけれども、市主催のイベントや

会議等につきましては、極力中止または延期を

求めておりまして、また社会教育施設等でも小

中高校生の使用禁止だったり、また図書館や雪

の里情報館での長時間の利用の禁止をお願いす

るなど、またわらすこ広場については当面閉鎖

を決めたといった現在の対応をしているところ

であります。よろしくお願いします。 

下山准一議長 よろしいですか。（「はい」の声あ

り） 

  ほかにありませんか。 

５ 番（今田浩徳議員） 議長、今田浩徳。 

下山准一議長 今田浩徳君。 

５ 番（今田浩徳議員） 私から、５款の社会教

育費。昨年、山屋セミナーハウスの灯油流出と

いうことがありまして、各施設の指定管理につ

いてお伺いしたいと思います。 

  それぞれ指定管理費が計上されています。こ
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とし、先ほどから少雪少雪ということもありま

すけれども、この指定管理費の中でしっかりと

した管理がそれぞれの施設できたのか、また、

それに過不足であったり、指定管理側の話はど

のように聞いていて、そういうところでの対応

なりなんなりというのがあったのかどうかをお

聞かせください。32ページからです。 

渡辺政紀社会教育課長 議長、渡辺政紀。 

下山准一議長 社会教育課長渡辺政紀君。 

渡辺政紀社会教育課長 ５款の社会教育に関する

指定管理者の各施設の状況でございますけれど

も、今の段階で指定管理者さんの決算等上がっ

てきている状況ではございませんので、どのよ

うな対応になっているのかというのはまだ不明

ではございますけれども、ただ、今回の補正に

入る前に各施設の状況を確認しておりまして、

その中で不足等必要なものを協議の上、不足で

必要な部分についてこのたび補正で上げさせて

いただたいたものでございます。 

  なお、その中身につきましては、先ほど財政

課長のほうから御説明あったことに伴いまして、

消費増税に伴いまして従来指定管理料につきま

しても消費税の対象であるという中で、当初予

算の計上の上では従来の８％の予算の中で指定

管理料を計算していたものですから、最終的に

決算が出て、指定管理者の事業者さんが税務申

告する上では消費税は10％対応になるというこ

とで、その分の差額が必要になってくることに

よりまして、その補塡分をこの指定管理の委託

料の増額補正になっているところでございます。 

下山准一議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第１号令和元年度新庄市一般会計補正予

算（第５号）は、原案のとおり決することに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第１号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第３８議案第２号令和元年度

新庄市国民健康保険事業特別会計

補正予算（第３号） 

 

 

下山准一議長 日程第38議案第２号令和元年度新

庄市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３

号）を議題といたします。 

  質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第２号令和元年度新庄市国民健康保険事

業特別会計補正予算（第３号）は、原案のとお

り決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第２号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第３９議案第３号令和元年度

新庄市交通災害共済事業特別会計

補正予算（第１号） 

 

 

下山准一議長 日程第39議案第３号令和元年度新

庄市交通災害共済事業特別会計補正予算（第１

号）を議題といたします。 

  質疑ありませんか。 

１４番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

下山准一議長 石川正志君。 

１４番（石川正志議員） 補正予算書46ページに

なります。歳出の部分で、残念ながら事故に遭

われた方がいらっしゃるということで、共済見

舞金が230万円ほど支出されておりますが、中

身について教えてください。 

森 正一環境課長 議長、森 正一。 

下山准一議長 環境課長森 正一君。 

森 正一環境課長 交通災害共済の補正について

でございます。この金額につきましては、前年

度からの繰越金になります。それを共済の見舞

金のほうに補正を組んだところでございます。

以上です。 

１４番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

下山准一議長 石川正志君。 

１４番（石川正志議員） これ私の勘違いかもし

れませんが、繰越金をまた財産収入というか収

入のほうに振り分けたという捉え方でいいんで

しょうか。私間違っていましたか、聞き方が。 

森 正一環境課長 議長、森 正一。 

下山准一議長 環境課長森 正一君。 

森 正一環境課長 大変失礼いたしました。３月

末までの決算でございます。死亡２人、それか

ら10カ月以上、８カ月以上というところに振り

分けて見舞金を上程したところでございます。 

下山准一議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第３号令和元年度新庄市交通災害共済事

業特別会計補正予算（第１号）は、原案のとお

り決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第３号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第４０議案第４号令和元年度

新庄市公共下水道事業特別会計補

正予算（第４号） 

 

 

下山准一議長 日程第40議案第４号令和元年度新

庄市公共下水道事業特別会計補正予算（第４

号）を議題といたします。 

  質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 討論なしと認めます。よって、討
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論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第４号令和元年度新庄市公共下水道事業

特別会計補正予算（第４号）は、原案のとおり

決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第４号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第４１議案第５号令和元年度

新庄市農業集落排水事業特別会計

補正予算（第４号） 

 

 

下山准一議長 日程第41議案第５号令和元年度新

庄市農業集落排水事業特別会計補正予算（第４

号）を議題といたします。 

  質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第５号令和元年度新庄市農業集落排水事

業特別会計補正予算（第４号）は、原案のとお

り決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第５号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第４２議案第６号令和元年度

新庄市介護保険事業特別会計補正

予算（第５号） 

 

 

下山准一議長 日程第42議案第６号令和元年度新

庄市介護保険事業特別会計補正予算（第５号）

を議題といたします。 

  質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第６号令和元年度新庄市介護保険事業特

別会計補正予算（第５号）は、原案のとおり決

することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第６号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第４３議案第７号令和元年度

新庄市後期高齢者医療事業特別会

計補正予算（第３号） 
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下山准一議長 日程第43議案第７号令和元年度新

庄市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第

３号）を議題といたします。 

  質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第７号令和元年度新庄市後期高齢者医療

事業特別会計補正予算（第３号）は、原案のと

おり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第７号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第４４議案第８号令和元年度

新庄市水道事業会計補正予算（第

５号） 

 

 

下山准一議長 日程第44議案第８号令和元年度新

庄市水道事業会計補正予算（第５号）を議題と

いたします。 

  質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第８号令和元年度新庄市水道事業会計補

正予算（第５号）は、原案のとおり決すること

に御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第８号は原案のとおり可決されました。 

 

 

散      会 

 

 

下山准一議長 以上で本日の日程を終了いたしま

した。 

  あす３月４日水曜日午前10時より本会議を開

きますので、御参集願います。 

  本日は以上で散会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

     午後３時２５分 散会 
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令和２年３月定例会会議録（第２号） 

 

 

令和２年３月４日 水曜日 午前１０時００分開議 

議 長 下 山 准 一     副議長 新 田 道 尋 

 

 出 席 議 員（１５名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  議員     ２番   庄  司  里  香  議員 

  ３番   叶  内  恵  子  議員     ４番   八  鍬  長  一  議員 

  ５番   今  田  浩  徳  議員     ６番   押  切  明  弘  議員 

  ７番   山  科  春  美  議員     ９番   佐  藤  文  一  議員 

 １０番   山  科  正  仁  議員    １２番   奥  山  省  三  議員 

 １３番   下  山  准  一  議員    １４番   石  川  正  志  議員 

 １５番   小  嶋  冨  弥  議員    １６番   佐  藤  卓  也  議員 

 １８番   小  野  周  一  議員 

 

 欠 席 議 員（２名） 

 

 １１番   新  田  道  尋  議員    １７番   髙  橋  富 美 子  議員 

 

 欠 員（１名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 伊 藤 元 昭 

総 務 課 長 小 松   孝  総 合 政 策 課 長 関   宏 之 

財 政 課 長 平 向 真 也  税 務 課 長 加 藤   功 

市 民 課 長 荒 田 明 子  環 境 課 長 森   正 一 

成 人 福 祉 課 長 
兼福祉事務所長 青 山 左絵子  子育て推進課長 

兼福祉事務所長 西 田 裕 子 

健 康 課 長 亀 井 博 人  看 護 師 養 成 所 
開 設 準 備 課 長 田 宮 真 人 

農 林 課 長 三 浦 重 実  商 工 観 光 課 長 荒 澤 精 也 

都 市 整 備 課 長 長 沢 祐 二  上 下 水 道 課 長 奥 山 茂 樹 

会 計 管 理 者   
兼 会 計 課 長  田 浩 志  教 育 長 高 野   博 

教 育 次 長 
兼教育総務課長 武 田 信 也  学 校 教 育 課 長 髙 橋 昭 一 
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社 会 教 育 課 長 渡 辺 政 紀  監 査 委 員 大 場 隆 司 

監 査 委 員     
事 務 局 長 山 科 雅 寛  選挙管理委員会  

事 務 局 長 矢 作 勝 彦 

選挙管理委員会  
事 務 局 長 小 関   孝  農業委員会会長 浅 沼 玲 子 

農 業 委 員 会   
事 務 局 長 津 藤 隆 浩    

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名  

 

局 長 滝 口 英 憲  総 務 主 査 叶 内 敏 彦 

主 任 小 松 真 子  主 任 小田桐 まなみ 

 

議 事 日 程 （第２号） 

令和２年３月４日 水曜日 午前１０時００分開議 

 

日程第 １ 一 般 質 問 

１番 小 嶋 冨 弥  議員 

２番 小 野 周 一  議員 

３番 山 科 春 美  議員 

４番 石 川 正 志  議員 

５番 八 鍬 長 一  議員 

６番 叶 内 恵 子  議員 

 

本 日 の 会 議 に 付 した 事 件 

 

議事日程（第２号）に同じ 
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令和２年３月定例会一般質問通告表（１日目） 

 

発言 
順序 質問者氏名 質 問 事 項 答 弁 者 

１ 小 嶋 冨 弥 
１．市における危機管理について 

２．学校教育について 

市 長 

教 育 長 

２ 小 野 周 一 
１．市民からの要望提案について 

２．暖冬、少雪の対策について 
市 長 

３ 山 科 春 美 
１．ギャンブル等依存症の対策について 

２．結婚活動支援について 
市 長 

４ 石 川 正 志 
１．県立新庄病院改築に伴う道路等の環境整備について 

２．グリーンスローモビリティの導入について 
市 長 

５ 八 鍬 長 一 

１．働く場の確保 工業団地の整備について 

２．市民の健康寿命を延ばす 温泉の開発について 

３．障がい者にやさしい街づくり 公衆トイレの改築につ

いて 

市 長 

６ 叶 内 恵 子 
１．市が進めてきた「行財政改革」は、市民を「輝く笑

顔」にしたのか。 
市 長 
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開      議 

 

 

下山准一議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員は15名です。 

  欠席通告者は、髙橋富美子さん、新田道尋君

の２名です。 

  これより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程（第２号）によって進めます。 

 

 

日程第１一般質問 

 

 

下山准一議長 日程第１一般質問。 

  これより一般質問を行います。 

  今期定例会の一般質問者は11名であります。

質問の順序は、配付しております一般質問通告

表のとおり決定しております。 

  なお、質問時間は、答弁を含めて１人50分以

内といたします。 

  本日の質問者は６名であります。 

 

 

小嶋冨弥議員の質問 

 

 

下山准一議長 それでは最初に、小嶋冨弥君。 

   （１５番小嶋冨弥議員登壇） 

１５番（小嶋冨弥議員） おはようございます。 

  令和元年度３月定例議会一般質問の最初に質

問をさせていただきます。議席番号15番、起新

の会の小嶋冨弥であります。緊張しながらいた

しますので、どうかひとつよろしくお願い申し

上げます。 

  さて、まさしく月日のたつのは早く、新しい

年を迎えたと思ったらもう３月であります。１

月は祈る、２月は逃げる、３月は去ると申しま

す。まさしく３月は去る、別れの季節でもあり

ます。この３月をもって定年で区切りをつける

市職員の方々には、市勢発展に向けた長年の御

努力に感謝申し上げ、これからも健康に留意さ

れ、また新たな活躍を心から御期待申し上げま

す。 

  それでは、早速でありますが、私が今定例議

会に通告いたしました質問に入ります。まず初

めに当市における危機管理についてから順に従

ってお伺いします。 

  まず初めに、業務継続計画策定についてであ

ります。 

  近年の異常気象は今まであり得なかったこと

が前ぶれもなく発生しております。身近に感ず

ることしの冬の暖冬であります。多くの気象専

門家さえ予想できなかったはずです。これがよ

いのか悪いのかは別としても、大型台風やゲリ

ラ豪雨等の自然災害は時期や場所を選びません。 

  当市でも２年前、同じ月に二度の豪雨によっ

て甚大な被害をこうむっております。そこでで

あります。この自然災害時に市民の生命、財産

を守ることは行政の必要欠かざる業務でありま

す。万が一の事態が発生した際に、事業復興計

画を立てることが危機管理の基本とも考えられ

ます。そのような観点から、市における業務継

続計画の策定はどう図られておるのでしょうか、

お伺いいたすものであります。 

  次に、災害時における庁舎の非常電源につい

てお尋ねいたします。 

  まず、災害が発生すれば市役所が災害本部に

なり、市民を守るとりでになります。また、災

害が起きてから72時間が勝負とニュースなどで

お聞きします。一般的に被災後３日を過ぎると

生存率が著しく低下するそうです。市民の生活

を守るとりでとなる市の庁舎の非常電源は、内

閣府の指針である72時間稼働の設備がされてお
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るのでしょうか、心配です。市役所はどんな災

害時においても明かりがともっていることが市

民にとってどれだけ心強く感じることは申すに

至りません。72時間稼働可能な設備は、当市で

はどう図られているのでしょうか、お尋ねいた

します。 

  次、防災無線についてお尋ねします。 

  平成31年度主要事業の一つとしたデジタル防

災無線、この事業は平成28年度20基を整備し、

新たに50の子局の整備を図り、災害時の非常事

態に備え、適切な情報提供を迅速かつ確実に行

うため、市内全てに防災無線を整備し、防災体

制の強化を図るための事業と認識しております。 

  そこで、この事業の予算執行、整備の内容、

今後これらの運用と活用が生かされ、安全に暮

らせるためのツールとして、市民各位にどう図

られてまいるのでしょうか、お伺いいたします。 

  次に、住民避難保険について、市の考えをお

聞きするものであります。 

  さきにも述べましたが、近年の異常気象がも

たらす自然災害の発生時に住民の避難費用を補

償する保険に、昨年９月末時点で全国約1,718

自治体の２割に当たる350の町村が加入してお

ることを知りました。１年半で３倍に急増した

そうです。 

  この保険は、市町村が加入でき、避難所設置、

住民に配る飲食料品の費用に加え、職員の残業

代もカバーできる災害保険でありまして、災害

の多発を受け、避難費用の不安を解消したい地

方自治体がふえているそうなんです。これらに

ついて市の見解をお伺いいたします。 

  次に、今日、大きな大きな世界的社会問題と

なっておる新型コロナウイルス感染症について

であります。 

  昨年12月以降、中国の武漢市で謎の肺炎が発

生いたしました。肺炎を引き起こす新たなウイ

ルス、新型コロナウイルスの感染拡大でありま

す。１月、２月、連日連夜、報道されましたダ

イヤモンド・プリンセス号のクルーズ船内の集

団感染問題、終息のつかない感染、マスク騒ぎ、

唐突の感がする政府の安倍総理は、２月27日の

新型コロナウイルス感染症対策本部の会合で、

３月２日から春休みまで全国の小中学校、高校、

特別支援学校を臨時休業するように要請する考

えを表明いたしました。また、総理は、全国的

なスポーツ・文化的イベントを２週間ほど自粛

するようにも要請、これらは企業活動、消費

等々多岐にわたり負の影響が心配されます。 

  当市において、対策本部を設置いたしました

が、今後、小中学校の臨時休校に伴う対応、開

催イベントのあり方、予防に関する市民への注

意喚起、情報提供の取り組みをどう図るのでし

ょうか、お尋ねいたします。まさに危機管理の

正念場のような気がするわけであります。 

  次に、発言事項の２つ目の質問、学校教育に

ついてであります。 

  学校教育、朝日新聞に２月19日、小中一貫校

の新庄市の萩野学園の記事がございました。睡

眠を乱さないように早く寝ろというようなこと

を子供たちに決めたいということで、大変いい

新聞記事があったもんですから、ここに紹介す

るわけであります。というのも、今、明倫学園

を建設しております。総務文教常任委員会でも

現場を見せていただきました。やはり現場に行

ってみると、すごい建物だなと、そういう学校

の中で子供たちが勉強できるということも、期

待の持てることって感じたもんですから、あえ

て意見を言わせていただきました。 

  それでは本題に入ります。 

  まず児童生徒の体力についてであります。 

  昨年12月23日、スポーツ庁が小学校５年生と

中学校２年生を対象に実施した全国体力テスト

の結果を公表いたしました。握力や持久走など

実に８種目の合計点は、平均で昨年度まで全国

的に上昇気流があったんですけれども、2019年

度では小中の男女とも一転して数値を落とした
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とあります。テストの結果、肥満の子供がふえ

たと分析しておりました。 

  しかるに、山形県は小学校の男女とも全国平

均を上回り、女子は調査開始以来、最高値を２

年連続で更新し、男子は全国平均を超えたのは

2010年以来だそうであります。 

  そこで伺います。 

  当市における体力テストの児童生徒の公表の

結果についてお聞かせください。 

  最後の質問になります。 

  各市町村は、新しい年度に当たり予算案を提

示しております。それぞれの町の特色を生かし

た編成を行っております。多岐にわたる事業展

開の一つに、政府の成長戦略における教育の情

報化の導入、推進が図られております。 

  一つの例で申し上げますと、山形市において

は小中学校のタブレット端末の導入を一気に進

め、8,300台を配置、既存のパソコンなど含め

ほぼ２人に１台の環境を整え、残る約4,100台

は、国の2019年度の予算に盛り込まれました文

科省ＧＩＧＡスクール構想を生かした補助を活

用したと報じられております。また、このＩＣ

Ｔ活用について、山形市では担任先生の負担増

をしないために小中学校教諭の支援員を９名増

員し、12名の体制とするそうです。 

  今日の学校教育のＩＣＴ環境整備は、政治の

責任で市町村間に格差があってはなりません。

当市におけるタブレット導入とＧＩＧＡスクー

ル構想の方向性をお聞かせください。 

  以上で、私が今定例議会におきまして通告い

たしました質問といたしますので、御答弁のほ

どよろしくお願い申し上げます。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

下山准一議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 おはようございます。 

  それでは、小嶋市議の御質問にお答えさせて

いただきます。 

  御質問の地震などの自然災害の発生時、そし

て新型インフルエンザなどの感染症の拡大時に

おいては、対策本部を立ち上げて初動体制など

の対応をとることが重要となります。この対応

にあわせ、市役所の業務をどのように継続して

いくかが問われますが、市民の安全安心にかか

わる業務を優先し、中断する業務と仕分けして、

市として何を優先して業務を継続するかを明記

したものが業務継続計画であります。 

  本市の業務継続計画については、新型インフ

ルエンザなど業務継続計画を昨年４月に策定し

ており、市職員の罹患率を25％と想定して各課

での業務の優先順位をつけ、その中で危機対応

の本部要員、その予備人員、各課での業務対応

人員を定めて非常時に備えております。 

  また、地震、降水時の自然災害の対応では、

緊急的であり、さらには災害発生時から３日、

そして１週間以内、その後の対応など日に日に

時間の経過ごとに内容が変わります。また、市

役所の業務も時間を追って優先すべき業務が変

化することもあり、これらを踏まえて業務継続

計画を策定する必要があります。災害時の業務

継続計画については、今後さらに検討しながら

策定に向けて準備してまいりたいと考えており

ます。 

  次に、災害時の非常用電源につきましてです

が、第二庁舎には庁舎用の自家発電設備と防災

無線及びＬアラートの自家発電設備を設置して

おります。さらに、持ち運び可能なガソリン発

電機10台とＬＰガス発電機５台を備蓄しており、

状況に応じて東北電力の電源車などの配備をお

願いしながら対応してまいります。 

  東北電力では、東日本大震災の教訓を生かし

て配電網の強化に努め、新潟ラインと酒田ライ

ンの２路線が交わることとなっております。災

害の電源の確保について、東北電力等との協力

を連携しながら進めてまいりたいと思っており

ます。 



-63- 

  次に、今年度の主要事業である新庄市デジタ

ル防災行政無線同報系整備工事についてでござ

いますが、関係各位の御協力のもと、またこの

たびの少雪状況により順調に工事が進み、２月

３日から試験運用を実施し、機器の調整を行っ

ているところであります。 

  今回の整備事業により、防災行政無線の拡声

子局による情報発信が市内の居住エリアの大部

分をカバーすることができました。４月から本

格運用を開始し、災害や有事などの緊急情報を

確実かつ適切に発信して、市民の安心安全のた

め有効に活用してまいりたいと考えております。 

  次に、防災減災費用保険制度についてであり

ますが、近年、自然災害が頻発していることも

あり、民間の保険商品が販売され、加入する自

治体が増加しております。 

  この保険制度の一例として、年間90万円の保

険料で１件における支払い限度額が100万円、

年度内に複数回発生した場合、５回まで、500

万円までというプランでございます。対象とな

るのは、国費が支出されない、災害救助法が該

当しないレベルの災害が年度内に複数回発生す

る場合となります。年間の保険料負担と支払い

の限度額や回数を総合的に比較した場合、必ず

しも有益な制度とならない場合があるため、制

度加入の是非を慎重に検討してまいりたいと考

えております。 

  次に、新型コロナウイルス感染症の対策につ

いてでありますが、昨年12月下旬に中国武漢市

で発生しました新型コロナウイルスについては、

国内の複数の地域で感染が広まっております。

２月25日、国では感染拡大防止に向けた新型コ

ロナウイルス感染症対策の基本方針を示し、26

日には全国的なスポーツや文化イベントを今後

２週間自粛するよう要請しました。27日には安

倍首相が全国の小中高の３月２日から春休みま

での臨時休業の要請をいたしました。 

  山形県においては、２月７日に新型コロナウ

イルス感染症対策本部を設置し、各保健所に電

話相談窓口が設置され、また受診相談の窓口と

なる帰国者・接触者相談センターについても同

様に各保健所に設置されました。病院への受診

については、保健所への電話相談後に指定され

た医療機関へ受診していただく体制となってお

ります。 

  本市においても、国・県からの情報を受け、

市ホームページに２月３日以降、相談窓口及び

予防対策の掲載を行うとともに、２月10日発行

「広報しんじょう」に相談窓口を掲載するなど

周知を図っております。また、庁内や施設に予

防啓発のポスター等を掲示し、市役所庁内フロ

アの各入り口には感染予防に効果的とされるア

ルコール手指消毒薬を設置しているところであ

ります。２月17日には新庄市新型コロナウイル

ス感染症対策庁内連絡会議を開催し、28日は対

策本部を設置しました。政府からの要請もあり、

小中学校全校の臨時休業を決定し、市主催のイ

ベントや会議等については極力中止または延期

を決め、社会教育施設での小中学生の使用中止

や図書館などでの長時間の利用禁止、わらすこ

広場の閉鎖などを決めたところであります。 

  今後も、国の基本方針等を受け、県内及び市

内での発生に備え、庁内の情報共有を図るとと

もに、最上保健所等の関係機関と連携を図りな

がら情報を共有し、市民の皆様に感染症の予防

相談窓口等について周知を図ってまいりたいと

考えています。 

  今回のコロナウイルスによって大きな負の連

鎖が始まっていると感じております。業界にお

きましては、この年度末、さまざまな情報交換

が行われる場が中止されているということで、

このことは新庄市にとっても今後の対策にして

いかなければいけないと感じているところであ

ります。 

  次からの質問につきましては教育長が答弁い

たしますので、よろしくお願いいたします。 
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  以上答弁とさせていただきます。ありがとう

ございました。 

高野 博教育長 議長、高野 博。 

下山准一議長 教育長高野 博君。 

高野 博教育長 おはようございます。 

  それでは、学校教育に関する御質問について

お答えいたします。 

  初めに、本市の小学校５年生、中学校２年生

における肥満児童生徒数の実態については、毎

年各校で４月から７月に実施している全国体力

運動能力・運動習慣等調査の結果において、小

学校５年生は全国平均を上回っている状況にあ

り、過去３年においても同様の結果になってお

ります。中学校２年生については、年によって

変動が見られます。 

  また、体力・運動能力については、小学校５

年生では、男女ともに50メートル走と上体起こ

し、女子の長座体前屈と立ち幅跳びが全国平均

をやや下回り、体力合計点は男女ともにやや上

回っています。中学校２年生では、男女とも50

メートル走と上体起こし、立ち幅跳び、男子の

長座体前屈、反復横跳びが全国平均を下回り、

体力合計点では男子がやや下回り、女子はやや

上回っているという結果となっています。 

  肥満傾向児童生徒の増加や体力向上につきま

しては、県全体の課題でもあることから、学校

独自で具体的な活動を考え、それを授業などに

取り入れながら次年度以降の改善につなげてい

るところです。 

  最後に、学校教育のタブレット端末の導入と

ＧＩＧＡスクール構想の方向性についてであり

ますが、各学校に配備する教育用ＩＣＴ機器の

あり方につきましては、新庄市立小中義務教育

学校ＩＣＴ機器選定委員会を中心に昨年度より

検討を重ねてまいりましたが、本市が目指す探

究型授業にはタブレット端末の効果的な活用が

必要不可欠であることから、次期リース切りか

え時に４人に１台のタブレット端末の導入をす

る予定としておりました。 

  また、昨年12月に国が示したＧＩＧＡスクー

ル構想の実現につきましては、令和５年度まで

に全ての児童生徒が１人１台の端末を持ち、十

分に活用できる環境整備を行うこととされてお

りますが、これを受けまして本市でも国庫補助

金を活用しながら各学校における校内ＬＡＮの

光速大容量化とタブレット端末の導入を順次進

めてまいりたいと考えております。 

  具体的には、令和２年度中に各学校の既存の

校内ＬＡＮの光速大容量化と特別教室等への校

内ＬＡＮの整備を進め、その後１人１台のタブ

レット端末の導入を進めてまいりたいと考えて

おります。 

  今後、未来を担う子供たちには、情報化やグ

ローバル化の加速度的な進展、人工知能ＡＩの

飛躍的進化などといった急激な社会的変化に対

応する能力が求められてきております。引き続

き子供たちが未来のつくり手となるために必要

な力を十分備えることのできる学習環境の整備

に努めてまいりたいと考えております。 

  以上であります。 

１５番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

下山准一議長 小嶋冨弥君。 

１５番（小嶋冨弥議員） 多岐にわたる御答弁い

ただきまして、ありがとうございます。 

  まず最初に、業務計画、私お聞きしたのは、

業務全体ももちろんそうですけれども、災害時

における業務継続計画をお聞きしたかったんで

すけれども、やっているんですか、やってない

んですか。恐らく市長はこれからつくるような

御答弁だけれども、もう一度確認します。やっ

ているんですか、やってないんですか。それと

も、今後どのようにやるというようなお考えを

お聞かせください。 

小松 孝総務課長 議長、小松 孝。 

下山准一議長 総務課長小松 孝君。 

小松 孝総務課長 業務継続計画については、総
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務課で担当しているところでございます。 

  それで、御質問の自然災害についての業務継

続計画についてはまだ策定しておりません。今

の段階で新型インフルエンザ対応の計画は策定

しておりますので、その優先順位の業務に基づ

いて暫定的に活用していきたいということでご

ざいます。今後策定していきたいと考えており

ます。 

１５番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

下山准一議長 小嶋冨弥君。 

１５番（小嶋冨弥議員） 国でもやりなさいと来

ているわけですよね。だから、やはりこれやっ

ていただきたいと思います。防災計画の中の補

完的な部分だと思うんだけれども、危機管理で

私質問しているから、万が一あったら困るんで

すよと、そのために必要でないですかというこ

とでお聞きしたもんですから、ぜひあわせてよ

ろしくお願いいたします。つくるということを

聞いて、よかったなと思っております。 

  庁舎の非常電源、72時間というようなこと、

これもまた国からあると。今、市長の答弁では、

向こうの第二庁舎にあるんだと、そしてあとは

電力とするんだというんだけれども、ここの庁

舎の中で私は72時間電源が動くようなことが大

事でないかなと思ってお聞きしたんだけれども、

その場合、同じ市役所というんだけれども、こ

の庁舎がやはり市民にとってはとりでのような

感じするんです。この庁舎において72時間、も

しがあったとき大丈夫だよというようなことを

お聞きしたかったんだけれども、その辺もう一

回、私にわかる、私にわかるじゃないけれども、

皆さんにわかるようにしてもらいたいなと思い

ますので、よろしくお願いします。 

小松 孝総務課長 議長、小松 孝。 

下山准一議長 総務課長小松 孝君。 

小松 孝総務課長 非常用電源の本庁舎の部分と

いうのは、自家発電装置はないというのが現状

です。 

  それで、停電した場合の対応ということです

けれども、発電機にインバーターをつけて、そ

こでパソコン等の電源は確保していきたいと考

えております。あとそれから、業務系のシステ

ムの稼働についてでありますけれども、そこも

発電機と結合させて、全体の稼働は今の状況で

はできないようなんですけれども、例えば戸籍

関係とか証明関係は対応できるという話も確認

しておりますし、それ以上の対応についてはＴ

ＫＣと協議しながら、あと発電機でのその他の

対応についても、市で電気技術管理者にお願い

している分ありますので、そこの部分で技術的

な相談をしていきたいと考えております。 

１５番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

下山准一議長 小嶋冨弥君。 

１５番（小嶋冨弥議員） 何とかするというんで

しょうけれども、ちょっと心配な今の業務体制

でないかなと思いますので、あっては困るんで

すけれども、危機管理上からやはり整備のほう

をお願いしたいなと思います。 

  それで、電源だけれども、市役所にはいろい

ろなデータがありますね、戸籍とか。もし災害

時、市役所がぶっ潰れて、ならないと思うんだ

けれども、なったときのそういう書類のバック

アップ体制は、前はどこかにやっているという

んだけれども、もう一回、そっちのほうのバッ

クデータの保存は危機管理上大丈夫か大丈夫で

ないか教えてください。 

関 宏之総合政策課長 議長、関 宏之。 

下山准一議長 総合政策課長関 宏之君。 

関 宏之総合政策課長 まず停電等があった場合

ですけれども、そのデータというか、システム

をきちんとシャットダウンすることが大切にな

ります。その際は、補助電源がありますので、

シャットダウンのほうは大丈夫です。また、バ

ックアップデータにつきましても、こちらは別

な場所に予備がございますので、安全だと言え

ると思います。 
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１５番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

下山准一議長 小嶋冨弥君。 

１５番（小嶋冨弥議員） バックデータ、やはり

大事ですね。災害あったときに一番困るのは、

罹災証明書とかそういったものを出していただ

かないと復興できないんですね。そういったこ

とも含めてバックデータは大丈夫だと、電源が

心もとないなと私は思ったけれども、その辺の

整備をやっていっていただきたいなと思います。 

  次、防災無線についてお聞きします。 

  ２月３日の朝、チャイムが鳴りました。こん

なに早く移動販売車が来たかなと思ったんです。

いろいろな人に聞くと「何だ、あの音、何だ」

というようなことでした。防災無線の試験運転

かなと私は思ったんだけれども、私も注意して

聞いていたけれども、ただ音楽が鳴りました。 

  私はそこで思うんですけれども、やはり周知

をして、市民に周知をして、周知の方法はいろ

いろあると思うんですよ、インターネットとか

回覧とか、そういう点いささかと思ったのは私

だけでなく、多くの方々ではないかなと。 

  ずっとここ１カ月ぐらい聞いていますけれど

も、朝は「牧場の朝」というすばらしい曲です

ね。夕方はドボルザークの交響曲第９番「新世

界」の「家路」ですよね。このやり方と、この

曲を選んだのは課長か、選んだの、この曲。す

ばらしい、いい曲選んだなと、さすが課長だな

と思ったんだけれども。 

  今言った予令と、どう市民に伝えたかという

ことをまずお尋ねします。 

森 正一環境課長 議長、森 正一。 

下山准一議長 環境課長森 正一君。 

森 正一環境課長 ただいま市民に対してどうい

う周知方法を行ったかというような御質問でご

ざいます。 

  防災無線の今回の設置地区の区長、それから

周りの近隣の区長に対し文書でお知らせしたと

ころです。 

１５番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

下山准一議長 小嶋冨弥君。 

１５番（小嶋冨弥議員） 防災無線、大体どのぐ

らいの半径を想定しているかわかりませんけれ

ども、私の例で申しわけないけれども、中道な

んですよ、中道公民館。それで、聞いて、うち

の区長に「案内来たか」ったら「来なかった」

と、中道の区長に聞いたら「ああ来たよ」と言

っていました。でも、もう少しね、もう少し親

切に、せっかくいいことするんだから、予令と

動令あって、消防だって前へ進めというとき

「前へ」と予令かけて、「進め」と動令かける

ものだ。やはり周知ということを、もう少し優

しくしていただければ、その防災無線の効果も

出るのではないかなと思うんです。 

  あと今７時と５時にチャイム鳴って防災無線

やっていますよと周知はやっていて非常にいい

なと思って、音楽もいいなと思っているんだけ

れども、お昼は市民歌が流れませんね。今後、

その音楽も「牧場の朝」と「家路」は、ずっと

同じ曲、何年も流す、例えばいろいろなやり方

あると思うんです。子局を使ってその地域の案

内するとかいろいろ、そのやり方というのは、

マニュアルというのは、そういった運用規程み

たいのもおつくりになって運用するんでしょう

か、ただ環境課の課長の考えとかそれだけで運

用するんでしょうか、その辺いかがなんでしょ

うか。 

森 正一環境課長 議長、森 正一。 

下山准一議長 環境課長森 正一君。 

森 正一環境課長 まず最初の広く市民にお知ら

せするべきであったというようなことにつきま

しては、議員おっしゃるとおりでございまして、

やはり防災無線、遠くまで届きますから、広報

紙とか回覧でお知らせすべきであったなと考え

ております。 

  それから、このたび試験放送、朝と夕方と鳴

らしております。一番苦情が多いのがやはり朝



-67- 

なんです。朝につきましては、夜勤の方が「う

るさい」というような苦情がありますので、今

後は昼あるいは夕方、夕方は一番苦情が少ない

ようです。そこら辺の曲の選定、それから音量、

それから鳴らす場所、時間帯も含めまして、皆

さんの、市民の声を聞きながら進めていきたい

と思います。 

  また、運用方法でございますが、基本的に市

民の安全と安心につながるものというようなこ

とで考えておりますので、どうぞよろしくお願

いします。 

１５番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

下山准一議長 小嶋冨弥君。 

１５番（小嶋冨弥議員） 「うるさいな」という

のは聞こえるからうるさいのであって、効果と

しては、こんなこと言うと怒られるから言えな

いけれども、それなりのということで、当然そ

ういった環境的な配慮は必要だと思うんだけれ

どもね。 

  とにかく運用規程をつくってもらいたいなと

思うんです。その時代時代において変わる要素

もあるもんだから、ひとつ、せっかくいいもの

をつくって、市民の安全のためにやってくれた

効果が出るように、ひとつよろしくお願いした

いと思います。 

  あと、保険はいろいろ検討しながらというこ

とで、ここでは出なかったんですけれども、ひ

とつ検討してもらえればなと思っております。 

  あと、今やはり何といってもウイルスのこと

なんだと思うんです。学校が休み、大変です。

一番困るのは、ずっと１カ月ぐらいうちにいる

わけです、余り子供は出るなと。そこで心配な

のは子供に対する心のケアじゃないかなと思う

んです。ずっと学校に行ってないと、今度新し

く学年度を迎えるわけで、１週間に一遍ぐらい、

全校じゃなくて、学年ごとに学校に来て、先生

方と心のケアを、今少人数学級ですので、そん

なに密着しないと思うんです、クラスターとか

っていうやつはないと思うんですけれども。そ

の辺やはりもう少し、国でも全部休めというわ

けでなくて、自治体の教育委員会の考えを優先

するようなことみたいなんです。きょうの山形

新聞を見ますと、米沢市ですか、学童保育を学

校を開放してやるよというようなこともやって

いるようですので、ぜひ、子供たちの心のケア

をどうするかというようなことをお聞きしたい

と思います。 

髙橋昭一学校教育課長 議長、髙橋昭一。 

下山准一議長 学校教育課長髙橋昭一君。 

髙橋昭一学校教育課長 臨時休業、心のケアにつ

きましては、３月２日から終業式予定まで決定

が急だったということもありまして、子供たち

も驚きとか不安があるものと捉えております。 

  休校の通知を出した後なんですが、そういう

事前の指導とか子供たちの声、顔を合わせて指

導したいという学校がありましたので、その心

のケアを含めて１日登校日を設けております。

実際は半日程度なんですが、実際終わった学校

もございまして、その中で、例えば学年の締め

くくりとか新年度に向けた、前向きに生活する

とかいう話をさせていただきました。中には校

長がみずから放送で話をしたというところも聞

いております。 

  この後なんですが、家庭訪問を予定しており

ますので、その中で、困ったときは相談を受け

るとか、新年度に向けた不安等できるだけ少な

くして、子供たちの支援に努めてまいりたいと

思っております。 

１５番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

下山准一議長 小嶋冨弥君。 

１５番（小嶋冨弥議員） 私のところも孫いるん

です、小学校。朝から晩までいられると、かあ

ちゃんもくたびれて大変なんですよ、出て歩け

ないから。やはり心のケアというのは大切だな

と思っていますので、ぜひ心配り、気配りをお

願いして、１回だけじゃなくて、ずっとなんて
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無理でしょうけれども、学校にもう一回心のケ

アに対するフォローをしていただくように教育

委員会でもできればお願いしたいなと思います

ので、よろしくお願いしたいと思います。 

  あと、コロナ問題に重ねて、経済の問題が心

配なんです。特にことしは雪が少なかった。建

設業者の方も大変だ。働いている方もお金にな

らなくて、飲食店も悲鳴を上げています。やは

り経済が疲弊するんですね。雪は降るところに

降るべきかなというような気が経済的にはした

わけであります。 

  そこで、このウイルスの問題で、経済的疲弊

が大変だと。ホテルとかレストランとかいろい

ろ今、この３月は書き入れどきの時節で、困っ

ていると。そういった事態を受けて、新庄市で

も何らかの救済対策をする必要があると思いま

す。そこで、そういったものを情報を収集しな

がら対策をやっていかなければ、県や国のお金

とか待っていられない事情なんです、新庄市は

雪の問題も含めて。ぜひその辺の緊急対策的な

ものを行政がみずから、新庄市がやるというよ

うな心意気、心づもりはあるのかないのか、ま

ずお聞きしたいと思います。 

荒澤精也商工観光課長 議長、荒澤精也。 

下山准一議長 商工観光課長荒澤精也君。 

荒澤精也商工観光課長 経済への影響ということ

で、それぞれ国の施策の中でも厚労省、経済産

業省、それから中小企業庁、日本政策金融公庫

等で助成金なり融資をやっているという形であ

ります。 

  さらに、県では、２月25日付でございますが、

県の商工業振興資金のメニューの中に地域経済

変動対策資金というものがあります。そのメニ

ューの中に、コロナウイルスの影響を受けた企

業に融資という形での追加をされたということ

になっております。 

  また、実際にその後コロナウイルスの部分で

は、今までお話のあった学校の臨時休業、それ

からイベント等の自粛要請ということで、新庄

市内の飲食業、宿泊業を中心にそれぞれキャン

セル等が続いて、大幅な売り上げの減少を見て

いる、影響されるそれぞれの業者がいるという

ことで、市としましても、これは来年度の部分

の補正対応という話になろうかと思いますが、

地域経済変動対策資金については1.6％固定で

あるわけですけれども、金融機関が0.6、それ

から県と市で残りの１％の0.5・0.5で利子補給

することによって無利子の融資ということで、

今、制度設計を始めているということでござい

まして、当然その減少率というのは前年比の割

合で半分以上とかという形で、それ相当に打撃

を受けた方になるかと思いますけれども、今現

在制度設計を緊急につくるという話で、市とし

ましてもその0.5の部分についてはうちのほう

で持った形でやっていきたいということで今考

えておりますので、その後、制度設計ができ上

がれば、うちのほうでもすぐにそれぞれに周知

しながら申請受け付けをしていきたいと思って

おるところでございます。 

１５番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

下山准一議長 小嶋冨弥君。 

１５番（小嶋冨弥議員） 経済活性化緊急対策と

いうものを、国や県のお金もなければだめだと

思うんだけれども、市独自で立ち上げて、暖冬

の影響とか感染症をみんなで、それこそ新庄市

ワンチーム的な発想で立ち上げていってもらわ

ないと大変です。状況把握と情報を共有しなが

ら、ひとつ急いでやってもらって、まず新庄市

民の経済が回るように、御努力をお願いしたい

と思います。 

  あと時間も押してしまいましたけれども、体

力はまあまあと。ただ、ここでお聞きしたいの

は、肥満児が多いという傾向なんですけれども、

スクールバスを利用するとスクールバスの子供

たちが歩かなくなって、やや肥満ぎみになると、

そういった因果関係もあるんじゃないかなと思
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うんだけれども、それは痛しかゆしで、子供た

ちの安全のためにスクールバスをやって、体力

のためということじゃないんだけれども、大体

どのぐらいスクールバスを子供が今のところ新

庄市で利用しているか教えてください。 

武田信也教育次長兼教育総務課長 議長、武田信

也。 

下山准一議長 教育次長兼教育総務課長武田信也

君。 

武田信也教育次長兼教育総務課長 今年度になり

ますが、スクールバスの利用者は、通年は小学

生が184人、中学生が４人で188人になります。

そして冬期間だけが小学生が70人、中学生が

112人、合わせて182人、通年と冬期を合わせま

すと370人ほどの子供が使っている状況です。 

１５番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

下山准一議長 小嶋冨弥君。 

１５番（小嶋冨弥議員） 一学校一取り組みとい

うことで、子供たちの体力、学校でやっていま

すよね。ぜひひとつその辺を含めて。 

  あと時間なくなりました。 

  Society5.0というのを国で、ＩＴをやれとい

うようなことで、やるというようなことで、も

う少しスピード感でやってもらえればなおいい

んじゃないかなと思うんです。市長の方針でも

Society5.0を訴えています。ＧＩＧＡ教育にも

市長の方針で力を入れるというような、市の方

針と教育委員会の考えも合致すると思いますの

で、ぜひ自治体で新庄市の子供たちが取り残さ

れないように、お金かかりますけれども、国の

補助金をフルに使ってひとつよろしく子供たち

をお願いして、私の質問を終わります。 

  まことにありがとうございました。 

下山准一議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午前１０時５０分 休憩 

     午前１０時５９分 開議 

 

下山准一議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

小野周一議員の質問 

 

 

下山准一議長 次に、小野周一君。 

   （１８番小野周一議員登壇） 

１８番（小野周一議員） おはようございます。 

  それでは、３月定例会、一般質問します市

民・公明クラブの小野でございます。通告をし

ておりますので、答弁のほどよろしくお願い申

し上げます。 

  昨日の議会初日において、副市長、教育長、

監査委員の人事案件がこの場で同意されました。

本当におめでとうございます。３人の方々には

それぞれの立場から市民のための市勢発展に御

尽力をお願い申し上げる次第であります。 

  また、任期満了と定年をもって退職されます

伊藤副市長、奥山課長におかれましては、長い

間、本当にお疲れさまでございました。今後は、

長い間培われました見識をもって今後とも市政

に対する御指導と御鞭撻をお願い申し上げます。 

  それでは、通告に従いまして質問をさせてい

ただきます。 

  早いもので、我々の議会報告会も14回開催し

てまいりました。今回も９カ所の会場で市政に

対する市民からの要望、提案がありました。そ

れらについての市長部局からの回答について、

改めてこの場から質問をさせていただきます。 

  まず最初に、一本柳檜葉沢線、通称一本柳小

泉線の市道の拡幅工事についてお聞きします。 

  この場で申すまでもなく、平成９年度に前の

市長の時代に市から提示された市道拡幅工事で

あると聞いております。しかし、いまだに工事

が未着手であります。拡幅される道路用地も地

域の圃場整備により共同減歩で約3,000平方メ
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ートルを無償で提供し、今もって拡幅予定地は

地区住民が維持管理をし、環境整備に努めてお

ります。 

  回答では「現在進行中の工事が完了した時点

で再度事業着手に検討」としておりますが、こ

れまで拡幅工事の早期着工についての要望書が

何回となく地区住民から提出されていると聞い

ております。地区住民は本当に市に対し不信感

を募らせております。22年前の地域住民との約

束である市道の拡幅工事の着工はいつになるの

か、改めて22年前の地域住民との約束について

お聞きするものであります。 

  次に質問します道の駅、温泉についての選挙

公約が、施策として令和２年度への事業化につ

いて、総合政策課へ聞き取りに行ってまいりま

した。それによると、実際に予算化されるもの

については６施設６事業、拡充に至らないもの

の、継続支援、継続取り組みする施策が２施策、

未実施であるが、別の施策で対応しているもの

であるという見解でありました。しかし、今回

質問します「まゆの駅」の開設、温泉入浴施設

についての市民会議の設置は、令和２年度の施

策としては反映されていないとの見解でありま

した。 

  市民との約束である選挙公約とは、私は、当

選された市長が市民と約束されたことであり、

特にこの任期４年間において、公約された政策、

施策を具体的に、かつ重点的に市政に反映すべ

きと思っています。しかし、きのうの施政方針

においても、子ども食堂の支援事業以外に具体

的な施策が掲げておられませんでした。本当に

残念であります。 

  道の駅については、基本的な方針を示し、新

庄市道の駅構想を６月に策定したとの回答であ

ります。同じような回答が、言葉が、きのうの

市政方針の中にもありました。 

  県で主導している最上地域の北のゲートウエ

－となる道の駅構想とは別に、市長は９月の選

挙公約に「まゆの駅」の開設を掲げて当選され

ました。候補地は新庄市道の駅基本構想に示さ

れている市独自の道の駅「まゆの郷」周辺の候

補地Ａと理解していいのか、また「まゆの駅」

の開設時期は周辺整備もあわせて我々議会にい

つ示されるのかお聞きしたいと思います。 

  次に、「市内に温泉がない」との市民に対す

る回答は「民間企業が本合海の新庄温泉地内に

開設する」との説明であり、２月８日の山形新

聞に「新庄に温泉施設復活」と大きな見出しで

記載されておりました。 

  昨日の施政方針の中にも同じような言葉で述

べておられました。しかし、多くの市民は、市

民の声として、新庄市に温泉施設がないから何

とかしてほしいという願いであったと私は議会

報告会で受けとめております。 

  平成28年度、今は閉館している奥羽金沢温泉

の源泉を利用させてもらい、山屋セミナーハウ

スの機能強化として温泉施設を開設する計画が、

調査委託内容、調査委託の成果、図面をつけ、

議会に示されましたが、その後、源泉の所有者

と折り合いがつかず、頓挫した経過があります。 

  市民の健康推進を図る温泉施設の設置につい

ては、議会においてもいろいろ議論をし、執行

部に対し政策提言を提出してまいりました。民

間の奥羽金沢温泉が閉館後に、多くの市民は、

市民の健康維持の推進を図るための温泉入浴施

設の設置を強く望んでおります。市のハード事

業であった萩野学園が開校し、明倫学園の開校

にめどがつき、一方で、大変残念ではあります

が、市長が断腸の思いで選挙公約の一つであっ

た看護師養成所の開設を断念した今、公約の一

つに温泉入浴施設について市民会議の設置を掲

げているが、市民の福利厚生としての温泉入浴

施設の設置を前提とした市民会議の設置である

のかお聞きしたいと思います。 

  最後の質問になりますが、ことしの暖冬少雪

の対策についてお聞きします。 
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  本市の１月の平均気温が1.7度と観測史上最

高の記録と発表され、昨日の山形新聞にも「平

均気温、冬の最高記録、新庄市、日照時間最長

に」と載せてありました。まさに昭和47年以降

の暖冬少雪であることしの冬は、一般市民にと

っては大変過ごしやすい冬でありました。 

  しかし、一方、各方面において暖冬少雪によ

る影響が出てきております。特に冬期間、市民

の生活を守ってくれている除排雪委託業者は、

ことしの冬は記録的な少雪により例年と比べ稼

働日数が大変少ない実情であります。本市では

他市町に先駆けて平成28年度に除雪待機補償制

度を設定しておりますが、来年以降も市民の生

活を守る除雪体制の継続を図るためにも、除雪

待機補償の基準の見直しについて検討をなされ

ているのかお聞きするものであります。 

  また、例年の豪雪なら豪雪対策本部を立ち上

げ、関係団体と協議をし、春先の農作業に対し

影響が出ないような対策を講じてきたわけでご

ざいますが、先ほども言いましたけれども、昭

和47年以来の少雪により心配される春先の水不

足などの影響に対し、関係団体との協議会設置

について検討なされているのかお聞きします。 

  答弁のほどよろしくお願いしたいと思います。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

下山准一議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、小野市議の御質問にお

答えさせていただきます。 

  初めに、議会報告会における市政に対する市

民からの要望提案についての中から、市道一本

柳檜葉沢線の道路整備につきましては、これま

で最上川の治水対策事業による畑集落の集団移

転に伴う道路整備など公共事業に関連する緊急

路線を優先的に整備してきたことから、当該箇

所におきましては事業着手ができず、その間、

隣接する農地の耕作者や保全会の皆様より除草

などの御協力をいただき、感謝申し上げます。 

  現在、道路整備事業は、角沢松本線と畑幸地

線の２路線において早期完成に努めているとこ

ろでございますが、一本柳檜葉沢線におきまし

ても次期整備路線として早期着手に努めてまい

ります。 

  次に、道の駅についてでありますが、道の駅

につきましては平成30年６月に新庄市道の駅基

本構想を策定し、４カ所の候補地について取り

まとめ、うち２カ所が有力な候補地として提案

されました。公約の「まゆの駅」につきまして

は、現在営業しているまゆの郷やkitokitoマル

シェによる若者のにぎわいなど各種交流の拡大

を図りたいという思いから公約といたしました。 

  現在、エコロジーガーデンは、第４期エコロ

ジーガーデン利用計画に沿って整備を進めてお

りますが、今後の構想として、大型駐車場や屋

外用トイレなどの設置も検討しており、それら

の周辺整備の中で、道の駅登録に必要とされる

休憩機能、情報発信機能、地域連携機能をあわ

せ持つ整備が可能であるのか、利用計画との整

合性を図りながら、国の予算を使いながら調査

してまいりたいと考えております。 

  また、今年度に入り、県が中心となり、もが

み創生北のゲートウェイプロジェクト検討会が

設置され、関係する自治体や経済団体などが集

まり、最上地域のゲートウエーについての検討

も始まっております。高規格道路開通見通しの

公表もありましたので、最上地域として高規格

道路の延伸に伴う県北への誘客に向けた受け入

れ体制の整備については、引き続き最上８市町

村初め関係機関との協議を重ねてまいります。 

  次に、市民の健康増進を図るための温泉施設

についてでありますが、今春、新庄市内に温泉

施設が開業する計画があると伺っております。

具体的には、本合海地内の新庄温泉、通称「油

山温泉」と呼ばれた跡地に民間事業者が、サー

ビスつき高齢者住宅に併設して、一般開放によ

る温泉施設を開業する計画であります。また、
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昨年10月に閉鎖しました公衆浴場「しみずの

湯」も営業再開の予定と伺っております。これ

らの温泉施設、公衆浴場により、市民の健康が

保持、増進されることを期待しているところで

あります。 

  こうしたことにより、温泉についての一定の

めどが立ったことから、選挙公約として掲げた

市民会議については当面設置しない考えでおり

ます。 

  次に、暖冬少雪の対策についてでありますが、

除雪待機補償につきましては、平成28年度に制

度化し、ことしで４年目となり、これまでに平

成28年度と30年度の二度、補償を行ってきたと

ころであります。補償の基準としましては、過

去10年間の平均より設定した基本日数について、

労務費の70％と機械損料の50％を補償するもの

となっております。 

  今般の少雪は、市も除雪業者も互いに驚きを

隠せない状況であり、新庄市建設クラブより請

願も出されていることと承知しております。豪

雪地帯の道路行政の根幹をなす除雪事業におき

まして、今後も安定的な除雪体制を確保するた

め、新庄市建設クラブと協議を行い、国・県と

の基準も踏まえながら見直しについて検討して

まいります。 

  また、暖冬少雪で懸念される今後の水不足、

病害虫の発生などに対する質問もありますが、

近年、予想もできないような規模で渇水や水害

といった異常気象により農業生産活動に被害を

及ぼすケースがふえております。 

  この冬の暖冬少雪に対応した農作物等の技術

対策については、県担当課や農業委員会、ＪＡ、

改良区、農業共済組合で構成する新庄市農業振

興協議会の中で、昨日、緊急対策の会議を開催

し、水不足や病害虫等による被害防止の対策に

ついて意思疎通を図りました。懸念されます被

害要因について情報収集を行い、農作物の適切

な管理による被害防止など、農業者に混乱のな

いよう情報の発信に努めてまいります。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

１８番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

下山准一議長 小野周一君。 

１８番（小野周一議員） まず最初に、道路整備

について再度お聞きします。 

  先ほど市長答弁では、公共性のあるものから

実施しており、今２路線の工事を進めていると、

その後、22年前の地区住民との約束である一本

柳檜葉沢線の道路整備に着手するという答弁で

あったんですけれども、地区公民館での我々議

会報告会の中で、地区住民は本当に市政に対し

不信感を抱いております。要望書も何回となく

提出されたと聞いております。その中に、10メ

ートルでもいいから、約束であるその事業を進

めてほしいという強い願いがあるわけですよね。

裏を返せば、新庄市は約束であった市道整備に

未着手であったということをいまだ思っている

んですよね。例えば今、地区住民が望んでいる

ように、まずもって10メートルでもいいから改

良工事はできないんですか。 

長沢祐二都市整備課長 委員長、長沢祐二。 

奥山省三委員長 都市整備課長長沢祐二君。 

長沢祐二都市整備課長 道路整備につきまして再

度質問いただきました。 

  このたび御質問いただいております市道一本

柳檜葉沢線につきましては、議員おっしゃると

おり平成９年度から圃場整備の関係から市が地

元に説明をしてきた事業と理解しております。

その後、公共事業といたしまして高速道路のア

クセス道としての県道の高規格道路の整備やら

市長の答弁にもありました最上川の河川改修等、

こちらの公共事業に伴いまして事業が大変おく

れてしまったことを御理解いただければと思っ

ているところでございます。 

  今後の整備の方針につきましてですが、現在

進めております２本の路線につきまして、畑幸

地線につきましては来年度の事業でおおむねめ
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どがつくということで事業を進めておりますの

で、その後の事業展開といたしまして一本柳檜

葉沢線の事業に着手していきたいという形で担

当課では考えているところでございますので、

よろしく御理解いただければと思います。 

１８番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

下山准一議長 小野周一君。 

１８番（小野周一議員） わかりました。昔から

このようなことわざがありますよね、「十年一

昔」と。22年間もしてこなかったんですよ。や

はり市民から不信感を持たれるのは当たり前だ

と私は思います。 

  じゃこれに関連してお聞きしますけれども、

このような事案がほかにもあるのかないのかお

聞きします。 

長沢祐二都市整備課長 委員長、長沢祐二。 

奥山省三委員長 都市整備課長長沢祐二君。 

長沢祐二都市整備課長 これ以外の事業待ちの路

線として現在抱えているかどうかという御質問

でございますが、滝ノ倉の路線、これにつきま

しても改良区から用地の提供をいただきまして、

次期の整備に向けて事業待ちという路線でござ

いますが、こちらの路線につきましては今現在

のところまだ計画の段階には入っていないとこ

ろでございます。 

１８番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

下山准一議長 小野周一君。 

１８番（小野周一議員） 我々市会議員、市民か

ら負託を受けて、常にお茶飲み行ったり情報交

換しているわけですよね。実は大変私も残念で

すけれども、この檜葉沢線に関しては本当にわ

かっておりませんでした。しかし、今回の市長

選挙のとき、ある地区住民から私は手紙をもら

ったんですよ。それでわかって、いろいろと改

良区なり地区住民の区長さんと話をしたり、そ

して先般行われました議会報告会の中で出まし

たので、このような一般質問をさせてもらった

わけでございます。いろいろな理由があるにし

ろ、地区住民との約束は、その後の経過につい

て常に連絡をとり合っていれば、私は誤解を生

まないような気がします。 

  先ほどもう一本の、別にありませんかという

事案も今計画がないと言ったんですけれども、

恐らくその地区の方々も同じような考え方だと

思っています。私が聞いたところによりますと、

この一本柳檜葉沢線の市道と同じような格好で

共同減歩で出しておりますよね。次はあそこで

すよという感じで地区住民は理解していると思

います。今、課長が言うとおり、計画がないと

言ったんですけれども、その辺も地区住民に理

解をしてもらえるように、地区に行って話をし

てもらえば不信感が起きないと思いますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

  道の駅についてですけれども、きのうの施政

方針の中にも載っておりました。もう少し、公

約に掲げた以上、施政方針の中に取り入れても

らえるのかなと私はそういう思いでおりました。

第一段階はあそこを調査する、第二段階は県主

導の北のゲートウエーなんですけれども、私ど

もは市独自のネーミングからいって「まゆの

駅」といえばやはりまゆの郷の周辺ですよね。

これから調査検討するというんですけれども、

ただ私が心配するのは、まゆの郷と看板のつけ

かえではないんでしょうねと私は言いたいんで

すよ。市長は道の駅の登録になるように調査検

討してまいりますと言うから私は安心しました

けれども、公約に掲げた以上は、市長の思いだ

けじゃなくて、公約としての重みを感じて政策

に反映してもらいたいと思います。その点につ

いてどうですか。 

長沢祐二都市整備課長 委員長、長沢祐二。 

奥山省三委員長 都市整備課長長沢祐二君。 

長沢祐二都市整備課長 まゆの駅につきましての

公約の意味ということでの再質問でございます。 

  市といたしましても、平成30年６月に策定い

たしました道の駅基本構想の中で選定いたしま
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した３カ所のうち２カ所につきまして、有力な

候補地と理解しておりまして、その中でも現在

のエコロジーガーデン、まゆの駅周辺の整備に

つきましては既存施設の活用ということで、財

政的にも有効な手段の一つであろうかというこ

とも考えておりますし、既存の活用につきまし

ても市民のにぎわいを生んでいる場所でもある

ということも含めまして、その整備の一環とし

て道の駅の登録が可能かどうかということでの

調査を進めてまいりたいと考えておるところで

ございますので、御理解いただければと思って

いるところでございます。 

１８番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

下山准一議長 小野周一君。 

１８番（小野周一議員） 次に、市内に温泉がな

いという議会報告会の意見について再質問とい

うか、改めて質問したいと思います。 

  答弁では、本合海に民間活力による介護施設

を兼ねた温泉施設も４月以降開設される、そし

て今は閉館しているしみずの湯も開館するであ

ろうという市長の答弁でありました。だから公

約である温泉入浴施設についての市民会議の設

置は取りやめたという市長の答弁でありました。 

  しかし、簡単に取りやめするんですね。本合

海にしろ、しみずの湯にしろ、民間ですよね、

あれは。多くの市民は「新庄市が何とかしない

のか」という願いなんですよ。じゃこの公約に、

民間施設でそのような温泉施設を設置すれば、

それらの方々に市民の健康増進のための福利厚

生としてのそういう温泉施設をお任せしますと

いう公約でもあれば私はいいんですけれども、

多くの市民はこの公約を読んで、やはり新庄市

は、先ほど言いましたけれども、奥羽金沢温泉

も閉館し、その源泉を利用させてもらい、セミ

ナーハウスの機能強化について、だめになった

からそろそろ考えるんじゃないかなという思い

で山尾市長に清き一票を入れた方々が多くいる

と思います。今後、市直営もしくは民設公営化

のそういう市民の福利厚生のための温泉入浴施

設を建築するという考えはないということでい

いんですね、この４年間。お聞きします。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

下山准一議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 市民の健康増進という前提から入

って温泉のことがこれまで協議されてきたわけ

であります。選挙当時の公約というところでゼ

ロという状況の中で、温泉がないということ、

しかしこれまでも民間が経営をしてきたという

実情の中で、市民との健康増進というお約束を

してきたわけであります。 

  今回は市内に民間の施設ができるということ

で、まだ開設はしておりませんけれども、今後

の協議の方法はあるのかなと思っております。

どういうふうに利用し、どういうふうに健康増

進するかというのは協議の対象であるというこ

とを思っています。 

  設置しないというのは、当分の間、設置を見

合わせたいということであります。公約の市民

会議を設置しないということでなく、当分の間、

設置を見送りたいということ。この協議等さま

ざまな御意見をいただきながら今後の対応をし

ていかなければいけないと思っています。 

  私の耳に聞こえてくるのもいろいろございま

す、市が直営でなぜやらないのか、ほかにある

のにということも。しかし、一方では、閉館が

続いているということも事実であります。この

運営費用というものがどういうところから出さ

れるのかということ、健康増進と税金の負担の

割合、さまざまなことを勘案しながら検討して

いかなければいけないと思っています。そうい

う原案のところさまざま、あと道の駅に温泉を

つくれという意見もございます。いやいや、ま

ちの中につくってくれと、俺は歩けないという

ような御意見もあります。そうした面では御意

見をいただくという会議は設置の方向はあるか

もしれませんが、現状として健康増進という観
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点の中では民間の施設の動向を見ながら今後協

議の対象になるかなと思っております。 

１８番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

下山准一議長 小野周一君。 

１８番（小野周一議員） この温泉に関しては私

もいろいろ議場で討論した経過があります。し

かし、公約に掲げた以上、多くの市民は市がよ

うやく腰を上げたんじゃないかなという思いで

いると思います。市長は答弁なされましたけれ

ども、前から市長の考えは同じですよね、これ

についてこれ以上言いませんけれども。 

  じゃ民間がこの新庄市においてそのような温

泉施設を開設しなかったら、設置しなかったら

と、またなるんですよね、だからね。せっかく

公約に市民会議の設置としたとすれば、中断、

そういう考えじゃなくて、どういう方向づけで

いったらいいかという市長の考えというものを

納得してもらうがためにも説明をする、私は公

約に掲げた以上、義務があると思うんです。 

  私が言っているのは、去年１年間騒いだ看護

師養成学校のああいうものとまるっきし違いま

すから、そういう中において市長の考えを、市

民会議を開いて、そして市長の考えというもの

を市民に理解してもらったほうが今後４年間の

山尾市政のためにも私は市民からの協力が得ら

れるものと思っております。よろしくお願いし

たいと思います。 

  次に、暖冬少雪についての対策についてです

けれども、先ほど先輩議員である小嶋議員がい

ろいろな意見も出ました。 

  市民の多くは、ことしの冬はよかったなとい

う思いで過ごされました。しかし、雪国新庄市

において冬の除雪体系はまさに冬の産業の一つ

であります。そういうことで、山尾市長になっ

てから、そういう少雪になった場合の対応策と

して待機補償費ですか、そういう制度を立ち上

げました。しかしながら、ことしは40何年ぶり

かの少雪でありますので、本当に委託業者は経

営的にも参っております。雪の新庄、市は「冬

でもげたで歩ける新庄」と言っておりますけれ

ども、そういう市民の生活を守るためにも、こ

れから来年のためにもやはり待機補償の基準の

見直しというものを内部でどのように検討され

ているのか。 

  先ほども山形新聞のいろいろな気象状況をし

たんですけれども、今回の冬、直近まででいい

です、例年と比べてどのぐらいの除雪回数とか

お金が、きのうも補正予算で7,400万円幾ら金

額なりましたよというお話あったんですけれど

も、それらに対する、例年と比べどのくらいの

出動回数なりお金ですか、かかったのかお聞き

したいと思います。 

長沢祐二都市整備課長 委員長、長沢祐二。 

奥山省三委員長 都市整備課長長沢祐二君。 

長沢祐二都市整備課長 除雪経費に関する再質問

をいただいております。 

  例年と比べて今年度の状況につきましては、

例年、除雪回数からしますと35回から40回ほど

の出動回数を実績として見ているところでござ

います。今年度につきましては最大見込んで９

回ほどの実績しかない状況でございます。 

  金額的なものにつきましては、前までの集計

で大変申しわけないのですが、除雪経費と借上

費含めまして5,400万円ほど、多分これは２月

上旬のデータかと思いますが、これで申しわけ

ありませんが、現在のところこれまでの集計し

かなっていないところでございます。 

  あともう一つ、待機補償料の基準の見直しの

検討ということで御質問いただいているところ

ですが、このたび業界団体であります新庄市建

設クラブから請願が出ておりますけれども、こ

れによらずとも今回の少雪につきましては県下

の市町村からの情報収集や県との情報共有を含

めまして見直しの検討を始めているところでご

ざいます。業界の方々からは、最低限機械の確

保もしくはオペレーターの確保に向けての待機
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料の確保が満足できればという声もいただいて

いるところでございますので、今後も業界の皆

さんと協議を進めていきながら検討を進めてま

いりたいと考えているところでございます。 

１８番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

下山准一議長 小野周一君。 

１８番（小野周一議員） やはり２割強ぐらいし

か出ておりませんよね。そうすれば、きのうの

補正予算でも7,400万円ぐらいしか、減額補正

なったんですけれども、私、お金が余ったから

というんじゃなくて、その予算づけがあるとす

れば、今まで４月以降やっていた事業あります

よね。それを内部で検討し、前倒しして、例え

ば道路の舗装とか修理とかいろいろあると思い

ます。そういう考えは内部で検討されておりま

すか。 

長沢祐二都市整備課長 委員長、長沢祐二。 

奥山省三委員長 都市整備課長長沢祐二君。 

長沢祐二都市整備課長 公共事業の早期の発注と

いうことでございますけれども、国庫的な補助

金等の活用につきましては早期の発注というの

はかなわない部分がございますので、単独費用

につきまして、なるべく早く発注できるように

準備を進めるように課内では準備しているとこ

ろでございますので、御協力のほうもまたいた

だればと思っているところでございます。 

１８番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

下山准一議長 小野周一君。 

１８番（小野周一議員） 恐らく原課ではパトロ

ール車を出して回っていると思うんですけれど

も、例年なら除雪によりいろいろ傷められた、

傷ついた道路というのが、忙しくなってから発

注するんですよね。ことしみたいに少雪で雪が

少ない、あと長期予報も聞いた場合、降る見込

みがないもんですから、そういう業者の経営の

ためにも市民のためにも前倒しして事業を発注

してもらえれば、私はよいのではないかという

思いでおります。よろしくお願いいたします。 

  あと、例年なら雪国新庄では豪雪対策本部を

副市長を先頭に立てるわけでございますけれど

も、このような記録的な少雪によりそういう対

策本部、協議会というのは立ち上げていないわ

けでございます。しかし、先ほど市長答弁で、

きのう関係団体と話をし、そういう会議を設置

ですか、設けたという話があったんですけれど

も、私は非常によかったなという思いがします。

市民から、農家から騒がれるんじゃなくて、関

係団体が率先してそういう協議会を設置し、春

先の営農に支障がないような対策を講じてほし

いなという思いでおります。市長答弁にありま

したけれども、緊急に集まってそういう協議会

を設置したとすれば、市役所が窓口になり、い

ろいろな文書もしくは広報で関係課に周知をし

ていただければ、農家の方々、市民の方々も安

心するものと思っておりますので、よろしくお

願いしたいと思います。 

  最後になりますけれども、昨年１年間、我々

の選挙を初めいろいろな選挙がありました。そ

して、議会、執行部、市民の方々も大変な１年

間であったと思います。しかし、４月から新年

度に入るわけでございますけれども、ここに住

んでいる市民が住んでよかったと新庄市を誇れ

るまちづくりを我々議会と執行部が一緒になっ

て築いていきたいという思いでおります。 

  これで私の一般質問を終わります。どうもあ

りがとうございました。 

下山准一議長 ただいまから１時まで休憩いたし

ます。 

 

     午前１１時４５分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

下山准一議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

山科春美議員の質問 
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下山准一議長 次に、山科春美さん。 

   （７番山科春美議員登壇） 

７ 番（山科春美議員） こんにちは。 

  ３月定例会の３番目の質問をさせていただき

ます。議員番号７番の起新の会の山科春美でご

ざいます。所属政党は幸福実現党です。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

  また、３月で御退職される市の職員の皆様は、

新庄市のために本当に御尽力くださりまして心

より感謝をいたします。 

  ことしは暖冬で、雪国新庄はどこに行ったの

かなと思うような天気が続き、新庄雪まつりも

心配されましたが、直前に雪が降りまして、新

庄まつり関係者の方々もほっとされたのではな

いかと思います。２月７日から市民スキー場も

オープンし、雪を待ち望んでいた子供たちも

「早速行ってきたよ」という声が聞かれました。 

  また、私が住んでいる泉田地区にも防災行政

無線が昨年度取りつけられ、２月初め、２月３

日からですが、朝７時に防災行政無線から音楽

とアナウンスが聞こえてきて、それを聞いてい

ると、何だか地域が守られているんだなとか、

市のほうで市民のことを考えてくれているんだ

なという安心感を感じることができました。 

  高齢者世帯や核家族、ひとり暮らしの方もふ

える中、市民の生命と安全を守る一役となって

大きな仕事をしていただきたいと思います。 

  それでは、通告に従い質問をさせていただき

ます。 

  初めは、ギャンブル依存症対策についてお尋

ねいたします。 

  ギャンブル依存症は、ギャンブルにのめり込

むということにより日常生活または社会生活に

支障が生じ、治療を必要とする状態のことで、

ＷＨＯ（世界保健機関）が認めている精神疾患

の一つとなっております。 

  このギャンブル依存症への対応を難しくして

いるのが、アルコール依存や薬物依存は酩酊な

どのような形で心身にその症状があらわれやす

く、他者からも判断がしやすいのに対し、ギャ

ンブル依存症はふだんは外見上の症状が出るわ

けではないので、ギャンブルに依存しているか

どうかという判断がつかないことです。ギャン

ブル依存症は医療関係者であっても判断がつき

にくいため、対応がおくれて、多くの場合に多

額の借金を抱えてしまい、本人のみならず、家

族や親類、地域にも大きな負担を負わせ、なか

なか社会復帰できないというケースが多いとい

うことです。 

  国立研究開発法人日本医療研究開発機構が

2017年に行ったギャンブル障害の疫学調査、生

物学的評価、医療・福祉・社会的支援のあり方

についての研究によりますと、ギャンブル等の

依存が疑われる者は、過去１年間では成人の男

性が1.5％、女性が0.1％、全体では0.8％、約

70万人、およそ国民の100人に１人の割合とい

うことだそうです。一生涯にわたる経験では、

成人の男性が6.7％、女性が0.6％、全体で

3.6％の約320万人、およそ国民の30人の１人の

割合となっております。アルコール依存症の一

生涯での経験が約107万人ですので、そのほぼ

３倍の人がギャンブル依存症になっているわけ

です。 

  また、同研究調査の各国との比較では、我が

国以外で最も割合の高いオーストラリアよりも

約２倍も高い割合であり、最も低いドイツとの

比較では約20倍もの非常に高い割合となってお

り、私たちがふだん想像しているよりも多くの

人がギャンブル依存症になってしまっていると

いうことをあらわしています。 

  そして、このギャンブル依存症により多くの

方々が自己破産や多重債務に陥り、家庭崩壊や

児童虐待、自殺、犯罪などを引き起こしており、

大きな社会問題となっております。 
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  我が国でギャンブル依存症が多い要因としま

して、尾崎米厚鳥取大学教授は、パチンコなど

の身近なギャンブルが全国どこにでもあり、海

外より率が高いのが原因なのではないかと分析

しております。つまり公式にはギャンブルとは

言われていない状態でパチンコなどのギャンブ

ルが全国至るところで身近に存在しているため

だということです。我が国の場合は、競輪、競

馬、競艇などもギャンブルとは言わず、公営競

技と呼ばれており、賭博やギャンブルとは違う

かのようにカモフラージュされた状態にあり、

そのことが我が国のギャンブル依存症の現状を

悪化させているのではないかという指摘もあり

ます。 

  さらに、この状況に拍車をかけるのではない

かと言われているのが最近話題となっているカ

ジノを含むＩＲ（総合リゾート）の整備問題で

す。2016年12月に特定複合観光施設区域の整備

推進に関する法律（カジノ推進法）が成立し、

我が国で初めてカジノが法的に認められること

となりました。 

  これに対し全国ではカジノを含むＩＲ整備の

候補として複数の自治体が名乗りを上げており

ます。ＩＲ誘致の候補となっている自治体が誘

致を積極的に考えたのは、少子高齢化が進み、

経済が停滞する中で、ＩＲで国内はもとより海

外からの集客を見込めるほか、新規の雇用創出

やインフラ整備、自治体への納付金収入や税収

増により経済活性化と財政改善につながる可能

性があると見ているためです。 

  しかし、このＩＲは負の側面があり、誘致を

検討している自治体の中でも住民には不安の声

が出ており、一部では誘致撤退の動きも出てい

ます。各種世論調査でもおおむね６割から７割

の国民がＩＲ反対との結果も報道されています。 

  それがＩＲの最大の収益源と見込まれている

カジノの問題です。カジノはあくまでも賭博で

あり、ギャンブルです。現在でも我が国はパチ

ンコ等による影響でギャンブル依存症の比率が

他国よりも異常に高い状態です。カジノ解禁は

ギャンブル依存症などの問題をさらに深刻化さ

せることが危惧されております。お隣の韓国な

どの海外の例を見ると、カジノの周辺地域の犯

罪増加などにより治安が悪化することが懸念さ

れています。 

  カジノを含むＩＲ整備は、さまざまな問題を

引き起こし、国民の健全な生活を脅かし、子供

たちの教育環境としても好ましいものではなく、

周辺住民のみならず、国民に対しひとえに不安

をあおるものであり、その影響を本当に非常に

懸念しております。 

  パチンコは、海外ではほぼない状態なんです

けれども、パチンコがはやっているのは日本だ

けで、国内の市場規模では2018年で年間約20兆

円となっています。これは世界全体のカジノの

市場規模の18兆円を上回るもので、既に我が国

はギャンブル大国なのではないかと言っても過

言ではないような形になっております。 

  今急がれるのはカジノの整備ではなくて、諸

外国に比べて非常に罹患率が高いギャンブル依

存症をいかに抑えていくかが重要ではないかと

思います。 

  政府は、カジノを含むＩＲ整備にあわせて平

成30年10月にギャンブル等依存症対策基本法を

制定しています。ギャンブル依存症を助長する

施設をつくるために依存症対策を行うという、

政策的に本末転倒ではないかとも思います。 

  当地域におきましても、ことしは雪が少なく、

手を持て余していて、大人の気分転換はパチン

コしかないという声も多々聞こえてきました。

気分転換だけでしたら大丈夫ですが、のめり込

んでしまったならばいろいろなところに支障を

来してしまうと思います。 

  そこで、次の点について質問いたします。 

  まず１点目としましては、ギャンブル依存症

等の全国の状況と、山形県、本市の実態につい
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てということで、ギャンブル依存症のほか、ア

ルコール依存、薬物依存、ネット依存、スマホ

依存などの相談についての状況はどうだったの

か、本県や本市の相談窓口はどうなっているの

か、また直近の５年間の相談件数はどうなって

いるのか。 

  ２点目として、これまでの本市のギャンブル

依存症対策の取り組みについてということで、

ギャンブル依存症の家族等はどの機関に相談し

たらよいのか、また相談後の具体的な対応の流

れはどうなっているのか、本市で市民への具体

的な啓発活動は行っているのか。 

  ３点目として、今後のギャンブル依存症対策

の進め方ということで、平成30年10月に制定さ

れたギャンブル等依存症対策基本法の概要と今

後の対応はどのようになっているのかというこ

とをお聞きいたします。 

  続きまして、結婚活動支援について質問いた

します。 

  新庄最上地域は、これからの５年間は新しい

発展に向けての大きな飛躍のときとなっている

と思います。御存じのとおり、令和４年度には

東北中央自動車道、地域高規格道路が開通し、

新庄最上地域と首都圏が直通いたします。また、

令和５年４月には県立農林専門職大学の開学が

予定されています。また、同年度には新しい県

立新庄病院も開院される予定となっております。 

  また、今、本市におきましても、来年度から

始まる第５次新庄市総合計画の策定途中であり

ますけれども、新庄市の将来像を「住みよさを

かたちに新庄市」という理念でやっていくとい

う方向性ということですけれども、その言葉に

もいろいろな思いが込められて、とてもいい将

来像だと思います。将来像の設定に係る検討会

の中でも、多様性を推進、物質的な豊かさから

精神的な豊かさへの推進ということで、一人一

人が求める暮らしが実現できるまちを目指した

いという思いが込められているんだと思います。 

  新庄市は子育て支援はとても充実していると

思います。これからも力を入れていくことだと

思います。でも、その子育てにいく前の結婚と

いう問題もとても大事だと思います。多様性を

求める現代でありますけれども、人間にとって

結婚、出産、子育てというのは普遍的なもので

あると思います。地域に出てみますと結婚のこ

とで心配する親御さんも多くいらっしゃいます。

また、若い適齢期の方々も「出会いがなくて」

とか「結婚しなくてもいいかなと思っているが、

親がうるさくて」と、身近に聞かれる市民の悩

みの一つになっているような気がします。 

  この結婚支援ということもとても大事で、一

部、行政が立ち入る問題ではないという声も聞

かれますが、人情味あふれる新庄市の皆さんの

強みを生かして、地域全体で官民一体となって

結婚を支援する体制はつくれないだろうかと思

っています。 

  そこで質問させていただきます。 

  本市の直近の５年間の結婚の状況はどのよう

になっているのか、また最上広域婚活事業、結

婚活動支援事業、結婚・子育てポジティブキャ

ンペーン事業の取り組みと成果について。 

  また、３点目として、新庄市総合戦略の中の

施策で、結婚活動支援事業に取り組む市民団体

数ということで、平成31年度までに５団体を目

標値としていましたが、そこに至らなかった理

由はどうだったのか。 

  また、４点目として、地域における婚活支援

の体制づくり、仲人さんについては、今後どの

ように考えているのか。 

  ５点目として、これからの婚活支援の進め方

をどのように市としては考えているのか。 

  上記の取り組みについて、市のお考えをお伺

いいたします。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

下山准一議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 
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山尾順紀市長 それでは、山科市議の御質問にお

答えさせていただきます。 

  初めに、ギャンブル等依存症対策についてで

あります。 

  厚生労働省の調査では、生涯でギャンブル依

存症が疑われる状態になったことがある人は成

人の3.6％と推計され、最近１年間に依存症が

疑われる状態だった人は0.8％とされておりま

す。 

  なお、平成29年度の全国の精神保健福祉セン

ターにおけるギャンブル等の相談件数は3,370

件、山形県の精神保健福祉センターにおいては

54件となっております。 

  ギャンブル依存症は、借金問題などから明る

みに出る場合が多く、本人ではなく家族からの

相談がごく一部であり、把握できないケースが

相当数あるものと思われます。多くは生活相談

や税務相談などによる対応となっております。 

  本市では、自殺対策の一環として、各分野の

相談機関をまとめた困りごと・悩みごと相談窓

口一覧を作成し、機会あるごとにお知らせする

とともに、心の健康相談や暮らしの悩み相談な

どの相談事業を行っております。 

  ギャンブル等依存に陥る原因となり得る家族

の問題や、孤立、ひきこもりなどに関する相談

への対応、必要によっては県の精神保健福祉セ

ンターや保健所などの専門相談機関を紹介した

り、依存症専門医療機関への受診を勧める場合

もございます。 

  平成30年10月に制定されたギャンブル依存症

等対策基本法により、都道府県は依存症の専門

医療機関と相談拠点の整備を行い、また行政、

福祉、司法等の関係機関が連携することにより、

国民の健全な生活の確保を図り、多重債務や貧

困、虐待、自殺などの社会問題を防ぎ、安全な

社会の実現を目指すことになりました。 

  山形県においては、今年度、依存症専門医療

機関として山形市の山形さくら町病院と若宮病

院、上山市のかみのやま病院、天童市の秋野病

院、南陽市の佐藤病院、酒田市の山容病院の６

施設を選定しております。来年度には県の精神

保健福祉センターが相談拠点として治療回復プ

ログラムを開始する予定であります。 

  本市としては、国や県の動向を見ながら啓発

活動を行っていくとともに、庁内各課や関係機

関における連携を図りながら随時相談に当たり、

専門機関につなげられるよう支援体制を構築し

てまいります。 

  次に、結婚活動支援についての御質問であり

ますが、本市の直近５年間の婚姻件数につきま

しては、平成25年171組、平成26年174組、平成

27年145組、平成28年146組、平成29年140組と、

若干減少傾向にあります。 

  結婚活動支援に関する各事業の取り組みとそ

の成果でございますが、１つ目の最上広域婚活

実行委員会につきましては、最上８市町村と県、

民間有志により組織され、平成22年度より出会

いの機会の提供を行ってまいりました。本年度

は12月に中規模の婚活パーティーを実施したほ

か、結婚への意欲が高い独身者向けに少人数制

の婚活パーティーを実施しており、平成22年度

から10年間における延べカップル成立数は135

組となっております。 

  また、今年度からの新たな取り組みとして、

最上８市町村の結婚活動支援者を対象に、結婚

活動に関する近年の動向やお見合いなどのマッ

チングなどに関するスキルを学ぶとともに、支

援者同士が情報共有を行う意見交換会を実施し、

結婚活動支援者のスキルアップに取り組んでお

ります。 

  ２つ目の結婚活動支援事業につきましては、

本市独自の事業でございますが、結婚を希望す

る未婚者がよりよい出会いが得られるよう結婚

や結婚活動に関して知識を深めるとともに、異

性とのコミュニケーションをとるスキルを高め

る機会を提供しております。 
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  今年度は、未婚者を対象に婚活イベントやお

見合いなどで活用できるコミュニケーションセ

ミナーを開催しており、参加者アンケートでは

「コミュニケーション能力に自信を持つことが

でき、婚活イベントへの参加意欲が高まった」

との回答が70％と、結婚活動に対する意欲の向

上が見られました。また、家族を含む支援者を

対象として、現代の結婚を取り巻く状況や具体

的な支援方法について学ぶセミナーを開催して

おります。参加者アンケートでは「結婚や結婚

活動に関する知識が深まった」との回答が90％

を超え、支援者が結婚活動支援に関する知識や

スキルを高めることに一定の成果があったと考

えております。 

  ３つ目の結婚・子育てポジティブキャンペー

ン事業は、若者世代の結婚、子育てに対するプ

ラスイメージを醸成するための事業でございま

す。本年度は、若者世代が本市での結婚生活を

より具体的にイメージできるように、20代から

60代御夫婦へのインタビューや子育て世代への

アンケートなどをもとに、結婚、子育てに関す

る情報をまとめ、３月に情報紙として発行する

予定でございます。 

  この事業の一環として、10月に高校生向けの

結婚に関するライフデザインセミナーを開催し

たところ、参加者の95.5％が「結婚や子育てに

関する知識が深まった」とのアンケート結果が

あり、結婚観の醸成に効果があったと考えてお

ります。 

  次に、新庄市総合戦略における結婚活動支援

事業に取り組む市民団体数についての御質問で

すが、これは総合戦略の取り組みの中で婚活イ

ベントや婚活活動に関するセミナーを開催した

市民団体数を指標としたものであります。 

  市民団体への支援といたしましては、平成28

年度、結婚イベントや結婚活動に関するセミナ

ーを開催する場合に事業費の一部を補助する制

度を整備し、各種団体に補助金の活用について

働きかけを行いましたが、市民団体に婚活イベ

ントやセミナー開催のノウハウが蓄積されてい

ないことなどから、活用実績はございませんで

した。 

  その後は、最上広域婚活実行委員会が主催す

る婚活イベントにおきまして、本市の未婚者が

よりよい成果が上げられるよう市独自事業とし

て未婚者向けのセミナー開催を行うなど、市民

団体への支援から未婚者への支援へと変遷した

ことで、結婚活動支援に取り組む団体数は目標

値に至らなかったと考えております。 

  次に、地域における結婚活動の体制づくりに

ついての御質問ですが、結婚を希望する独身男

女の出会いの機会を拡大するために、県ではボ

ランティアで仲人活動を行う「やまがた縁結び

たい」を組織しております。本市でも１名が登

録し、仲人活動を行っております。また、広域

婚活実行委員会では、来年度、結婚活動支援員

として活動する方や結婚活動に関心のある方を

対象とした勉強会を予定しており、本市といた

しましても県や最上広域婚活実行委員会と連携

しながら結婚活動を支援する体制づくりを構築

してまいりたいと考えております。 

  さらに、これからの結婚支援の進め方につい

てでございますが、来年度は、男性と比較して

婚活イベントへの参加率が低い傾向にある女性

に向けて結婚活動への理解を促進するとともに、

結婚活動への意欲を高めるための情報提供を行

ってまいります。また、未婚者個々の状況に応

じた支援として、結婚活動に関する不安や悩み

を持つ方を対象とした相談体制を整備し、結婚

活動に関する不安を和らげるとともに、県や最

上広域婚活実行委員会などで行う各種結婚支援

事業への橋渡しを行ってまいります。 

  今後も県や最上広域婚活実行委員会と連携し

つつ、未婚者が結婚を前向きに捉えられるよう

意識啓発や結婚に関する相談体制の整備に努め

てまいります。 
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  壇上からの答弁とさせていただきます。 

７ 番（山科春美議員） 議長、山科春美。 

下山准一議長 山科春美さん。 

７ 番（山科春美議員） 御答弁ありがとうござ

います。 

  ギャンブル依存症のところなんでしたけれど

も、これから本当にいろいろ相談体制もできて

いくことだと思いますので、ぜひその相談体制

も広げていっていただきたいと思います。 

  さっき市長もおっしゃったんでしたけれども、

実際依存症になって悩んでいる本人もつらいこ

とですけれども、問題を抱える家族が孤立して

いるということも聞きます。家のことは誰にも

話したがらない傾向もあって、また家族自身が

自分に原因があるんじゃないかと自分を責めて

いる場合もあるようです。 

  健康課のほうでさっきおっしゃったように新

庄市困りごと・悩みごと相談窓口一覧というこ

とで、すばらしいものをつくってくださってお

りますけれども、ここにも文言としてギャンブ

ル依存症またはその他の依存症についてという

のも具体的に文言を入れていただいたら、当て

はまるという形で相談しやすいのではないかと

思います。また、ギャンブル依存症に関しては

本人というよりも家族の相談ということが多い

と思いますので、家族の相談も受け入れますと

いう文言もこういったところに入れていただけ

たらいいと思いますが、いかがでしょうか。 

亀井博人健康課長 委員長、亀井博人。 

奥山省三委員長 健康課長亀井博人君。 

亀井博人健康課長 ただいま御提案のありました

相談窓口一覧、確かに48カ所の相談先を掲載し

ているんですけれども、ギャンブルという文字

が、私も改めて、ないなということに気づきま

して、そこを入れるように検討したいと思いま

す。また、本人がそもそもギャンブルでという

ことで相談に来る方がほとんどいないと思われ

るんですけれども、実際相談に来られる方は家

族の方ということになりますので、その家族の

方がより相談しやすいように、そこら辺も工夫

したいと思いますので、よろしくお願いします。 

７ 番（山科春美議員） 議長、山科春美。 

下山准一議長 山科春美さん。 

７ 番（山科春美議員） ありがとうございます。

よろしくお願いいたします。 

  先ほど市長もおっしゃいましたけれども、こ

とし２月12日の山形新聞に、山形県も依存症専

門医療機関６病院が設定されましたと書いてあ

ったんです。そういった情報もお知らせしても

らえるとありがたいなと思います。じゃこうい

う病院に直接行ってみようかという方もいらっ

しゃると思いますので、そういった情報とか、

また同じ悩みを持つ本人や家族からつくられる

自助グループというのもあって、例えばギャマ

ノン、ギャンブルの問題を抱えた家族が匿名で

参加できる自助グループなども、近くでは山形

市や米沢市にもあるそうです。全国組織みたい

なんでしたけれども、いろいろな情報とかをペ

ーパーなどで周知していただけたらと思います

けれども、いかがでしょうか。 

亀井博人健康課長 委員長、亀井博人。 

奥山省三委員長 健康課長亀井博人君。 

亀井博人健康課長 ただいま御指摘ありました２

つの点につきまして、まだ周知が十分に行き渡

っておりませんでしたので、速やかに対応させ

ていただきたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

７ 番（山科春美議員） 議長、山科春美。 

下山准一議長 山科春美さん。 

７ 番（山科春美議員） ぜひよろしくお願いい

たします。いろいろ悩んでいらっしゃる方は何

か行動に移したいと思っていらっしゃると思い

ますので、そのきっかけ、手がかりにもなると

思いますので、よろしくお願いいたします。 

  依存症対策として、若年層に対する教育が重

要だと思いますけれども、本市の小学校、中学
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校、高校ではどのような対応を行っているのか、

お聞きできればありがたいです。 

髙橋昭一学校教育課長 議長、髙橋昭一。 

下山准一議長 学校教育課長髙橋昭一君。 

髙橋昭一学校教育課長 ギャンブルの話でござい

ますが、新学習指導要領ですと高校から学習内

容に保健関係で入っていると認識しております。

小学校、中学校におきましては、依存という言

い方は余りしないんですが、ゲーム、スマホ関

係の生活リズムを守るという形で指導しており

ますので、そのあたりで少し関連は図れるのか

なと思っているところでございます。 

７ 番（山科春美議員） 議長、山科春美。 

下山准一議長 山科春美さん。 

７ 番（山科春美議員） ありがとうございます。

ぜひ、若い子供たちにもそういった依存症、依

存症といってもいろいろなものがありますけれ

ども、ゲームとかスマホとかいろいろな依存症

がありますけれども、そういったところ、自分

をなかなか見詰めるより気軽なスマホとかを見

てしまうというところもあると思いますので、

そういったところもぜひ御指導いただけたらあ

りがたいです。また、これから専門職大学もで

きますけれども、学生に対する啓発も大事だと

思われますので、よろしくお願いします。 

  今後は、ギャンブル等依存症対策基本法をも

とにギャンブル依存症対策が徐々に進められて

いるものと思われますが、この法律はギャンブ

ル依存症の原因となるギャンブル等の施設を抑

制するあるいはなくすという考えが抜けている

法律だと思います。例えば、薬物依存に例えれ

ば、すぐ近くに合法的薬物が手に入る状態と一

緒のことであって、薬物が手に入らない環境づ

くりが大切であります。 

  それと同じように、ギャンブル依存症の根本

的な対策として、ギャンブルを行う場所に行か

ないとか、なるべく行かせないようにするとか、

またギャンブル等の施設が余りない環境づくり

というのが一番大事だと思いますけれども、そ

の点で言えば、最初に述べましたカジノを含む

ＩＲ整備というのは本当に論外だなと思うんで

すけれども、本県に整備されないとしましても、

国全体で慎重に考えるべきであると思います。 

  既存の施設で言えば、特にパチンコ等の遊技

場が身近にあるということがギャンブル依存症

を広める原因であって、問題だと思われます。

全国にはパチンコ店の出店を規制する条例を制

定している自治体もあるようですけれども、本

市でも何らかの規制をすべきとかというのは考

えていらっしゃいますでしょうか。 

亀井博人健康課長 委員長、亀井博人。 

奥山省三委員長 健康課長亀井博人君。 

亀井博人健康課長 現在、新庄市内には数カ所の

パチンコ、パチスロの店舗があると思われます。

そういった施設を今後規制するしない等につき

ましては、十分に関係法令等を検討するといい

ますか、庁内的に話を深めまして、検討をさせ

ていただければと思います。 

７ 番（山科春美議員） 議長、山科春美。 

下山准一議長 山科春美さん。 

７ 番（山科春美議員） なかなか大変なことだ

と思うんですけれども、そういったところも頭

に入れて、考えながらやっていただけたらと思

います。 

  ギャンブル依存症だけでなく、アルコールや

薬物依存などに苦しんでいる方も多いと思いま

すので、関係機関と連携して、依存症へのしっ

かりとした対応ができる体制づくりを進めてい

ただけたらと思います。今後も安心安全な市民

の暮らしを守り、全ての方が健康的で文化的な

生活を営んでいただけますよう進めていただき

たいと思います。 

  それでは、結婚支援のところだったんでした

けれども、先ほどの最上広域婚活事業、結婚活

動支援事業などなんですけれども、具体的な参

加者といったのは把握していますでしょうか、
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よろしくお願いします。 

関 宏之総合政策課長 議長、関 宏之。 

下山准一議長 総合政策課長関 宏之君。 

関 宏之総合政策課長 最上広域婚活実行委員会

のイベント等結婚活動支援事業の参加者につい

てという御質問でございます。 

  まず最上広域婚活実行委員会のイベントにつ

きましては、今年度、中規模イベントを１回、

そして小規模イベントを３つ予定しておりまし

たけれども、１つは３月に予定していたんです

けれども、コロナウイルスの対策の関係で中止

になりましたので、今年度は３回実施しており

ます。 

  １つ、中規模イベントとしましては、12月15

日にクリスマスパーティーを開催しましたとこ

ろ応募者が、男性と女性20人・20人を募集した

んですけれども、男性41名、女性９名という形

でかなり不均衡な形の応募があったものですか

ら、やはり女性の参加というのが本当に課題と

なるところです。こちらは民間にイベントを委

託しているんですけれども、最終的には調整さ

せていただきまして、男性９名、女性９名のイ

ベントとさせていただきました。 

  また、小規模イベントとして７月20日と11月

24日に開催したんですけれども、こちらはお食

事会でしたりご縁結びカフェという形で、３対

３または４対４の募集をさせていただきました

ところ、男女各２名と３名の参加があったとこ

ろです。 

  こちらでカップルになられた方は、中規模イ

ベントで１組がカップルになられております。 

  また、結婚活動支援事業については、市独自

の事業としてセミナー関係をしているところで

すけれども、１つ、独身者向けの異性とのコミ

ュニケーションに関するセミナーを12月８日に

開催しましたが、こちらは19名の参加がござい

ました、男女合わせてですけれども。もう一つ

は、御両親向けの現代の婚活事情や支援者とし

てのサポート方法を学ぶセミナーというのを12

月21日と１月18日、２回開催させていただきま

したが、第１回目は15人、第２回目は16人参加

があったところです。 

７ 番（山科春美議員） 議長、山科春美。 

下山准一議長 山科春美さん。 

７ 番（山科春美議員） ありがとうございます。

結構参加者もいて、そして男性が41人で女性が

９人だったということで、ちょっと衝撃的な話

も聞いたんでしたけれども、そういったいろい

ろな方が、参加してくださる方もいて、本当に

よかったと思います。 

  今回、このチラシ、12月21日の結婚支援セミ

ナーということで、私も参加させていただいた

んでしたけれども、このセミナーがありました

けれども、結構いろいろなところに置いてあっ

て、チラシを見て興味を持った方もたくさんい

たみたいですけれども、実際に行けなかったと

いう方も多いようです。すごい興味あるんです

けれども、とてもこういう場所には行けないと

いう謙虚な方もいらっしゃいました。 

  そのセミナーに私も参加させていただいたん

でしたけれども、一般社団法人日本結婚支援協

会の代表理事の谷口先生という方のお話で、す

ごいわかりやすいお話だったんでしたけれども、

何か昔は結婚は家と家との結びつきということ

で、お見合い結婚が多かったんですけれども、

1965年にはそれが逆転して恋愛結婚が多くなっ

たということで、現代の結婚事情を言っている

んですけれども、なぜお見合い結婚が減少した

のかというと、世話好きの御近所さんが減少し

たんだという話とか、あと昔は会社で上司が部

下にお見合いを勧めていたんでしたけれども、

それが今となってはセクハラだという話になる

ことで、人間関係が希薄になってきたというこ

とも言っていました。 

  また、お見合いで結婚するのは恥ずかしいと

か、結婚相談所へ入会するのも何かとっても恥
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ずかしい、そしてまたこういうイベントはすご

い興味があるんですけれども、なかなか行けな

いと、そういった事情もあるようです。 

  何回も言っているんですけれども、去年の７

月に視察で行かせてもらいました南砺市という

ところなんですけれども、「なんとおせっ会」

という方たちの婚活応援団があって、「世話好

きでおせっかいと言われる方、大募集」という

形でチラシもつくって、後押ししてもらわない

と結婚活動に踏み出せない独身男女が多いので、

ぜひおせっかいで世話好きのおばさんたち集ま

ってくださいというチラシみたいのも出して、

そういうのもやっているんですけれども、後押

ししてあげるというところで、そういった体制

づくりはできないものなんでしょうか。 

関 宏之総合政策課長 議長、関 宏之。 

下山准一議長 総合政策課長関 宏之君。 

関 宏之総合政策課長 できないかどうかという

と、できれば組織したいと考えております。今

現在、最上郡内で結婚支援員の組織があるとこ

ろは８市町村中５つですので、新庄市はないと

ころの３つに入るわけなんですけれども、今後、

できればそういう組織を立ち上げられないもの

かと考えております。 

  今年度から最上広域婚活実行委員会で結婚支

援員の勉強会を２カ月に一遍の割合で開催させ

ていただいているんですけれども、そちらには

今現在県の「縁結びたい」の会員であります方

が１名とか、結婚相談所の看板を掲げて結婚ア

ドバイザーをなさっている方とか、また今田市

議にも参加していただいたところです。 

  今後、こういった組織、大変大切になってく

るんだろうと。イベント型のものがなかなか難

しくなっているものですから、やはり相談体制

というのが今後必要になってくると思いますの

で、ぜひ山科議員におかれましても勉強会に参

加していただいて、将来的には結婚相談員とな

っていただければと思います。 

７ 番（山科春美議員） 議長、山科春美。 

下山准一議長 山科春美さん。 

７ 番（山科春美議員） おせっかいおばちゃん

として頑張っていけたらと思います。ありがと

うございます。 

  今の若い世代なんですけれども、育った環境

ということで、超少子化世代とかゼロ成長社会

とかネット情報社会、ゆとり社会ということで、

結構個人を尊重するよりもチームでなら積極的

に動けるということとか、余りどんどん前に出

るとかそういう世代でないとも言われているん

ですけれども、でもすごく真面目で、勉強する

意欲というのもすごく多いですので、若い人た

ちの学びたいというところを婚活イベントなど

に取り入れて、女性力パワーアップセミナーと

か、例えばおもてなし力とか、母力とか、料理

力とか、調和力とか、傾聴力とか、おしゃれ力

とか、プレゼン力とか、あと男性でしたら器づ

くりとか経営力とか、あと地域リーダー講座と

か、また男性でも料理とか女性を褒める力の講

座とか、プレゼン力とかいろいろなのがあると

思いますので、そういった形だと若い方も学び

ながら、また婚活活動というのもできると思う

ので、ぜひそういったところもやっていってい

ただけたらと思います。 

  本当にこれから５年10年、この地域にとって

いろいろ発展の種とか、またいろいろな問題も

あるんですけれども、積極的に婚活支援事業な

どを通して、新庄市に誇りを持って、愛着を持

って、この地域で結婚して頑張っていきたい、

この地域で子育てをしたいと思っていただける

ように、積極的にサポート体制を持っていただ

けたらと思います。 

  その事業を支えてくださる人材は、新庄市に

はそろっていると思います。少子高齢化で人口

減少も加速する中、税収は少なくなるし、市の

職員の負担も大きくなっていくことと予想され

ます。これからの時代は、大きな政府ではなく
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て、官民一体となった地域の潜在パワーを解放

していくことも大事なのではないかと思います。

ぜひ成婚率を高め、また総合計画の中にもしっ

かりと将来人口の目標も掲げていただいて、新

庄市は結婚、子育て応援しますという意気込み

も持っていただけたらと思います。 

  また、県立農林専門職大学に全国から学生た

ちがやってきますけれども、この新庄最上の地

で農業をやっていきたい、結婚し、子育てをし

て頑張っていきたいという方もふえるように、

新庄市がもっと本当に自信と誇りと心意気を胸

に、人と人とを結びつける縁結びパワーで頑張

っていただきたいなと思います。 

  新庄市をよくするには、いろいろな施策はも

ちろんなんですけれども、それだけではなくて、

市民サークル、市民活動、地域活動といった横

のつながりがあるからこそ、新庄市の発展と調

和で温かみのある、器のあるすばらしいまちに

なっていくのだと思いますので、行政と市民が

一体となって同じ方向を向いて、誇れる新庄市

にしていただけたらと思います。 

  ありがとうございました。失礼いたします。 

下山准一議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午後１時４７分 休憩 

     午後１時５６分 開議 

 

下山准一議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

石川正志議員の質問 

 

 

下山准一議長 次に、石川正志君。 

   （１４番石川正志議員登壇） 

１４番（石川正志議員） 起新の会の石川正志で

ございます。よろしくお願いいたします。 

  それでは早速、通告書に基づきまして一般質

問をいたします。 

  初めに、県立新庄病院改築に伴う道路等環境

整備についてでございますが、新庄最上地域住

民の命のとりでである県立新庄病院の建てかえ

がいよいよ来年度から始まり、予定では令和５

年度開業を目指しているとのことであります。 

  県立新庄病院は、これまで地域の二次医療を

担ってまいりました。想定される圏域は、我が

地域を初め尾花沢市など北村山、さらには秋田

の県南まで及ぶというようなお話を承っており

ます。 

  高規格道路の整備の進捗にあわせ、多くの

方々が利用される病院になると思われます。改

築工事にあわせ、国道並びに病院への直接的な

アクセス道路である県道は既に整備計画が明ら

かになっています。これらの道路は国や県が責

任を持ってしっかり取り組んでいただけるよう

要望していかなければなりませんが、新病院周

辺の道路整備など本市が責任を持って環境を整

えなければならない箇所も想定されています。 

  まずは、既に計画されている国道、県道整備

について伺います。 

  病院周辺の国道は、朝夕の通勤や帰宅のとき

非常に混み合う場所となっております。救急車

両に対応したスムーズな搬入が必要と思います

が、国道の整備計画はどのようになっています

か。また、国道から病院への直接的アクセスが

見込まれる県道については、現在、道路幅員が

狭く、小中学生の通学路にもなっており、より

一層の安全対策が必要と思われますので、あわ

せてお聞きいたします。 

  次に、本市の責任の部分になります。 

  現在でも県立新庄病院では病院従事者が駅か

ら徒歩で病院に通われていると思いますが、そ

のような方を初め通院される方でＪＲを利用さ

れる方が多くいるのではないかと思います。新

庄駅の東口から病院まで、短時間で安全な歩道
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の整備が求められてくると思われますが、市長

の考えをお伺いいたします。 

  また、病院予定地周辺の道路環境整備につい

て伺います。 

  病院敷地に隣接する東本町は、隣接する通称

ヨークタウンへの迂回路などでふだんから混み

合う箇所で、道路幅も狭くなっております。病

院が開業すれば、市内からの通院者でさらに混

雑することが予想されます。生活道路もあると

聞いておりますが、中の川に橋をかけるなど、

病院敷地と商業施設、さらに市道とリンクさせ

ることで一定の交通整理ができるものと考えら

れますが、市長の考えをお聞きします。 

  次に、グリーンスローモビリティー導入につ

いてです。 

  平成30年度の資料になりますが、国交省では、

高齢者の足の確保、観光客の高い周遊手段の確

保を図るため、低速で環境に優しいグリーンス

ローモビリティーの普及を推進しております。 

  資料によれば、グリーンスローモビリティー

は電動で時速20キロ未満で公道を走る４人乗り

以上の車でございます。乗れる人の人数によっ

て主に３タイプありますが、このたびは４人か

ら７人乗りのゴルフカートタイプに的を絞った

話をします。 

  現在ある製品としては、人数に応じて軽自動

車や小型自動車のナンバープレートを取得でき

ます。１回の充電で約30キロ走ることができ、

１回の充電は約５時間です。運行形態の一つと

して自家用有償旅客運送があり、道路運送法第

78条第２号で規定される登録を行い、市町村運

営有償運送、公共交通空白地有償運送、福祉有

償運送のいずれかのパターンで行うことができ

ます。活用の場面としては、地域住民の足とし

て、特に高齢化が進む地域において、グリーン

スローモビリティーは最高時速20キロ未満のた

め、お年寄りが運転してお年寄りを運ぶことが

できる乗り物と言えます。 

  また、観光客向けの新たな運送手段として活

用できるのではないかと思います。低速である

ため、地域の風や自然をダイレクトに肌で感じ

られ、客同士または地元ガイドドライバーとの

話が弾み、客にとって非常に楽しいものではな

いかと思います。例えば、地元ガイドがドライ

バーになることで、観光ルートや観光客に合わ

せた自由な観光案内も可能となり、２人から４

人の家族連れまたは友人同士の旅に活用できる

と考えます。さらに、歩くには少し距離があっ

てつらいが、バスを入れるほどではないという

地点間運送にも利用可能です。 

  本市においても、市内循環バスを巡行させ、

地元住民の足の確保を図っておりますが、ある

程度乗車の見込めるコースあるいは大きな車両

が安全に運行できる道路の設定となっておりま

す。ＪＲ路線を含め地域公共交通、さらには既

存の自己所有の自家用車などは人の体で言えば

太い血管です。より細かな運送が期待できるグ

リーンスローモビリティーは毛細血管の役割を

果たすことが可能で、地域住民を初め本市を訪

れていただける多くの方の多様なニーズに応え

られるものと思います。 

  新庄駅から県立病院までの足として、または

病院から中心市街地の観光スポットである最上

公園まで、散策手段として活用可能と考えられ

ますが、市長の考えをお聞きいたします。 

  答弁よろしくお願いいたします。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

下山准一議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、石川市議の御質問にお

答えさせていただきます。 

  初めに、県立新庄病院改築に伴う道路等の環

境整備についてでございますが、県が示す国道、

県道の整備計画並びに救急・一般車両の搬入計

画につきましては、県では一般県道曲川新庄線

金沢工区整備事業として、昨年度、測量設計な
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どに着手し、令和３年度の工事着工と令和４年

度の完成を予定しております。 

  主な内容といたしましては、県道部におきま

して国道13号から酒類卸株式会社脇の市道まで

の区間は、上り下り車線と付加車線で11メート

ルの車道に両側歩道がつき、合わせて18メート

ルの計画となっております。それより西側の区

間では、上り下り車線８メートルに片側歩道が

つき、11.5メートルの計画となっております。

国道部におきましては、現道に付加車線が追加

され、車道が２メートル拡幅される計画となっ

ております。 

  また、車両の乗り入れ計画でありますが、国

道からの乗り入れは救急車両のみで、一般車両

の乗り入れは県道からのみの計画のようであり

ます。 

  次に、ＪＲ新庄駅から病院までの歩道整備の

必要性につきましては、新庄駅東口交通広場か

ら病院までのアクセスで国道以外に歩道は設置

されておらず、現場幅員も狭い状況となってお

ります。病院開院後の歩行者通行の状況を確認

し、歩行者の安全確保対策について必要に応じ

て検討してまいりたいと考えております。 

  次に、ヨークタウンなどの商業施設に関連す

る道路整備の必要性につきましては、市としま

しても東本町の道路の混雑状況は把握しており

ますが、今後整備される国道、県道を含めた交

通量の変化を確認し、必要な対策を検討してま

いります。 

  また、商業施設と病院の直接の接続につきま

しては、車両の通行など危険を伴う可能性もあ

りますが、利用者の利便性も考慮した上で必要

に応じて検討、協議してまいりたいと考えてお

ります。 

  県が今後進める上で随時県と協議しながら必

要な対策を進めてまいりたいと考えております。 

  次に、グリーンスローモビリティーについて

の御質問ですが、グリーンスローモビリティー

につきましては議員おっしゃるとおり電動で時

速20キロ未満で公道を走る４人乗り以上のパブ

リックモビリティーと定義されており、地域の

さまざまな事情に合わせて活用場面が考えられ

る低速の小さな公共交通と定義されております。 

  また、国では、地域が抱える交通などの課題

解決と低炭素社会の確立を同時に実現できるも

のとして推進しております。議員がおっしゃる

とおり、環境に優しい、高齢者が運転しやすい、

ドライバーがガイドをしながら運転が可能など

の理由から、現在、石川県輪島市や長野県飯田

市などで導入されており、令和元年11月現在で

実証実験中も含めまして全国で55の市町村で運

行されているところでございます。 

  高齢者の移動手段や観光客の移動手段の確保

という観点からグリーンスローモビリティーは

有効とされておりますが、時速20キロ未満で公

道を走行することから、他の車両への影響が最

大の懸念事項であり、安全性の確保から、交通

量の多い幹線道路や道を譲るための待機スペー

スなどがない道路、また遠距離の移動での活用

については向いていないとされています。 

  さらには、冷暖房がないため、夏は暑く、冬

は寒い、天候のぐあいによって運休せざるを得

ないなどの特徴もございます。 

  そのために、導入について検討する際は、導

入済みの市町村の状況などを十分踏まえるとと

もに、警察を初めとした関係機関との連絡調整

を図っていく必要があります。 

  議員がおっしゃるとおり、新庄駅から県立病

院までの区間につきましては、現在市営バスま

ちなか循環線を初め平日は毎日７路線33便が運

行していることから、市営バスなどの活用を考

えておりますが、観光地などを結ぶ交通の手段

として活用できないかなどについて調査研究を

してまいりたいと考えております。 

  公共交通事業につきましては、今後も市民の

皆様や関係機関とともに、グリーンスローモビ
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リティーも含めたさまざまな公共交通手段の中

から当市に適した方法を検討し、より利用しや

すい公共交通の確保に努めてまいりたいと考え

ておりますので、御理解くださるようお願い申

し上げます。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

１４番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

下山准一議長 石川正志君。 

１４番（石川正志議員） 県立病院改築に伴う問

題点については、必要に応じ検討していくとい

うことで、何もしないということでなかったの

で安心しております。 

  例えば歩道に関していくと、原課と私も打ち

合わせさせていただきましたが、東口から想定

される既存の市道を使った場合に１キロ弱と、

既存の市道を使ってもそのぐらい。それから、

多分新病院の一般車両の入り口が新庄曲川線踏

切から国道13号までの間の中央部に大体位置す

るのではないかという設計ですので、私、短絡

的にイメージしたのが、駅の東口から真っすぐ

線路沿い用地買収を含めた形で直接県道へ出た

場合、いずれにしろ中央部なので、距離的には

大体１キロ弱とありますが、開業してからでは

なくて、恐らく想定される人数ほぼ決まってく

るので、道路、令和３年度から４年度までにか

けて道路改修が行われるというところに大体合

わせた事前の対策が必要かと思うのですが、そ

の件に関しまして、今のところのお考えで結構

ですので、どういった予定でいらっしゃるのか

再度確認します。 

長沢祐二都市整備課長 委員長、長沢祐二。 

奥山省三委員長 都市整備課長長沢祐二君。 

長沢祐二都市整備課長 病院改築に伴います市道

の整備について、今後の予定というか、現在で

の計画ということでの再質問をいただいており

ます。 

  現在のところ、先ほど市長からの答弁ありま

したように、新たに整備されます県道、国道の

拡幅と、その整備によりまして、改めて車両の

交通量の変化だとか歩行者の変化なども含めま

して、改めてその実情を把握した上での検討を

したいという思いでいるところでございます。 

  また、既存道路につきまして、歩車道の分離

ということも場合によっては車道を少しいじめ

た形で歩行者の安全を確保するような対策がと

れないかなどということについてもあわせて検

討してまいりたいと考えております。以上です。 

１４番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

下山准一議長 石川正志君。 

１４番（石川正志議員） よろしくお願いします。 

  いずれにしろ、まだ開業してからでも遅くは

ないのかなと。新しく交通の流れが、課長おっ

しゃられるように、抜本的な交通の流れが変わ

るということでございますので、ただ準備だけ

は必要かなと思います。 

  東本町の道路混雑は、市長も認識されておら

れるということで、これもできれば、病院の大

体イメージ、建築が進んでくればイメージする

と。道路に関しては令和４年度までの完成を目

指すということですから、あわせてそちらのほ

うも、例えば商業施設と中の川の橋、誰が橋を

かけるのか、あるいは誰が管理、これから責任

を持つのかということは、あわせて広く、本市

でしていかなければならないということは承知

しているんですが、その辺は現在でも通勤時あ

るいは帰宅時に真っすぐ国道に出ないで商業施

設のほうを迂回されて帰る方が非常に多いとい

うことで、地元の方々も非常に困惑しているん

じゃないかなと思うんですね。その辺で一つ計

画して、いざ橋１本かけるというのは非常に膨

大な経費と時間がかかることでございますので、

早期の決断が必要かと思うんです。その件に関

してはいかがでしょう。 

長沢祐二都市整備課長 委員長、長沢祐二。 

奥山省三委員長 都市整備課長長沢祐二君。 

長沢祐二都市整備課長 新しい県立病院と商業施
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設を連係できるような道路または橋をつくって

の通行という形での御質問だと思っております。 

  実際、先ほど市長からの答弁にもありました

ように、病院敷地と直接商業施設をつなぐよう

な路線をつくることによりまして、車両も一緒

に歩けるような形をとるとそこをショートカッ

トされるようなことも考えられるということで、

病院利用者に危険が伴う場面も考えられるとい

うこともありますので、歩行者程度であれば、

見舞品の買い物など利便性の向上につながる場

合も考えられるかと思いますので、こちらにつ

きましては事業者の県からの要請もしくは協議

の中で進められることにつきましては協議の中

で進めてまいりたいという形で考えております。 

  以上です。 

１４番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

下山准一議長 石川正志君。 

１４番（石川正志議員） 道路等の環境整備に関

して最後の質問になりますが、新庄曲川線は、

現状、本当に駅から非常に近い踏切を抱えてい

るというところで、救急車両の搬入は国道から

のアクセスで病院北側のほうになる。ただ、や

はり駅に非常に近い踏切なもんですから、なか

なか停車時間が長いということで、ふだんから

あそこを心配される市民の方々が非常に多い路

線になっています。 

  あそこは当然県道ですので、市直営で工事と

いうことはほぼ考えられないにしろ、例えば若

葉町アンダーみたいなものをみんなイメージし

て「どうなるんでしょうね」という声が多数寄

せられております。線路から交差点までの距離

が短くて、実際これまでのアンダーパスを想定

すると、県道と市道の交差点ですね、最初の信

号、そこで最低でも65センチぐらい下がるので

はないかという想定もあり、新庄市の都市計画

にも大きな影響が及ぶ事項でございますが、そ

の辺のところ、市民の方々の要望がふえてきた

場合、これから市としてどのような対応をされ

ていくのかお伺いします。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

下山准一議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 県立病院ができることによって交

通事情が変化するのではないかという御提案、

まさしくそのように捉えております。 

  以前、あそこの拡幅事業ということでかかっ

たわけですけれども、駅にかなり近いというこ

とで、あそこの線路の下をくぐすには相当の距

離が必要だということ、あるいは上を通すとい

うこともかなりの、万馬町のような形の高架橋

にするにもかなりの距離が要るということで、

過去に断念したということを承知しているとこ

ろであります。 

  それにかわることとしましては、最北精密の

さまざまなことがあったことで、東側の道路を

買収し、駅から東口を通って、それで屋根つき

の歩道、今駐車場ありますけれども、あそこか

らリヴィントンの脇を通ってゼネラルのほうに

入るという道路を確保したというのが過去にご

ざいます。今のところは県としてもそこを通っ

て職員が通うということが想定されているとこ

ろであります。 

  また、商業施設に入る道路が大変混んでいる

わけですけれども、運転者心理としますと、前

のゼネラルのところが道路が絞られております

ので、一方通行的な形で、入られるとこっちか

ら行けないという心理状態で、あそこを左に曲

がってしまうと。そういうことと、また国道13

号に出るときに非常に多くの車があるので、そ

こを左折するあるいは右折する時間がかかると

いうことで敬遠していると思っております。 

  内部としても、あそこに信号ができるかどう

か、信号ができるようにしていかなくちゃいけ

ないわけですけれども、公安委員会としては距

離的に信号を１つつくるなら１つなくしてくれ

というようなこともありますので、それは慎重

にしなくちゃいけないところでありますけれど
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も、押しボタン式であるとか何々式であるとか

そういう形で、あそこの道路が拡幅されると真

っすぐ進むというようなことも考えられるのか

なと思います。いろいろさまざま内部で想定し

ながら、訪れる人、また周辺を動く方々への配

慮を十分に考えていきたいと思っております。 

  線路の下をくぐるということもさまざまな要

望が出ていることも十分に承知しております。

短いアンダーができるのかどうかなどについて

も担当に検討させたいと思います。 

１４番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

下山准一議長 石川正志君。 

１４番（石川正志議員） 今の市長の答弁を聞い

て、安心されている市民の方も多くいらっしゃ

るのではないかと思います。よろしくお願いし

ます。 

  次に、電動の小さな移動手段、余り横文字を

使うなという指摘がありましたので、新しい言

葉なので、なかなか日本語表記が非常に難しい

といったところです。 

  市長答弁の中では、観光の部分でもしかした

ら活用できるのではないかということでした。 

  これは、誰でもインターネット上でアクセス

すれば得られる情報、当然市長部局のほうが多

く持っておられるので細かいことは今回触れま

せんが、例えば市長答弁の中では、50何カ所、

既に市町村でやられていると。私が見たところ、

サボって国交省のホームページから見たらあり

ませんでしたので、30数カ所です。 

  実証実験の段階、それから実用化も進んでい

る例もあるのかもしれませんが、私が拝見した

ところ、豪雪地帯ではまだやられてないと。我

が市、残念ながらことしは雪が少なかったんで

すけれども、いつもは１メートル超えの豪雪地

帯であると。そのような地域、地理的条件の中

で果たして国が推奨するこのような移動手段が

有効なのかどうか。 

  または、一般論で恐縮ですが、自動運転とい

うものもかなり進んでおりまして、時速20キロ

未満の車であればもっとハードルが低く自動運

転ができると。豪雪地帯で自動運転可能な移動

手段が確保できれば、私は今の地域住民の足と

してというところを除いたとしてもかなり有効

な考え方ができるのではないかなと思います。 

  今後の市長部局の考え方ですね、じゃ勉強は

するのか、検証していくのか、まだ実証実験ま

でほど遠いプロセスあると思いますが、今の考

えをお聞かせください。 

関 宏之総合政策課長 議長、関 宏之。 

下山准一議長 総合政策課長関 宏之君。 

関 宏之総合政策課長 議員おっしゃるとおり、

グリーンスローモビリティーを導入していると

いうところは本当の雪国ではまだないのかなと。

そして、55の導入しているところのうち44がま

だ実証実験という段階です。 

  まだメジャーではないんでしょうけれども、

ただ国交省の補助が車両を購入する際に３分の

２という形であったんですけれども、これが確

認したところによると２分の１になっています。

ということは、こちらの導入を考えているとい

うところも多くなっているのかなとも考えられ

るところかと思います。 

  将来的にという話になりますけれども、今現

在、国交省でグリーンスローモビリティーの活

用適性が高い地域としているのが、まずは公共

交通サービスが十分に行き届いていない、道路

が狭小で入っていけないとか需要がない、さら

にはガソリンスタンドのない地域というのがも

しかしたら将来的にそういうことが起こってく

るのではないかと思います。また、高齢化が進

展する地域や、最後に観光振興で使うというの

が適性が高い地域とされております。 

  将来的にこういった電気自動車というか、家

庭用の電源でも充電できるというのは大変効果

的なんだろうと思いますけれども、こういった

カートのような、本当に風通しがよくて、悪天
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候に向かないというところもありますので、そ

ちらはやはり実証実験というものをやってみな

いとわからないところもありますので、こちら

はさらに詳しく調べた上で、実証実験をやれる

ものならばやってみたいという気持ちもござい

ますので、今現在すぐ実証実験いつからするか

という考え方はございませんけれども、一つの

選択肢として考えていかなければいけないこと

かと思います。 

１４番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

下山准一議長 石川正志君。 

１４番（石川正志議員） ３月定例会一般質問、

きょうが初日でございまして、これまでも先輩

議員が一般質問される中で、初日の市長の所信

表明、かなり引用されている部分があるという

ことで、私も、新しい概念でSociety5.0あるい

は持続可能ということでＳＤＧsとか、持続可

能、それから新しい考え、やはりこれからは当

然環境のことも考えなきゃいけない、国策であ

るんですが、我々基礎自治体としても取り組む

べきところもあるというところで、ぜひ前向き

に検討していただければと思います。 

  最後に、３月いっぱいで長年市の職員として

御尽力された方が引退されるということですの

で、第二の人生、幸多からんことをお祈りいた

しまして、一般質問を終わります。ありがとう

ございました。 

下山准一議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午後２時２７分 休憩 

     午後２時３５分 開議 

 

下山准一議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

八鍬長一議員の質問 

 

 

下山准一議長 次に、八鍬長一君。 

   （４番八鍬長一議員登壇） 

４ 番（八鍬長一議員） お疲れのところですが、

よろしくお願いします。 

  勁草21、八鍬長一でございます。 

  私は、今、地方をめぐる大変厳しい情勢のも

と、新庄市の総合力を高め、いかに次の時代に

引き継いでいくか、それが市民の幸福につなが

っていく、そういう観点から今回は３点につい

て質問しますので、よろしくお願いします。 

  なお、一問一答で行います。 

  初めに、働く場の確保、工業団地の整備につ

いてお尋ねします。 

  人間は働く動物であります。自分のため、そ

して家族のために当然ながら働きます。 

  工業団地でありますが、昭和54年に分譲を開

始した横根山工業団地は、平成２年に分譲が完

了しております。山形航空電子を初め９社が操

業しております。また、酒田北港の背後団地と

してその当時大変苦労して立地した新庄中核工

業団地は、最上モデル定住圏構想の主要プロジ

ェクトに位置づけられ、210ヘクタールの面積

を持ちます。昭和59年から分譲を開始し、現在

では、きのう報告ありましたように56社が立地

して、あと１区画を残すだけとなっております。

立地にかけた先人、先輩たち、そして企業誘致

に取り組んでまいりました歴代市長と関係者の

皆さんに敬意を表するところであります。 

  そこで、ここ数年の間に立地に加速がかかっ

たのはなぜでしょうか。それは言わずもがな、

新庄市の地の利、とりわけ最近の高速交通網、

高規格道路の整備により、東北の十字路である

という新庄市の立地に対する強み、それが大き

いと私は思っております。間もなく東北中央自

動車道が無料区間で新庄市までつながります。

国交省は開通の時期については直前にしか発表

しません。同僚議員も言っていますように、私
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は工事の進捗状況からあと２年で新庄市までの

縦軸はつながると推測しております。さらに、

中国初め一旦は外国に行った企業が今はまた国

内回帰の流れというものもあります。 

  そういう状況を考えたときに、新庄市は新た

な工業団地の整備または拡大、それを早急に急

がなければならないと考えますが、市長の考え

をお尋ねいたします。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

下山准一議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、八鍬市議の御質問にお

答えさせていただきます。 

  確かに、横根山工業団地、新庄中核工業団地

の設置については歴代の関係者の皆さんに心か

ら敬意を表したいと思います。 

  当時、出稼ぎが中心のこの地域にあって、地

元に勤めながら、そして地域を育てていく、そ

ういう人材が必要だという大きな構想のもとに

工業団地が整備されたと、それが今、この新庄

最上を支えられているということを実感してい

るところであります。 

  お尋ねの工業団地の整備についてであります

が、近年、おっしゃるとおり高規格道路網の整

備進展などを背景に、中核工業団地においては

平成20年度以降、毎年度１件以上新規の用地売

買契約が締結されておりましたが、さらに昨日

申し上げましたが、Ｊ-２－14区画の用地処分

の議案を御可決いただいた結果、未分譲用地は

Ｏ区画５ヘクタールを残すのみとなりました。 

  また、横根山工業団地は、平成２年に既に分

譲を完了しておりますので、近い将来、企業に

紹介する工業用地が皆無になる可能性を踏まえ、

新たな工業用地整備の方向性をどのように定め

るか喫緊の課題であると認識しております。 

  この件につきましては、去る12月に関係各課

の担当者による新工業用地検討会議を開催しま

して、市有地の活用や民有地等の取得の両面か

ら検討に着手しておりますので、方向性が整い

次第お示ししたいと考えておりますので、よろ

しくお願いします。 

  壇上からの答弁とさせていただきます。 

４ 番（八鍬長一議員） 議長、八鍬長一。 

下山准一議長 八鍬長一君。 

４ 番（八鍬長一議員） 内部検討を始めたとい

うことであります。 

  私は、今後も、人口が減っても工業団地とい

うのは新庄最上にとって大きく２つの理由があ

ると思っています、団地を整備するということ

について。 

  １点目は、新庄最上の経済の地域循環を新庄

市がリードしてやっていくということです。そ

のことは、新庄最上の中で新庄市がまさに最上

のリーダーとしての役割を果たせると思います。 

  経済の地域循環に関して言いますと、新庄市

の製造品出荷額、工業団地が全てではありませ

んが、リーマンショックで一旦400億円です。

400ですよ、40ではありません。400億円台まで

落ち込んだんですが、現在は約600億円まで復

帰しています。しかし、20年前には新庄市の製

造品出荷額は720億円あったわけです。これが

新庄市を中心としての経済循環になるわけであ

りますから、それがサービス産業に行ったり消

費に回ったりして最後は市民税になって返って

くるわけであります。 

  20年前の数字の700億円台まで製造品出荷額

が復帰すれば、10年で7,000億円の出荷額にな

るわけです。１年で700億円といいますと大し

た金額ではないです。10年で考えた場合には

7,000億円です。もうちょっと頑張れば１兆円

まで行くわけですよね。人口が減ってもそうい

う生産力がちゃんと維持できれば市民１人当た

りの所得はふえるわけですから、そういう点で

前向きに進んでいってもらいたいと思います。 

  関連して、従業員数について言いますと、横

根山工業団地が最近の数字では600人台、中核
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工業団地は1,660人と聞いております。合計で

2,270人、うち新庄市が1,277人です。全体に占

める新庄市の割合は56％です。ほかはほかの町

村から来ているわけです。 

  先ほど言ったリーダーシップのことで言いま

すと、本当は生産年齢人口で新庄市の人、町村

の人の割合を出せばいいんですが、持ち合わせ

ていなかったので単純に新庄市の人口で割って

みました。そうしますと２つの工業団地に勤務

している新庄市民の率については3.6％という

数字です。じゃ大蔵村から100人ぐらいしか来

てないから、どっと数字低いなべなということ

で割り返してみました。大蔵村で3.3％、鮭川

村で3.5％なんです。新庄市とほぼ同じなんで

すよね。町村からとってみても新庄市の工業団

地にかける願いというのは相当大きいものであ

る。しかし、工業団地は新庄市が中心になって

つくっているわけですから、新庄市が頑張るか

どうかによって町村への影響も大きいわけです

から、そういう点でリーダーシップがとれるん

じゃないかと思っております。 

  庁内の検討会議をしたということですが、造

成までに相当時間かかるわけですよね。例えば

横根山にしても２年、中核工業団地も２年です。

意思決定してからですよ、こういうやり方で行

くんだということですが。 

  その場合、検討する際に、開発手法、せんだ

っても話ありましたけれども、横根山工業団地

については土地開発公社で開発したわけです。

中核工業団地についてはその当時の経済産業省

のもとにあった地域振興整備公団、その後中小

企業基盤整備機構というところに衣がえをした

と聞いております。現在は産業用地については

中小企業基盤整備機構はやめたということであ

りますから、市が主体となって効果的な方法で

やっていくためには土地開発公社を活用するし

かないと私は思っていますが、開発手法と、ど

ういう有利な国の制度の方法があるのか、新庄

市が本当に単独でしなければならないのか。 

  そして、横根山工業団地については敷地がな

いと思うんです。それから、工業団地を考えた

場合には必ず排水先といいますか、工業団地で

ありますから、必ずいろいろな排水が出ます。

かつて横根山工業団地ではシアン化銀の排出の

問題が出ましたし、中核工業団地では重油の大

量排出という問題がありました。そういう点で

は水利権とかそういうことできちんと位置づけ

られておるところに配置しなければならないと

思いますし、横根山は余裕がないと思います。 

  その場合、さっき言った開発の手法と、それ

からどこに目をつけるかということについては、

私は中核工業団地、あれほどの大規模な整備を

して210ヘクタール以上にちゃんとしたお金を

かけているということと、工業用水もちゃんと

しているということです。そして、高規格道路

から近いということで、あそこの拡幅について

もう一度検討できないかと思いますが、いかが

でしょうか。 

荒澤精也商工観光課長 議長、荒澤精也。 

下山准一議長 商工観光課長荒澤精也君。 

荒澤精也商工観光課長 工業団地の現状について

は、今、八鍬議員がおっしゃったとおり、中核

工業団地のＯ区画残り１区画ということで、５

町歩ということで、いよいよもって、ないよう

な状況になってきておりますので、新たな工業

用地の整備ということについては喫緊の課題と

いうことで、先ほども市長答弁あったとおりで

ございます。 

  そんな中で、今、八鍬議員がおっしゃいまし

た、開発をどう考えるのかという問題でござい

ますけれども、当時、地域整備公団の部分につ

いては出向という形でそれなりのノウハウを持

ち合わせた職員等もおったわけですけれども、

今現在そういったノウハウを持っている職員は

全くいないという状況にありますので、これに

ついては先般うちの職員を日本立地センターに
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お邪魔させていただきまして、そういった支援

をいただけないかという話をお願いに上がった

ところでございます。その部分については幾ら

でも御支援させていただくという形をいただい

ておりますので、当然市の開発公社しかり、新

庄市の職員しかり、それぞれそういったノウハ

ウの部分についてはないということで、そちら

の支援をいただきながらそれぞれ工業用地の選

定については考えていきたいと考えております。 

  また、新たな工業用地の選定という形で、と

りあえず昨年12月にそれぞれ関係する担当者等

で検討協議ということでありまして、市有地ま

たは民地とかそれぞれ候補地として考えておっ

たわけでございますが、当然中核工業団地の隣

のＰ宅盤であったりそういった部分も候補とし

て上がっておりますので、なお十分精査しなが

ら、また立地センターの支援をいただきながら

検討し、さらに方向性がつき次第、皆様方にお

示ししたいと思っておるところでございます。 

４ 番（八鍬長一議員） 議長、八鍬長一。 

下山准一議長 八鍬長一君。 

４ 番（八鍬長一議員） 内部検討を進めるとい

うことですから、私は予断をもってこうしなさ

いということは言いませんが、幅広くフレキシ

ブルにいろいろな角度から検討していただきた

いと思います。 

  きのうの議案第19号でありますけれども、不

動産所得のお金が一般会計に収入が入っている

ということで、実は私知らなかったんです。調

べました。そうしたら地域振興整備公団という

ものが先ほど言った中小企業基盤整備機構とい

うところに移っていて、平成25年に中小企業基

盤整備機構から新庄市が残っている区画分の譲

渡を受けたということであります。きのうの議

案では3,600万円の収入でありましたが、譲渡

を平成25年に受けたときの市で買った金額は幾

らで、その後、分譲したことによって市の収入

に入った分は幾らであるか教えてください。 

荒澤精也商工観光課長 議長、荒澤精也。 

下山准一議長 商工観光課長荒澤精也君。 

荒澤精也商工観光課長 中小機構からお譲り受け

たときの金額が２億800万円でございます。そ

れから、その後それぞれの企業への分譲という

ことで９区画を売買しまして６億7,400万円で

ございます。 

４ 番（八鍬長一議員） 議長、八鍬長一。 

下山准一議長 八鍬長一君。 

４ 番（八鍬長一議員） 議場でこんなことを言

っていいのか、不謹慎だと言われるかもしれま

せんが、いい商売だったんですね。２億800万

円で買って新庄市では６億7,000万円で処分し

たということですから、４億7,000万円、利益

とは言えないでしょうけれども、入っているわ

けですね。そうしますと、そのお金は財政調整

基金に入っているんでしょうか、財政課長で結

構です。 

平向真也財政課長 議長、平向真也。 

下山准一議長 財政課長平向真也君。 

平向真也財政課長 財政調整基金への積立額とし

ましては、平成25年度では1,850万円というこ

とでございます。 

下山准一議長 暫時休憩いたします。 

 

     午後２時５６分 休憩 

     午後２時５７分 開議 

 

下山准一議長 休憩を解いて再開いたします。 

平向真也財政課長 議長、平向真也。 

下山准一議長 財政課長平向真也君。 

平向真也財政課長 大変失礼いたしました。 

  売り上げが６億3,800万円でございましたが、

用地の取得助成ですとか雇用促進奨励金の支払

いもございましたので、その差額分の先ほど申

し上げました1,850万円を最終的に残高として

平成25年度に残ったということでございます。 

４ 番（八鍬長一議員） 議長、八鍬長一。 
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下山准一議長 八鍬長一君。 

４ 番（八鍬長一議員） 先ほどの私の単純計算

では４億7,000万円ぐらい、市では譲渡するこ

とによっての利益が上がったのではないかとい

うことです、今までの累計を言っているんです。 

  それに関連して、新たに工業団地を整備する

ときには、多分一般財源としては使ってないで

しょうから、そんなことは原則からちょっとう

まくないですから、新たな投資のために使うべ

きお金だと思っているんですが、その点につい

ていかがでしょうか。 

平向真也財政課長 議長、平向真也。 

下山准一議長 財政課長平向真也君。 

平向真也財政課長 大変失礼いたしました。 

  累計額といたしましては、今年度の補正予算

の3,600万円を加えまして２億5,000万円ほどと

なります。こちら財政調整基金の中でも工業団

地の分として区分して管理しておりますので、

今後新たに工業団地を造成していく際の資金に

なっていくと考えてございます。 

４ 番（八鍬長一議員） 議長、八鍬長一。 

下山准一議長 八鍬長一君。 

４ 番（八鍬長一議員） そういう点で、これか

らいろいろな開発をしていく点では、お金がな

いということはないわけでありますから、将来

のために新たな投資をしていくということで、

ぜひ工業団地の問題については早急に、今から

でも遅いと思っています、本当に早急に方向性

を出していただきたいなと思います。 

  続いて、２つ目の質問に移ります。 

  ２つ目は、市民の健康寿命を延ばすために、

温泉の開発について伺いますということで、午

前中の段階で小野議員に市長が答弁しています

けれども、「一定のめどが立った」という市長

の答弁については、市民はがっかりすると思い

ます。やはり公約として掲げたわけですから、

市民は、どんなに小さく書いても、これから市

の政策を担っていく人がどういう考えを持って

いるんだということはきちっと見ていると思い

ます。私も至るところ回って「温泉頼むな」

「温泉何とか頼む」ということを何回も言われ

ています。一定のめどが立ったという解釈につ

いては余りにも人ごとに聞こえてしまうと私は

理解しました。 

  なぜ市民会議をつくらないのかということで

すが、市民会議をつくってしまえば「本当につ

くんねんねぐなる」というところを考えてなの

かなと余計なお世話で言うんですけれども、ま

ず市民の意見を聞くということが必要ではない

でしょうか。過去にも温泉が欲しいということ

でいろいろな文書が市に出されたり署名活動が

あったりしたわけでありますから、そういうこ

とについて、今さら繰り返しませんけれども、

ぜひとも温泉、新庄市に温泉が欲しい。 

  市長は先ほどの小野議員の質問に「閉まって

いるところが多い」と言っていましたけれども、

どうも温泉についてはマイナスイメージばっか

り持っているように私は感じましたけれども、

温泉が持っているプラスのイメージをもっとも

っと前に出していく必要があるのではないでし

ょうか。 

  例えば、今までいろいろ言われていますよう

に健康寿命ですね。今、新庄市の平均寿命は男

性が79.6歳、女性が86.5歳であります。健康寿

命については、いろいろ分析の方法があります

が、私は県の推計値を使いますけれども、男性

についてはお亡くなりになる前の９年間、それ

から女性については12年から13年間、健康でな

い時期があって世の中にお別れをするというこ

とになっています。 

  今の時代、安全安心とともに健康が世の中の

キーワードだと思うんです。そういう点で、健

康寿命を延ばしていくという点からも、不健康

な時代を幾らかでも短くするという点で温泉の

必要性を考えるんですが、いかがでしょうか。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 
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下山准一議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 健康寿命ということで温泉の開発

についてという御意見、先ほど午前中の答弁で

も、本合海地内に新庄温泉、油山温泉と呼ばれ

た跡地に民間事業者がサービスつき高齢者住宅

でしたという報告をさせていただきました。 

  おっしゃるのは、市民会議をなぜなくしたか、

もうちょっと健康寿命という観点からそれはす

るべきではないかという御意見と承ったところ

であります。 

  決して温泉を軽視しているわけではなくて、

行政がどこまでそれをやらなくちゃいけないか

ということ、そのことについて研究が必要だと

いうことであります。これまで奥羽金沢温泉に

つきましてもさまざまな交渉経過がございまし

た。きょう午前中も、山屋セミナーハウスに引

っ張る予定をなぜやめたんだというようなお話

が、当時の議会の議論の中で、さまざまな相手

があることですので、その交渉の結果であった

というようなことを申し上げたところでありま

す。また、一昨年には買いたいという業者が来

まして、そこも紹介させていただいたわけであ

りますけれども、交渉の結果、妥協しなかった

ということで、１億円から２億円であれば買っ

てもいいというようなお話をさせていただいた

わけでありますけれども、それも交渉の結果、

ならなかったということであります。 

  そんなことをしながらさまざまな御意見をい

ただいていることは確かであります。そんな意

味で、先ほど申し上げられました、つくってし

まえば、つくらなくちゃいけないということを

心配しているんじゃないかということも実際な

くはないということもございます。 

  その中で、新庄市の場合、正直申し上げまし

て、Ａという地点を言うと必ずＢが出てきて、

Ｂと言うとＣがというようなことの繰り返しが

よく起きてくると。誰が決断するのかと。決断

するとそれは違うというような、この繰り返し

が実はずっとあったということを承知しており

ます。 

  決して市民会議を設置しないということでな

くて、当分の間、見合わせていただきたいと。

また、先ほど申し上げましたが、新たな温泉を

展開する方々と健康寿命について話をするとい

う機会もあるのかなと思って、そういう意味で

は当面の間ということで設置を見合わせていた

だきたいということを申し上げたところであり

ます。 

４ 番（八鍬長一議員） 議長、八鍬長一。 

下山准一議長 八鍬長一君。 

４ 番（八鍬長一議員） 当面の間という言い方

でありますと、民間の２つの施設があるからそ

れで満足しているわけではないと理解していい

でしょうか。後でまとめて答弁をお願いします。 

  今さらでありますが、温泉の定義について申

し上げたいと思います。温泉と言われるのは、

源泉温度が25度以上、リチウムイオンや水素イ

オンなどのいっぱい項目あります。19の特定の

成分が１つ以上でも入っていれば温泉でありま

す。そういう意味では、しみずの湯と言ってい

いのかな、しみずの湯については正式には温泉

という扱いには、申請すれば別でしょうけれど

も、なっていないと理解しています。 

  それから、油山の施設については、せんだっ

て山形新聞に大きく載ったわけでありますけれ

ども、あくまでも開放であります。本来の社会

サービス型施設の風呂を一般市民に開放したい

ということで、それはありがたいわけでありま

すけれども、施設の目的でつくったものに市民

が開放されて入るということです。同じ風呂な

んです。 

  そういう点でもう一度市長に確認しますけれ

ども、その２つで決して満足しているわけでは

ないということかどうか、もう一度確認したい

と思います。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 
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下山准一議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 私への質問だと思いましたのでお

答えをさせていただきますが、２つがあるから

満足しているとかそういう問題ではないと私は

思っております。 

  おかげさまで民間の方が開業してくれるとい

う情報が入ったということであります。実際に

現場に行って見させていただきまして、検査成

分をしっかりしたいということと、あとはまち

の中からバスの運行などについても考えたいと

いうこともおっしゃっておりますので、その辺

の協議なりをさせていただくということもあり

なのかなと思っているところであります。 

  しみずの湯、固有名詞を出していいかどうか

わかりませんが、あそこは冷泉ということであ

ります。これまでの過去の中で、新庄市内の周

りには温泉は出るけれども、まちの中は出ない

というようなお話、実際掘ってみなければわか

らないだろうということで掘ったのがしみずの

湯だということであります。 

  別の方も掘ってみたいというようなお話がご

ざいましたが、やはり莫大なお金がかかるとい

うことで、今のところは停滞しているという状

況もございます。 

  市でどこまで持つかということが、将来への

一定の形、そこには高齢者の健康寿命とそれか

ら市の税の負担ということがどこまでの割合に

なるのかということはしっかりと計算しなけれ

ばいけない。悪いイメージだけではなくて、い

いイメージがそこにあるから来ると、ただし自

噴できる温泉と沸かさなければできない温泉の

違いもあると認識しておりますので、そのこと

はもう少し勉強させていただきたいと思います。 

４ 番（八鍬長一議員） 議長、八鍬長一。 

下山准一議長 八鍬長一君。 

４ 番（八鍬長一議員） もう一度、健康寿命に

ついて言いますけれども、市の特別会計の予算

の中でも、国民健康保険事業特別会計、それか

ら介護保険事業特別会計、後期高齢者医療事業

特別会計、この３つの会計を足すと75億円から

80億円なんです。健康寿命が延びればその負担

もおのずと小さくなっていきます。そういう点

で考えれば、仮に80億円としますと、80億円の

１％で8,000万円なんです。0.5％で4,000万円

なんです。そういう大きな視点で温泉というも

のについて考えていただけないでしょうか。そ

れでこの点については終わりたいと思います。 

  ３番目ですが、障害者に優しいまちづくり、

公衆トイレの改築について伺います。 

  今や全国どこに行ってもトイレというのは本

当にきれいになりました。とりわけ自治体が設

置する公衆トイレはそのまちの行政姿勢を示す

と言われます。 

  新庄市の公衆トイレは、今３つの管理状態に

あります。１つは管理施設に付随するもの、例

えば文化会館とか。２つ目は公園施設にあるも

の、最上公園なんかはそうですね。３つ目は、

まちなかにある公衆トイレです。条例上は公衆

便所となっていますが、あえて公衆トイレと言

わせていただきます。このまちなかにあるもの

については環境課が管理しているんですが、環

境課で管理している公衆トイレは８つあります

けれども、そのうちの６つの公衆トイレについ

て伺いたいと思います。 

  本日の山形新聞の１面にも載っていましたけ

れども、新幹線車両が大きく変わると載ってい

ました。あれは国交省のガイドラインが変わり

まして、車椅子が乗れる部分をふやすというこ

とであります。 

  新庄駅をおりて、まちの中を車椅子で回る想

定で考えてみたいと思います。訪れる人は、こ

の公衆トイレがどこで管理しているのかという

ことは知る由もありませんけれども、このまち

が、新庄市のまちが自分を歓迎しているのかと

いう訪れる人の判断はトイレの快適さで判断す

ると思います。 
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  そういう点で、本町、御堀端、北本町、横町、

曙町に２つございます、曙町第一、第二、この

６つのトイレについては障害者が利用できるよ

うな状態になっておるのでしょうか。現況と将

来の改築計画についてお尋ねします。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

下山准一議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 障害を持った方が利用しやすい公

衆トイレの改築、新築建設の御質問であります

が、新庄まつりのときにもＮＰＯ法人が障害者

の車椅子の方をお招きして、新庄を、お祭りを

楽しんでいただくというようなことがありまし

て、その報告が商工会議所の会頭に提案として

届けられておりますので、それなども参考にし

ながら改修しなければいけないと思っていると

ころであります。 

  公衆トイレは市内８カ所、おっしゃるとおり、

今のところ車椅子利用が可能な３カ所、残りの

５カ所につきましては、手すりの設置、洋式便

器の改修が進んできたところでありますが、段

差や狭小のため、車椅子を利用できない状況に

なっております。公衆トイレの整備につきまし

ては、優先度の高いところから順次、段差の解

消によるバリアフリー化、車椅子利用者の方へ

の対応、オストメイトなどの設備への対応が必

要であると考えております。 

  今後、公共施設最適化・長寿命化計画、公共

施設等総合管理計画との整合性を図り、老朽化

状況、利用状況調査を行い、建築の統廃合を検

討し、計画的に整備してまいりたいと考えてい

ます。 

  また、市有施設におきましてバリアフリー化

などの整備を進めておりまして、新庄まつりを

初めとした市のイベントでも多くの方々が公衆

トイレを利用されていると認識しております。

どなたでも快適に利用できる公衆トイレを整備

することも一つとして、障害者に優しいまち新

庄の実現に向けてまいりたいと考えています。 

  今後の計画となりますが、それにつきまして

は改築してないところを改築していくというこ

とになるわけでありますけれども、私自身が感

じているところは、横町が、あそこはやはり段

差が高いということなので、そこをフラットに

しなければいけない。新庄まつりあるいは観光

客の皆さんにとっても、突き当たりの左になる、

かなり使いやすい。私が目にしたところでは、

あそこに車をとめて使っている方がかなりおり

ますので、あそこは第一義的に直さなくちゃい

けないだろうと思っているところであります。

今後計画にどう盛り込むかであります。 

  あと北本町の駐車場については、一般的に駐

車場の利用者のための公衆トイレとセットにな

っておりますので、あそこに付加価値をつける

のは相当工事の量が多くなるなということを考

えておりますので、それは施設の利用をまず最

優先に紹介するということなのかなと思ってお

ります。 

  また、大きな課題を抱えているのがアビエス

の公衆トイレであります。公衆トイレに入って

ないわけですけれども、新庄まつりで出入りす

るところに公衆トイレがあるわけですけれども、

あそこのところが非常に複雑になっておりまし

て、お祭りのときに女性が非常にたまるという

ことも現実にございますので、場所を反対側に

移すなど、そのことも一つの案かなということ

で、内部と話し合っているところであります。 

  また、二ツ屋とか遠くのところについては、

若干おくれるかもしれませんけれども、市内を

中心に順次改修していきたいと思っているとこ

ろです。 

  また、各施設におきましても、洋式トイレの

導入を図りながら、多くの皆さんの利便性に適

応していきたいと思っております。 

  そのまちが、来る人に対するどういう気持ち

でおもてなしをしているかというのは、議員お

っしゃるとおり、トイレがきれいであるという
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ことは、訪れる人にとっても快適な空間を与え

ることができるんだろうなと私も認識しており

ますので、そのような形で一つ一つ確実に進め

てまいりたいと思います。 

４ 番（八鍬長一議員） 議長、八鍬長一。 

下山准一議長 八鍬長一君。 

４ 番（八鍬長一議員） 現状のものの改築とい

うことでありますが、またそのほかに、新庄駅

からおりてお城に向かっていった場合、いわゆ

るメーンストリートなんですが、御堀端のやつ

もまだ改善してないですよね、お城のすぐそば

の公衆トイレ。 

  それから、駅前から本町までの間、ちょっと

長過ぎるんじゃないかということで、特にまつ

り実行委員会あたりなどからも言われていると

思うんですが、あの中間にもう一つぐらい観光

客向けにあってもいいんじゃないかという提案

がありましたけれども、その点についてはいか

がでしょうか。 

森 正一環境課長 議長、森 正一。 

下山准一議長 環境課長森 正一君。 

森 正一環境課長 議員がおっしゃいましたとお

り、御堀端は改修されていないところです。本

町は車椅子が利用できるという状況になってお

ります。 

  駅前から本町まで距離があるんじゃないかと

いうようなことでございますが、やはり新庄ま

つりは大きなイベントでございます。また、ふ

だんの使用状況等もございますので、建築のス

ペース、それから必要であるかというところも

含めまして各関係団体等とお話を進めて、今後

の課題とさせていただきたいと思います。 

４ 番（八鍬長一議員） 議長、八鍬長一。 

下山准一議長 八鍬長一君。 

４ 番（八鍬長一議員） スピード感を持ってや

っていただきたいと思いますし、先ほど市長か

らありましたから各課長には言いませんけれど

も、都市整備課、農林課、社会教育課、それぞ

れ公衆便所を持っているわけですから、市長答

弁のように先を考えて研究していただきたいと

思います。 

  以上３点にわたって質問しました。 

  最後に、書家で詩人であります相田みつをは

こういう言葉を残しています、「水にぬれなけ

れば泳ぎはできない」と。当たり前のことです。

しかしなかなか含蓄のある言葉だと思います。 

  今、新庄市に必要なのは、何を考えるかとか

何を語るかということではなくて、今すぐ決め

たことを行動や実践に移すときであります。そ

のことが新庄市の総合力を発揮できるものであ

ると思っております。 

  以上で質問を終わります。ありがとうござい

ました。 

下山准一議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午後３時２３分 休憩 

     午後３時３０分 開議 

 

下山准一議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

叶内恵子議員の質問 

 

 

下山准一議長 次に、叶内恵子さん。 

   （３番叶内恵子議員登壇） 

３ 番（叶内恵子議員） 勁草21、本日最後の一

般質問をいたします叶内恵子です。お疲れのこ

とと思いますが、おつき合いいただきたいと思

います。よろしくお願いいたします。 

  発言事項としては、「市が進めてきた行財政

改革は市民を輝く笑顔にしたのか」という大変

大きな題名になっていますが、そこから質問さ

せていただきます。 

  本市は、行政改革大綱及び行財政改革大綱を
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策定し、行政改革に取り組み、24年目を迎えて

います。この取り組みを始めてから24年目を迎

えると発言通告書に記述しましたのは、平成８

年に策定された新庄市行政改革大綱から数える

とという意味です。 

  しかし、昭和54年に策定された新庄市振興計

画に目を通しますと、行政運営の効率化、簡素

化を図る積極的な改善の必要性と、市行政の自

主性、自立性の強化、市民の市政への積極的な

参加を進めることにより、地方自治機能を高め

ていくための施策が講じられてきたということ

がわかります。このことを踏まえますと実に40

年余り連綿と行政改革に取り組んできたことに

なります。 

  さて、市は、平成８年に策定された新庄市行

政改革大綱に基づく取り組みをより一層有効な

改革が必要であるとして、平成12年に新庄市行

財政改革大綱が策定され、現在の第６次行財政

改革大綱へとつながっています。 

  行財政改革大綱は、新庄市振興計画を実現す

るための体制整備を目的とすると位置づけられ

ています。現在は第５次新庄市総合計画策定準

備を進めています。行財政改革は、総合計画を

実現するために欠くことのできない重要な取り

組みです。総合計画と整合性を図りながら次期

行財政改革大綱を策定するということですから、

新庄市に求められる新庄市に必要な新庄市独自

の行財政改革の取り組みが計画される、今後さ

れていくということを願い、質問をいたします。 

  本市が一貫して取り組んできた行財政改革の

成果を伺います。 

  行財政改革によって行政と住民との関係はど

のように変革をしたのか。また、行財政改革に

よって行政内部はどのように変革をしたのか。

これまでの行財政改革を踏まえた、また将来に

向かっての課題を伺います。そして、今後の行

財政改革の展望を伺います。 

  以上について御答弁お願いいたします。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

下山准一議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、叶内市議の御質問にお

答えさせていただきます。 

  本市の行財政改革につきましては、平成８年

に新庄市行政改革大綱、そして平成12年に新庄

市行財政改革大綱を策定して以来、現在に至る

まで事務事業の見直しや健全な財政運営を確保

し、行政需要の変化に対応できる体制づくりを

行ってきました。また、定員管理計画による組

織のスリム化や行政需要の多様化に的確に対応

する人材育成など、市民サービスを維持向上さ

せる取り組みを行ってきたところであります。 

  現在進めている第６次行財政改革大綱は、第

４次新庄市振興計画、いわゆる新庄市まちづく

り総合計画を実現するために策定したものであ

ります。 

  行財政改革の成果としては、それまで全てを

行政が担っていました公共サービスの提供のあ

り方を見直し、指定管理者制度の導入や保育所

の民間への移行、そして神室荘の民営化、学校

給食の委託などを進め、民間のノウハウを幅広

く活用しながらサービスの維持向上を図ってき

たところであります。 

  この見直しにより、職員数は平成８年の413

人から平成31年４月現在で134人減の279人とな

り、職員数の適正化を図りながら効率的な組織

体制とし、これを財源として多様な事業を実施

してまいりました。 

  また、財政運営においては、さまざまな収納

対策などの歳入確保の強化を図ってまいりまし

た。平成27年度からは将来を見据えた財政運営

の指針となる中期財政計画を策定し、見直しを

行いながら安定した財政運営に取り組んでおり

ます。 

  組織体制については、行政需要に応じて課、

室の統廃合を行い、また課内をフラット化する
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ことで意思決定のスピード化と臨機応変に対応

できる体制をとっているところであります。 

  人材育成につきましては、市の施策を進める

上で最も基本的かつ重要なものと捉えておりま

す。そこで、市は新庄市人材育成基本方針に基

づいて新庄市人材育成推進プランを策定し、研

修を通じた人材育成に取り組んでおります。研

修では特に職員のモチベーションを向上させる

ため、株式会社電通への長期派遣研修、全国市

町村アカデミーや山形県市町村研修所などで開

催される各専門研修を実施しております。これ

らの研修を通じて自己研さんを重ねることで、

時代の変化を読み、市民のニーズに沿った政策

の立案や市の未来を切り開く能力を身につけら

れるような人材育成を図っているところであり

ます。 

  これらの行財政改革を進めるに当たって、

中・長期的な視点と市民の方の御意見や考え方

をどのように反映させていくのかが重要な点に

なりますが、市民の方で構成する新庄市行政改

革市民委員会の委員の皆様の御意見をお聞きし

ながら行財政改革大綱を進行管理していくこと

が肝要であると考えております。このたび行政

改革市民委員会から次期新庄市行財政改革大綱

の策定に向けた提言をいただくことになってお

りますので、その内容を重く受けとめ、次期行

財政改革大綱に反映することで、まちづくり総

合計画の実現に向けて進めてまいります。 

  来年度策定する第７次行財政改革大綱は、令

和３年度からスタートする本市の最上位計画で

ある第５次新庄市総合計画に掲げる事項を着実

に推進するため、必要な財源、人材、施設など

の限られた行政資源で最大の効果を上げるため

の土台となります。人口減少、少子高齢化の進

行に伴う社会保障費の増加や施設の維持管理な

ど歳出の増加が見込まれる中で、限られた財源

と人材等を有効に活用しながら、市民満足度が

向上する質の高い市民サービスを提供できるよ

う策定していきたいと考えております。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

３ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

下山准一議長 叶内恵子さん。 

３ 番（叶内恵子議員） まずは、私も申し上げ

たわけですが、行財政改革というのは第５次総

合計画を実現していくことに欠くことができな

い取り組みだということなんですが、そもそも、

平成12年や過去は別として、行財政改革の目的

は何であると捉えていらっしゃるか、何を目的

として行財政改革を取り組んでいるのかという

ことをまず初めに伺いたいと思います。 

小松 孝総務課長 議長、小松 孝。 

下山准一議長 総務課長小松 孝君。 

小松 孝総務課長 行財政改革、長年取り組んで

きましたけれども、その究極的な目的としては

市民の方の満足度を上げる点と考えております。 

３ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

下山准一議長 叶内恵子さん。 

３ 番（叶内恵子議員） 市民の満足度を上げて

いきたいという御返答をいただきました。行財

政改革の目的が第一番にそうであるということ

であって、大変うれしく思っております。 

  その中で、これまで昭和54年の振興計画から

第６次の計画まで、自分も力不足なりに全て見

させていただいて、それで国全体、全自治体の

流れであったりということを見ながら、新庄市

はどういうふうに進めてきたんだろうというこ

とをまず見てまいりました。 

  そうすると、これまで日本全体の自治体の行

政改革の経緯というのは、1980年代以降、まず

は国の主導によってせざるを得なくて進めてき

た。そういう形があるものだから、第６次の計

画においても、ずっと平成８年、平成12年も含

めて取り組んでいくことが定員の管理であった

り給与の適正であったり事務事業の見直しとい

うことがメーンで、削減をしていく、費用を削

減していくということがメーンでどうしても進
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められてきた。そして、いや応なしに自治体は

やってきたというか、言うことを聞かざるを得

ないという言い方も変ですけれども。 

  ただ、一部の先駆的な自治体と言われている

ところは、自分たちの自治体の規模であったり

収入、市税であったりの状態を見て、そして早

目に始めているところ、その始めているところ

というのは今既に次の段階に行っている、それ

は課長も皆さんもよくわかっていらっしゃるか

なと思うんですね。 

  今回、今まで受動的な、第６次計画の中でマ

ネジメントという言葉を使ったりしているんで

すけれども、やはりＮＰＭというか、ニューパ

ブリックマネジメントというものを、画一的手

法を採用したというか、そういった部分は否め

ないのかなと思って見ておりました。それをど

う改革に、事務事業のＰＤＣＡにつないでいく

のかということが本当に実行されているのか、

なされているのかということはちょっと不透明

な状態なのかなと思っていたんですが、昨年10

月の「広報しんじょう」にあるように、まず財

政の再建はなし得たと公表していただいている

わけです。 

  今後はというか、これまでの財政の流れも見

ていくと、本当に一挙にスリム化をしたんです

よね、新庄市。本当に一挙にスリム化をして、

義務的経費というものを本当に抑えて努力をし

てきた。そこが、その努力が実って、まず一旦

落ちつけるのかなというところになったんだと

は思うんですが、その弊害というか、その中で

市民が本当に、幾らこのまちに住んでよかった

というまちにしたいと言っても、市民がこのま

ちに住みたいとどれだけ思っているのか、この

声を本当に聞いていかなければいけないんだと

思っております。それをまず聞くという、どう

やって聞いていくのかということを取り組んで

いかなければ、行財政改革を幾ら言葉で策定し

たとしても、本当の意味で市民はいつまでたっ

てもここに住みたいという気持ちにはつながっ

ていかないのかなと思っています。 

  そして、新庄市にふさわしい改革の手法とい

うのはどういうものなんだろうかと、開発が必

要なのではないかなと思っています。 

  その中で、まず確認をさせていただきたいん

ですが、総合計画策定を今後、今もしています

けれども、第５次は若手が策定、すごい勉強さ

れていて、いいものができていくんじゃないか

なと思っているんですが、いい計画を策定した

としても、やはり実行していくのは市民であっ

て、そして職員なんですよね。その計画の具体

的ビジョンを市民に提示して、そして共同作業

でまちをつくっていく、その実行していくのに

職員の役割は本当に大きいわけです。 

  まず確認したいんですが、年度末で定年退職

をされる職員の方もいらっしゃると思うんです

が、退職者、中途退職者というのは今現在何人

いらっしゃるのか、また何人になるのか。 

小松 孝総務課長 議長、小松 孝。 

下山准一議長 総務課長小松 孝君。 

小松 孝総務課長 中途退職につきましては、年

度末ということで進めている分あるんですけれ

ども、これから取り消しもできる制度でもあり

ますので、そういう点でちょっと発言は、実際

予定者はいるんですが、ということで発言は控

えさせていただきたいと思います。 

  しかしながら、年度途中で退職した職員とい

うのは看護師養成所の職員を除けば２名という

ところです。 

  あとそのほか、行革のこれまでの取り組みも

含めて説明させていただきたいんですけれども、

行財政改革につきましては、平成８年度から大

綱を定めて継続的に取り組んできたところであ

ります。以前は行政サービスを全て市が行うと

いう形で取り組んできたんですけれども、その

あり方を見直して、例えば指定管理者制度の導

入とか、保育所の民間への移行とか、あと神室
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荘の民営化などを進めてきたところです。 

  この結果、職員数が計画に取り組む初年度の

平成８年は413人だったんですが、結果、平成

31年度には279人と134人減っているというのが

実態かなと思います。その部分について、結果、

人件費の部分が雪対策関係の経費とか、あと福

祉関係の予算に結果として長年流れてきた事実

もあるのかなと感じています。 

  あとそのほか行革の効果としましては、民間

へ移管とか委託した場合に、民間で新たな雇用

も生まれていると感じていますし、あと指定管

理者制度で図書館も含めてお願いしているわけ

ですけれども、新たなサービスとか新しい企画

も提案されていますので、そこも含めて行革の

中の効果と考えているところです。 

３ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

下山准一議長 叶内恵子さん。 

３ 番（叶内恵子議員） 行革を進めてきて、よ

い面がありますと、それは理解をしているんで

すが。 

  今回、中途退職を２名がされるということで、

年齢構成、何歳代というくらいで結構なので、

何歳代ぐらいなんでしょうか。 

小松 孝総務課長 議長、小松 孝。 

下山准一議長 総務課長小松 孝君。 

小松 孝総務課長 比較的若いほうの職員になり

ます。中堅から若手というところです。 

３ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

下山准一議長 叶内恵子さん。 

３ 番（叶内恵子議員） 職員の個人的なことも

おありかと思いますので。退職の原因、仕事を

やめる原因というのは、民間企業であっても何

であっても個人のさまざまな理由があるかと思

います。 

  定員管理をされて今279名、皆さん頑張って

いらっしゃる中で、行政資源というのはやはり

人材なんだと思います。その中で、比較的若い

世代の方々が早期に離れるということは、市民

にとっても大変残念でなりません。その離れる

方の考えであったり将来のことであったり全て

理解されていらっしゃるとは思うんですが。 

  平成30年10月に船井総研という研究所が自治

体向けの組織力判断を実施しております。その

結果の公表をしています。それを見ますと、こ

の調査を見ますと自治体職員の約６割が仕事に

不満を抱えているということが判明したという

ことなんですね。 

  若くして早期退職を選ぶ職員がいるというこ

とを考えると、新庄市役所に対する職員の満足

というのはどのようになっているのだろうかと

思ってしまうわけです。ことしに限った話でも

ないかと思うんですね、その退職については。 

  市役所内において、職員の仕事に対する、ま

たは職場に対する満足度について調査を行って

いるのだろうかと。また、調査を行っていると

するならば、行財政改革の中でどういった点を

改善していくべきなのか、そういう項目が上が

っているのかどうなのか、市役所で働く職員の

満足度を、仕事に対する満足度ということを考

える機会というのが大変に重要だという調査結

果だったんですね。どのように考えていらっし

ゃるでしょうか。 

小松 孝総務課長 議長、小松 孝。 

下山准一議長 総務課長小松 孝君。 

小松 孝総務課長 若手職員を含めて、我々も含

めて仕事をどう捉えるかということになろうか

と思います。そのときに、仕事を通してどうい

うときに達成感を感じるかとか、そのときに初

めて自分の存在というか、満足が得られるのか

と思いますけれども、その中で職員一人一人が

今の業務に、また公務員全体の仕事にどういう

姿勢で、どういう考えで取り組んでいるのかと

いう部分がまずあるのかなと思います。その中

で、同じ仕事をしても、達成感を感じる職員も

いれば、そう感じない、受け取り方の違う場合

もあろうかと思いますけれども、そこは我々公
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務員としてこういう職種、こういう仕事内容が

あるということがわかって就職してきた部分が

ありますから、そこの仕事を全うするという責

任はあるのかなと感じております。 

  職員一人一人がどの程度満足しているかとい

う部分の一斉の調査は行っていませんけれども、

異動希望調査の中で今の現状の仕事についての

感想というのは、提出のあった職員分について

は把握しているところです。 

３ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

下山准一議長 叶内恵子さん。 

３ 番（叶内恵子議員） 異動調査などで意向を

確認していると。 

  行財政改革の目的が、課長もおっしゃったと

おり市民満足度ということなんですね。そうし

ますと市民満足度と職員の満足度というのは非

常に密接につながっているという研究結果が出

ています。サービスプロフィットチェーン理論

という理論名までついていまして、公共の福祉

の増進を提供する行政サービスの提供者である

自治体職員の仕事に対する満足度の向上がサー

ビス受益者である住民の満足度向上につながっ

ているというものだと。これは、それぞれの施

策に携わる行政職員自身の心身が満足の状態で

なければ住民に対して満足のいくサービス提供

はできないということ、それは至極当然のこと

だと思います。 

  とかく自治体は、船井総研の研究員も言って

いましたが、自分の内部の改革、職員ＥＳをは

かる、評価する、そういった機会をとても低く

見ているというか、していないというか、そう

いう自治体がかなり多いですと、それでは市民

満足度がどういうものなのかというところに結

局つながっていかないんだという指摘をしてい

らっしゃいました。 

  職員も窓口で笑顔でいてもらいたいと市民は

思う方が多いと思います。行政の中でも、職員

のＥＳを高める、向上させていく評価方法であ

ったりそういったものを研究していただいて、

ぜひ導入をしていただけないかなと思っており

ました。 

小松 孝総務課長 議長、小松 孝。 

下山准一議長 総務課長小松 孝君。 

小松 孝総務課長 今御質問のあった部分につい

ては、ある意味、自己啓発の部分で、どういう

ふうにして仕事に向き合った中でモチベーショ

ンを高めていくかというところにもつながって

くるのかなと思います。モチベーションの高い

職員の方向に我々は研修を組んでいかなければ

ならないと思いますし、そうなると自分の仕事

の中の設定でも、目標とか、同じ内容でも早く

質のいいものを提供しようとか、例えば接遇で

も相手の市民の方に満足を与えることが我々の

満足とか達成感になるような研修を組んでいき

たいと考えております。 

３ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

下山准一議長 叶内恵子さん。 

３ 番（叶内恵子議員） 今回の職員ＥＳの質問

につながっていったのは、他県、他市の議員の

方の感想だったんですね。視察に新庄市にいら

っしゃって、知っている議員の方だったので、

電話を下さいまして、その際に説明を、視察に

来た内容の説明については職員の方々は大変丁

寧に事業説明をしてくださいましたと。例えば

その会場で説明を受けて、そしてトイレに行っ

たりまた階下におりていったりということをさ

れる中で、職員と会うわけですね、すれ違った

り。そうすると、他市のことで自分がそんなこ

とを言って大変失礼なんだけれども、挨拶がで

きないと、ちゃんとした挨拶をした職員がいな

かったと、そしてあとは下をいつもうつむいて

歩いていると、これは大変基本的に大きい問題

ですよと、新庄市に来て事業説明を聞いて不快

な思いだったりそういったことは一切ありませ

んと、でも他人として見たときに、何か問題、

何かあるのかなと。 
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  そういった姿勢をやはりきちっと一人一人が

見直していくということが大変重要なんじゃな

いかなと。そこに日ごろの、一事が万事とよく

言われるように、日ごろの思いというか、そう

いったものが全て出てきてしまうわけじゃない

ですか。幾ら体裁を装っても不意にその状態の

自分のところに出てきてしまうわけなので、そ

の職員ＥＳというところを改めて、何らかやは

り「おもしろくないな」であったり不満がある

という状態があるのかもしれないと思ったわけ

です。そういった部分をもう少しわかり合える

というか、そういったことが必要なんじゃない

かなと。 

  より一層、執行部の皆さんも理解しているよ

うに、ますます世の中が進んでいって、本当に

行政職員一人一人がハイパフォーマンスで取り

組んでいかないと、今と同じようなサービスと

いうのがなかなかできていかなくなるだろうな

ということを肌身に感じていらっしゃるのでは

ないかなと思うんです。そういった中で、ぜひ

検討していただきたいなと思っております。 

小松 孝総務課長 議長、小松 孝。 

下山准一議長 総務課長小松 孝君。 

小松 孝総務課長 ただいま挨拶の部分ございま

したけれども、その部分については基本の部分

と思いますので、課長会を通じて、また各課の

ミーティングを通じて徹底してまいりたいと思

います。 

  そういう御意見もある一方で、それは事実と

して我々反省して取り組んでいきたいと思いま

すが、例えば税務課の申告相談のときに非常に

いい対応をしたという事実もありますので、そ

こら辺のそういう投書については掲示板に載せ

て、そういう取り組みもあるということを紹介

しながら全体として対応してまいりたいと考え

ております。 

３ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

下山准一議長 叶内恵子さん。 

３ 番（叶内恵子議員） 職員ＥＳについてはよ

ろしくお願いしたいと思います。 

  次に、市民のほうに目を向けてみますと、こ

れも本当に基本のキなんですが、平成12年策定

の大綱の中には、行政改革の基本である来庁者

への接遇、電話での対応についての改善と利便

性を向上させる計画がのっています。平成12年

以降はそれがなくなっているんですけれども、

来庁者への接遇は、全庁的にですが、改善され

て、市民が市役所を訪れた際に利便性というの

は向上しているのかどうなのか、行政内部でど

のような評価をしているのか、また市民から何

らか苦情であったり訴えであったり批判であっ

たりそういう声があったときに、庁舎内ではど

ういう仕組みでその改善を図っているのか、そ

ういった点について伺いたいと思います。 

小松 孝総務課長 議長、小松 孝。 

下山准一議長 総務課長小松 孝君。 

小松 孝総務課長 接遇等も含めて苦情があった

場合、まずその市民の方に事実関係とどういう

経過があったということを総務課で確認してお

ります。その事実も含めて、感想も含めて確認

した後に、原課に行きまして、事実関係の確認

をします。その中で、市民の方が感じた印象と

いうことは事実ですので、そういう受けとめ方

をされたということはそのとおりですので、原

因はどうであれ、結果として何らかの問題があ

ったのではないかということのやりとりを各課

でしながら、それを課で共有してもらって、次

につなげる形をとっております。 

３ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

下山准一議長 叶内恵子さん。 

３ 番（叶内恵子議員） 各課であったこと等が

全て総務課に上がってきていないのかもしれな

いと今の御答弁を聞いて思いました。大変悲し

い思いをした市民の方がありまして、泣かれま

して、その対応によってですね。 

  そういったことの一つ一つを本当に共有でき



-107- 

る体制というのを持っていくべき、市民サービ

スを充実していくといった場合に、いろいろな

市民、いろいろな方がいらっしゃるのは当然で、

私も仕事柄いろいろな方とお会いします。その

中で、話をちゃんと伺ったり、どういう対応が

できるのかというのは、その人の人生というか、

生活ということを基本にして考えて差し上げる

ことができれば、行くところがなくて相談に来

た市民が「市役所に来て、ああ情けない、何で

こんなこと言われなくちゃいけないの」という

ことにはならないんだと思うんですね。そうい

った体制づくり、体制というか、心遣いという

か、に伴って体制づくりというのも本当に重要

であると思います。 

  あと電話の対応にしても、ある方が市民課に

回されまして、そこで全く、環境に関する話だ

ったんですけれども、そうしましたら「うちの

課ではありません」ガチャンと切られたという

ことを聞いております。 

  一人一人の職員の方が、職員にとって市民と

いうのはどういう存在なのかということを基本

から、基礎からというか、各課であったり年齢

別であったりそういった研修であったり、とて

も大事なのではないかなと思っております。 

  昨年８月に税務課で新聞沙汰になった、ちょ

っといざこざで市民との問題があったと思うん

ですが、それがあってどういう対応を今されて

いますかというか、そういった話を税務課に伺

いに行きましたら、課長がすごい取り組みをさ

れていて、ぜひ課長の税務課の取り組みなども

全庁的に、危機管理というか、そういったこと

をされてもいいのではないかなとつくづく思っ

て聞いておりました。 

  そして、これについてはお願いしたいなとい

うことなんですが、行財政改革をより実効的に

ならしめるために、外部評価という手法をよく

取り入れている自治体が、先駆的な自治体は多

いです。 

  その中で、新庄市、平成11年６月に、21世紀

は環境の時代と言われているということで、環

境保全都市を宣言したということから、市内外

からとても高い評価を受けていました。その中

で、環境保全を率先して取り組んでいくために、

平成14年、ISO14001を認証取得していると思い

ますが、こちらは現在どのようになっています

でしょうか。 

森 正一環境課長 議長、森 正一。 

下山准一議長 環境課長森 正一君。 

森 正一環境課長 ISO14001を認証取得した後、

３年後に更新時期がございますので、その際更

新しなかったということで、今現在に至ってお

ります。 

３ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

下山准一議長 叶内恵子さん。 

３ 番（叶内恵子議員） 当時は３年後なので、

平成17年、18年、財政難という部分も否めなか

ったのかなと思うんですが、財政の危機という

のは十分に克服したということですから、再度、

せっかく取った認証制度で、最新版のＩＳＯ

14001が2015年９月に改訂されていて、そして

これがすごいんですね。ＳＤＧsは初日から出

ている言葉ですが、を実践する、新庄市もしな

ければならないと。その実践するにおいてこの

最新版のＩＳＯ14001というのが非常に活用で

きるということなんですね。この最新版のＩＳ

Ｏ14001を実行していくことで、ＳＤＧsを推進

する駆動部のところにＩＳＯ14001を活用する

ことでＳＤＧsに関するＰＤＣＡのサイクルが

自然に回っていくんだと言われているというこ

とでした。改訂版のＩＳＯ14001を運用してい

る団体ありますので、自治体ありますので、に

とってみればＳＤＧsの運用はそんなに難しく

ないということになるということでした。これ

について、ＩＳＯ、もったいないなと私はとて

も思っております。 

  外部評価というのは非常に大事だと思います。
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ちゃんと外部で査定が入って、自分たちの行政

改革にかかわってくるので、全て。そうすると

ＰＤＣＡをどういうふうに回しているのか、回

し方すら教わる機会になったりとか、それにつ

ながっていきますので、この認証というのはど

うなんでしょうか、再度検討というのはできな

いものでしょうか。 

森 正一環境課長 議長、森 正一。 

下山准一議長 環境課長森 正一君。 

森 正一環境課長 前回、認証の更新を行わなか

ったと。当然金銭的な面もございます。それか

ら、その認証を取得したことで職員の意識も高

まり、通常業務の中で配慮できる活動が行える

と。また、対外的に新庄市の環境に対する取り

組みが広まり、信頼が得られたということがご

ざいます。 

  それから、今言いました金額の面ですが、認

証の登録、審査を受けて認証登録する際に300

万円弱程度、それから毎年小さな審査があるん

ですが、毎年50万円から60万円、３年後にまた

200から300万円の認証の費用がかかるというこ

とでございます。 

  このとき培った取り組みの仕方、それから今

後、市として、市役所として環境に取り組んで

いくというのは当然のことですので、それをで

きる範囲の中で取り組んでいきたいということ

でございます。 

３ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

下山准一議長 叶内恵子さん。 

３ 番（叶内恵子議員） ＩＳＯの手法を活用し

て、内輪で、内部でやっているということにす

ぎないということなんですね。単なる内部的な

事務事業政策評価ではただの型どおりとなるだ

けで、実質的に職員が、それを実施するだけで

職員に疲弊感、疲労感が生まれてきてしまうと

分析をされております。それをまさにそのまま

されているのかなと。 

  この分に300万円かかります、この分に50万

円かかります、何十万かかりますとおっしゃい

ますけれども、その手法を行政の内部改革のた

めに取り入れて、それが本当に回っていく、活

性化していくということが見えたときに、そし

て一人一人の職員の方の仕事のやる気であった

り、それがハイパフォーマンスに仕事ができる

という状態になっていったときに、300万円と

いうのは決して高いんだろうかと思うところが

あります。今やっているから考えられないとい

う答弁なのかなと思うんですが、新庄市、変わ

っていただきたいなと思っております。 

  ＩＳＯ14001でなくても、例えば三鷹市や滝

沢市などで取り組んでいる、これもお金がかか

るんでしょうけれども、行政経営品質であった

り何らか外部の評価を入れていくということを

選択していくことが、より一層、そして情報を

公開していくということにもつながります。課

長、再度、どうでしょうか。 

森 正一環境課長 議長、森 正一。 

下山准一議長 環境課長森 正一君。 

森 正一環境課長 外部評価を取り入れることで、

社会的な信用とか、また内部の職員によるＰＤ

ＣＡサイクルが確立されて、一旦確立されれば

それを毎回よりよい方向に進めるだけであると

いうようなことは十分認識しているところです。

ＩＳＯを取得しなくても、まずはできる範囲で、

その同じサイクルを続けていければ理想ではな

いかなと考えているところです。 

３ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

下山准一議長 叶内恵子さん。 

３ 番（叶内恵子議員） わかりました。これま

でと同じ前例踏襲で、改革をちょっと遠慮して、

文書はきれいにつくりますが、やっていきます

というような方向性なのかなと、今のところは

この答弁で理解をしておきたいと思います。 

  そして、よく「住んでよかったというまちを

つくっていきたい」などと市報であったりいろ

いろなところで使いますけれども、この住んで
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よかったというまちは、選挙以外にも住民の声

が市政に届くまちなんじゃないでしょうかね。

住民意思が政策の形成に反映するための仕組み

が整備されているということを含んでいると私

は思います。しかし、行政機関に対する住民の

影響力は極めて弱いというのが一般の実情です。 

  その中で、平成20年に策定された大綱を見ま

すと住民自治基本条例を検討すると計画に書い

てありますが、その後は消えています。協働の

推進指針の一番最初のやつにも住民自治条例を

検討していくということが書いてあるんですが、

それは次の計画書をつくったりしたときに、大

綱をつくったりしたときに、どういうプロセス

で、自治条例、自治条例でなくても、まちづく

り条例であったりいろいろな形があります。そ

の「検討する」という言葉自体がなくなって、

今現在はどのような位置づけというか、どう考

えているのでしょうか。 

小松 孝総務課長 議長、小松 孝。 

下山准一議長 総務課長小松 孝君。 

小松 孝総務課長 行革大綱の大きな流れの部分

なんですけれども、最初の平成12年当時は地方

分権一括法絡みで、その流れの事務をどういう

ふうにしてこなすかという視点で進めてきたと

ころがあります。 

  その後の大綱については、合併の議論が出て

きまして、合併の手法で行財政運営をいかに進

めるかという視点の議論を重ねてきた経過があ

ります。 

  その後ですけれども、協働によるまちづくり

とか、今、住民自治基本条例という話が出てき

ましたけれども、そういう視点で議論してきた

経過もございます。 

  そういう意味で、５年単位、10年単位で表現

方法も含めて変わってきたところはございます。

条例を定めるかどうかということは、そういう

議論はあるにしても、今現在も地域に根差した

まちづくりという視点は外せないと考えており

ますし、実際総合政策課でも取り組んでいると

ころでもあります。 

  それを踏まえて、今後新たに策定する大綱、

どういう内容にするかということでございます

けれども、その部分については行革市民委員の

意見も聞きながら進めてまいりたいと考えてお

ります。 

 

 

散      会 

 

 

下山准一議長 以上で本日の日程を終了いたしま

したので、散会いたします。 

  あす５日午前10時より本会議を開きますので、

御参集願います。 

  御苦労さまでした。 

 

     午後４時２１分 散会 
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令和２年３月定例会会議録（第３号） 

 

 

令和２年３月５日 木曜日 午前１０時００分開議 

議 長 下 山 准 一     副議長 新 田 道 尋 

 

 出 席 議 員（１６名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  議員     ２番   庄  司  里  香  議員 

  ３番   叶  内  恵  子  議員     ４番   八  鍬  長  一  議員 

  ５番   今  田  浩  徳  議員     ６番   押  切  明  弘  議員 

  ７番   山  科  春  美  議員     ９番   佐  藤  文  一  議員 

 １０番   山  科  正  仁  議員    １２番   奥  山  省  三  議員 

 １３番   下  山  准  一  議員    １４番   石  川  正  志  議員 

 １５番   小  嶋  冨  弥  議員    １６番   佐  藤  卓  也  議員 

 １７番   髙  橋  富 美 子  議員    １８番   小  野  周  一  議員 

 

 欠 席 議 員（１名） 

 

 １１番   新  田  道  尋  議員 

 

 欠 員（１名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 伊 藤 元 昭 

総 務 課 長 小 松   孝  総 合 政 策 課 長 関   宏 之 

財 政 課 長 平 向 真 也  税 務 課 長 加 藤   功 

市 民 課 長 荒 田 明 子  環 境 課 長 森   正 一 

成 人 福 祉 課 長 
兼福祉事務所長 青 山 左絵子  子育て推進課長

兼福祉事務所長 西 田 裕 子 

健 康 課 長 亀 井 博 人  看 護 師 養 成 所
開 設 準 備 課 長 田 宮 真 人 

農 林 課 長 三 浦 重 実  商 工 観 光 課 長 荒 澤 精 也 

都 市 整 備 課 長 長 沢 祐 二  上 下 水 道 課
水道普及・整備室長 伊 藤 重 勝 

上 下 水 道 課   
下水道普及・整備室長 井 上 利 夫  会 計 管 理 者

兼 会 計 課 長  田 浩 志 
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教 育 長 高 野   博  教 育 次 長
兼教育総務課長 武 田 信 也 

学 校 教 育 課 長 髙 橋 昭 一  社 会 教 育 課 長 渡 辺 政 紀 

監 査 委 員 大 場 隆 司  監 査 委 員
事 務 局 長 山 科 雅 寛 

選挙管理委員会  
委 員 長 矢 作 勝 彦  選挙管理委員会

事 務 局 長 小 関   孝 

農業委員会会長 浅 沼 玲 子  農 業 委 員 会
事 務 局 長 津 藤 隆 浩 

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 滝 口 英 憲  総 務 主 査 叶 内 敏 彦 

主 任 小 松 真 子  主 任 小田桐 まなみ 

 

議 事 日 程 （第３号） 

令和２年３月５日 木曜日 午前１０時００分開議 

 

日程第 １ 一 般 質 問 

１番 佐 藤 卓 也  議員 

２番 髙 橋 富美子  議員 

３番 佐 藤 悦 子  議員 

４番 奥 山 省 三  議員 

５番 庄 司 里 香  議員 

 

 

本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件 

 

議事日程（第３号）に同じ 
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令和２年３月定例会一般質問通告表（２日目） 

 

発言 
順序 質問者氏名 質 問 事 項 答 弁 者 

１ 佐 藤 卓 也 １．子ども・子育て支援の更なる充実について 
市 長 

教 育 長 

２ 髙 橋 富美子 

１．ケアラー（家族等介護者）支援について 

２．乳がんグローブの配布について 

３．フレイル対策について 

市 長 

３ 佐 藤 悦 子 

１．全世代への社会保障改悪の市への影響、市民の暮らし

について、市の考えを伺う 

２．教員の過労死が増える変形労働時間制は、市も学校

も、選択してはならない 

３．少子化対策について 

市 長 

教 育 長 

４ 奥 山 省 三 １．障害者にやさしいまちづくりについて 市 長 

５ 庄 司 里 香 

１．フードバンク設立に向けて 

２．子ども達（不登校児）の学力低下を支える補足授業に

ついて 

３．市内で活動されているボランティアを支える為に 

市 長 

教 育 長 
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開      議 

 

 

下山准一議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員は16名。 

  欠席通告者は新田道尋君の１名です。 

  上下水道課長奥山茂樹君より欠席届が出てお

ります。かわりに上下水道課水道普及・整備室

長伊藤重勝君が出席しておりますので、よろし

くお願いいたします。 

  これより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程（第３号）によって進めます。 

 

 

日程第１一般質問 

 

 

下山准一議長 日程第１一般質問。 

  本日の質問者は５名であります。 

  なお、質問時間は答弁を含めて１人50分以内

といたします。 

  これより２日目の一般質問を行います。 

 

 

佐藤卓也議員の質問 

 

 

下山准一議長 それでは最初に、佐藤卓也君。 

   （１６番佐藤卓也議員登壇） 

１６番（佐藤卓也議員） 皇紀2680年、令和２年

３月定例会７番目に質問いたします。市民・公

明クラブ佐藤卓也です。どうぞよろしくお願い

いたします。 

  令和元年12月22日、「今 和次郎コレクショ

ン」寄託記念シンポジウムに参加いたしました。

会場となった雪の里情報館には多くの方が参加

しており、世相や風俗を観察・記録し研究する

考現学の創始者である今 和次郎の認知度の高

さをうかがい知ることができました。 

  今回は工学院大学の御協力により、大学が所

蔵する約5,600冊の蔵書コレクションのうち半

数以上の3,500点を新庄市に寄託していただき

ました。その文化展として「「雪調」と「今 

和次郎」の遺伝子を未来につなぐ」として、価

値の定義や価値の創造、そして可能性の創造と

して、プレゼンテーションやディスカッション

をしていただき、今 和次郎と新庄の関係性を

振り返りながら、積雪地方農村経済調査所及び

雪の里情報館の歴史的・文化的意義をいま一度

考えるとともに、今後、雪の里情報館にかかわ

る文化を継承・発展していき得る道筋を考える

貴重な機会となりました。 

  これをきっかけに雪調としての今 和次郎、

農村指導者の松田甚次郎、登録有形文化財の

「原蚕の杜」と点を線にすることで、新たな付

加価値が生まれる兆しが見えると思います。 

  また、２月に５つの文化財が市の指定文化財

に指定されました。有形文化財として、接引寺

の彫刻が２躯、天満神社の歴史資料が１面、民

俗文化財の有形民俗文化財として雪国の民具が

一括、無形文化財として新庄亀綾織伝承協会の

新庄亀綾織が１件、記念物として接引寺のまか

どの地蔵１躯が指定文化財になったことは、と

てもうれしい限りです。 

  これからも地域の宝でもあるさまざまな文化

財を後世に伝えるため、しっかりと管理や保護

に努めていかなければならないと感じておりま

す。 

  それでは、地域の宝である子供たちの環境整

備についての質問に移りますので、どうぞよろ

しくお願いします。 

  今回の質問は、子育てに関して１本限りに絞

らせていただきますので、執行部の皆様におか

れましては、市民の皆様がわかりやすい答弁を
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どうぞよろしくお願いいたします。 

  現在、社会的な課題となっている少子化や子

育て家庭の孤立化、そして待機児童などに対応

するため、国や地域を挙げて子供や子育て家庭

を支援する新しい環境を整えることが求められ

ており、平成24年８月に制定した子ども・子育

て関連３法、これは子ども・子育て支援法と認

定こども園法の一部を改正する法律、そして関

係法律の整備等に関する法律、これは児童福祉

法の改正ですが、この３法に基づいて子ども・

子育て支援新制度は平成27年４月から施行され

ました。 

  この支援新制度では、質の高い幼児期の教

育・保育を総合的に提供するため、幼稚園と保

育所のよさをあわせ持つ認定こども園の普及を

進めるとともに、幼児教育と保育を一体的に提

供する認定こども園制度の改善を目指します。 

  また、待機児童解消のため、保育の受け入れ

人数をふやすとともに、子供が減少傾向にある

地域の保育を支援するとしております。 

  具体的には、①施設型給付及び小規模保育等

への給付の創設、②認定こども園制度の改善、

③地域の実情に応じた子ども・子育て支援（支

援者支援、地域子育て支援拠点、放課後児童ク

ラブなどの「地域子ども子育て支援事業」）の

充実が主なポイントです。 

  市では、全ての子供たちの健やかな育ちと安

心して子育てできる環境づくりのため、これか

ら新しく制定する第２期新庄市子ども・子育て

支援事業計画に基づき、子供の最善の利益が実

現される新庄市を目指すとしておりますが、子

育てしやすい環境整備をどのように行い、充実

を図っていかれるのかをお伺いいたします。 

  また、子育て応援企業支援事業として、子育

てしながら働くことのできる環境の整備を目指

し、やまがた子育て・介護応援いきいき企業に

認定される市内企業に対し支援をしており、そ

のような子育て応援企業や新庄市ファミリーサ

ポートセンターなどボランティア活動をしてい

る方や団体など地域の方々とどのような協力体

制を構築し、環境づくりを強化していくのでし

ょうか、お伺いいたします。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

下山准一議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、佐藤卓也市議の御質問

にお答えさせていただきます。 

  初めに、１点目の質問であります子育てしや

すい環境の整備についてお答えさせていただき

ます。 

  本市では、令和２年度から６年度までを計画

期間とする第２期新庄市子ども・子育て支援事

業計画を策定しており、市民の皆様の御意見を

いただくとともに、関係各課との調整を進め、

具体的な施策を検討してまいりました。 

  事業計画では、５つの基本目標を掲げ、子ど

も・子育て支援法にのっとった子ども・子育て

支援新制度関連事業のほか、既に実施しており

ます子育て世帯の負担軽減策として、第３子以

降児童保育料免除事業や発達に課題を抱える児

童、その保護者、保育施設等を支援する乳幼児

期からの特別支援活動事業など、さまざまな観

点から子育て支援を行っていくこととしており

ます。 

  今後も計画に沿いながら、また、見直しをし

ながら、さらなる推進を図ってまいります。 

  令和２年度からの新規事業として、市単独で

行います第２子児童保育料半額免除事業、病児

保育事業利用料助成事業などの実施により、国

の無償化事業の対象外となっているゼロ歳から

２歳の子育て世帯の負担の軽減や働きながら子

育てしやすい環境の整備を行う予定です。 

  老朽化著しい公立保育所２所についても、修

繕を行いながら、新庄市公共施設最適化・長寿

命化計画に基づき、建てかえなどの検討を行っ
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てまいりたいと考えております。 

  ２点目の子育て応援企業やボランティアなど

地域の方々との協力体制についての御質問でご

ざいますが、働く場が女性はもちろん男性にも

働きやすい環境であることが、安心して妊娠・

出産できる環境、働きながら楽しんで子育てが

できる環境につながっていくものと認識してお

ります。 

  そのためには、企業も含め、地域ぐるみで子

育てを応援する体制をつくり上げていくことが

重要です。 

  子育てを応援する企業への支援といたしまし

ては、県のやまがた子育て・介護応援いきいき

企業の登録制度があり、優秀企業・実践企業・

宣言企業に認定された企業には、要件に応じて

奨励金や優遇金利の適用などさまざまな支援が

ございます。 

  本市の認定企業数は、優秀企業５社、実践企

業10社、宣言企業31社の合計46社となっており

ます。 

  市では、平成28年度からこの県制度に認定さ

れた優秀企業・実践企業に対し独自の上乗せ支

援として、従業員の育児休業取得や小学校就学

前の子を養育する女性を正社員として雇用した

場合の奨励金の交付、指名競争入札参加資格者

名簿における加点、市広報を活用した企業のＰ

Ｒなどを行っているところであります。 

  県制度では、子育てや介護など家庭生活と仕

事の両立を支援するため、企業のワークライフ

バランスの取り組みを支援・充実していく方向

と伺っておりますので、市といたしましても、

今後も県の動きを踏まえつつ、子育てしやすい

環境整備として企業における仕事と家庭の両立

の支援に努めてまいります。 

  また、現在、地域の方による子供の預かりな

どには、本市が委託しております新庄市ファミ

リーサポートセンターを御利用いただけます。

地域の中で子育てを援助したい人と子育てを援

助してほしい人を結ぶ会員組織で、令和２年１

月末現在で、会員数は協力会員33人、依頼会員

110人で増加傾向にあり、今後も利用について

周知を図ってまいります。 

  子供の居場所づくりとして実施しております

子ども食堂や学習支援においても、地域ボラン

ティアの協力をいただいているところで、今後

も協力体制を構築してまいりたいと考えており

ます。 

  子育てしやすい環境づくりは魅力あるまちづ

くりにつながり、行政組織の横断的な施策と地

域住民の皆様の協力が必要です。今後も子育て

支援施策についてわかりやすく発信するととも

に、子育てしやすいまちづくりに努めてまいり

ます。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

１６番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

下山准一議長 佐藤卓也君。 

１６番（佐藤卓也議員） それでは、再質問させ

ていただきます。 

  先ほど、一番最初に私が発言したとおりです

けれども、地域の子供たち、私たちの子供は地

域全体、そして地域で支えていくという方針が

１つの市の方針でもあると思うんですけれども、

そこをもう一度確認させていただきたいと思い

ます。よろしくお願いします。 

西田裕子子育て推進課長兼福祉事務所長 議長、

西田裕子。 

下山准一議長 子育て推進課長兼福祉事務所長西

田裕子さん。 

西田裕子子育て推進課長兼福祉事務所長 地域で

の子育てということについてですけれども、先

ほど答弁がありましたように、まず、ファミリ

ーサポートセンター、こちらの活用を今後も充

実したやり方で行っていきたいと考えておりま

す。 

  ファミリーサポートセンターにつきましては、

御承知のとおり、地域の方で子育てに協力した
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い方、それから子育てをお願いしたい方、お互

いに登録しまして、それをコーディネーターが

調整しまして成り立っているという組織でござ

います。こちらのほうも、例えば今回のような

コロナウイルスによって学校が閉鎖されたり、

ちょっとした保護者の用事で預かっていただき

たいというような場合、自由に使っていただき

たいというようなこともございます。 

  また、そうしたファミリーサポートセンター

以外でも、先ほどありましたような例えば企業

ですとか地域の方々のそういった協力によって

子育てをしていくといった考えをしているとこ

ろでございます。 

１６番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

下山准一議長 佐藤卓也君。 

１６番（佐藤卓也議員） やはりそういったよう

に、子供たちは自分たちの地域で育てていく、

そして見守っていくということが市のスタンス

だと思います。 

  それにおいて、今回、新しく策定する子ど

も・子育て支援事業計画においては、多分ニー

ズ調査を行っております。そのニーズ調査にお

いてかなりいろんな意見が出たと思います。か

なり厳しい意見もあったと思うんですけれども、

その意見を踏まえて今後どのような環境整備を

するのか、まずお伺いしたいと思います。 

  その上で、いろんな意見があったと思うんで

すけれども、やはりそこの分析をして立ててい

くという作業が必要だと思うんですけれども、

このニーズ調査を行ってどのような分析をなさ

れたのか、大体でいいので教えていただければ

と思います。 

西田裕子子育て推進課長兼福祉事務所長 議長、

西田裕子。 

下山准一議長 子育て推進課長兼福祉事務所長西

田裕子さん。 

西田裕子子育て推進課長兼福祉事務所長 このた

びの第２期の新庄市子ども・子育て支援事業計

画を策定する上で、平成30年度に行ったニーズ

調査でございます。 

  こちらにつきましては、今年度お示しさせて

いただいたとおりでございますが、回答結果の

主なものとしては、まず、母親の就労率の増加、

それから教育・保育を定期的に、幼稚園・保育

所ですが、利用している割合の増加。 

  それから、知っている事業についてお答えく

ださいといった質問もあるのですが、それにつ

いては、わらすこ広場が96.3％、子育て支援セ

ンターが67.8％、ファミリーサポートセンター

については43.2％、ＳＮＳによる子育て相談は

34.4％と、事業によっては開きがあることがわ

かりました。 

  また、放課後児童クラブの利用の希望の増加、

特に高学年においても利用したいといった希望

が多いといったところも、今回の調査では前回

と違っていたところでございました。 

  また、自由記載の中では、一番多かったのは

遊び場についての要望です。それから、インフ

ルエンザ等の費用や手当などについて、それか

ら、保育所や学童の受け入れについて、そして

小児科などの医療機関の充実への要望も多くご

ざいました。 

  こうした要望のほかに、事業計画の中には、

例えばひとり親家庭への支援ですとか発達に課

題を抱える児童の子育てなどさまざまな課題を

整理しまして、施策の展開の中にできる限り反

映させてまいりました。 

  短期的・中期的な計画などもございまして、

現段階では具体的な施策まで落とすことのでき

ないものもありましたが、今後、令和２年度か

ら６年度までの５年間の計画の中で中間見直し

も令和４年度に行うこととなっておりますので、

そうした社会情勢に合わせながら進捗状況を管

理し、今後の計画の見直しを行いながら実施し

ていきたいと思います。 

１６番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 



- 118 - 

下山准一議長 佐藤卓也君。 

１６番（佐藤卓也議員） はい、わかりました。

私もこれを読ませていただきまして、かなりコ

メント欄では厳しい意見が多かったなとは思っ

ております。 

  この厳しい意見が多いというのは、新庄市に

対してやはり希望を持っているからだと思いま

す。こうしたほうが新庄市がよくなるよとかこ

うしたほうがもっと子育てしやすいよという意

見が踏まえますので、その分析をしっかり各課、

要は子育て推進課だけではなく全庁を通じてや

ることで広がってくると思います。ですから、

ちょっとこういう質問をさせていただきました。 

  私も見たときに一番問題だと感じたのは、や

はり家族の環境がかなり違っているなとは思っ

ています。というのは、昔は三世代同居が多か

ったなと思っています。私も三世代同居の１人

ですけれども、今は核家族がふえております。

市の国勢調査を見ますと、大体半分ぐらいがも

う核家族になっており、そういった中では子育

てする親御さんがいろんなアドバイスを受けら

れない、そういう状態になっております。 

  だとすれば、どこから情報を得るのか。親か

ら教えていただけなかったときにはやはり今で

いうネットとか、要はＳＮＳを活用して情報を

得られる。しかしながら、ＳＮＳの情報が全て

正しいかといいますとデマも多く、もしかした

ら間違っている情報もあるかもしれない。その

取捨選択ができないからこそ、子育てがしにく

い。そうしたときに生まれるのが、今はやって

いるのはワンオペ育児だったり、そういう言葉

がはやってきていると思います。 

  ですから、先ほども言ったとおり、やはり１

人で悩む親御さんがいるならば地域全体で見守

り、地域でその親御さんと子供を一緒にやる施

策も必要だと思います。そのためにも子育て推

進課だけではなく、健康課やそれこそ親が働い

ているならば商工観光課を含め、全庁挙げて取

り組む必要があると思うんですけれども、そこ

ら辺をしっかり今度つくる事業計画に盛り込ん

でいただき、しっかりとしたものをつくってい

ただくのが肝要だと思うんですけれども、そこ

ら辺はいかがでしょうか。 

西田裕子子育て推進課長兼福祉事務所長 議長、

西田裕子。 

下山准一議長 子育て推進課長兼福祉事務所長西

田裕子さん。 

西田裕子子育て推進課長兼福祉事務所長 議員お

っしゃるとおりでございます。 

  このたびの事業計画を策定する上でも、関連

各課と調整をしながら施策に落とし込むといっ

た作業をしてまいりました。また、今後、策定

されます第５次総合計画ですけれども、そちら

のほうとの整合性などもとりながら行っていき

たいと考えているところです。 

１６番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

下山准一議長 佐藤卓也君。 

１６番（佐藤卓也議員） ぜひともよろしくお願

いしたいと思います。 

  そこで、１つの例を挙げさせていただきます。

これも市民の方からいただいた、こういうこと

があるんだよというお話だったんですけれども、

今は国の制度で３歳から６歳までは保育料が無

償になるということになりましたけれども、先

ほど言ったとおり、核家族がふえてきたときに

ゼロ歳から２歳までの保障がなかった。要は、

会社が休めればいいんですけれども、会社の都

合でなかなか休めないといった方がふえてきて

いる。 

  そういったとき、今回もCOVID-19がはやりま

して、子供たちが休みになったとき休めない。

そうした場合にゼロ歳から２歳まで、でも本当

は家で預かっていただきたいんですけれども、

会社が休めないとなると必ず頼るのは保育だと

思います。そういったときにやはり必ず負担が

大きいわけですよね。 
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  そういった細かいところの政策も今後必要だ

と思うんですけれども、来年の事業あたりでそ

ういった政策をしっかりと保障する体制が必要

だと思うんですけれども、そこら辺はいかがで

しょうか。 

西田裕子子育て推進課長兼福祉事務所長 議長、

西田裕子。 

下山准一議長 子育て推進課長兼福祉事務所長西

田裕子さん。 

西田裕子子育て推進課長兼福祉事務所長 このた

びの教育・保育の無償化につきましては、３歳

以上の子供たちについては該当になっておりま

すが、ゼロ歳から２歳の子供たちについてはこ

のたびは該当になっていないということで、そ

れを受けまして、来年度の予定になりますけれ

ども、ゼロ歳から２歳の第２子の子供たちにつ

いての保育料を幾らか経済的な負担を減額しよ

うということの予定はしております。 

  また、先ほどのコロナウイルスについて、そ

うした場合の預け先といったお話もありました

けれども、こうした場合、新庄市におきまして

は病児保育事業を行っているところでございま

す。病児保育事業につきましても、できるだけ

使いやすいようなことを考えるような施策を令

和２年度には盛っておるところでございます。 

１６番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

下山准一議長 佐藤卓也君。 

１６番（佐藤卓也議員） はい、わかりました。

令和２年度からそういう事業を始めるというこ

とは、新庄市独自としてもすばらしいことだと

思います。 

  しかし、この病児保育事業もしかりですけれ

ども、知らなければ使えないわけですよね。せ

っかくこれからやると言っていても、その情報

発信の仕方をもう少ししていただかねばわから

ないでしょうし、もしかしたら親の世帯はわか

っているかもしれないんですが、おじいちゃん

おばあちゃんの方々も地域の方々も相談を受け

たときに、こういう場所があるよ、ここにある

から行ってみなさいという相談ができる環境づ

くりですよね。市民の方が知らなければ誰も使

えない。要は皆さんに知ってもらうことが必要

だと思います。その情報発信をしっかりやって

いただきたいと思います。 

  そこにおいてでも、その情報発信といった意

味でも、新庄市のホームページを今回見させて

いただきました。特にCOVID-19がこれだけはや

っていますので、新庄市でもどのくらいの情報

が出ているのかなと思いましたけれども、さす

がに国とか県の情報は出ていますけれども、ホ

ームページの緊急情報には載ってなくて、そし

て、スマートフォンで検索しましたら下のほう

の新着情報に出ていますよね。 

  果たして市民の方がそこまで見ますかね。こ

れだけCOVID-19がはやっていて、いつ新庄市に

来るかわからないといったときには、しっかり

と上のほうに出して、検索しやすいようなホー

ムページの作成も必要だと思うんですけれども、

そういったところの情報発信はもう少しするべ

きではなかったのでしょうか。それとも、各課

から上がってきてなかったんでしょうか。そこ

ら辺のホームページのやり方、作成の仕方もち

ょっとお伺いしたいと思います。 

関 宏之総合政策課長 議長、関 宏之。 

下山准一議長 総合政策課長関 宏之君。 

関 宏之総合政策課長 今回の新型コロナウイル

ス対策についての緊急情報というふうなことで

よろしいでしょうか。はい。 

  ２月28日に対策本部を設置してから28日その

日に、イベントの中止関係についてはその日に

アップさせていただきました。 

  ただ、施設の対応関係についてはすぐに載せ

られませんでしたので、昨日、生涯学習施設で

ありますとか学校でありますとかそちらのほう

の対応状況も、少し遅かったんですけれども、

載せさせていただきましたので、今現在は見ら
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れる状況になっております。 

１６番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

下山准一議長 佐藤卓也君。 

１６番（佐藤卓也議員） わかりました。 

  私もきょう一般質問があるものでホームペー

ジのほうを見てなかったものですから、ちょっ

とどのような状況かなと思って確認させていた

だきました。 

  そのようなわけで、COVID-19がはやっている

わけなので、小学校、中学校、高校全て休業に

なっております。ですが、その情報もやはりホ

ームページに載っていない。さすがに保護者の

方々はわかるんですけれども、冒頭も言ったと

おり、地域で子供を見守るという姿勢があるな

らば、小学校、中学校、高校までも含めてどの

ような状況になっているのかもお知らせする必

要があったと思うんですけれども。 

  そして、きのうの一般質問でも、半日ぐらい

学校に行っているんだという話もありますでし

ょうし、ある程度どういう状況になっているの

かをやはり市民の皆さんにお知らせし、しっか

りと今回は３月２日から春休みまでだ、報道で

は載っていますけれども、新庄市としてどうな

っているかがちょっとわからなかったので、や

はりそういう情報提供は市民の皆さんは知って

おくべき情報だと思うんですけれども、その学

校対策、そして、新庄市では関係ないと言われ

るかもしれませんが、県立高校も新庄市には３

校ございます。そこともしっかり連携をとって

高校の動きなども一緒に載せるべきだと思うん

ですけれども、そこら辺は教育委員会としてど

のように考えているか、よろしくお願いします。 

髙橋昭一学校教育課長 議長、髙橋昭一。 

下山准一議長 学校教育課長髙橋昭一君。 

髙橋昭一学校教育課長 市内の小学校、中学校の

情報につきましては、さっき説明ありましたよ

うに、ホームページで臨時休業の期間、それか

ら、今、学校でも子供を預かっているわけです

が、その内容等については情報提供させていた

だいたところでございます。 

  先ほどございました高校との連携については、

実際は情報提供はしておりません。私立も含め

て複数の高校がございますので、それぞれの正

確な情報を私どものほうで提供するということ

は非常に難しいと考えております。 

  ただ、緊急時の休業というそこに限っておき

ましては、やはり学校のホームページもあると

は思うのですが、そのほかに情報提供の必要性

も含めて検討はしていきたいと思いました。 

１６番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

下山准一議長 佐藤卓也君。 

１６番（佐藤卓也議員） 今回は国のほうで急に

決めたことですので、やはりこれは非常事態宣

言みたいな、通常とは違う対策が必要だと思い

ます。 

  だとすれば、今回を踏まえて、こういうこと

が起きたときこういう行動をするんだ、要は日

ごろから危機管理的なものを含めまして、やは

りこういうときはこういうふうにするんだとい

うマニュアルを今回がつくる１つの目安だと思

いますので、ぜひともそういった情報提供の場

をもっともっとつくっていただければと思いま

す。ぜひともそこら辺をよろしくお願いしたい

と思います。 

  また、先ほどの病児の方々の受け入れ体制も

そうですけれども、先ほど言ったとおり、両親

が共働きだということはやはり家庭の負担が大

きいわけですよね。要は無償ではかかれないわ

けですので、そんな病児にかかったときの負担

もある程度軽減し、ゼロ歳から２歳、そして、

この病児保育は多分小学校３年生までだと思う

んです。 

  核家族が多いと、小学校４年生はひとりで家

庭に置いていいのか。休めない会社が多いわけ

ですので。そうしたときに、やはり３年生まで

ではなく６年生まで、６年生の方に家庭でひと
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りで置いて、特にインフルエンザの場合は何が

起こるかわからないといったときはすごく大変

だと思うんですよね。そういったときの家庭的

な負担とかを、もう少し人数をふやしたり、病

児保育にかかりやすい家庭の方がもう少し楽に

できるような体制も市も独自でやるべきだと思

うんですけれども、そこら辺の対策をどのよう

に行うのか、もう一度よろしくお願いします。 

西田裕子子育て推進課長兼福祉事務所長 議長、

西田裕子。 

下山准一議長 子育て推進課長兼福祉事務所長西

田裕子さん。 

西田裕子子育て推進課長兼福祉事務所長 病児保

育につきましては、子供たち３人につきまして

１人の保育士、それから10人について１人の看

護師を常駐させることといった決まりがござい

ます。そうしたことも踏まえまして、必要な経

費などもございますので、そういったところで

す。 

  また、定員についてですが、以前６名でやっ

ていたこともあったのですが、やはりなかなか

その利用について月ごとのばらつきが大きく、

全体的に見るとなかなか充足していないといっ

た状況でございました。そういったことから定

員３名にもう一度落としたという経緯もござい

ます。 

  そういったところもございまして、より看護

の必要性の高い乳幼児もしくは低学年のお子さ

んを対象にしているといったところでございま

す。 

  以上です。 

１６番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

下山准一議長 佐藤卓也君。 

１６番（佐藤卓也議員） はい、わかりました。

さまざまな諸事情はあるんですけれども、やは

りここら辺をまだまだ改善する必要があるのか

なとは思いますが、まず、そこに行くまで、や

はり知らなければ使えないのかなと思います。

もしかしたら知らない方も多くて行ってない方

も多いのかなと思います。先ほどもいろんなパ

ーセンテージを伺いましたけれども、やはり知

っている場所と知らない場所が多分多いのかな

と思います。 

  その意味でも情報発信をしなければいけない

でしょうし、そういったことで新庄市ではいち

早く、平成27年ですか、ＬＩＮＥを使った子育

てのほうに注視しておりまして、全国で初のＬ

ＩＮＥを使いました。 

  その中においても、最近ですとパワーアップ

して山形市はまたさらに大きな活躍で、法人向

けのＬＩＮＥアプリサービスを初めまして、自

治体向けに無償化しているという報道がなされ

ました。その中におきますと、タッチしますと

市のホームページにすぐリンクしたりとかイベ

ント情報、その中に子育て情報も入ったりして

おりまして、６つのメニューが見られるという

ＬＩＮＥだったみたいです。 

  そして、その登録者を結局ふやさなきゃいけ

ないということで、山形市ではふやすためのこ

とでは、市長室で市長と一緒に写真を撮った記

念だったりとか、あと、ペアで宿泊費がいただ

けるようないろんなことをして登録者をふやし、

情報を広く広めようとしていますけれども、新

庄市でもこのＬＩＮＥを子育てだけではなくて

市民の皆さんに広く使っていただき知っていた

だくツールの１つとして考えられるんですけれ

ども、そのような考えは今のところあるのか、

どのような考えか、よろしくお願いします。 

関 宏之総合政策課長 議長、関 宏之。 

下山准一議長 総合政策課長関 宏之君。 

関 宏之総合政策課長 法人向けＬＩＮＥ公式ア

カウントサービスの活用ということだと思うん

ですけれども、こちらのほうについてはまだ活

用の検討はしておりません。 

  しかしながら、基本的に情報発信力というの

は強化していかなければいけないと思いますの
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で、当面の課題としてホームページのリニュー

アルというものを抱えております。そちらのほ

うを検討する際は、多くの課にかかわりがあり

ますので庁内の横断的な組織による検討が必要

かと思っております。それらの検討する中で、

今言われたＬＩＮＥサービス等の活用等も検討

していけるのかなと考えております。 

１６番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

下山准一議長 佐藤卓也君。 

１６番（佐藤卓也議員） はい、わかりました。

人の玄関口は駅と言われますけれども、情報の

玄関口はホームページだと言われておりますの

で、市のホームページも、今回の情報もかなり

深くまで、何回もクリックしないと入っていけ

ない。やはり一番最初の見開きのページにそう

いった情報を流していただければ、皆さんが見

やすいと思いますので、ホームページの改修、

アップデートも早目にしていただき、財政もか

かわることなんでしょうけれども、やはり情報

の発信源の玄関口がきれいでなければ入ってい

けないでしょうし、情報を皆さんがなるべく知

っていただきたい。要は市のホームページはデ

マは流しませんので、そういったことをもっと

もっと活用していただきたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

  また、子育てする前にはやはり子供を産んで

もらわなければいけないですよね。産む環境整

備が必要だと思います。そこにおきまして、山

形県のほうでは産科セミオープンシステムを採

用しております。この言葉だけではわかりませ

んけれども、「妊婦健診は通院が便利な近所の

診療所で、お産は設備が整った分娩施設で」と

いうコンセプトで今回このシステムが構築され

たと思いますが、やはりどういうシステムなの

か知らない方が多いと思いますけれども、ぜひ

この産科セミオープンシステムの仕組みだった

り、どういう内容かをわかればよろしくお願い

いたします。 

亀井博人健康課長 議長、亀井博人。 

下山准一議長 健康課長亀井博人君。 

亀井博人健康課長 山形県の産科セミオープンシ

ステム導入モデル事業というのが、最上地域で

はことしの１月20日からスタートしております。

先ほど御説明一部していただきましたように、

「妊婦健診は自宅や職場からの通院が便利な近

くの診療所等で、出産は設備・体制が整った総

合病院の分娩施設で」ということをコンセプト

としまして、診療所等と分娩施設が連携して妊

婦の利便性の向上と安心・安全な出産環境の整

備を図るものとなっております。 

  なお、最上地域においては、参加施設としま

して、県立新庄病院、三條医院の２つの施設が

参加施設となっております。 

  なお、このシステムを利用するには、妊娠の

診断を受けた医療施設で、初めに共通診療ノー

トというものを発行しますのでそれを受けとっ

ていただき、このノートを持参していただいて

各種健診等をしていただくという流れとなって

おります。これまで以上に安心して出産ができ

る取り組みとなっているのではないかと思いま

す。 

  なお、周知活動につきましては不十分な点も

ありますので、既にテレビ等で放送された部分

もありますけれども、新庄市としてもＰＲには

努めていきたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

１６番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

下山准一議長 佐藤卓也君。 

１６番（佐藤卓也議員） はい、わかりました。

これはやっぱり知らない人が多い。特に妊婦の

方とかは皆さん知っているんですけれども、お

年寄りの方が知らないのかなとは思っておりま

す。 

  やはり知らないと、新庄で産むのはだめだ、

だめだからほかの市に行ったほうがいいよとか

と言われることも多いでしょうし、こういうシ
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ステムができることで、特に今回は最上地域全

体を網羅していますが、新庄市内におきまして

はやはり自宅や職場から近い、診療するときに

は自宅から近かったり待ち時間が短い、土日も

診察を行うことが多いというメリットもござい

ますし、また、妊娠後期では異常がある場合は

優先的に出産予定の病院が対応してくれたり、

やっぱり緊急時の対応がいいという大きなメリ

ットがあるわけですね。 

  ですから、新庄市でも産みやすい環境だよと

いうことをもっともっとＰＲし、たくさんの方

にやっていただければ、もっともっと新庄市は

いいまちだよ、産んでも大丈夫、子育てもしや

すいよというメリットがもっと出てくると思う

んですけれども、やはりこういうシステムとか

を妊婦さんや子育て世代だけでなくもっと多く

の世代に広めていく必要があると思うんですけ

れども、周知する必要があると思うんですけれ

ども、再度よろしくお願いしたいと思います。 

亀井博人健康課長 議長、亀井博人。 

下山准一議長 健康課長亀井博人君。 

亀井博人健康課長 周知につきましては、今後よ

り一層あらゆる機会を捉えましてしていきたい

と思います。 

  なお、村山地域におきましては、昨年平成31

年１月からこのシステムが運用開始されており

ます。また、里帰り出産される方も年間何組か

いらっしゃいますので、その方も対象となって

いるシステムとなっておりますので、その辺も

あわせまして周知に努めていきたいと思います。

よろしくお願いします。 

１６番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

下山准一議長 佐藤卓也君。 

１６番（佐藤卓也議員） はい、わかりました。

特に今回は県立新庄病院、三條医院、昔からあ

る病院ですので、このシステムがなくても昔か

ら構築されておりますでしょうし、やはり皆さ

んはわかっております。ですからこそ、さらに、

そういう協力体制が昔からあるこの新庄市だか

らこそ産みやすいんだよというＰＲも必要だと

思いますので、ぜひそこら辺の周知もよろしく

お願いしたいと思います。 

  地域で子育てをするんだといったときに、や

はり会社の協力がかなり必要だと思います。特

に新庄市の場合は雇用が慢性的に不足している、

そういう状態においても、企業のほうからしっ

かりとＰＲして、子育てしやすい企業だよとい

う施策が必要だと思います。 

  その中において、国のほうで「くるみん認定

制度」というものがあります。新庄市でも支援

をしていると言いますけれども、国の制度で子

育て支援に積極的に取り組む企業に対して幾つ

かの基準とその実施、申請を経て厚生労働大臣

が認定する制度、このくるみん認定制度があり

ますけれども、山形県において46の企業がそこ

に認定されたということですけれども、新庄・

最上においては１点も討論されていないこの認

定制度ですけれども、もしかしたらこの制度を

知らなかったのか、それともなかなかハードル

が高くて認定できなかったのか。そこら辺のこ

とは調査が必要だと思うんですけれども、まず、

このくるみん認定制度について市ではどのよう

に捉えているのか、よろしくお願いしたいと思

います。 

荒澤精也商工観光課長 議長、荒澤精也。 

下山准一議長 商工観光課長荒澤精也君。 

荒澤精也商工観光課長 くるみん認定制度につい

てお答えさせていただきます。 

  このくるみん認定制度については国の制度で

ございまして、次世代育成支援対策推進法とい

うのが、次代の社会を担う子供が健やかに生ま

れ育成される環境を整備するために、国・地方

公共団体・企業・国民が担う責務を明らかにす

るものとし、平成17年４月１日から施行されて

おる法律でございます。 

  この法律におきまして、常時雇用する労働者
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が101人以上の企業は、労働者の仕事と子育て

に関する一般事業主行動計画を策定し外部へ公

表、労働者へ周知するとともに、策定した旨を

都道府県労働局に届け出ることが義務づけされ

ております。100人以下の企業については努力

義務となっております。 

  ここの中の一般事業主行動計画のいわゆる達

成度に基づいて、くるみんの認定またはプラチ

ナくるみんの認定というのがございます。 

  今、議員がおっしゃったとおり、山形県にお

いては、くるみんの認定については46社、それ

からプラチナくるみんにおいては３社というこ

とで、残念ながら新庄・最上におけるくるみん

認定、プラチナくるみんの認定についてはゼロ

でございます。 

  この認定基準でございますけれども、ハード

ルが高いということで、例を申し上げますと、

男性の育児休業等の取得についてということで、

計画期間において男性労働者のうち配偶者が出

産した男性労働者に占める育児休業等を取得し

た者の割合が７％以上とか。それから、男性労

働者のうち配偶者が出産した男性労働者に占め

る育児休業等を取得した者及び育児休業等に類

似した企業独自の休暇制度を利用した者の割合

が15％以上かつ育児休業等を取得したものが１

人以上いるとかというふうなことで、そのほか

にも女性労働者の育児休業取得率75％以上とか

等々ございますけれども、なかなか新庄・最上

の企業におかれまして、今現在、働き方改革で

あったりとかいろんな部分で、当然企業の方々

もいろいろ企業努力の中で育休の取得の割合を

上げようとかということはやっておりますが、

この認定基準についてそういったパーセンテー

ジがございますので、なかなかハードルが高い

という部分でその認定がゼロだということでご

ざいます。 

  ただ、これだけ若い方々が就職する上で地元

に来ないという部分については、単純に給料が

高いということでその企業に入りたいという意

識を持つのかという部分では、逆に、そういっ

た育休制度であったりとか特別休暇であったり

とか福利厚生がきちんと整っているところに行

きたいというのが、今当然その辺がありますの

で、それぞれ企業の皆様方もそういった部分で

は、採用に当たってはそういった基準の見直し

も結構見直しをしていっている状況にあるんだ

と思います。 

  以上でございます。 

１６番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

下山准一議長 佐藤卓也君。 

１６番（佐藤卓也議員） はい、わかりました。

やはりこれは基準がちょっと高くて、なかなか

最上郡内では難しいのかなと思うんですけれど

も、もしかしたらその前にこの制度を知らなか

ったということもあるんではないでしょうか。 

  そこら辺も商工会議所がそういう情報は持っ

ているのかなと思うんですけれども、そういう

ものを利用し、慢性的な雇用不足を解消する１

個の手だてにはなるのかなと思います。 

  課長がおっしゃったとおり、これからはお金

ではなくて、やはりこういう会社に入りたい、

要はもっとＰＲする会社の努力も必要だと思う

んですけれども、やはり知らなければわからな

いでしょうし、そういう情報がもしかしたら伝

わっていないこともあるので、こういう制度も

使ってみたら就職がふえるんじゃないですかと

いう相談もできると思うんですけれども、そこ

ら辺の協力体制や商工会議所との連絡体制を強

化する必要があると思うんですけれども、そこ

ら辺もいかがでしょうか。 

荒澤精也商工観光課長 議長、荒澤精也。 

下山准一議長 商工観光課長荒澤精也君。 

荒澤精也商工観光課長 国のくるみん認定制度に

ついての周知ということでございますけれども、

実際にはやはり国のハードルが高いという部分

があって、なかなかなっていないと。 
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  ただ、その認定を受ける優遇制度という部分

においては、いわゆる企業資産に係る割り増し

償却であったりとか落札方式での加点という部

分があるわけでございますが、ただ先ほど市長

答弁の中にもあったとおり、そのハードルが高

いという部分を是正する部分では県でも、先ほ

ど答弁させていただいていると思いますけれど

も、やまがた子育て介護応援いきいき企業とい

う部分で先ほどお話ししたと思いますけれども、

そちらのほうでも落札に係る加点であったりと

か奨励金であったりとかいろんな形で支援する

という部分の県のほうがありますので、最初は

こちらのほうに企業に登録いただきながら、さ

らにそのハードルを越える部分でくるみんとい

う国の登録認定制度もございますので、そうし

た部分についてはそれぞれ商工会議所と関係機

関とも連携しながら周知していきたいと思って

おります。 

１６番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

下山准一議長 佐藤卓也君。 

１６番（佐藤卓也議員） はい、わかりました。

ぜひともよろしくお願いしたいと思います。 

  最後になりますが、今回は子育て１本に絞ら

せていただき質問をさせていただきました。そ

してまた、今回令和２年度の予算ではかなり子

育てのほうに予算を割いていただいたことに対

して、これから予算を審議するわけですけれど

も、子育てには新庄市は力いっぱい入れている

んだ、子育てしやすい環境なんだということを

しっかりアピールする必要がありますので、し

っかりとそのＰＲし、新庄市がもっとよくなっ

ていただく１つの施策をしていただきたいと思

います。 

  そして、３月をもって退職なされる職員の皆

様に再度感謝申し上げます。長い間市勢発展の

ために御尽力をいただき本当にありがとうござ

います。皆様が言われるとおり、人生は100年

時代でございますので、あと40年ございますの

で、その40年の間にもこれからも市のために御

助言をいただき、よろしくお願いしたいと思い

ます。本日はありがとうございました。 

下山准一議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午前１０時５１分 休憩 

     午前１１時００分 開議 

 

下山准一議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

髙橋富美子議員の質問 

 

 

下山准一議長 次に、髙橋富美子さん。 

   （１７番髙橋富美子議員登壇） 

１７番（髙橋富美子議員） おはようございます。

市民・公明クラブの髙橋富美子です。 

  それでは、通告に従いまして一般質問をさせ

ていただきます。 

  １点目にケアラー支援についてお伺いいたし

ます。 

  ケアラーとは、介護・看病・療育・世話、心

や体に不調のある家族への気遣いなど、ケアの

必要な家族や近親者、友人、知人などを無償で

ケアする人のことを言います。 

  ケアラーの４人に１人は老老介護や認認介護、

育児と介護、老障介護、障老介護等のケアをし

ていると言われております。また、ヤングケア

ラーが学業を諦めたり、働き盛りの方が年間約

10万人が介護を理由に退職を余儀なくされてい

る現状です。 

  そして、ケアラーの２人に１人が心の不調を

訴え、また鬱症状を訴えている方が４人に１人、

また年間介護自殺者が約300人いるとも言われ

ています。また、介護殺人、心中が10年間で約

450件も起きていると言われております。 
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  ケアラーはよりよいケアをする役割を求めら

れ、精神的に追い詰められ、社会的に孤立しが

ちです。本市におけるケアラー支援の方策につ

いてお伺いいたします。 

  また、ケアが必要な人のための法制度はあり

ますが、ケアをする人、ケアラーを支援する法

制度はまだありません。ケアラー支援条例の制

定が必要と考えますが、いかがでしょうか。 

  ２点目に乳がんグローブの配布についてお伺

いいたします。 

  がんは日本人の死因の第１位で、今や２人に

１人が罹患する時代です。特に乳がんは年々増

加をしており、女性の11人に１人が生涯のうち

に患うと言われております。また、30歳から64

歳の女性の死因のトップが乳がんで、一昨年に

は１万4,000人以上の人が亡くなっていると言

われております。 

  ピンクリボン運動やがん対策の推進によって、

かつては２割程度だった受診率は44.9％、これ

は40歳から69歳まで2016年の調査ですが、

44.9％まで上昇いたしましたが、受診率が７割

を超える欧米諸国に比べるとまだまだ低く、い

まだ多くの女性が検診を受けていないのが現状

です。 

  乳がんは自分で発見できる可能性があり、か

つ早期に発見し適切な治療を行えば９割以上が

治ると言われております。本市においては、乳

がん検診の無料クーポン券が対象者に配布され

ております。乳がんの早期発見と受診率の向上

に向け、乳がんをセルフチェックするためのグ

ローブ、手袋ですけれども、それを無料クーポ

ンとともに配布をしてはいかがでしょうか。手

袋は特殊な素材でできており、素手よりも感度

が高まるため異常を見つけやすいと言います。 

  ３点目にフレイル対策についてお伺いいたし

ます。 

  フレイルとは虚弱を意味し、加齢により筋力

や食欲が落ち、心と体の活力が低下した状態を

意味します。フレイルの状態になると、死亡率

の上昇や身体能力の低下が起きます。また、何

らかの病気にかかりやすくなったり、入院する

などストレスに弱い状態になっています。 

  例えば健常な人が風邪を引いても体のだるさ

や発熱を自覚するものの数日すれば治ります。

しかし、フレイルの状態になっていると、風邪

をこじらせて肺炎を発症したり、だるさのため

に転倒して打撲や骨折をする可能性があります。

また、入院すると環境の変化に対応できずに、

一時的に自分がどこにいるのかわからなくなっ

たり、自分の感情をコントロールできなくなる

こともあります。 

  転倒による打撲や骨折、病気による入院をき

っかけに、フレイルから寝たきりになってしま

うことがあります。フレイルの状態に家族や医

療者が早く気づき対応することができれば、フ

レイルの状態から健常に近い状態へ改善したり、

要介護状態に至る可能性を減らせる可能性があ

ると言われております。 

  フレイルに気づき対策をすることが健康寿命

を延ばすことにつながります。平均寿命と元気

に過ごすことのできる、健康上に問題なく日常

生活が送れる期間とされる健康寿命の間には、

男性で約９年、女性では約13年の差があるとい

う調査結果があります。 

  そして、高齢者におけるフレイルの発症率は

70歳では20％程度、80歳以上になると35％近く、

また75歳から一気に増加をする傾向があると言

われております。 

  厚生労働省は、2018年度からフレイル対策事

業を本格的にスタートさせているようですが、

本市におけるフレイル対策の取り組みと現状に

ついてお伺いいたします。 

  以上よろしくお願いいたします。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

下山准一議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 
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山尾順紀市長 それでは、髙橋市議の御質問にお

答えさせていただきます。 

  初めに、家族など介護者に対する支援に関す

る質問でございますが、介護保険制度において

は、要介護状態などとなった場合において、可

能な限り地域において自立した日常生活を営む

ことができるよう支援するため、地域支援事業

として定められた事業のほかに市町村が必要な

事業を行うことができるとしており、介護方法

の指導、その他の要介護被保険者を現に介護す

る者の支援のため必要な事業もその１つとなっ

ております。 

  本市では、昨年度まで家族介護者リフレッシ

ュ事業として温泉などへの日帰り旅行や家族介

護相互の情報交換会、介護方法を学ぶ講座など

を行ってまいりましたが、毎年、参加者がなか

なか集まらず、事業についての見直しが必要と

判断し、本年度からその事業については実施し

ておりません。 

  個別の介護者の悩みや負担に対応できるよう

包括支援センターが中心となって相談に応じな

がら、支援の強化を図っております。 

  現在、ケアラー支援条例の制定については考

えておりませんが、家族介護者の皆さんが必要

としている支援について改めて情報収集を行い、

身体的かつ精神的な負担軽減を図れるよう、支

援について検討してまいります。 

  次に、乳がん自己検診をするための乳がんグ

ローブの配布についてでありますが、本市にお

いても全国と同様にがんによる死亡が最も多く、

全死因の約４分の１を占めております。平成29

年のがん死亡率は人口10万人当たり363.9と、

全国299.4より比較して高い状況にあります。

このことから、がん対策については市の重要な

健康課題として、がん検診と精密検査受診率の

向上に取り組んでいるところであります。 

  平成30年度における市の乳がん検診の実施状

況は、40歳以上の全体の受診率が37.0％で、７

名に乳がんが見つかっております。そのうち40

歳から69歳までの受診率は66.8％で、国の目標

値50％を上回っております。また、無料クーポ

ン券の配布対象である41歳のクーポン券の利用

率は34.6％となっております。 

  乳がん検診で実施するエックス線撮影による

マンモグラフィーは、医師の触診では発見でき

ないごく小さなしこりなども映し出すことがで

きる精度の高い検査となっております。がんの

早期発見のためには定期的に検診をいただくこ

とが第一と考え、市では休日検診や夕方検診、

保育付検診日を設けるなど、検診を受けやすい

環境づくりに努めているところであります。 

  あわせて自己検診を習慣化することも早期発

見につながりますので、受診勧奨とともに自己

検診の普及啓発も行ってきたところです。昨年

10月の乳がん月間ピンクリボンデーにおいて、

県から提供のありました日常のバスタイムを利

用して乳がん自己チェックができる防水タイプ

のポスターを子育て中の女性に配布し、好評を

いただいております。 

  御提案いただきました乳がんをセルフチェッ

クするためのグローブの配布等も検討しながら、

今後もがん検診や予防のための普及啓発に有効

な資材などを活用し、がん対策を進めてまいり

たいと考えております。 

  次に、健康寿命を延ばすことにつながるフレ

イル対策についてでありますが、議員がおっし

ゃるとおり、健康と介護が必要な状態の中間で

ある虚弱を意味し、加齢により筋力や食欲が落

ち心と体の活力が低下した状態であると言われ

ております。 

  国では来年度から５年間のうちに、高齢者の

保健事業と介護予防の一体的実施を全ての市町

村で開始することとし、高齢者の心身の多様な

問題に対応し、疾病予防、重症化予防に加えて

社会参加を含む生活機能の改善など、フレイル

予防に着眼したきめ細かな支援を行うことが示
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されました。 

  当市におけるフレイル対策としては、高齢期

の健康づくりの一環として、地域の老人クラブ

や地域ふれあいサロンなどへの出前講座を実施

しており、今年度はこれまで32の団体やグルー

プに利用いただいております。講座では運動機

能の低下を防ぐロコモ体操の紹介、食事チェッ

クによる低栄養予防、口腔機能向上、心の健康

など介護予防、フレイル予防を目的に高齢期の

さまざまな健康課題をテーマとした内容で実施

しております。 

  今後のフレイル対策については、高齢者の通

いの場を中心に普及促進を継続しながら、保

健・介護・医療の連携体制の整備を進め、より

効果的な実施方法を検討してまいりたいと考え

ております。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

１７番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

下山准一議長 髙橋富美子さん。 

１７番（髙橋富美子議員） ありがとうございま

した。 

  それでは、再質問をさせていただきます。 

  初めに、居宅介護を受けていらっしゃる数と

世帯数についてお伺いしたいと思います。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、

青山左絵子。 

下山准一議長 成人福祉課長兼福祉事務所長青山

左絵子さん。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 居宅介

護サービスを受けている方の数でございますけ

れども、要介護認定を受けている方のうち要支

援を除いた要介護１から５の方、平成30年度末

で1,712人となっております。 

  このうち施設に入ってサービスを受けておら

れる方、介護保険の請求から出した数字ですけ

れども、特養、それから介護保険施設、それか

らグループホームを合わせた数が476名となっ

ております。 

  介護保険の施設以外での施設、有料老人ホー

ム等になりますけれども、こちらの数について

はなかなか把握するのが困難ですけれども、定

員が430名分ぐらい有料老人ホームございます

ので、そのうち最上郡からも入ってきておられ

ることを考えると300ぐらいとしますと、合わ

せて施設で介護を受けられている方が七百、八

百ぐらいになるのかなということで、残りの

900人ぐらいの方が在宅でサービスを利用しな

がら介護されているということになるかと思い

ます。 

１７番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

下山准一議長 髙橋富美子さん。 

１７番（髙橋富美子議員） 今、大体900名ぐら

いの方が在宅ということでよろしいんでしょう

か。ええ。そうしますと、この900名に対して

世帯数はどのくらいになっているんでしょうか。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、

青山左絵子。 

下山准一議長 成人福祉課長兼福祉事務所長青山

左絵子さん。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 介護保

険の被保険者数ということで人数という捉え方

しかできませんので、世帯数というのはちょっ

と把握できておりません。 

１７番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

下山准一議長 髙橋富美子さん。 

１７番（髙橋富美子議員） なぜ世帯数かと申し

ますと、これは実際にサービスを受けている方、

世帯の中で１人だけということはないと思うの

で、世帯を見たときにその受給者数の比較をし

て、世帯で１人、２人と複数の方を介護されて

いる人がいるんじゃないかなと思って質問した

ところでした。 

  いろいろ、先ほどの市長の答弁でさまざまな

介護をされている方に対する施策が行われてお

りまして、オレンジカフェでありますけれども、

こちらはやはり認知症の家族の方の情報交換の
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場と捉えているわけですけれども、認知症だけ

ではなくて、さまざまな障害をお持ちの方がた

くさんおられます。なので、オレンジカフェと

はまた違った、そういう交流の場が何カ所かあ

りましたら教えていただきたいと思います。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、

青山左絵子。 

下山准一議長 成人福祉課長兼福祉事務所長青山

左絵子さん。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 介護の

相談につきましては、基本的には介護サービス

を利用しておられるということはケアマネジャ

ーがついております。ケアマネジャーのほうに

相談いただくということが基本でございますけ

れども、そのほかにも介護保険の事業所で事業

所独自に相談会をなさっているところもござい

ます。 

  そういった制度の中での相談体制というより

も、むしろ身近なところで気軽に雑談の中でも

介護の苦労などを話せる、そういった支えてく

れるような話し相手になるような人が近くにい

ることが一番の支えになるのかなと思っており

ます。 

１７番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

下山准一議長 髙橋富美子さん。 

１７番（髙橋富美子議員） もちろんサービスを

使って、本当にケアマネジャーは親身になって

くれておりまして、いろんなやっぱり知識も豊

富ですし、本当に悩みがあったらこちらに相談

したり、さまざま助言はしてくれます。 

  しかし、介護をされている方で、昨年でした

か、福井県で１人で３人の介護をしていた方が

もう介護疲れなのか、３人を殺害してしまった

という痛ましい事件がありました。もう大変だ

という思いを自分から発せないでいられる方も

中にいるのではないかなと考えております。そ

ういった人に対しての手だては本市ではどのよ

うにされておりますか。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、

青山左絵子。 

下山准一議長 成人福祉課長兼福祉事務所長青山

左絵子さん。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 大変な

状況を話せないまま自分で抱え込んでいる方も

いらっしゃるかと思います。民生委員を中心に

そういった御家庭がないかということで見守り

活動をしていただいているところでございます

けれども、民生委員はあくまでつなぎ役という

ことで、もしそういった御家庭があれば市のほ

うにその情報をいただきまして、時々緊急を要

する場合も、虐待案件などでございますが、そ

ういった場合は急遽対応することもございます

し、あと、緊急を要さない場合でも、この先の

長いかかわりが続くように慎重に支援に入って

いくというような形で個別に対応しているとこ

ろです。 

１７番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

下山准一議長 髙橋富美子さん。 

１７番（髙橋富美子議員） あと、家族にケアを

要する人がいる場合に、大人が担うようなケア

を引き受け、家事や家族の世話、介護、感情面

のサポートを行っている18歳未満の子供たちを

ヤングケアラーというそうです。 

  小学生ケアラー、中学生ケアラーの実態調査

が、藤沢市内で全ての公立小学校・中学校・特

別支援学校の教員を対象に実施されたと聞いて

おります。その中で約２人に１人の教員がケア

を担う子供に出会っているとの回答がありまし

た。また、高校生におけるヤングケアラーの実

態調査、これは大阪府のものでしたが、公立高

校で調査が行われ、高校生のうち20人に１人は

家族をケアしているとの回答がありました。 

  そこで、ヤングケアラーの実態については何

か把握されていますでしょうか。 

髙橋昭一学校教育課長 議長、髙橋昭一。 

下山准一議長 学校教育課長髙橋昭一君。 
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髙橋昭一学校教育課長 今、ヤングケアラーとい

うお話でございましたが、小学校・中学校にい

る児童・生徒が、家族にケアを要する人がいら

っしゃって、大人が担うべきケアを引き受けて

世話をしているというそういう事案があればと

いうお話でございましたが、今、家庭環境にお

いてケアそのものを主とした理由で不調を訴え

たり学校に行かなくなったりしている児童・生

徒は現在はおりません。 

  しかし、小さい子の面倒とか、これは保護者

の方の環境ともかかわるんですけれども、登校

も含めて生活リズム等に課題がある事案はござ

います。過去も含めて複数ございましたが、保

護者の方が行動に起こすことができない事案等

については、関係する課と連携しましてケース

会議を行ったり、それから見守りを続けている

ところであります。 

  教育委員会では、今後ももしそういう事案が

あれば、情報をいただきながら子供たちに寄り

添って生活が落ち着くように支援してまいりた

いと思います。 

１７番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

下山准一議長 髙橋富美子さん。 

１７番（髙橋富美子議員） そんなに多くはない

というふうな回答だったと思います。これから

よろしくお願いしたいと思います。 

  ここで、日本ケアラー連盟というところがあ

るんですけれども、その中で、そのヤングケア

ラーの方の声が寄せられておりました。 

  僕は祖母の介護と引きかえに、友達、学業、

仕事、そして時間を失った。本当は自分を理解

してくれる人が欲しかった。誰か助けてと叫び

たかった。みとった後、周りからは「おばあち

ゃんは孫に介護してもらって幸せだったね」と

言われましたが、僕が本当に欲しかったのは僕

と祖母の幸せが両立できる生活だったと思う。

この方は10代から20代の後半までおばあちゃん

を介護したヤングケアラーの声でした。 

  このような誰か助けてと言ったときに、周り

にやはり受けとめてくれる人がいるということ

が本当に大事だなと思います。 

  あと、育児や介護を同時に担うダブルケアラ

ーは何を負担に感じているのかという2017年の

民間の調査がありました。精神的・体力的にき

つかったり、子供や親の世話を十分にできない

ことのストレス、経済的負担などあらゆる面で

悩みを抱えていることがわかります。女性の就

業率が上昇し働きながらのダブルケアも多いこ

とから、両立困難になるリスクが高まり、離職

やそれによる生活困窮が懸念されます。ダブル

ケアラーの状況、またニーズ調査についての考

えはいかがでしょうか。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、

青山左絵子。 

下山准一議長 成人福祉課長兼福祉事務所長青山

左絵子さん。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 今の議

員のお話の中で、ダブルケアということでさま

ざまな分野にわたる、高齢だけではなく、子供

の部分、それから母子家庭など、障害者のケア

と重なることもあるかと思います。 

  そういった広い分野にかかわることというこ

とで、ニーズ調査については今のところは考え

ておりませんけれども、現在の令和２年度に策

定する地域保健福祉計画の中で検討して、そこ

では分野ごとではなくて、広くわたる共通した

課題ということについても計画の中で取り上げ

ることになっております。その中でダブルケア、

それからヤングケアラーといったことに注目し

ながら取り上げてまいりたいと思います。 

１７番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

下山准一議長 髙橋富美子さん。 

１７番（髙橋富美子議員） よろしくお願いした

いと思います。 

  高齢者の介護のアンケート調査が届いており

まして、中身を見て感じたんですが、介護をさ
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れる側の方の要望であったりさまざまあって、

最後に介護をしている方の介護についての悩み

とかそういった「どんなことに悩んでいます

か」という欄は確かにあったんですけれども、

精神的な面とかそういう介護をしている方の悩

みとかという欄がなかったように思えて、下の

ほうにでもいいですので、何かちょっと括弧書

きで「何か悩んでいることありませんか」みた

いなことが添えられていただけたらよかったの

かなと思いました。 

  そしてまた、そういった悩みに対してはいつ

でも相談を受け付けますよということを、ちょ

っと一言でもいいですから、その中にあればよ

かったのかなと感じておりました。今後、もし

そういった調査があったときには、ぜひお願い

したいと思います。 

  今、いろいろお聞きしまして、先ほど企業の

ほうで子育て・介護のワークライフバランスと

いうことで、企業に関してはいろいろ取り組み

も始まっているようでありますけれども、勤め

ていらっしゃらない方も多数いらっしゃるわけ

で、これからはやっぱり地域包括支援センター

とそれから子育て世代の包括支援センターが連

携することが必要だと思いますが、その点、よ

ろしくお願いします。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、

青山左絵子。 

下山准一議長 成人福祉課長兼福祉事務所長青山

左絵子さん。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 包括セ

ンターという名称のところ、子育てから介護に

当たるところ、それから支援する相談窓口とし

ましては、自立生活支援センターなどもござい

ます。それらの相談窓口、共通した課題という

ことで連携して取り組んでまいりたいと思いま

す。 

１７番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

下山准一議長 髙橋富美子さん。 

１７番（髙橋富美子議員） はい、ありがとうご

ざいました。 

  続いて、乳がん検診の先ほど受診率も66％と

いうことで、大分上がってきているんだなと思

いましたけれども、今後、さらなる受診率の向

上に向けて新たな取り組み等があればお願いし

たいと思います。 

亀井博人健康課長 議長、亀井博人。 

下山准一議長 健康課長亀井博人君。 

亀井博人健康課長 新たな取り組みということで

すけれども、髙橋議員のほうから乳がんグロー

ブの配布ということで新たな提案をいただいて

おります。これまでこういった取り組みを新庄

市ではしてきておりませんので、この乳がんグ

ローブの採用につきまして検討を進めてまいり

たいと思います。 

  また、これまで同様に電話によるお願いやは

がきによるお願い等を組み合わせまして、受診

率が高まるように努力をしていきたいと思って

おります。よろしくお願いします。 

１７番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

下山准一議長 髙橋富美子さん。 

１７番（髙橋富美子議員） ぜひよろしくお願い

したいと思います。 

  先ほど、セルフチェックということで、県の

ほうからいただいたチェックシートを渡された

ということですけれども、これは本当にいいも

のだと思いますので、ぜひもっと多くの人に普

及していけたらいいかなと思うんですが、いか

がですか。 

亀井博人健康課長 議長、亀井博人。 

下山准一議長 健康課長亀井博人君。 

亀井博人健康課長 検診になかなか来ていただけ

ない方も現実にいらっしゃいますので、セルフ

チェックするためのグローブであったり、さま

ざまなものがあると思いますので、そういった

ものを活用して、どれがより有効かということ

はありますけれども、検討を進めてまいりたい
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と思います。よろしくお願いします。 

１７番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

下山准一議長 髙橋富美子さん。 

１７番（髙橋富美子議員） はい、今後ともよろ

しくお願いします。 

  最後に、フレイル対策について再質問させて

いただきます。先ほど地域ふれあいサロンのこ

とが答弁されましたけれども、町内会組織は

200ぐらいあると思うのですが、その中の限ら

れた地区でしかサロンというのは行われており

ませんけれども、今後のそういった取り組みと、

それから課題等について再度お伺いしたいと思

います。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、

青山左絵子。 

下山准一議長 成人福祉課長兼福祉事務所長青山

左絵子さん。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 地域ふ

れあいサロンは年々、わずかずつですけれども

増加傾向にございます。その中心となって活動

していただく方の育成ということがやはり一番

必要なのではないかと感じているところであり

まして、各地区に置いております健康福祉推進

員の方にできればその中心的な役割を担ってい

ただきたいなということで、研修会などを開催

しているところでございます。 

  一方、課題としましては、やはりその中心と

なっている方が高齢などによって次に受け渡す

ときに、なかなか次に引き受けてくれる人がい

ないというようなことで、サロンそのものが縮

小していったり衰退してしまうことが課題とな

っているかと思います。 

１７番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

下山准一議長 髙橋富美子さん。 

１７番（髙橋富美子議員） やはり後継者の育成

ということが大事なのかなと思います。 

  先日、日新学区の婦人会の皆さんと学区内の

議員との意見交換会がありました。その中で高

齢者のための居場所づくりの御提案がありまし

たが、これはいつでも気軽に入れて運動したり

カラオケをしたりお茶飲みをしながら談笑をし

たりとか、これはやはりフレイル予防につなが

る場所になるのかなと思っているんですけれど

も、先ほど課長からもありましたけれども、こ

ういった居場所づくり、もっともっと取り組み

をしていただきたいと思うんですが、再度お願

いしたいと思います。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、

青山左絵子。 

下山准一議長 成人福祉課長兼福祉事務所長青山

左絵子さん。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 社会福

祉協議会のほうでサロンごとの取りまとめを行

っているところですけれども、その中でサロン

同士の交流ということで、どんな活動をしてい

るかという情報交換なども行っておりまして、

そういう中からそれぞれやってみたいなという

ようなものをお互い情報提供してもらうという

ことで、広がりを持たせていきたいと思ってお

ります。 

１７番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

下山准一議長 髙橋富美子さん。 

１７番（髙橋富美子議員） はい、わかりました。 

  あと、高齢者ボランティアポイント制度とい

うのがあるんですけれども、そちらのほうの現

在の登録者数と活動内容についてお伺いしたい

と思います。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、

青山左絵子。 

下山准一議長 成人福祉課長兼福祉事務所長青山

左絵子さん。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 登録者

数につきましては、ちょっと今手元に詳しい資

料がございませんのでお答えできませんけれど

も、活動内容につきまして、高齢者の施設を中

心に限定的な活動ということでしたけれども、
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それからもう少し広がりをということで、認知

症カフェの運営のお手伝いにもポイントがつく

ような形ということで、一歩進めているところ

です。 

１７番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

下山准一議長 髙橋富美子さん。 

１７番（髙橋富美子議員） はい、わかりました。

ありがとうございます。 

  フレイルについてはまだまだこの名前自体が、

中身はわかると思うんですけれども、フレイル

とは何だろうということがあると思うので、ぜ

ひ周知徹底をよろしくお願いしたいと思います。 

  きのう、市長の施政方針に、「もう誰ひとり

取り残さない持続可能で多様性と包摂性のある

社会の実現に向けてＳＤＧｓに取り組み、新し

い時代の流れを力にしようとしております。本

市におきましてもこれからの取り組みを踏まえ

た政策の検討を行う１年としてまいりたい」と

このようにありました。 

  ＳＤＧｓの17の目標のうちＳＤＧｓの３番目

に「全ての人に健康と福祉を」とあります。本

市においては平成６年に健康・福祉都市宣言を

しております。どこよりも健康・福祉に関して

は新庄が一番と誇れる政策の実現に期待をし、

一般質問を終わります。ありがとうございまし

た。 

  最後になりますが、この３月で任期満了で退

任されます副市長を初め、退職をされる職員の

皆様、長い間大変お疲れさまでした。今後とも

新庄のためにお力添えをよろしくお願いいたし

ます。ありがとうございました。 

下山准一議長 ただいまから１時まで休憩いたし

ます。 

 

     午前１１時３６分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

下山准一議長 休憩を解いて再開いたします。 

  上下水道課長のかわりに上下水道課下水道業

務普及・整備室長井上利夫君が出席しておりま

すので、よろしくお願いいたします。 

 

 

佐藤悦子議員の質問 

 

 

下山准一議長 次に、佐藤悦子さん。 

   （１番佐藤悦子議員登壇） 

１ 番（佐藤悦子議員） 日本共産党を代表して、

一般質問を申し上げます。 

  10月に消費税が増税されました。消費税導入

から32年になりますが、延べ国民から424兆円

吸い上げました。その間、法人税の減収額は

306兆円、所得税、住民税の減収額は280兆円で

す。そして、国債の残高はこの32年間で約５倍

にふえ、過去最高額を更新し続けております。 

  消費税が社会保障のためではなく、大金持ち

の減税、大企業の減税、大型公共事業のばらま

き、大軍拡に消えていったということです。 

  積年の野望であった消費税10％増税を行った

自公政権が、社会保障費の抑制に向けて、全世

代への負担増攻撃を打ち出しました。それは全

世代型社会保障と名づけられ、全世代への社会

保障の改悪です。社会保障のためではない消費

税増税であったということが明らかになってい

ます。 

  この新庄市への影響、市民の暮らしについて

市の考えを伺いたいと思います。 

  ①として、マクロ経済スライドという年金政

策によって、2046年には基礎年金水準が３割減

となり、給付額は延べ７兆円減ると言われてお

ります。現在、満額で６万5,000円の年金が、

今の三十七、八歳の方は同じ金額の保険料を掛

けても月４万円までの年金しかもらえないとい

う状態になります。被害を最も受けるのが若者

世代ではないでしょうか。市としてこれに対し



- 134 - 

何らかの対策を打つべきではないでしょうか。 

  ②として、県の医療計画・地域医療構想で県

立新庄病院の入院ベッド数を減らされておりま

す。2019年10月末388床だったのに現在343床へ

減らされました。令和５年に新しい県立病院に

なりますが、そのときは325床へと減らす計画

となっています。 

  去年、市民のある方は、肺炎で高熱が出た高

齢者でしたが、ベッドがないから入院させられ

ないとお医者さんに言われた人がおりました。

大変困ったそうです。市は地域医療充実のため

にどう取り組んでいるのでしょうか。病床削減

をやめ、医師の抜本的な増員、診療報酬の大幅

な引き上げこそが必要ではないでしょうか。 

  また、75歳以上に対する窓口負担２割という

負担増は、受診抑制、健康格差を深刻にし、重

症化による給付費増大を招くのではないでしょ

うか。市として何らかの対策を打つべきではな

いかと思いますが、いかがでしょうか。 

  ③として、介護施設に入所する月収10万円か

ら12万9,000円の方々の食費負担を月２万円引

き上げるという計画が打ち出されております。

高齢者への負担増は高齢者の命と暮らしを破壊

するとともに、現役世代の負担増となり、介護

離職に拍車をかけることになるのではないでし

ょうか。 

  また、市の特養ホームの待機者の現状と解消

対策はどうでしょうか。 

  ④として、国民健康保険に対して自治体独自

の法定外繰り入れに、新たな罰則が2020年度か

ら導入されるとのことです。そして、国民健康

保険税の値上げを迫ろうとしております。 

  しかし、国保法77条、地方税法717条に基づ

く減免のための繰り入れは、削減解消しなくて

もよい法定外の繰り入れとして扱われておりま

す。子供の均等割の減免、子供の数の多い世帯、

ひとり親世帯、障害児や障害者のいる世帯、ま

た所得が生活保護基準を下回る世帯などは、特

別の事情として市独自の減免が適用できるので

はないでしょうか。 

  また、国民健康保険の資格証や短期保険証の

発行はやめるべきではないでしょうか。ある市

民は「腰が痛くて痛くて」と言いながら働いて

おりました。「医者に行ったら」と言ったら

「お金がないから行けない。救急車でも運ばれ

てからだ」みたいな話をしておりました。これ

はまさに受診抑制、重症化する市民が目の前に

いるということで私は震える思いがしましたが、

そういうことがないようにすべきではないかと

思うのです。発行をやめるといった市も出てお

ります。 

  ⑤として、保育について公定価格の引き下げ、

予算の削減を行う国の動きがありますが、現場

では「今でもぎりぎりだ、下げられたら運営は

困難になり、保育所不足や待機児童問題は深刻

化されかねない」という声が上がっています。

市内の保育施設への影響をどうお考えでしょう

か。 

  大きな２つ目の質問です。 

  2019年12月４日、過労死がふえる、先生を続

けられなくなるなどの強い反対の声を押し切っ

て、安倍政権は、公立学校の教員に１年単位の

変形労働時間制を導入可能とする法案を強行成

立させました。 

  １日８時間労働の原則を崩し、繁忙期の忙し

い時期の所定労働時間を最大１日10時間まで延

ばし、閑散期、公立学校では夏休みのまとめ取

り、具体的には５日間程度の休みが想定されて

おりますが、こういうふうにできるようにとい

うような制度です。 

  しかし、制度は完全選択制です。市や学校が

導入するかどうか、いずれも自由です。各学校

で導入するか毎年度決めることにもなります。

教員の過労死がふえる変形労働時間制は市も学

校も選択してはならないと考えます。 

  そこで①ですが、子供の不登校は全国で13万
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人とふえています。学習嫌いの子もふえていま

す。本市ではどうでしょうか。 

  ②として、夏の休日まとめ取りは、変形労働

制を導入しなくても可能ではないでしょうか。

例えば行政研修や部活動の各種大会などの夏の

業務を大幅に削減し、業務のない期間を設け、

教員が実際に夏休みをとれる条件をつくる。ま

た、休日出勤や超過勤務に対する代休保障を厳

格に行って、年休取得とあわせてまとまった休

みをとれるようにするなどでできるのではない

でしょうか。 

  ③として、国のガイドライン（残業月45時間、

年365時間以下遵守）が、変形労働時間制の導

入の条件となっています。本市の教員はガイド

ライン以下であると確認されることが導入の前

提ではないかと考えますが、どうでしょうか。 

  ④として、勤務時間管理が不正確では、導入

はできないとされています。勤務時間の虚偽の

報告は懲戒処分ともなり得ると言われています。

管理職と事務職員に相当な負担増と困難が生じ

るのではないでしょうか。 

  大きな３つ目の質問は、少子化対策について

です。 

  ①として、合計特殊出生率が全国平均及び県

平均を下回り、新庄市は2017年は1.36だったと

いうことが公表されました。低賃金、不安定雇

用で安心して子を産めない雇用状況になってい

ることが最大の原因ではないでしょうか。 

  ②として、学校給食費の無償化、高校までの

子供の医療費の無料化、給付型、返す必要のな

い奨学金制度の充実を進めるべきではないかと

考えますが、いかがでしょうか。 

  ③として、子供の健康のために有機農業を支

援し、学校給食、保育給食に利用拡大を図るこ

とで子供の健康を守るということが大事だと思

いますが、どうでしょうか。 

  以上。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

下山准一議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、佐藤市議の御質問にお

答えさせていただきます。 

  公的年金制度は、現在の現役世代が納めてい

る保険料によって年金受給者に年金が支給され

る、世代と世代の支え合いにより運営されてお

ります。国におきましては、公的年金制度の長

期的・安定的な運営のため、給付と負担のバラ

ンスを保ち将来の年金水準の確保につなげるた

め、賃金・物価の上昇による年金の改定率を調

整して緩やかに年金の給付水準を保つ仕組みを

導入しております。 

  市民課で担当しております国民年金事務につ

きましては、法定受託事務でありますので、制

度の枠組みにつきましては国で決定されるもの

と考えております。 

  全国市長会では、持続可能で安心できる年金

制度の構築を図ることを盛り込んだ提言を国に

提出し、その実現方について要請しております。

今後も年金制度改正に適正に対応してまいりま

す。 

  次に、地域医療対策についてでありますが、

最上地域の医療のあり方については、平成30年

３月に策定されました第７次山形県保健医療計

画が示され、最上２次医療圏では、基幹病院で

ある県立新庄病院の地域救命救急の機能強化な

どの医療提供体制、疾病対策、在宅医療の推進

に取り組むこととされております。また、団塊

の世代が75歳以上の後期高齢者となる2025年を

見据えた山形県地域医療構想に基づき、最上構

想地区においても病床機能の再編が進められて

おります。 

  本市における地域医療対策については、新庄

市夜間休日診療所の運営や最上地域保健医療対

策協議会において事業を行っております。対策

協議会の事業としては、医学生研修会、地元出

身看護学生の研修会、地元出身医師への情報発
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信など医療従事者確保対策事業、小中学生及び

高校生を対象に看護師等が学校に出向き、将来

医療職を選択していただくよう動機づけ学習会

などを行っております。 

  75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度

関連では、現役並みの所得者以外の自己負担１

割の所得階層を対象に、新たに自己負担２割を

導入しようとする議論が厚生労働省の社会保障

審議会医療保険部会で本格化しています。 

  これに先立ち、政府の全世代型社会保障検討

会議では、昨年12月にまとめた中間報告の中で、

後期高齢者の自己負担割合について一定所得以

上の方を２割とするとしました。後期高齢者へ

の２割負担導入の議論は、この一定所得をどこ

で区切るかが最大の焦点になると思われます。 

  国では、団塊の世代が75歳以上になる令和４

年度までに改革を実施する方向です。ことしの

夏ごろに改定案が示される予定ですので、当面

は情報収集を進めていきたいと考えております。 

  今後とも市民の皆様が安心して暮らすことが

できるよう、地域医療の体制整備が図られるよ

う、医療制度の動向等を注視し、保健医療の充

実に努めてまいります。 

  次に、介護保険に関する質問でございます。 

  介護保険制度については平成12年の創設から

19年が経過し、これまで社会情勢の変化に応じ

て国では必要な改正を行ってまいりました。 

  今般、社会保障審議会介護保険部会より令和

３年度からの見直し案として、特別養護老人ホ

ーム等の介護保険３施設を利用した場合の食費

などについての自己負担に関して、市民税非課

税世帯の負担軽減区分を細分化するとの意見が

示されました。新たに本人年金収入が年間120

万円以上の方の区分を設け、軽減されていない

方の自己負担額との差額のおおむね２分の１を

限度額に上乗せするというものであります。 

  在宅で生活している方や保険料を負担してい

る方との公平性や能力に応じた負担という観点

からの見直し案であり、給付と負担のバランス

を図りつつ、制度の持続性を高めていくために

必要な検討であると考えております。今後正式

に改正された場合には、該当の方に対する丁寧

な周知広報に努めてまいります。 

  特別養護老人ホームの待機状況については、

平成31年４月現在の調査において、待機者数82

人で、平成29年６月調査時の待機者数124人か

ら減少しております。また、60床の受け入れに

とどまっていた特別養護老人ホームにおいて、

昨年末より全80床の受け入れに向け入所を進め

ていると聞いておりますので、さらに待機者の

数の減少につながっているものと考えておりま

す。今後も介護サービスの現状を把握しながら、

地域のニーズに基づいたサービスや支援制度の

あり方について検討してまいります。 

  次に、国民健康保険税について、一般会計か

らの繰り入れ罰則と独自の減免制度に関する御

質問でありますが、一般会計からの法定外繰り

入れする場合は、収入不足に伴う決算補塡目的

のもの、保険者の政策によるもの、過年度の赤

字によるものがありますが、国ではこれらは全

て解消すべきものとしており、保険者努力支援

制度における評価指標においてマイナスの評価

を受けることとなります。 

  地方税法第717条による減免は、納税義務者

の担税力が著しく低下した場合適用されるもの

です。市独自の一般会計からの繰り入れを財源

とする減免措置は、保険者の政策によるものに

該当しますので一定の罰則を受けることになり

ます。 

  現在、本市を初め、県内市町村では、一般会

計からの繰り入れは行わずに運営いたしており

ます。また、制度として独自減免を行うために

は本市の国民健康保険運営協議会に諮る必要が

あり、運営主体である山形県国民健康保険運営

方針を踏まえる必要もあります。 

  本市といたしましては、今後も子供の均等割
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の軽減について、山形県市長会や全国市長会で

減免制度に係る要望を実施しつつ、令和３年度

からの税率改正を御審議いただくために、令和

２年度に国民健康保険運営協議会で議論する予

定としております。 

  国民健康保険税の滞納者を対象とする資格証

明書や短期被保険者証の発行については、被保

険者間の公平な税負担や国保財政健全化の観点

に基づいて実施しております。安心して医療を

受けるために必要な通常の被保険者証を１人で

も多くの方にお渡しすることができるように、

まずは納税相談など滞納解消に向けた取り組み

を充実させていきたいと考えております。 

  次に、平成27年度からスタートしております

子ども・子育て支援新制度では、施設型給付及

び地域型保育給付を創設し、市の確認を受けた

施設に対して財政支援を保証しているところで

あり、その基本構造は内閣総理大臣が定める基

準により算定した費用の額、いわゆる公定価格

から利用者負担額を控除した額となっておりま

す。 

  国の令和２年度当初予算案における公定価格

改定の概要によれば、大きな変更点としては、

栄養管理加算の拡充及び給食実施加算の拡充及

び見直し、施設関係者評価加算の拡充が上げら

れております。 

  また、公定価格の引き下げについて現時点で

把握していることは、土曜日の開所を行ってい

ない施設の閉所日数に応じた減算の仕組みにつ

いてですが、市内保育施設においては土曜日も

開所していることから問題はないと考えており

ます。 

  国の令和２年度予算案としましては、令和元

年度から2,310億円の増額となっておりますの

で、来年度についても教育・保育施設が円滑に

運営できるよう適切な給付に努めてまいります。 

  次、教員の労働時間及び少子化対策に係る給

付型奨学金制度、学校給食への御質問につきま

しては、教育長より答弁させますのでよろしく

お願いいたします。 

  合計特殊出生率は人口統計上の指標で、１人

の女性が出産可能とされる15歳から49歳までに

産む子供の数の平均を示すものでございます。

平成29年度当市の合計特殊出生率につきまして

は1.36となって、議員おっしゃるとおり、国の

1.42、山形県の1.45を下回る結果となっており

ます。 

  少子化の背景として、高学歴化など社会進出

の増加に伴う晩婚化、晩産化が進行しており、

また、近年では結婚に対する意識の変化なども

あり、未婚化も増加傾向にございます。 

  御指摘のありました不安定な雇用状況も１つ

の原因であるとは認識しておりますので、市と

いたしましても、子育て応援企業支援事業の推

進と安心して出産・子育てできる環境の整備に

向けた支援を行ってまいります。 

  また、高校までの医療費無料化についてお答

えさせていただきます。 

  市の子育て支援医療につきましては、平成26

年12月診療分から中学３年生までの医療費を完

全無料化としております。小学４年生以上の外

来診療に対する医療費助成については県の医療

給付事業の補助対象とならないため、全額市の

財源から支出となっております。 

  今年度県内では13市のうち４市、22町村のう

ち14町村が高校生までを対象として無料化して

おりますが、子育て医療支援の基本は県の制度

であり、県に対する制度拡充の要請を行ってお

ります。現時点では市独自でさらなる年齢拡大

の考えはございませんが、今後も県の制度の動

向を注視するとともに、他の子育て支援施策と

のバランスを考慮した上で判断してまいりたい

と考えております。 

  最後に、公立保育所では食材の発注に当たり

国産品の購入を心がけており、その中でも入手

できるものはできるだけ地元産を納入していた
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だくよう給食材料納入業者に依頼し、新庄産の

畑なすなど地元産の野菜を使用した献立を提供

しております。 

  給食材料納入業者は市内の小売店がほとんど

でありますが、有機農法での野菜、米、小麦な

どは生産農家が大変少なく生産量も少ないため、

仕入れ先もなく入手しにくい状況であります。

安定した量を安定した価格で提供していただく

ことができるか不安な面があり、なかなか導入

が困難と考えております。今後においても引き

続き食材の発注については国産品、地元産の食

材調達を心がけ、安全・安心な給食を提供して

まいりたいと思っております。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

高野 博教育長 議長、高野 博。 

下山准一議長 教育長高野 博君。 

高野 博教育長 それでは、教員の労働時間など

についてお答えいたします。 

  初めに、本市の不登校につきましてはこの７

年間を見ますとほぼ30名前後で横ばいとなって

おります。欠席が30日に満たない不登校傾向の

子供はややふえております。不登校の理由は、

学習に関すること、家庭の状況、人間関係、部

活動など、またこれらの複合的な理由であり、

多岐にわたっております。 

  夏休みにつきましては、昨年度より８月に学

校閉庁日を設けるなど休みを取りやすい環境づ

くりに努めてきているところです。 

  次に、変形労働時間制は、１カ月を超え１年

以内の期間を平均して１週間当たりの労働時間

が40時間を超えないことを条件として、業務の

繁閑に応じ労働時間を配分することを認める制

度でございます。 

  教育委員会としましては、来年度の教員の勤

務状況とメリットやデメリットについて情報を

収集し、導入について総合的に検討してまいり

ます。 

  山形県また山形県公立学校における働き方改

革令和２年度の重点取り組みを参考にしながら、

国のガイドラインである超過勤務時間を月40時

間、年365時間以下になるよう研究してまいり

ます。 

  次に、勤務時間の管理につきましては、現在

は各自が出退校時間をパソコンに入力したもの

を校長が取りまとめ、教育委員会へ提出してお

ります。超過時間については、業務内容、自己

啓発時間、年休取得時間等を含めて虚偽の報告

はないものとして捉えております。今後も業務

内容を見直し、児童生徒と向き合う時間をつく

るとともに、教員の健康を守るため超過勤務時

間を減らしていくよう努めてまいります。 

  次に、学校給食費の無償化を進めるべきでは

ないかという質問にお答えいたします。 

  学校給食費につきましては、本市の子育て支

援充実策の１つとして、その支援のあり方につ

いてこれまで研究を進めてきたところでござい

ます。 

  ここ数年来の物価状況や消費税率が10％に引

き上げられた影響により、米、牛乳の基本物資

を含む材料費の値上げが続いており、これらを

受け適正な給食費の金額について昨年度から協

議を進めてまいりました。各校においては献立

や食材の仕入れの工夫などで工面いただいてお

りましたが、このような対応にも限界があるこ

とから、値上げせざるを得ないという結果にな

りました。 

  値上げとなれば、受益者である保護者の負担

に直結することになり、その負担は少なくあり

ません。これらの状況から、学校教育にかかわ

る保護者の負担を軽減することで子育て支援の

充実を図りたいと考えており、新年度予算に給

食費の一部を助成するための予算について計上

させていただいておりますので、御理解賜りま

すようお願いいたします。 

  続いて、給食で有機農産物を利用してはどう

かという質問にお答えいたします。 
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  学校給食の食材には安全で安心なものを供給

するようにしており、主食である米飯及びパン

については学校給食会に委託しております。パ

ンの原料である輸入小麦粉については食品衛生

法に基づいて残留農薬基準が定められており、

米については管轄のＪＡ基準要領を満たした安

全なものを使用しております。また、野菜など

についても地産地消推進の観点から、できるだ

け地元で育ったものを地元の小売店などから購

入しております。 

  給食費は保護者より負担いただいております

が、年々物価の上昇などで、一般的な作物より

高価である有機農作物を購入する費用を捻出す

ることは難しい状況です。また、学校給食の食

材は大量かつ確実に納入することが必要である

ことから、現時点での利用予定はございません。 

  最後に、給付型奨学金制度の拡充についてお

答えいたします。 

  本市では、平成24年度より理工系、看護師系、

保育士系の学生の地元定着を狙いとし、卒業後

６カ月以内に市内の事業所に就職した場合に返

還金の半額を免除することとなるふるさと創生

人材確保事業を最上育英会との連携により実施

し、平成28年度からは県と市がそれぞれ２分の

１ずつ出捐して県が基金を造成し、卒業後６カ

月以内に県内に居住して助成対象分野に就業し、

かつ３年以上継続して居住し就業した場合に、

奨学金の返還の助成を行う、山形県若者定着奨

学金返還支援事業を県との連携により始めてお

ります。 

  また、平成29年度より、最上８市町村の協定

締結により、看護師の地元定着を狙いとし、卒

業後10年間のうち５年間最上地域に居住し、最

上地域の医療機関等に看護師として就業した場

合に返還金を全額免除することとなる看護師育

成最上地域就学資金制度を実施しております。 

  このように貸与型ではありますが、条件によ

っては全額給付型もしくは一部給付型と同じ扱

いとなる事業や、奨学金返還の一部を支援する

ことによって一部給付型と同等の効果となる事

業を実施することにより、次世代を担う若者の

地元定着を目的とした奨学金制度の充実・拡充

を図ってまいりましたが、このうち看護師育成

就学資金制度においては令和２年度に対象人数

を１名増加していく予定としております。 

  これらの奨学金に関する事務事業は、将来有

望な人材を育成する上で欠かせない制度、事業

であることから、今後とも本市関係各課や関係

機関などと連携しながら進めてまいりたいと考

えております。 

  以上であります。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 一歩前進のお答えもあ

りまして、ありがたく思っています。再質問い

たします。 

  最初に、有機農業を支援し、学校給食・保育

給食に利用拡大を図ることはどうかということ

についてですが、教育長のお答えの中で、パン

輸入小麦、残留基準はクリアというような答え

がありました。 

  給食に使うパンについてですが、グリホサー

トという農薬があるんです。これは前はアメリ

カのモンサント社、これを今ドイツのバイエル

ンとかという会社が買収したそうで、会社名が

今度変わってきておりますが、この農薬が人に

発がん性を与えるという農薬、除草剤です。 

  実は、アメリカ、カナダから日本は小麦を

500万トンから600万トン輸入しております。農

水省の検査で小麦に残留しているグリホサート

の検出率が、アメリカ産で98％、カナダ産で

100％検出されています。 

  農民連という団体も食品分析センターという

のを持って小麦を検査しました。国産小麦のパ

ンはグリホサートは検出されませんでした。し

かし、輸入小麦を使用した食パンからは0.05ｐ
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ｐｍから0.08ｐｐｍ検出されております。感受

性の強い子供が食べて大丈夫なのでしょうか。 

  日本の輸入穀物の基準が緩和されております。

グリホサートの残留基準を、2017年12月15日か

ら100倍以上、小麦６倍、トウモロコシ５倍、

ソバ150倍というふうに緩和しています。そう

いう意味で、緩和した残留基準でオーケーだと

捉えたのかもしれませんが、学校給食というの

で子供に与える影響を考えますと、輸入小麦の

パンはやめるべきだと思います。それは国会の

場においても農林水産大臣は「考えねばならな

い」というふうな答えを出しておりますが、当

市ではどう見ておられるのか、お願いします。 

髙橋昭一学校教育課長 議長、髙橋昭一。 

下山准一議長 学校教育課長髙橋昭一君。 

髙橋昭一学校教育課長 小学校、中学校の給食に

つきましては、米とパンについては学校給食会

を通して供給してもらっている状況であります。

先ほどの説明にもありましたように、どちらに

しても基準を満たした安心なものを使っている

ということでおります。 

  小麦については残留農薬ということでござい

ましたが、この学校給食でも一つ一つの農薬の

残留等については把握はしていない状況である

ようです。ただ、満たしているというところで

安心したものを提供できるという状況は御理解

いただきたいと思っております。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） このグリホサートのこ

とについてですが、除草剤で、2019年７月、１

万8,000件から４万2,000件もの訴訟がアメリカ

で起きております。それはグリホサートの持つ、

当時ラウンドアップという名前の商品名がつい

ていましたが、これを散布した人の手ががんに

なり、なった人がその会社に訴訟を起こして、

ほとんどアメリカで会社の責任ということで認

められてきております。それで、メキシコでは

グリホサートの輸入を禁止というふうにしてき

ております。 

  そういう意味では、発がん性物質が明らかで

あるこういった除草剤が使われる輸入小麦、こ

れはやめるべきだと思いますが、もう一度お願

いします。 

髙橋昭一学校教育課長 議長、髙橋昭一。 

下山准一議長 学校教育課長髙橋昭一君。 

髙橋昭一学校教育課長 先ほどの繰り返しになり

ますが、一つ一つの農薬に関してはその給食会

のほうでも把握できていない状況であります。

国の基準を満たしているものということで御理

解いただきたいのと、ただ情報につきましては

この後も収集しながら考えていきたいと思って

いるところでございます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 情報をぜひ見ていただ

きたいと思います。米国産小麦94.3％、ラウン

ドアップ残留しております。カナダ産では

100％です。そういう意味で、学校給食にこれ

は使うべきではないと思います。 

  有機農産物というのは、化学肥料も農薬も使

用しない、遺伝子組み換えという技術も使用し

ないと言われております。日本で有機農業は全

農地のわずか0.4％と言われています。新庄市

ではどうでしょうか。 

三浦重実農林課長 議長、三浦重実。 

下山准一議長 農林課長三浦重実君。 

三浦重実農林課長 新庄市の有機農業についての

取り組み状況でございますけれども、４名の方

が有機農法に取り組んでいただいております。

新庄市全体の作付面積が2,353ヘクタールでご

ざいます。その中で水稲として有機農法に取り

組んでいただいている面積が12.49ヘクタール

ということになっております。 

  以上でございます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 
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下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 新庄市でも全国にたが

わず、有機農業をやっていらっしゃる方あるい

は面積は非常に少ないということで、これを確

かに給食に入れてもらいたいというのは今は無

理、それはわかります。 

  しかし、農薬は環境ホルモンの作用の最たる

物質でありまして、微量で人のホルモンを撹乱

し、精子が減少し、流産・死産、雄の雌化など

の生殖の異常が起きるとされています。日本で

近年使用量の多い有機リン系、ネオニコチノイ

ド系農薬は、人の中枢神経に作用し、発達障害

の子供の増加に関与すると懸念されています。 

  韓国のソウル市は2021年から全ての小中高校

で、有機農業、そして有機農業の農産物、そし

て無償給食を全面的にやると発表しました。韓

国では有機農業が拡大し、学校給食に供給でき

る生産量があるということです。 

  国内では、千葉県いすみ市が2017年10月、全

13の市立小中学校の給食で使用する御飯につい

て、全量無農薬・無化学肥料の有機米に改めま

した。いすみ市は2017年から自然と共生する里

づくりとして、有機米づくりを農家に働きかけ

てきました。初めは農家３人、収穫量は0.24ト

ン、これに市が応援しまして、2017年には23人、

約50トンと拡大しました。小中学生約2,300人

分の42トンを賄うことが可能になったとのこと

でした。 

  当市でも学んで、子供の健康のための一番重

要な主食である米から、有機農業の米を食べら

れるように施策を展開していくべきと考えます

が、市長はどうお考えになるのでしょうか。 

三浦重実農林課長 議長、三浦重実。 

下山准一議長 農林課長三浦重実君。 

三浦重実農林課長 新庄市の今後の有機農法につ

いての取り組みということでございますけれど

も、国では2020年度より、持続的生産強化対策

事業の中で、オーガニックビジネスの実践拠点

づくりというふうなものの公募が始まっている

ようです。その中で、今御紹介した４名の方の

うち２名の方が、ぜひ仲間を集い、広く有機農

法を推進していきたいということで御相談を受

けているところでございます。農林部門といた

しましても、積極的な格好の方々にぜひ応援を

したいなと考えておりますので、御理解いただ

きますようお願いいたします。 

髙橋昭一学校教育課長 議長、髙橋昭一。 

下山准一議長 学校教育課長髙橋昭一君。 

髙橋昭一学校教育課長 先ほどの米また農産物の

内容でございますが、今、給食でできるだけ地

元産のものを地元の業者から購入している状況

でございます。今でも安心な食材ということを

優先して発注・納品していただいております。 

  有機農作物は安心なことは理解できますし、

県外で地域を挙げて栽培、給食に取り入れてい

ることも承知しておりますが、現在、費用が高

いということ、それから供給量に問題があるた

め利用が難しいということで、その課題につい

て総合的に方向性を研究してまいりたいと思っ

ております。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） いすみ市では、市を挙

げて支援する体制をつくり広げていったという

ことです。そして、給食では使えるようになっ

た量から少しずつ広げていったということです。

そのときに、本当は足りないかもしれませんが、

今現在は有機米は１俵２万円で市で買い上げて

くださるそうです。本当はつくってる側からい

えば安過ぎるかもしれません。でも、安定して

買ってくれるということがあれば、そのように

頑張る人がふえてるわけです。 

  市のそのことを進める立場を表明するという

ことと、そして、そういうのを買うんだという、

安全なものを子供たちに食べさせるという市全

体の施策によって、農家の方々の協力が得られ



- 142 - 

る、そういう市になっていただきたいと私は思

うんです。いすみ市にぜひ聞きに行ったり見に

行ったりしていただきたいし、その方向を進め

ていただきたいと重ねてお願いしますが、どう

でしょうか。 

三浦重実農林課長 議長、三浦重実。 

下山准一議長 農林課長三浦重実君。 

三浦重実農林課長 ありがとうございます。新庄

市におきましては、今始まろうとしている状況

でございます。ですから、国の情報等を注視し

まして、これから取り組んでいただく農家の

方々と意思の疎通を図って、連携して対応して

いきたいと考えておりますので、どうか御理解

よろしくお願いいたします。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） ありがとうございます。 

  次に、学校給食の無償化についてですが、憲

法26条第２項で「義務教育は無償とする」と書

いてあるわけです。給食は単なる食事ではなく、

食に関する知識を教え育むことで、適切に食を

選択し、健全で健康な食生活を送ることができ

る人間を育てることを目的とした教育の１つで

す。よって、食育を目的とした教育であれば、

憲法の規定に基づき無償とすべきではないでし

ょうか。 

髙橋昭一学校教育課長 議長、髙橋昭一。 

下山准一議長 学校教育課長髙橋昭一君。 

髙橋昭一学校教育課長 無償化のお話でございま

すが、現在、受益者負担ということの考え方で

給食については負担いただいております。 

  なお、低所得の方々には補助金ということで

支援をしているところでございます。 

  今のところ、一部補助について今年度の予算

に計上させていただいているところでございま

すが、一部市の補助金ということでの予算を計

上させていただいていることに御理解いただけ

ればと思います。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） わかりました。 

  教員の超過勤務の原因は、やはりこれも前に

出したことがありますが、教員の多忙化の決定

的要因は１日に受け持つ授業数の増加。前は１

日４時間、次がこのごろは６時間まで持たせて

おります。そうすると、８時間労働で換算する

と、今６時間になっていると25分しか仕事時間

ないんです。８時間で見ると。だから、残業が

出てくるんです。 

  先生の抜本的な増員が必要だと思いませんか。

定数増をお願いします。 

髙橋昭一学校教育課長 議長、髙橋昭一。 

下山准一議長 学校教育課長髙橋昭一君。 

髙橋昭一学校教育課長 最後、定数増というお話

でございましたので、定数につきましては町村

会とか教育委員会等、市長等も含めて、教職員

の配置、それから補助金、加配のあり方等につ

いて要求はしているところでございます。 

下山准一議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午後１時５１分 休憩 

     午後２時００分 開議 

 

下山准一議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

奥山省三議員の質問 

 

 

下山准一議長 次に、奥山省三君。 

   （１２番奥山省三議員登壇） 

１２番（奥山省三議員） 大変お疲れのところ、

御苦労さまです。一般質問２日目、10番目に質

問させていただきます絆の会の奥山です。どう

かよろしくお願い申し上げます。 
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  通告に従いまして、質問を読み上げます。 

  障害者にやさしいまちづくりについてです。 

  平成25年６月に障害を理由とする差別の解消

の推進に関する法律（障害者差別解消法）が制

定され、平成28年４月１日から施行されました。 

  これは障害を理由とする差別の解消に関する

基本的な事項や国の行政機関、地方公共団体、

民間事業者などにおける障害を理由とする差別

を解消するための措置などについて定めること

によって、全ての国民が障害の有無によって分

け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊

重し合いながら共生する社会の実現につなげる

ことを目的としております。 

  全ての人は障害のあるなしにかかわらず、か

けがえのない個人として尊重され、ひとしく幸

せに生きる権利を持っております。 

  障害者差別解消法は、障害者基本法第４条の

差別の禁止を具体的に実現していくために制定

された法律です。 

  第４条の差別の禁止では、「何人も、障害者

に対して、障害を理由として差別することその

他権利利益を侵害する行為をしてはならない」

とあります。 

  「社会的障壁の除去は、それを必要としてい

る障害者が現に存し、かつ、その実施に伴う負

担が過重でないときは、それを怠ることによっ

て前項の規定に違反することとならないよう、

その実施について必要かつ合理的な配慮がされ

なければならない」 

  「国は、第１項の規定に違反する行為の防止

に関する啓発及び知識の普及を図るため、当該

行為の防止を図るために必要となる情報の収集、

整理及び提供を行うものとする」とあり、不当

な差別的取り扱いは法的義務で禁止されている

ことになっています。 

  山形県でも、障害者差別禁止法が施行される

のを踏まえ、山形県障がいのある人もない人も

共に生きる社会づくり条例が平成28年２月に県

議会で成立し、４月１日から施行されておりま

す。 

  これは障害の有無によって分け隔てられるこ

となく、相互に人格と個性を尊重し合いながら

共生する社会の実現に寄与することを目的とし、

障害を理由とする差別の解消に向けて全ての県

民が一体となって取り組んでいくことを目指し

ております。 

  これまでも障害のある人が地域の一員として

安心して生活できるように、障害者福祉サービ

スの充実に市として取り組んでこられたと思い

ますが、障害があることで周囲からの偏見があ

り、それに伴い差別的な対応を受けていると感

じている人や、生活の中で暮らしにくさを感じ

ている人がおられます。このような状況を私た

ち一人一人が身近なこととして受けとめ、障害

のある人もない人もそれぞれが歩み寄り、互い

の違いを理解し個性を認め合うことで、幸せに

暮らすことにつながるものと考えられます。 

  障害者にやさしいまちづくりを進めていくた

めにも、障害者差別解消の条例の制定をお願い

するものです。市長の見解をお伺いいたします。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

下山准一議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、奥山市議の御質問にお

答えさせていただきます。 

  御指摘のとおり、障害を理由とする差別の解

消の推進に関する法律、いわゆる障害者差別解

消法では、障害のあるなしにかかわらず、全て

の人がひとしく基本的人権を有することが改め

てうたわれております。 

  そして、個性を尊重し合いながら共生する社

会を実現できるよう、不当な差別的取り扱いを

禁止し、共生社会の実現を妨げる社会的障壁を

除去するための過重ではない配慮、いわゆる合

理的配慮について、行政機関や事業者が実践す

ることを求めております。現在は行政が必須義
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務、事業者が努力義務とされておりますが、さ

らに検討が進められております。 

  法律制定を機に条例を制定する地方自治体も

出始めましたが、国が昨年度行った調査では、

制定の予定がない自治体も相当数ありました。

これは条例を制定しなくても法に準じ対応は可

能と考えることによるものと思われますが、そ

の一方で、法の趣旨が広く浸透しているとは言

いがたい現状であることも事実です。 

  山形県は条例制定による地域への普及啓蒙効

果に期待し、研修会を実施するなど市町村条例

の制定に後押しする動きを強めております。本

市もこうした事情を鑑み、また、市身体障害者

福祉協会からなどの要望もいただいていること

を踏まえ、施政方針でも述べたように来年度の

制定を目指してまいります。 

  同様に、関係団体から制定の要望があります

手話言語条例についても検討を進めることとし

ております。 

  以前でありますが、私が勤務中に畠腹議員の

方から、車椅子の障害を持っている方なんです

が、必ず電話来まして、市民プラザの玄関まで

迎えに行ったことを思い出しております。その

方が言うには、「なぜスロープが必要なのかわ

かるか」というようなことをおっしゃっておら

れました。 

  実は、身体障害者の方々、自分も車椅子であ

るけれども、自力で階段を上がりたいんだと。

別に差別なんかと思ってないんだというお話を

いただきました。しかし、歳をとるとみんな腰

を痛めたりなんだりすると。そういうときに、

物を運ぶにもそういうスロープが必要になるん

だと。我々障害者のためだけのスロープだとい

うふうには考えるなと教えられたこと、今でも

思い出しております。 

  その後、実は東京に上京する折に、上野の駅

で階段を車椅子でおりる姿を見たときに、本当

にすごいなと思いました。やはり自分で自力で

生きていくと、そういうふうな意識を私たちが

共有していくということがとても大事だと。 

  差別解消法も法の趣旨があるのでつくらなく

てもいいということもあるんですが、市民に広

く啓蒙することが大切であるという思いで、差

別解消法の市の条例制定に向けて来年度進めて

まいりたいと思っております。 

  また、手話言語条例につきましても、手話言

語条例の自治体参加をしておりまして、さまざ

まな情報収集をしているところであります。職

員を研修に参加させて、手話言語条例の制定の

仕方あるいはどういうふうな広がりを持たせて

いくかということも積極的に進めていきたいと

思っております。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

１２番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

下山准一議長 奥山省三君。 

１２番（奥山省三議員） 丁寧な答弁ありがとう

ございました。 

  今回の施政方針にもありましたように、市長

の心強い所信表明というか、話をお聞きしまし

たので、まず安心しました。 

  一応、二、三質問してみたいと思います。 

  今、障害者は新庄市ではどのぐらいの数の方

がいるのか、お聞きしたいと思います。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、

青山左絵子。 

下山准一議長 成人福祉課長兼福祉事務所長青山

左絵子さん。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 障害者

の数でございますけれども、手帳の所持者とい

うことでお答えさせていただきたいと思います。 

  身体障害のほうが1,813名、それから知的障

害であります療育手帳のほうが272名、精神障

害のほうが190名となっております。障害者に

は、これに加えて難病の方なども入るかと思い

ますけれども、今述べた数字は平成30年度末と

なっております。 
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１２番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

下山准一議長 奥山省三君。 

１２番（奥山省三議員） それから、市長が今、

答弁で、条例つくらなくてもいいみたいな話も

ちょっとあったんですけれども、施政方針で平

成30年、31年というふうに、末尾のほうにこの

障害者にやさしいまちづくりという文言が出て

います。これは２年間もあったんですけれども、

私のほうから発議しなくても、執行部のほうで

つくるものだろうなと考えていましたけれども、

それはどうしてつくらなかったのか、ちょっと

お聞きしたいと思います。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、

青山左絵子。 

下山准一議長 成人福祉課長兼福祉事務所長青山

左絵子さん。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 平成28

年に県条例が制定されまして、それ以降、さま

ざまな団体ですとか市民の方から条例の制定を

求める声が届いておりました。 

  新庄市のほうでは、この条例制定にかかわら

ず、障害者にやさしいまちづくりということで

独自に事業別の課題点をそれぞれ個人が見つけ

て取り組むということで全庁的に取り組んでま

いりましたし、サポートマークの作成、それか

ら全職員を対象とした研修なども実施してまい

ったところでございます。 

  条例制定に当たりましては、障害者の差別解

消条例、それから手話言語条例の２つの課題が

あったわけですけれども、このタイミングをど

うするかということで、まずは包括的な差別解

消条例のほうが先であろうというふうなことを

決定するまでの時間、それから、その検討する

中で自然と、コミュニケーションといいますか、

その手話に関するところに触れてくるだろうと

いうことで、差別解消条例の検討段階でも言語

条例のほうの検討も同じく進むのであろうとい

うことで、そのスケジュールの暫定的なめどが

立つようなことで、このぐらいの時間がかかっ

たということでございます。 

１２番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

下山准一議長 奥山省三君。 

１２番（奥山省三議員） 今の話ですと、障害者

差別解消条例と手話言語条例は同時に話を進め

るというふうな感じでしたけれども、今年度と

して両方一緒にやっていくということでしょう

か。ちょっとその点、もう少し詳しく教えてく

ださい。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、

青山左絵子。 

下山准一議長 成人福祉課長兼福祉事務所長青山

左絵子さん。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 障害者

差別解消条例の中でやはり中心になるのが、障

害の状況に対する配慮ということになるかと思

います。そこで、やはり手話言語を初めとした

コミュニケーションということが重要なポイン

トにはなってくるかと思います。 

  まずは、包括的な条例であります差別解消条

例のほうの検討を進める中で、そこでは市民の

方のアンケート、それから懇談会、市民当事者、

それから公共交通機関、観光、いろんな部門に

かかわる差別の事業所等も交えた懇談が行われ

ると思いますけれども、そういった中で議論を

深めてまいりたいと思っております。 

  その後に、手話言語条例については、市長も

答弁の中でおっしゃいましたけれども、ことし

令和２年度、２名の行政職員を対象とした手話

言語条例の研修がございますので、そこへの参

加での成果も持ち帰っての手話言語条例の制定

ということで、手話言語のほうは障害者差別解

消条例よりも後になるかと思います。 

１２番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

下山准一議長 奥山省三君。 

１２番（奥山省三議員） 障害者の差別解消条例

についてですけれども、県内の市町村でも制定
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されているところもあると聞いていますけれど

も、どことどこが制定されているのか、その辺

を教えていただきたいと思います。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、

青山左絵子。 

下山准一議長 成人福祉課長兼福祉事務所長青山

左絵子さん。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 差別解

消条例の制定状況でございますけれども、県内

では、平成29年度に４市町、山形市と川西町、

飯豊町、真室川町。それから、平成30年度に米

沢市、長井市、東根市が制定しております。今

年度策定中と聞いているところが、５カ所ほど

あるようでございます。 

１２番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

下山准一議長 奥山省三君。 

１２番（奥山省三議員） ただいまの説明ですと、

かなりの市町村というか、持っていない市では

鶴岡市とか酒田市とかというふうになっていま

すけれども、あと、それから今、手話言語条例

というふうな話もありましたけれども、今、新

庄市で手話通訳士という方がいるのかいないの

か。いるとすれば何人いるのか、ちょっと教え

てください。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、

青山左絵子。 

下山准一議長 成人福祉課長兼福祉事務所長青山

左絵子さん。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 ちょっ

と手元に資料がございませんので、はっきりし

た数を申し上げられませんけれども、手話通訳

士については非常に不足しているというふうに

お聞きしております。 

１２番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

下山准一議長 奥山省三君。 

１２番（奥山省三議員） 市長の答弁にもありま

したように、今年度、障害者差別解消法の条例

をつくるべく頑張るということですので、それ

とあわせまして手話言語条例の話もありました

のでその２つを、できれば２つ一緒にというわ

けにはいかないと思いますけれども、今後の道

をつくるという意味で、この条例の制定に頑張

っていただきたいと思います。どうかよろしく

お願いします。 

  どうもありがとうございました。終わります。 

下山准一議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午後２時１９分 休憩 

     午後２時２７分 開議 

 

下山准一議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

庄司里香議員の質問 

 

 

下山准一議長 次に、庄司里香さん。 

   （２番庄司里香議員登壇） 

２ 番（庄司里香議員） お疲れさまです。３月

議会11番目、最後の一般質問をさせていただき

ます。議席番号２番、本年度より無所属となり

ました庄司里香でございます。党派を離脱いた

しましたことにつきましては、今後の活動を通

してその真価を示してまいりたいという気持ち

でこの場に立たせていただいております。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

  では、一般質問に移らせていただきます。 

  フードバンクということで質問させていただ

きたいと思います。 

  フードバンクの定義は、一般社団法人全国フ

ードバンク推進協議会では、フードバンクとは、

安全に食べられるのに包装や破損など過剰在庫

や印字ミスなどの理由で流通に出すことができ

ない食品を企業などから寄贈していただき、必

要としている施設や団体、困窮世帯に無償で提
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供する活動のことだと言われております。 

  寄附をする側としてのフードバンク活動の効

果とは、社会貢献によるモチベーションの向上

や廃棄コストの削減、ＣＳＲ活動（社会的貢

献）などのことが重要だと言われております。 

  また、寄附を受ける側としては、健康的な食

事の確保や食費以外の生活費の捻出ができるこ

と、社会からの孤立を回避することなどがあり

ます。 

  フードバンク活動というのはアメリカで1967

年に始まったものだそうです。現在では200以

上のフードバンク団体が活動しているというこ

とです。また、フランスでは1984年に始まり、

現在100近くのフードバンクの団体が活動をし

ております。ほかにもカナダやイギリス、オー

ストラリアなど世界中で活動が行われておりま

す。 

  日本でも2000年以降フードバンクが設立され

始めましたが、フードバンク活動の背景となる

食品ロスの問題や困窮問題への認識が十分浸透

していないことなどもあり、まだ活動が十分に

認知されているとは言いがたい状況にあると思

います。 

  ただ、日本では年間約1,927万トンの食品廃

棄物が排出されております。その中ではまだ十

分に食べられるのにもかかわらず廃棄されてい

る食品、いわゆる食品ロスが多く含まれていま

す。食品関係業者・会社からは約357万トン、

一般家庭からも289万トン、合計すると年間約

646万トンもの食べ物が、まだ食べられるにも

かかわらず廃棄されている状況です。これは世

界全体の食料援助量の約２倍に匹敵する量と言

われております。 

  ここで質問の内容に移ります。 

  本年度より農林水産省で設立される予定であ

るフードバンクは、フードバンクの活動団体や

食品関連業者から各種施設、福祉施設や団体、

地方公共団体などの交流促進を図るなどの目的

で設立の計画もあり、その資源としての有効性

を広げたいということだそうです。 

  循環型社会の実現化に向けた取り組みとして

大変重要であると思われますが、現在、本市の

状況をお聞きしたいと思います。よろしくお願

いします。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

下山准一議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、庄司市議の御質問にお

答えさせていただきます。 

  フードバンクにつきましてアメリカで1960年

ごろから始まったというようなお話、ありがと

うございます。 

  アメリカにおけるこのフードバンクの設立の

以前におきましては、アメリカの生活習慣とい

うか制度がありまして、浮浪者というと大変失

礼ですけれども、こちらでいうと１週間御飯食

べられないような人たちが、キリスト教の教会

の前に行きますと、必ず日曜日の朝食事をいた

だけるというアメリカのボランティア制度があ

るんですが、そこに寄附するという当たり前の

文化があるというようなことを教わったことが

あります。 

  そうした意味で、お金だけではなく物で寄附

をするという制度が始まったのかなというふう

なことを思い描いたところであります。 

  それが世界に広がるという中で、先ほど日本

では食品ロスという形をどう無駄になくすかと

いうことで、宴会のときに３０１０運動、30分

は座ってなさいと、酒つぎするなと、食べてか

ら行きなさいと、最後の10分間は座りなさいと。

場所によっては２０１０運動というようなこと

で、やはり食品ロスに対する感覚というのは、

今は日本の大きな問題の１つかなと私も認識し

ているところでございます。 

  本市では生活困窮者への取り組みとして、社

会福祉協議会や自立支援センターもがみが受け
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皿となってフードバンク事業を行っております。

また、子ども食堂へは直接食材の寄附の申し出

が届いているとお聞きしております。 

  フードバンクの運営には、議員おっしゃると

おり、賞味期限を過ぎた食品や食中毒の対応な

ど食品管理上で慎重な取り扱いが必要だと、さ

まざまな課題もございますが、現在、フードバ

ンクに取り組んでおられる団体と意見交換を行

いながら、地域で実現可能なフードバンクのあ

り方について研究してまいりたいと考えており

ます。 

  我々子供のころは自分の舌で確かめなさいと

いう教えがあったわけですが、私の子供たちは

賞味期限、消費期限を中心にして生活している

なということを実感しております。自分の舌を

信じられない時代、私はまだまだにおいと舌で

感覚を見きわめたいというふうに思っている１

人だということも、ぜひ御理解いただきたいな

と思います。 

  壇上からの答弁は以上とさせていただきます。 

２ 番（庄司里香議員） 議長、庄司里香。 

下山准一議長 庄司里香さん。 

２ 番（庄司里香議員） ユーモアあふれる御回

答ありがとうございます。 

  提供される実態としては、今のところは子ど

も食堂などに産直まゆの郷やほかにも幾つかの

ところから寄附があると聞いております。 

  また、生活困窮者世帯も本市でも存在されて

おるとお聞きしておりますが、そのような世帯

には食材提供などということはなされているの

でしょうか。セーフティーネットとした施策は

あるとは思いますが、そこに至らない市民も何

かの助けは必要と考えます。ぜひともお聞きい

たします。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、

青山左絵子。 

下山准一議長 成人福祉課長兼福祉事務所長青山

左絵子さん。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 生活困

窮者への取り組みとして、今なされている２カ

所の実施状況について少し詳しくお話ししたい

と思います。 

  初めに、生活自立支援センターもがみのほう

ですけれども、こちらのほうでは新庄、それか

ら最上地域の生活困窮相談の事業の受託をして

おります。そういったことで、そういった相談

に来られた方に対してフードバンクの物資、食

品を配付しているということでございました。 

  食材につきましては、個人からの寄附の申し

出も多少はあるようですけれども、法人としま

して社会貢献事業ということでの取り組みとい

うことで、食材を購入して少し備えているとい

うことです。多くは缶詰、レトルト、それから

インスタントの食品ですぐ食べられるようなも

のを１週間分ぐらい、今困っている方に無償で

お分けしているということでございました。 

  市のほうに生活保護の相談に来られた方でも

緊急な方、生活保護費が支給されるまで間があ

る方についても、こちらのほうを活用させてい

ただいております。 

  それから、市の社会福祉協議会ですけれども、

こちらのほうは平成28年にコープフードバンク

と協定を締結しておりまして、そちらからの提

供品があるようでございます。こちらにつきま

しては、ただし最近は山形まで取りに行かなけ

ればならないということで、利用回数が減って

いるとお聞きしておりました。 

  ニーズについては、こちらも生活資金の貸し

付けなどの相談があった方に使っていただいて

いるということで、月に一、二件ということで

した。 

  先ほどの生活自立支援センターもがみのほう

も、月に二、三件というような件数ということ

でございます。 

  社会福祉協議会でも、個人やそれから事業所

から寄附されるものもありますけれども、それ
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に買い足して提供しているような状況でござい

ます。 

２ 番（庄司里香議員） 議長、庄司里香。 

下山准一議長 庄司里香さん。 

２ 番（庄司里香議員） 大変丁寧な御回答あり

がとうございます。 

  例えば、学校給食の食材納入業者の方たちや

実際学校に給食を提供されている給食センター

など、そのような学校給食関連の企業の方たち

からフードバンク活動の御理解や御協力をいた

だいて、実際のフードバンク設立の前段階とし

てその機能を持っていただくことはどうなので

しょうか。ぜひともお尋ねしたいと思います。

よろしくお願いします。 

髙橋昭一学校教育課長 議長、髙橋昭一。 

下山准一議長 学校教育課長髙橋昭一君。 

髙橋昭一学校教育課長 ただいまフードバンクの

話をいただきましたが、品質が変わらないもの

を提供していただいて子ども食堂等で活用する

という趣旨はよく理解できております。子ども

食堂自体もたくさんの方から御協力をいただい

ているということも承知しております。 

  その協力者ということで給食関係の納品業者

とか委託業者のお話かと思うんですが、給食の

食材の納品業者につきましては、契約は校長と

業者と直接結んでおります。それで、毎年契約

を取り交わしておりますが、その具体的内容に

ついては納入の方法とか約束事とか異物対応等

で、同じ食材であっても複数の業者の方と契約

しているところでございます。非常に食品の管

理とか安全な提供の仕方とかトラブルのときの

対応とか、本当に細かいところまで要望を御理

解いただいているところでございます。 

  したがって、このような校長と業者の契約と

いうことを考えますと、教育委員会が直接、学

校や業者に対しましてフードバンクに限って要

望していくことは難しいかなと考えているとこ

ろでございます。 

  ただ、先ほど申しました子ども食堂の趣旨等

については知っていただく機会があってもいい

のかと思います。ですので、この給食に限らず、

いろいろな業者に主管課を通してなど、何らか

の形で紹介していくことも考えられると思いま

すので、御理解いただきたいと思います。 

  なお、もう一つの委託業者につきましては、

本市の場合は調理と配送業務となっております

ので、食材は扱っていませんので、このことも

御理解いただければと思います。 

２ 番（庄司里香議員） 議長、庄司里香。 

下山准一議長 庄司里香さん。 

２ 番（庄司里香議員） 新型コロナウイルス対

策として、現在、臨時に各学校が休校されてお

ります。そのために全国で給食関係の企業が大

量の食品ロスを抱えて困っていると連日報道さ

れております。大変深刻な事態かと思われます。 

  その救済措置はこれから国でもされると思い

ますが、ロスされる食品は子供たちの口には入

らず捨てられると思うと、心が痛みます。また、

もったいないと思ってしまいます。 

  このような事態が起こったときに二次利用で

きる仕組みをつくり、また必要と思われる本市

でも、ぜひとも考えてほしい内容だと思います。

ぜひとも対策をお聞きいたします。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、

青山左絵子。 

下山准一議長 成人福祉課長兼福祉事務所長青山

左絵子さん。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 ただい

まの議員のお話をお聞きしまして、現状で動い

ている食べ物を提供するシステムですけれども、

フードバンクには至っていないといいますか、

生活困窮の支援にはなっておりますけれども、

食品ロスの解消という点では全くシステムとし

ては欠けているところでございます。 

  生活支援センターのほうでお聞きしたところ

によりますと、食材を集めたいと思って小売業
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者のほうにかけ合ったこともあるということで

したが、やはり商品管理の点で廃棄するべきも

のは廃棄しなければならない立場にあるという

こと、それから提供してもそれで食中毒が起こ

ってしまった場合とか、それからもらった人が

転売してしまったりとか、さまざまなリスクが

考えられるわけで、そういった提供者を守って

いくようなシステムということも考えながら、

現状でできる範囲で製造企業への協力を呼びか

けて、食品を預かるのではなくて、提供できる

ものがどれぐらいストックあるかというような

データ管理でデータの集約をして、マッチング

するというような仕組みづくりとか、そういっ

たできる範囲で検討してまいりたいと思います。 

２ 番（庄司里香議員） 議長、庄司里香。 

下山准一議長 庄司里香さん。 

２ 番（庄司里香議員） ありがとうございます。 

  ともに生きるという共生社会、ともに助け合

うことが大切だと思います。ぜひとも本市のス

ローガンである「「住みよさ」をかたちに新庄

市」の基本理念に合致していると思いますので、

今後とも本市の取り組みによって困っている

方々に光が差すような施策実現のために力を尽

くしてもらいたいとお願いいたします。 

  次の事柄に移らせていただきます。 

  小中学校の義務教育課程の子供たちの中には、

不登校または保健室登校などの社会問題とされ

ている方がおります。そのまま社会に出ずにひ

きこもりになる方も多いと聞いております。 

  文部科学省でも平成15年からスクーリング・

サポート・ネットワーク整備事業（ＳＳＮ）を

実施しております。平成30年度の調査によると、

小学生で前年度比28％多く４万4,841人、全体

の0.7％の不登校児。中学校に至っては11万

9,687人、全体の3.6％、前年度比9.8％アップ

になっております。これだけの不登校児がいる

と言われております。 

  理由も、いじめや友人・先生との問題やその

ほかに学業不振、部活動など１つではないよう

に思われます。 

  本市での不登校児についてお聞きいたします。

市内で何名ほどいるものでしょうか。また、そ

の方々はフリースクールなどに通っているので

しょうか。また、不登校ぎみの人数もあわせて

お聞きしたいと思います。よろしくお願いしま

す。 

高野 博教育長 議長、高野 博。 

下山准一議長 教育長高野 博君。 

高野 博教育長 先ほど不登校について佐藤悦子

議員のときにお答えしましたけれども、ここ７

年間はほぼ30名前後ということでなっておりま

す。 

  欠席が30日に満たない不登校傾向の子供の数

については、後ほど課長のほうから数字を手持

ちにあれば報告させたいと思います。 

  理由についてもいろいろ、先ほど来おっしゃ

るように、学習のことで勉強がわからないとか

家庭のいろんな問題も抱えたり、あと部活動の

問題、人間関係、そんなこととあわせて複合的

な理由で不登校になっている子がいます。 

  保健室登校、あと適応教室に来ている子供た

ちもいるわけですけれども、そのフリースクー

ルというものについては、実はフリースクール

という名を打って、そういうことで実際小中に

関しては行っている現状は市内にはありません。 

  以上です。 

２ 番（庄司里香議員） 議長、庄司里香。 

下山准一議長 庄司里香さん。 

２ 番（庄司里香議員） ありがとうございます。 

  では、その子供たちの御家庭からや両親から

などの相談の内容は聞き取られたりしているの

でしょうか。個人情報ですので詳細までは結構

ですが、問題点が学業不振という方はその中で

どの程度いるものでしょうか。ぜひともお聞き

したいです。よろしくお願いします。 

髙橋昭一学校教育課長 議長、髙橋昭一。 



- 151 - 

下山准一議長 学校教育課長髙橋昭一君。 

髙橋昭一学校教育課長 先ほど不登校の人数につ

いてお話がございましたので、初めに、現時点

ですが、１月末の段階で、これも正式には年度

末に決定いたしますので、およその数というこ

とでお伝えしたいと思います。30名以上が、今

のところ40名を欠けるぐらい、30台の後半ぐら

いの数になっております。 

  あと、傾向といいまして、学校に登校はして

いますが、時間を限ってとか教室を変えてとか

さまざまな配慮が必要な子供を含めますと、50

名台ぐらいになっております。 

  それで、フリースクールということが先ほど

ありましたが、各学校の子供たちに対する支援

については、学校の職員はもちろんですが、地

域とか、それから教育委員会でもかかわってお

ります。 

  教育委員会で申しますと、適応指導教室とい

うことで、いわゆる学校に行かないで直接教育

委員会、会場は２つほどあるんですが、そこの

会場で教科指導等の学習をして保障しておりま

す。その相談内容等も対応しているのは教育相

談員ですので、各子供たちから直接相談を受け

たり保護者と面談をしたりしております。 

  あと、学校での対応については本当に家庭訪

問も含めまして、ほとんど登校できない子供も

おりますので、家庭訪問で話を聞いたり学校で

面談をしたり、さまざまな方法で声を聞いて支

援しているところでございます。 

２ 番（庄司里香議員） 議長、庄司里香。 

下山准一議長 庄司里香さん。 

２ 番（庄司里香議員） 学業不振の子供たちへ

の対策をお聞きさせていただきまして、ありが

とうございます。学校ごとの取り組みなどもあ

るということなので、少しほっとした次第でご

ざいます。 

  教師だけでなく人員を割いて対応してくださ

っているということですけれども、どのぐらい

の人数で対応されているのか。また、カリキュ

ラムなどについてもお聞かせいただきたいと思

います。よろしくお願いします。 

髙橋昭一学校教育課長 議長、髙橋昭一。 

下山准一議長 学校教育課長髙橋昭一君。 

髙橋昭一学校教育課長 初めに、教育相談員の人

数は３名で行っております。業務は、学力の保

障だけではなくて、相談活動とか学校に出向い

ての業務もございますが、直接子供たちに指導

する場がございます。 

  そのほかに教科指導員ということで、これは

短時間ではありますが、３名の方に御協力いた

だいております。 

  授業日に関しては週３日の半日程度というこ

とで、特に今、中学生は高校進学に向けて必要

な学力の指導が必要ですので、教科を分けて行

っているところであります。 

  また、先ほど学業不振ということがございま

したが、不登校の理由としましては、学業不振

も確かにあるんですが、本当に人間関係とか家

庭環境とか多岐にわたっておりまして、その適

応指導教室に通っている子供たちは学業不振だ

けではなくて本当に事情があって学習している

んですが、高校進学に向けて学力をつけたいと

いう前向きな姿勢で頑張っているところでござ

います。 

２ 番（庄司里香議員） 議長、庄司里香。 

下山准一議長 庄司里香さん。 

２ 番（庄司里香議員） 学業不振だけでなく人

間関係とかいろいろなことでつまずいてしまっ

たということで、そちらに行かれて再度頑張っ

ていらっしゃるということで、ああ、そういう

受け皿があるということがよかったなと思いま

す。 

  １回つまずいても戻ることができれば、きっ

と子供たちの自信はまたよみがえるんだと思わ

れますし、そのような経験を持った方が大人に

なったら、不登校だったことも人生の貴重な経



- 152 - 

験となり、何か壁に当たったときに生かせると

思うのです。実際に学校に戻った、またはクラ

スに戻った生徒たちはいるのでしょうか。その

過程といった方でも結構です。ぜひともお聞か

せください。 

髙橋昭一学校教育課長 議長、髙橋昭一。 

下山准一議長 学校教育課長髙橋昭一君。 

髙橋昭一学校教育課長 実際、適応指導教室に通

って在籍している中学生は今年度は９名でござ

います。常に９名が学習しているわけでもなく

て、学校に行く日もあったり、学校の帰りに寄

ったりすることもございます。 

  今の学校への復帰ということでございますが、

現在、２名の中学生がこちらに通うことなくと

いいますか、学校で学習をしているところであ

ります。 

  また、卒業後の傾向としましても、高校進学

ということで、中３のときには間に合わなくて

も卒業した後、高校に通っているということも

多くなっております。 

高野 博教育長 議長、高野 博。 

下山准一議長 教育長高野 博君。 

高野 博教育長 もう一つちょっとつけ加えてお

きますと、どちらかというと復帰できるのは、

やはり目的があると復帰できる傾向があって、

やはり中学３年生あたりのときに高校入試もあ

るので先のことを考えてということで復帰する

傾向が強いかなというふうに思います。 

  あと、今、いろんなことで不登校になった子

供たちの中で、やはり定時制高校とかに行って

自分のやりたいこととか見つけて、私、定時制

高校で生活体験発表を聞かせてもらったことが

あるんですが、いろいろとかかわることで大人

の人と、逆に昼間仕事をさせてもらって相談す

ることでかかわりの中で覚えて、ああ、学校に

復帰しなきゃいけない、勉強しなきゃいけない

んだなと思う、そういうふうにして大人になっ

ていく経験をしている子もいます。 

  それから、また逆に、まだまだなかなかひき

こもりでいて、今、最上８市町村でつくってお

ります広域青少年指導センターというところに、

大人のそういう子供たちの社会自立、復帰する

ための相談員という形で、実は教育委員会の社

会教育課のほうにその職員も籍を置きながらい

るわけですけれども、その方がそういうふうに

自立に向けて相談相手になったり、高校以外に

も、それは大人になってからもそういうことの

相談をしながら自立できるようにというふうな

かかわりを持っている、相談相手になってくれ

ている職員もいるので、そこは非常にまるっき

り離れていくという子だけでなく、かかわって

いる子もいるということも御理解いただきたい

なと思います。 

２ 番（庄司里香議員） 議長、庄司里香。 

下山准一議長 庄司里香さん。 

２ 番（庄司里香議員） 教育長のなかなか熱い

答弁をお聞きして、すごくありがたいなと思い

ました。私も子供を育てた親の１人として、本

当にありがたいなと思っております。今後とも

教育者として、教師または学校、そして地域、

子供たちをみんなで支えてあげてほしいんです。

フォローをよろしくお願いいたします。 

  次の事項に移ります。 

  先日行われた議会報告会でのことでした。市

内関屋公民館にて集まっていただいた市民の１

人の方が、戸沢村から移転されて本市に住まわ

れている方とお聞きしました。東日本大震災時

に、被災地にボランティアに行かれてボランテ

ィアの活動の大切さを知り、その後も社会貢献

活動をしたいと思ってくださり、昨年の台風19

号の被災地にボランティアに行きたいと思われ

て、被災地へ行くボランティアバスはないのか

と市役所に尋ねられたそうです。 

  実際にはバスの存在は本市にはなかったため、

他のバスで行かれてボランティア活動をされた

ということでしたが、私自身も以前、東日本大
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震災のとき本市に避難されてきて東山に身を寄

せていた御家族の方々のためのお食事のお世話

をした経緯がございました。 

  子供たちの活動としてのボランティア以外に

もボランティアはありますし、ボランティアを

受けた方もありがたいと思うのでしょうが、そ

れ以上にボランティアをすることで得られる充

実感や満足感はあるとお聞きしておりますし、

私自身もそうだったと記憶しております。 

  現在、お聞きしているところでは、37団体

950人程度がボランティア保険に加入している

とのことです。本市で市民ボランティアの実情

はどうなのでしょうか。お尋ねいたします。よ

ろしくお願いします。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

下山准一議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 ボランティア活動に対する支援に

ついての御質問でございますが、ボランティア

の内容につきましては、環境整備や除雪、登下

校の見守り、読み聞かせなど、地域づくりや子

育て、介護など広い分野にわたっております。 

  ボランティア活動の窓口である社会福祉協議

会では、ボランティアセンターを設置し、ボラ

ンティアを求めている側と希望する側の活動が

つながるよう、活動場所などの情報提供を行っ

ております。 

  活動に伴う万が一の事故に備えてのボランテ

ィア保険には、一斉清掃などの地区単位の活動

も含め、今年度約900人の市民が加入し活動し

ております。 

  また、ボランティア講座を開催するなど、き

っかけづくりにも取り組んでおります。 

  ボランティアは基本的に無償であり自主的な

活動ですが、今後とも社会福祉協議会と連携し

ながら活動の様子を紹介するなど、ボランティ

アについて周知してまいりたいと思います。 

  最近は非常に自然災害等が多くなっていると

いう状況でございます。そうした場合におきま

しては、他の地域に出かけるボランティアとこ

の地域内での日常のボランティアと分けて考え

る必要があるのかなというふうには思っている

ところであります。 

  本市におきましても、自治体同士の災害協定

等があったりしておりますので、災害等におい

てはそれらのボランティアを募集し派遣すると

いうような場合も考えられるかなと思っており

ます。 

  ですから、派遣するボランティアとまた日常

で活動するボランティア、２つのボランティア

については今後整理しながら、それぞれに合っ

た形で支援してまいりたいと考えております。 

２ 番（庄司里香議員） 議長、庄司里香。 

下山准一議長 庄司里香さん。 

２ 番（庄司里香議員） ありがとうございます。 

  中には、ちょっとお聞きした内容なので絶対

これが本当かということはわからないんですけ

れども、本市からの支援は全くないとお聞きし

ておりますが、そうなのでしょうか。 

  もしかしてその方々が知っていないだけだと

したならば、告知する必要もあるかと思います

し、もしもないとしたならば、ボランティアの

精神としては何かを求めるための活動ではない

ことは存じておりますが、何かの支援の必要性

や市からのバックアップ体制も必要かと考えま

すが、どうでしょうか。誰かのために頑張って

いる方々の励みになる支援は、ボランティア精

神の妨げにはならないと思うのですが、お考え

をお尋ねいたします。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、

青山左絵子。 

下山准一議長 成人福祉課長兼福祉事務所長青山

左絵子さん。 

青山左絵子成人福祉課長兼福祉事務所長 ボラン

ティアの支援ということでございますけれども、

金銭的な交付ですとか補助金という形では基本

的には出しておりません。高齢者のボランティ
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アポイントという形で、ポイントに応じた報酬

ということでお支払いしているのみでございま

す。 

  基本的に無報酬の行為ということでございま

すけれども、やはり広く活動をしていただいて、

その充実感だったり認めてもらえるということ

が次につながったり、また、ほかの人にも一緒

に誘ったりという動機になるのかなと思ってい

るところでございます。 

  それで、地域福祉計画に係るアンケートとい

うことで12月に実施しておりますものがありま

して、その集計が出ておりますので参考までに

申し上げたいのですけれども、「ボランティア

活動について参加していますか」という問いに

は、75％の方が参加していない、参加できない、

それから、関心はあるけれども参加していない

ということで、75％弱の方が参加はしておりま

せんでした。 

  「参加していない方の理由は何ですか」とい

う次の問いに対しましては、忙しくて時間がな

いが一番多く27％。それから、次に健康に自信

がない、体力に自信がないが24.5％ということ

で、このアンケート自体は18歳以上の方を無作

為抽出ということで、やはり働いている方や高

齢の方でできないという方が多いのはわかりま

す。 

  その次に続く理由として、参加するきっかけ

がない、それから、活動に関する情報がない、

身近なところに活動の場がない、この３つを合

わせますと30％ほどになるということで、ここ

の部分をすくい上げて実際のボランティアの活

動に結びつけるということが、ボランティアの

活性化になるのではないかと考えられます。 

  周知をするということで、現状でも社協だよ

りの中で活動の様子などを取り上げたりはして

いるところでございますけれども、やはりこう

いった活動の様子を市報などでも取り上げて、

こういったことで生きがいづくりしている方も

たくさんおられるということを広く知っていた

だきたいと思っているところでございます。 

２ 番（庄司里香議員） 議長、庄司里香。 

下山准一議長 庄司里香さん。 

２ 番（庄司里香議員） 社協だよりにも掲載さ

れておりますよね。そういうのも励みになると

思うので、ぜひとも掲載のほうをよろしくお願

いします。 

  奉仕の心は大事だと思います。そして、その

奉仕の心を育てることもまた自治体の役割でも

あると思うので、大人の姿を見て、子供たちも

その大切さを知る機会になるとも思います。ぜ

ひともそんな志のある方々の励みとなるような

支援体制づくりをよろしくお願い申し上げます。 

  スーパーボランティア大分の尾畠春夫さんに

触発された方もたくさんいるのではないかと思

います。あそこまでのすごさはなくても、何か

よいことをしたいなと思っている方に情報提供

をしてくださり、サポートしてもらいたいと心

から思います。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

  最後になりますが、今月末をもって市を退職

されます職員の方々、今まで大変お世話になり

ました。市民のために尽力され、ありがとうご

ざいます。第２の人生が光り輝くものでありま

すようにとお願い申し上げます。今後も市勢発

展のために御指導、御鞭撻のほどいただければ

うれしいと思います。 

  これで私の一般質問を終わらせていただきま

す。御清聴ありがとうございました。 

下山准一議長 以上で今期定例会の一般質問を終

了いたします。 

 

 

散      会 

 

 

下山准一議長 お諮りいたします。 
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  今期定例会の本会議を、あす３月６日から３

月16日まで休会したいと思います。これに御異

議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

今期定例会の本会議を３月６日から３月16日ま

で休会し、３月17日午前10時から本会議を再開

いたしますので、御参集願います。 

  本日は以上で散会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

     午後３時０７分 散会 
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 令和２年３月定例会会議録（第４号） 

 

 

令和２年３月１７日 火曜日 午前１０時００分開議 

議 長 下 山 准 一     副議長 新 田 道 尋 

 

 出 席 議 員（１７名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  議員     ２番   庄  司  里  香  議員 

  ３番   叶  内  恵  子  議員     ４番   八  鍬  長  一  議員 

  ５番   今  田  浩  徳  議員     ６番   押  切  明  弘  議員 

  ７番   山  科  春  美  議員     ９番   佐  藤  文  一  議員 

 １０番   山  科  正  仁  議員    １１番   新  田  道  尋  議員 

 １２番   奥  山  省  三  議員    １３番   下  山  准  一  議員 

 １４番   石  川  正  志  議員    １５番   小  嶋  冨  弥  議員 

 １６番   佐  藤  卓  也  議員    １７番   髙  橋  富 美 子  議員 

 １８番   小  野  周  一  議員  

 

 欠 席 議 員（０名） 

 

 欠 員（１名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 伊 藤 元 昭 

総 務 課 長 小 松   孝  総 合 政 策 課 長 関   宏 之 

財 政 課 長 平 向 真 也  税 務 課 長 加 藤   功 

市 民 課 長 荒 田 明 子  環 境 課 長 森   正 一 

成 人 福 祉 課 長 
兼福祉事務所長 青 山 左絵子  子育て推進課長 

兼福祉事務所長 西 田 裕 子 

健 康 課 長 亀 井 博 人  看 護 師 養 成 所 
開 設 準 備 課 長 田 宮 真 人 

農 林 課 長 三 浦 重 実  商 工 観 光 課 長 荒 澤 精 也 

都 市 整 備 課 長 長 沢 祐 二  上 下 水 道 課 長 奥 山 茂 樹 

会 計 管 理 者   
兼 会 計 課 長  田 浩 志  教 育 長 高 野   博 

教 育 次 長    
兼教育総務課長 武 田 信 也  学 校 教 育 課 長 髙 橋 昭 一 

社 会 教 育 課 長 渡 辺 政 紀  監 査 委 員 大 場 隆 司 
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監 査 委 員     
事 務 局 長 山 科 雅 寛  選挙管理委員会  

委 員 長 矢 作 勝 彦 

選挙管理委員会  
事 務 局 長 小 関   孝  農業委員会会長 浅 沼 玲 子 

農 業 委 員 会   
事 務 局 長 津 藤 隆 浩    

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 滝 口 英 憲  総 務 主 査 叶 内 敏 彦 

主 任 小 松 真 子  主 任 小田桐 まなみ 

 

議 事 日 程 （第４号） 

令和２年３月１７日 火曜日 午前１０時００分開議 

 

   （予算特別委員長報告） 

日程第 １ 議案第９号令和２年度新庄市一般会計予算 

日程第 ２ 議案第１０号令和２年度新庄市国民健康保険事業特別会計予算 

日程第 ３ 議案第１１号令和２年度新庄市交通災害共済事業特別会計予算 

日程第 ４ 議案第１２号令和２年度新庄市介護保険事業特別会計予算 

日程第 ５ 議案第１３号令和２年度新庄市後期高齢者医療事業特別会計予算 

日程第 ６ 議案第１４号令和２年度新庄市水道事業会計予算 

日程第 ７ 議案第１５号令和２年度新庄市下水道事業会計予算 

 

   （総務文教常任委員長報告） 

日程第 ８ 議案第２０号新庄市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例について 

日程第 ９ 議案第２１号議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正

する条例について 

日程第１０ 議案第２２号新庄市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

日程第１１ 議案第２３号新庄市市営バス設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について 

日程第１２ 議案第２４号新庄市監査委員条例の一部を改正する条例について 

 

   （産業厚生常任委員長報告） 

日程第１３ 議案第２５号新庄市印鑑条例の一部を改正する条例について 

日程第１４ 議案第２６号新庄市高齢者住宅整備資金貸付条例を廃止する条例について 

日程第１５ 議案第２７号新庄市保育の必要性の認定に関する条例の一部を改正する条例について 

日程第１６ 議案第２８号新庄市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例について 

日程第１７ 議案第２９号新庄市企業立地促進条例の一部を改正する条例について 
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日程第１８ 議案第３０号新庄市市道の構造の技術的基準等を定める条例の一部を改正する条例につい

て 

日程第１９ 議案第３１号新庄市営住宅設置及び管理に関する条例等の一部を改正する条例について 

日程第２０ 議案第３２号新庄市都市下水路条例について 

日程第２１ 議案第３３号新庄市下水道条例について 

日程第２２ 議案第３４号新庄市下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係

条例の整備に関する条例について 

日程第２３ 請願第１号除雪受託業者に対する支援についての請願 

 

本日の会議に付した事件 

 

議事日程（第４号）のほか 

日程第２４ 議案第３５号令和元年度新庄市一般会計補正予算（第６号） 

日程第２５ 閉会中の継続調査申し出について 
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開      議 

 

 

下山准一議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員は17名です。欠席通告者

はありません。 

  それでは、これより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程（第４号）によって進めます。 

 

 

予算特別委員長報告 

 

 

下山准一議長 日程第１議案第９号令和２年度新

庄市一般会計予算から日程第７議案第15号令和

２年度新庄市下水道事業会計予算までの議案計

７件を一括議題といたします。 

  本件に関し予算特別委員長の報告を求めます。 

  予算特別委員長奥山省三君。 

   （奥山省三予算特別委員長登壇） 

奥山省三予算特別委員長 おはようございます。 

  それでは、私から予算特別委員会における審

査の経過と結果について報告いたします。 

  予算特別委員会は全議員をもって構成されて

おりますので、要点のみの御報告とさせていた

だきます。 

  それでは御報告申し上げます。 

  予算特別委員会に付託されました案件は、議

案第９号令和２年度新庄市一般会計予算から議

案第15号令和２年度新庄市下水道事業会計予算

までの計７件であります。予算特別委員会は、

３月10日、11日、12日の３日間にわたり活発な

議論のもとに慎重な審査が行われたところであ

ります。 

  初めに、議案第９号令和２年度新庄市一般会

計予算につきましては、各委員より数多くの質

疑があり、活発な議論が交わされました。討論

に入り、佐藤悦子委員より反対討論があり、採

決の結果、賛成多数で原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

  次に、議案第13号令和２年度新庄市後期高齢

者医療事業特別会計予算につきましては、質疑

を行いましたが、討論はなく、採決の結果、賛

成多数で原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

  次に、議案第10号令和２年度新庄市国民健康

保険事業特別会計予算、議案第11号令和２年度

新庄市交通災害共済事業特別会計予算、議案第

12号令和２年度新庄市介護保険事業特別会計予

算、議案第14号令和２年度新庄市水道事業会計

予算及び議案第15号令和２年度新庄市下水道事

業会計予算の議案５件につきましては、質疑の

後、討論はなく、採決の結果、全員異議なく原

案のとおり可決すべきものと決しました。 

  以上、予算特別委員会に付託されました議案

第９号令和２年度新庄市一般会計予算から議案

第15号令和２年度新庄市下水道事業会計予算ま

での議案７件については、いずれも原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

  以上、議長よりよろしく取り計らいください

ますようお願い申し上げ、予算特別委員会にお

ける審査の経過と結果についての報告といたし

ます。 

下山准一議長 お諮りいたします。 

  予算特別委員会は全議員をもって構成されて

おり、質疑、討論は終わっておりますので、直

ちに採決したいと思います。これに御異議あり

ませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  初めに、委員長報告のうち質疑、討論があり、

採決の結果、賛成多数で可決すべきものとした

議案１件について採決いたします。 
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  議案第９号令和２年度新庄市一般会計予算に

ついて、委員長の報告のとおり決することに賛

成の諸君は賛成のボタンを、反対の諸君は反対

のボタンを押してください。 

   （電子表決） 

下山准一議長 ボタンの押し忘れはございません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 それでは、締め切ります。 

  表決の結果、賛成14票、反対１票、棄権１票

で、賛成多数であります。よって、議案第９号

は委員長報告のとおり可決されました。 

  次に、委員長報告のうち、質疑の後、討論は

なく、採決の結果、賛成多数で可決すべきもの

とした議案１件について採決いたします。 

  議案第13号令和２年度新庄市後期高齢者医療

事業特別会計予算について、委員長報告のとお

り決することに賛成の諸君は賛成のボタンを、

反対の諸君は反対のボタンを押してください。 

   （電子表決） 

下山准一議長 ボタンの押し忘れはございません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 それでは、締め切ります。 

  表決の結果は、賛成15票、反対１票でありま

す。賛成多数であります。よって、議案第13号

は、委員長報告のとおり可決されました。 

  次に、委員長報告のうち、質疑の後、討論は

なく、採決の結果、全員異議なく可決すべきも

のとした議案第10号令和２年度新庄市国民健康

保険事業特別会計予算、議案第11号令和２年度

新庄市交通災害共済事業特別会計予算、議案第

12号令和２年度新庄市介護保険事業特別会計予

算、議案第14号令和２年度新庄市水道事業会計

予算及び議案第15号令和２年度新庄市下水道事

業会計予算の議案５件について、委員長報告の

とおりに決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第10号、議案第11号、議案第12号、議案第

14号及び議案第15号は、委員長報告のとおり可

決されました。 

 

 

総務文教常任委員長報告 

 

 

下山准一議長 次に、日程第８議案第20号新庄市

固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する

条例についてから、日程第12議案第24号新庄市

監査委員条例の一部を改正する条例についてま

での議案５件を一括議題といたします。 

  本件に関し総務文教常任委員長の報告を求め

ます。 

  総務文教常任委員長山科正仁君。 

   （山科正仁総務文教常任委員長登壇） 

山科正仁総務文教常任委員長 おはようございま

す。私から総務文教常任委員会の審査の経過と

結果について御報告申し上げます。 

  当委員会に付託されました案件は、議案５件

であります。審査のため、３月６日午前10時よ

り議員協議会室において委員７名出席のもと審

査を行いました。 

  初めに、議案第20号新庄市固定資産評価審査

委員会条例の一部を改正する条例については、

総務課職員の出席を求め、補足説明を受けた後、

審査を行いました。 

  総務課からは、固定資産評価審査委員会は、

固定資産台帳に登録された価格に関する不服を

審査決定するための組織であり、このたびの改

正は、法令の名称変更や、委員長の任期を委員

の任期に合わせて３年とするものであるとの説

明がありました。 

  審査に入り、委員より、固定資産評価審査委

員会の開催数はどうかといった質疑があり、総

務課からは、平成17年度に開催され、それ以降
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の開催はないとの説明がありました。 

  その他委員より、任命している審査委員会委

員について等の質疑はありましたが、採決の結

果、全員異議なく可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第21号議会の議員その他非常勤の

職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改

正する条例については、総務課職員の出席を求

め、補足説明を受けた後、審査を行いました。

総務課からは、このたびの改正は、会計年度任

用職員制度が令和２年４月１日に施行されるこ

とに伴い、フルタイム会計年度任用職員の補償

に関わる改正を行うものであるとの説明があり

ました。 

  審査に入り、委員より、短時間勤務の会計年

度任用職員に補償はないのかといった質疑があ

り、総務課からは、短時間勤務の方もこの条例

で補償されるとの説明がありました。 

  その他委員より質疑はなく、採決の結果、全

員異議なく可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第22号新庄市特別職の職員の給与

に関する条例の一部を改正する条例については、

総務課職員及び農業委員会事務局職員の出席を

求め、農業委員会事務局より補足説明を受けた

後、審査を行いました。 

  農業委員会事務局からは、農地利用最適化推

進委員として平成29年７月から８名を委嘱し、

担当地域における現場活動を通じた農地等の利

用の最適化の推進のための業務をしていただい

ている。このたびの改正は、農地利用最適化交

付金を活用し、活動内容に応じた報酬月額とす

るため、月額報酬を増額するものとの説明があ

りました。 

  審査に入り、委員より、農地利用最適化推進

委員は総会には参加しているのかといった質疑

があり、農業委員会事務局からは、要請があれ

ば総会に出席することもあるとの説明がありま

した。 

  また、別の委員からは、１人当たりの担当す

る農地面積が大きいということは、委員の数が

少ないと言える。８人ではなくて、10人にする

考えはどうかといった質疑があり、農業委員会

事務局からは、人数が少ないということで、１

人当たりの担当する面積は広い。今後、定員に

ついては、いろいろなところで検討しながら考

えていきたいとの説明がありました。 

  その他委員より、新庄市は農業を基幹産業と

言っている。また、推進委員は周辺農家の現状

をわかっている方々であり、農業を下支えして

いる方たちであり、もう少し月額をアップして

もよかったのではないか。今後上げるときは、

県で一番に上げてほしいや、また、ほかの委員

より、個人の負担が大きいと、なり手不足にな

る。負担をかけ過ぎないように額を決めてもよ

いのではないかなどの意見がありましたが、採

決の結果、全員異議なく可決すべきものと決し

ました。 

  次に、議案第23号新庄市市営バス設置及び管

理に関する条例の一部を改正する条例について

は、総合政策課職員の出席を求め、補足説明を

受けた後、審査を行いました。総合政策課から

は、このたびの改正は、満70歳以上の方及び高

校生の使用料について200円から100円に引き下

げるものである。また、改正に伴う影響額、こ

れは土内線、芦沢線合わせて約13万円弱となる

と説明がありました。 

  審査に入り、委員より、高校生の周知方法は

どうかといった質疑があり、総合政策課からは、

毎日使っていただけることで利用率が上がるこ

ととなる。高校には個別にお話をし、利用促進

を図りたいとの説明がありました。 

  その他委員より、利用者アンケート等につい

ての質疑はありましたが、採決の結果、全員異

議なく可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第24号新庄市監査委員条例の一部

を改正する条例については、監査委員事務局職

員の出席を求め、補足説明を受けた後に、審査
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を行いました。 

  監査委員事務局からは、監査委員条例は、監

査期日及び通知、例月出納検査の期日、監査結

果の公表などの監査の事務手続について規定し

ている。このたびの改正は、改正地方自治法の

施行に伴う条例の地方自治法の条ずれを改める

もので、あわせて、国が示した標準例に倣い、

健全化判断比率及び資金不足比率の審査につい

ての規定の追加や、決算審査等の審査期限を40

日以内から60日以内に見直しを図ったものと説

明がありました。  

  審査に入り、委員より、審査期限が60日以内

となるが、９月決算議会まで間に合うのかとい

った質疑があり、監査委員事務局からは、９月

の決算議会に間に合うようにしたいとの説明が

ありました。 

  その他委員より、決算データ等の確認の時期

等についての質疑はありましたが、採決の結果、

全員異議なく可決すべきものと決しました。 

  以上で総務文教常任委員会に付託されました

案件の審査の経過と結果についての報告を終わ

ります。以上、よろしくお願いいたします。 

下山准一議長 ただいまの総務文教常任委員長報

告に対して質疑に入ります。 

  初めに、議案第20号新庄市固定資産評価審査

委員会条例の一部を改正する条例について質疑

に入ります。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第20号新庄市固定資産評価審査委員会条

例の一部を改正する条例については、委員長報

告のとおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第20号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、議案第21号議会の議員その他非常勤の

職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改

正する条例について質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第21号議会の議員その他非常勤の職員の

公務災害補償等に関する条例の一部を改正する

条例については、委員長報告のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第21号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、議案第22号新庄市特別職の職員の給与

に関する条例の一部を改正する条例について質

疑に入ります。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 
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  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第22号新庄市特別職の職員の給与に関す

る条例の一部を改正する条例については、委員

長報告のとおり決することに御異議ありません

か。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第22号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、議案第23号新庄市市営バス設置及び管

理に関する条例の一部を改正する条例について

質疑に入ります。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第23号新庄市市営バス設置及び管理に関

する条例の一部を改正する条例については、委

員長報告のとおり決することに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第23号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、議案第24号新庄市監査委員条例の一部

を改正する条例について質疑に入ります。質疑

ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第24号新庄市監査委員条例の一部を改正

する条例については、委員長報告のとおり決す

ることに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第24号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

 

 

産業厚生常任委員長報告 

 

 

下山准一議長 次に、日程第13議案第25号新庄市

印鑑条例の一部を改正する条例についてから日

程第23請願第１号除雪受託業者に対する支援に

ついての請願についてまでの議案10件及び請願

１件を一括議題といたします。 

  本件に関し産業厚生常任委員長の報告を求め

ます。 

  産業厚生常任委員長今田浩徳君。 

   （今田浩徳産業厚生常任委員長登壇） 
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今田浩徳産業厚生常任委員長 おはようございま

す。私から産業厚生常任委員会の審査の経過と

結果について御報告申し上げます。 

  当委員会に付託されました案件は、議案10件、

請願１件です。審査のため、３月９日午前10時

より議員協議会室において委員８名出席のもと

審査を行いました。 

  初めに、議案第25号新庄市印鑑条例の一部を

改正する条例については、市民課の議案となり

ますので市民課職員の出席を求め、補足説明を

受けた後、審査を行いました。 

  審査に入り、委員からは、意思能力を有する

か有しないかの窓口での判断が対応した職員の

判断に委ねられ、そごが起きる可能性もある。

どのように対応していくのかとの質疑がありま

した。市民課からは、今までも意思能力を有し

ない者は印鑑登録はできない方だったが、本人

が実印を持参して窓口に来て、本人を確認でき

る証明書があれば意思能力があると判断し、印

鑑登録を受け付けていた。今まで以上に気をつ

けて対応していきたいとの説明がありました。 

  ほかに質疑はなく、採決の結果、議案第25号

については全員異議なく原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

  続いて、議案第26号新庄市高齢者住宅整備資

金貸付条例を廃止する条例については、成人福

祉課の議案となりますので成人福祉課の職員の

出席を求め、補足説明を受けた後、審査を行い

ました。 

  審査に入り、委員からの質疑はなく、採決の

結果、議案第26号については全員異議なく原案

のとおり可決すべきものと決しました。 

  続いて、議案第27号から議案第28号までの議

案２件は、子育て推進課の議案となりますので

子育て推進課の職員の出席を求め、審査を行い

ました。 

  初めに、議案第27号新庄市保育の必要性の認

定に関する条例の一部を改正する条例について

補足説明を受けた後、審査を行いました。 

  審査に入り、委員からは、平成24年にこの条

例を法律に従って制定した際、過料規定は山形

県内では新庄市だけだったと思う。改正の方向

性などについて12市から聞き取りを行ったのか

との質疑がありました。子育て推進課からは、

12市の方向性については調べてはいないが、全

国的には、子供のための教育給付と子育てのた

めの施設等利用給付の過料についてといった別

の条件をつくっている自治体もあるとの説明が

ありました。 

  ほかに質疑はなく、採決の結果、議案第27号

については全員異議なく原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

  次に、議案第28号新庄市特定教育・保育施設

及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例について審査

を行いました。 

  審査に入り、委員からは、市内にある３カ所

の児童館・児童センターはこの条例に該当しな

いのかとの質疑がありました。子育て推進課か

らは、児童館・児童センターの保護者の方が、

ファミリーサポートセンターや認可外保育施設

などを使う場合には該当する。児童館・児童セ

ンターの連携施設などに関しては該当しないと

いう考え方になるとの説明がありました。 

  その他、副食費の取り扱いについてなどの質

疑がありましたが、採決の結果、議案第28号に

ついては全員異議なく原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

  続いて、議案第29号新庄市企業立地促進条例

の一部を改正する条例については、商工観光課

の議案となりますので商工観光課の職員の出席

を求め、補足説明を受けた後、審査を行いまし

た。 

  審査に入り、委員からは、製造業の扱いにつ

いて確認したい、運送業などはどうなのかとの

質疑がありました。商工観光課からは、助成対
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象企業の業種は規則で定めており、製造業のほ

か、耕種農業、土木工業など全部で20種類ある。

この業種に該当すれば補助の対象になるとの説

明がありました。 

  平米単価についてなどの質疑がありましたが、

採決の結果、議案第29号については全員異議な

く、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  続いて、議案第30号から議案第31号までの議

案２件は都市整備課の議案となりますので、都

市整備課の職員の出席を求め、審査を行いまし

た。 

  初めに、議案第30号新庄市市道の構造の技術

的基準等を定める条例の一部を改正する条例に

ついて補足説明を受けました。その後、審査を

行いました。 

  審査に入り、委員会は、民間で宅地開発をす

る際に何か規制などが出てくるのかとの質疑が

ありました。都市整備課からは、現在、市道整

備においても、道路構造的にそういったところ

まで設けようという考えはない。開発について

も同様となると思うとの説明がありました。 

  ほかに質疑はなく、採決の結果、議案第30号

については全員異議なく原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

  次に、議案第31号新庄市営住宅設置及び管理

に関する条例等の一部を改正する条例について、

補足説明を受けた後、審査を行いました。 

  審査に入り、委員からは、今回の民法の改正

は、公営住宅の入居に際して連帯保証人を不要

とするという大きな改正だった。今回の市の条

例を見ると、その部分は改正されていない。な

ぜ改正しなかったのかとの質疑がありました。

都市整備課からは、公営住宅法の関係から連帯

保証人の部分は選択できるような状況になって

いる部分もあり、連帯保証人をそのまま継続す

る場合は連帯保証人が負うべき保証金額を定め

ることになっている。今回の改正においては、

入居者の緊急連絡先等の必要性があったり、生

活状況の指導も含めて保証人が不要になるとい

うことはまだ見込めず、必要な部分があったと

いうことで、現在の状態で継続させていただく

方向で考えた。今後、改めて保証人の必要性も

含めて、他の自治体等の例も参考にしながら検

討していきたいとの説明がありました。 

  また、保証人を設けるのであれば、保証すべ

き限度額を一緒に定めるというのが改正すべき

ことではないかとの質疑がありました。都市整

備課からは、限度額については、規則の中で定

めることになっている。現在は、市営住宅の限

度額は家賃の６カ月分プラス退去費用程度を想

定しており、規則の中で定める準備をしている

ところであるとの説明がありました。 

  また、別の委員からは、民営であれ公営であ

れ、サービスを受けたら対価を支払うのが常識

だが、お金を支払わないケースが見受けられる。

連帯保証人を置き、そういったバックグラウン

ドの安心感があれば、ほかの徴収されている方

も安心感があるので、原案に賛成するといった

意見も出ました。 

  そのほかパブリックコメントについてなどの

質疑がありましたが、採決の結果、議案第30号

については賛成多数で原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

  ただし、委員より少数意見の留保の申し出が

あり、賛成者もいることから、産業厚生常任委

員長を経由し、少数意見報告書が議長宛てに提

出されております。  

  続いて、議案第32号から議案第34号までの議

案３件は、上下水道課の議案となりますので、

上下水道課及び総務課の職員の出席を求め、補

足説明を受けた後、審査を行いました。 

  初めに、議案第32号新庄市都市下水路条例に

ついて審査を行いました。 

  審査に入り、委員からの質疑はなく、採決の

結果、議案第32号について全員異議なく原案の

とおり可決すべきものと決しました。 
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  次に、議案第33号新庄市下水道条例について

審査を行いました。 

  審査に入り、委員からの質疑はなく、採決の

結果、議案第33号については全員異議なく原案

のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第34号新庄市下水道事業に地方公

営企業法の規定の全部を適用することに伴う関

係条例の整備に関する条例について審査を行い

ました。 

  審査に入り、委員からの質疑はなく、採決の

結果、議案第34号については全員異議なく原案

のとおり可決すべきものと決しました。 

  最後に、請願第１号除雪受託業者に対する支

援についての請願については、請願の紹介議員

と、説明員として都市整備課の職員の出席を求

め、紹介議員からの趣旨説明を伺い、審査を行

いました。 

  審査に入り、委員からは、業者の数について

どう思っているのかとの確認があり、都市整備

課からは、基本的に５時間、午前２時半から出

勤し、午前７時半までに除雪を終わらせていた

だきたいと依頼しているが、路線により５時間

では終わらせられない業者や、逆に二、三時間

で終わる業者もある。そのため、業者に対して

は、路線の組みかえや台数をふやすことが可能

か調整しているが、オペレーターの確保が難し

い状況がある。まずは、路線の組みかえや適正

な路線の配分について、来年度に向けて見直し

をしていきたいとの説明がありました。 

  また、別の委員からは、他市の動向はどうか、

また、貸与した除雪機械の返却時の修理費につ

いてはどうかとの確認がありました。都市整備

課からは、県内12市で補償制度があり、最上郡

内では４市町村で補償制度がある。また、機械

損料は、一般土木と同様に時間当たり単価に計

上されていると判断している。貸与機械の返却

については、どうしても業者の過失で損傷した

部分については業者負担だが、基本的に修繕全

ては市で行っているとの説明がありました。 

  委員からは、雪が少なくても、降ったときは

困ることもある。やはり平均値をとって、なる

べく業者に負担がかからないような形で、冬の

大変さを乗り越えていきたいという市民の願い

がある。お互いの立場で、意思疎通しながらや

っていただきたいとの意見がありました。 

  また、別の委員からは、あくまで民間経営の

支援拡充なので慎重であるべきとは思うが、こ

のたびのようなことで企業活動が小さくなって

しまうので、大雪に耐えられないとなると一番

被害をこうむるのは市民である。農業では共済

制度があり、ある程度の防波堤の役割があるが、

建設業界にはない。機械は設備投資が可能なも

のの、除雪にかかわる人の手当て、人手不足と

いう背景もあるので、請願を採択し、市に報告

すべきであるとの意見がありました。 

  採決した結果、請願第１号については全員異

議なく採択の上、執行機関に送付し、その処理

の経過及び結果の報告を請求すべきものと決し

ました。 

  以上で、産業厚生常任委員会に付託されまし

た案件の審査の経過と結果についての報告を終

わります。よろしくお願いいたします。 

下山准一議長 次に、議案第31号について、叶内

恵子さんから、会議規則第108条第２項の規定

るよる少数意見報告書が提出されています。 

  少数意見の報告を求めます。 

  叶内恵子さん。 

３ 番（叶内恵子議員） 少数意見報告をいたし

ます。 

  令和２年３月９日開会の産業厚生常任委員会

において留保した少数意見を、下記のとおり会

議規則第108条第２項の規定により報告します。 

１、議案第31号新庄市営住宅設置及び管理に関

する条例等の一部を改正する条例。 

２、意見の要旨。 

  民法の債権関係の規定の改正を受けて、国の
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公営住宅法の中でも改正があり、連帯保証人を

不要とすべきことが可能となった。保証人を削

除しないのであれば、その保証人が保証すべき

限度額を定めることになっているが、新庄市の

条例整備は不備である。公営住宅の入居に際し

て連帯保証人等を求めることは、公営住宅が入

居者として想定している低額所得者の入居を妨

げ、かえって公営住宅法の趣旨に反する結果を

招くと考える。 

  新庄市においては、公営住宅が住宅セーフテ

ィネットの中核としてその役割が期待されてい

ることを鑑み、公営住宅の入居に際しては連帯

保証人等を不要とする条例改正を行うべきであ

る。 

  また、当該条例改正は、市民生活に密接に関

連する重要な制度の制定または改廃であるため、

新庄市パブリックコメント手続を実施すべきで

ある。 

  令和２年３月９日、新庄市議会議長下山准一

殿宛てに提出させていただきました。 

下山准一議長 それでは、産業厚生常任委員長報

告に対して質疑に入ります。 

  初めに、議案第25号新庄市印鑑条例の一部を

改正する条例について質疑に入ります。質疑あ

りませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第25号新庄市印鑑条例の一部を改正する

条例については、委員長報告のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第25号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、議案第26号新庄市高齢者住宅整備資金

貸付条例を廃止する条例について質疑に入りま

す。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第26号新庄市高齢者住宅整備資金貸付条

例を廃止する条例については、委員長報告のと

おり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第26号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、議案第27号新庄市保育の必要性の認定

に関する条例の一部を改正する条例について質

疑に入ります。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 討論なしと認めます。よって、討
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論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第27号新庄市保育の必要性の認定に関す

る条例の一部を改正する条例については、委員

長の報告のとおり決することに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第27号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、議案第28号新庄市特定教育・保育施設

及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例について質疑

に入ります。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第28号新庄市特定教育・保育施設及び特

定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例については、委員長

の報告のとおり決することに御異議ありません

か。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第28号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、議案第29号新庄市企業立地促進条例の

一部を改正する条例について質疑に入ります。

質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第29号新庄市企業立地促進条例の一部を

改正する条例については、委員長報告のとおり

決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第29号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、議案第30号新庄市市道の構造の技術的

基準等を定める条例の一部を改正する条例につ

いて質疑に入ります。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第30号新庄市市道の構造の技術的基準等
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を定める条例の一部を改正する条例については、

委員長報告のとおり決することに御異議ありま

せんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第30号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、議案第31号新庄市営住宅設置及び管理

に関する条例等の一部を改正する条例について

質疑に入ります。 

  本件に関しましては、少数意見の報告があり

ましたので、初めに産業厚生常任委員長の報告

について質疑に入ります。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 別に質疑なしと認めます。 

  次に、少数意見の報告について質疑に入りま

す。質疑ありませんか。 

１０番（山科正仁議員） 議長、山科正仁。 

下山准一議長 山科正仁君。 

１０番（山科正仁議員） 先ほど少数意見の報告

を承りました。主張する内容というのが、連帯

保証人を不要にして条例を改正しようと、並び

にパブリックコメントを開いて市民にも周知さ

せろという内容かと思いました。 

  そこで質問ですが、現行制度、今、家賃滞納

した場合ですけれども、その敷金を充当すると

いうふうな今回の一部改正となっております。

それでも払えない場合は、連帯保証人への請求

というふうなスタイルでいくんだと思っており

ますが、仮に今、修正動議提出者の主張どおり

保証人なしの制度に移行した場合ですが、今度、

敷金充当後に支払いがない、その場合において

即座に明け渡しというふうなことが行われるこ

とになります。これは、入居者の救済措置とし

ては本来の目的を達していないのかというよう

な疑問があるんですが、この点いかがでしょう

か。 

３ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

下山准一議長 叶内恵子さん。 

３ 番（叶内恵子議員） 緊急連絡先を設けるこ

とが条例の中でできます。緊急連絡先、緊急時

の連絡先としては、できることというのが緊急

連絡人に、連帯保証人を廃止して緊急連絡人を

設置した場合ですが、緊急連絡人を届けるとい

うことを想定した場合、緊急連絡時の対応と使

用料等の滞納発生時の納付指導、そして使用者

が無断退去や死亡した際の廃止の手続などをそ

の緊急連絡人に連絡をする。ただ、費用につい

て、その緊急連絡人が払うものではないです。 

  連帯保証人の廃止に伴って、例えば退去時に

未納使用料や修繕費が納付できない使用者に対

応するためとしては、水準を設けるというふう

にしている自治体が多いです。使用料滞納者に

対する明け渡し請求の基準も、その規則の中で

決めていくということになっていきます。そう

いった規則を本当に一から全て見直して、そし

て今回、債権関係の改正に伴って、令和２年４

月１日から民法の改正に伴って施行されるわけ

なんですが、その前にもっともっとあの条例の

内容を、現状に合わせてどうなのかということ

を議論しなければいけなかったのではないかと

思って、今回反対をいたしました。（「質問の答

弁できていない」の声あり） 

１０番（山科正仁議員） 議長、山科正仁。 

下山准一議長 山科正仁君。 

１０番（山科正仁議員） 今の内容ですと、緊急

連絡人という制度を使うというふうなことだと

思われました。ただ、その責任転嫁というか、

緊急連絡人の責任が非常に重いような内容だな

と思いますが、そのまま残される債務をどのよ

うに処理していくのかという点１つと、先ほど

パブリックコメントを行うということで、市民

の理解を得るというふうな方向をとるという話

ですが、それをどのようにしてパブリックコメ

ント以外に、かなり市民負担が大きくなると、

その滞納者の家賃を全て税金で対処していくと
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いうふうなケースになるかと思います。その点

をどう考えているのかという点、その２つと。 

  国交省の今回の通達というか、前からあった

通達ですけれども、これはあくまでも入居者を

保護する趣旨です。今回の債権のほうの改正民

法については、これはもう根保証の限度額を定

めて、保証人の保護を図っているというような

制度でありまして、根本的に目的が違うという

ような内容になっていると思います。互いにこ

の目的の主眼が違っている中で、今、叶内議員

もおっしゃいましたけれども、確かにもっとも

っと細かい内容でもっと入り込んだ協議をして

いかないと、この少数意見の留保でもって持っ

ていくにはちょっと、もっともっと重い場に持

っていかなければいけないのかなと思うところ

であります。今回の事案にはなじまないで、し

っかりした論争の場で行った上で、執行部とと

もに行政の取り組みを推進する、そういう必要

があるのかと思いますが、いかがでしょうか。 

３ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。  

下山准一議長 叶内恵子さん。 

３ 番（叶内恵子議員） 今回の民法改正という

のが、やはり保証人の保護の強化というのもあ

ります。これまで借りた方はこれまでの民法に

従うんですけれども、新しく４月１日から改正

される民法については、総務省の勧告あと国交

省の通達含めて、もっと早い段階で見直しをき

ちっと話し合って議論して、そして今回の条例

改正のところに持ってこなければいけなかった

と私は思うんです。 

  いきなり例えば産業厚生常任委員会に、例え

ば全員協議会という形で、この条例について平

成29年にもう既にわかっているわけです。平成

29年の６月に民法というのは改正されますよ、

改正されているんですね。施行がこの４月１日

なわけですから、そして総務省の通達、勧告が

平成30年１月、そして国交省が６月なわけです。

その期間というのは２年あるわけですよね。そ

うした場合に、その去年１年間の中で新庄市の

市営住宅の今後の運営のあり方が、例えば高齢

化ということを言っていて、新庄市も高齢化に

なるよ、優しいまちづくりをしなくちゃいけな

いよ、障害者、高齢者に優しいまちづくりをし

ていかなければいけないよというふうに言って

いる中で、今後、保証人に対しての保護をどう

いうふうにして守り、そして今後高齢化する中

で住居に困った際どういうふうにして入りやす

くしていくのか、住宅のセーフティーネットと

いうところをきちっともう一回見直し、公共住

宅がセーフティーネットであるべきだ、住民の

セーフティーネットであるべきだというところ

を見直して、今回の民法の改正にのっとって、

それでは新庄市ではどういう方向で条例を整備

していくのかというのを、もっと早い段階でし

なければいけなかったと思います。 

  その話し合いも何もなく、今後ではなくて、

民法の改正はもう４月１日施行されるわけです

ので、される前に話し合いをきちっとするべき

だったと思います。ない中で、条例がこのよう

に改正されますというふうに来ましても、納得

できるものではないものですから、少数意見の

留保はすべきことであると判断しまして、出さ

せていただきました。 

１０番（山科正仁議員） 議長、山科正仁。 

下山准一議長 山科正仁君。 

１０番（山科正仁議員） 今までの取り組み自体、

不備があったと言われればそれまでかという話

になりますけれども、今後、民法の改正たしか

なされたのでありますので、先ほども言いまし

たけれども、今後に向けてきちんとした、今の

弱者の救済という方法はとっていかなければな

らないというのは皆さんの共通の意見ですので、

ここであえて少数意見を否定するわけではない

んです。ただ、こういうふうないい意見が出た

のであれば、この場で細かく終わらせてしまう

んではなくて、しっかりした協議の場に持って
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いった議論というのが今後必要かと思いますの

で、その辺で検討をいただきたいと思います。

私からは以上です。 

３ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

下山准一議長 叶内恵子さん。 

３ 番（叶内恵子議員） この議会の場というの

は、出された条例であったりが、可か否かとい

うことで決定しなければいけないわけです。そ

うしますと、今後どういうふうな議論をしてい

くのかということを含めて、こういう少数意見

の留保というのを提出しておくということは非

常に重要だと思いました。これがないままで、

それでは条例を制定してしまった後に、それで

はいつ見直しをするんですかという話になるわ

けです。この少数意見の留保は、今後の本当に

話し合いの担保にしていっていけたらいいと思

いまして提出をいたしました。以上です。 

下山准一議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  ここで、議案第31号新庄市営住宅設置及び管

理に関する条例等の一部を改正する条例につい

て修正動議が提出されておりますので、直ちに

事務局より写しを配付させます。 

  暫時休憩します。 

 

     午前１０時５７分 休憩 

     午前１１時０７分 開議 

 

下山准一議長 休憩を解いて再開いたします。 

  本修正動議は、２人以上の発議者がおります

ので動議は成立します。よって、修正動議を直

ちに議題といたします。 

  修正動議の説明を求めます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 令和２年３月17日新庄

市議会議長下山准一様。新庄市議会議員佐藤悦

子、叶内恵子議員の提出です。 

  議案第31号新庄市営住宅設置及び管理に関す

る条例等の一部を改正する条例についてに対す

る修正動議。 

  上記の修正案を地方自治法第115条の３及び

新庄市議会会議規則第17条の規定により、別紙

の修正案を添えて提出します。 

  提案理由。民法の債権関係の規定が、平成29

年６月に改正され、令和２年４月１日に施行さ

れます。 

  民法の改正を受けて、総務省評価局は、平成

30年１月、「公的住宅の供給等に関する行政評

価・監視結果報告に基づく勧告」を出しました。

この総務省勧告により、国土交通省は、平成31

年４月、保証人の確保が一層困難となることが

懸念され、保証人を確保できないために公営住

宅に入居できない事態がないよう、公営住宅管

理標準条例（案）を改正し、保証人を削除する

旨の見解を示しました。 

  公営住宅入居に際して連帯保証人を求めるこ

とは、公営住宅が入居者として想定している低

額所得者の入居を妨げ、かえって公営住宅法の

趣旨に反する結果を招くものです。 

  新庄市においては、当該総務省勧告・国土交

通省通知による条例案を踏まえ、公営住宅が住

宅セーフティネットの中核として、その役割が

期待されていることに鑑み、公営住宅の入居に

際しては、連帯保証人を不要とする条例改正を

行うべきです。 

  （別紙）議案第31号新庄市営住宅設置及び管

理に関する条例等の一部を改正する条例に対す

る修正案を説明いたします。 

  議案第31号第１条関係では、原案は（入居の

手続）第11条の（１）に、「入居決定者と同程

度以上の収入を有する者で市長が適当と認める

連帯保証人」と書いてありますが、これを修正

案では「規則で定める緊急連絡人」と修正案を
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出しました。 

  同じく、原案の第11条３項「市長は特別な事

情があると認める者に対しては、第１項第１号

の規定による請書に連帯保証人との連署を必要

としないこととすることができる。」、これは修

正案では削るということです。 

  そして、議案第31号第２条関係では、（入居

の手続）、原案では第10条の（１）に「山形県

内に居住し、かつ、入居決定者と同程度以上の

収入を有する者で、市長が適当と認める連帯保

証人」とあるのを、修正案では「規則に定める

緊急連絡人」というふうに修正をさせてほしい

という内容です。 

  以上です。 

下山准一議長 それでは、ただいまの修正案に対

する質疑を行います。質疑ありませんか。 

１６番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

下山准一議長 佐藤卓也君。 

１６番（佐藤卓也議員） 私のほうから質疑させ

ていただきます。今回の関連では、入居者のほ

うと入居の手続の改正なんですが、今回の条例

改正についてでは、正直第11条と第10条が入っ

ていなく、詳しく言えば第６条、第８条、第９

条、第15条、第18条、第22条、第37条が入って

いますので、第10条、第11条に関しては今回の

条例改正には当たっておりません。当たってお

らなければ、産業厚生常任委員会のほうでしっ

かり話し合っていただき、わざわざ動議を出し

てするものではなく、しっかりと担当委員会で

話し合っていただきたいというのが筋だと思う

んですけれども、そこら辺の関連はどのように

して今回出されたのかお聞きしたいと思います。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） お答えいたします。 

  担当の常任委員会、産業厚生常任委員会で十

分に話し合われたと認識しております。少数意

見の留保も、この修正動議とほぼ同じ意見で修

正動議も出されました。 

１６番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

下山准一議長 佐藤卓也君。 

１６番（佐藤卓也議員） 十分話されたというこ

となんですけれども、今回の条例改正では、第

10条、第11条は話されてないような形がします。

今回は、こういう連帯保証人という非常に重要

なときですので、しっかりと産業厚生常任委員

会のほうで委員協議会なりしっかり議論してい

ただきたいんですけれども、今回の動議では、

ここは急に決めるような形ではないと思うので、

もっともっと十分な、そして緊密な要は議論を

していただきたいと思うんですけれども、そこ

ら辺はいかがでしょうか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 私は、産業厚生常任委

員会では十分な議論をされたと認識しておりま

す。先ほどの委員長の報告でも、かなり立ち入

って議論されております。そして、市のほうか

らの第10条、第11条に関しての改正が入ってな

いという、私はそこが市の不足している部分だ

ということだと思いますので、その不足してい

る部分をこのたび修正案として、同じ条例です

ので修正案として出したという次第です。 

１６番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

下山准一議長 佐藤卓也君。 

１６番（佐藤卓也議員） 今の説明では、余り納

得できないような形でした。委員長報告でもそ

のような報告はいただいておりませんし、ここ

はしっかり常任委員会としてもむべきであり、

この動議はいささか早いような気が私はいたし

ますので、よろしくお願いします。以上です。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 委員長報告の中で、少

数意見の報告書が提出されたという報告が委員

長からされました。また、委員長報告の中で、
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連帯保証人を不要とできるのではないかという

質問もあり、それに対して担当課のほうからは

緊急連絡のため必要だと。生活状況改善のため

とか、必要だというふうに考えているんだとい

う話し合いがされたことが言われました。 

  また、質問の中で、報告の中で、限度額を定

めるべきなんではないかという質問もございま

した。それに対する市の側の担当のお答えは、

６カ月の滞納分、それから退去費用、これを根

保証ではなく、保証の限度額として規則の中で

定めたいという担当課長からの話がありました。

しかし、これは、これを超えた部分は不納欠損

などとなり、市の全額負担となるわけです。そ

ういう意味では、先ほど少数意見の報告書に対

する質問の中で、残された債務をどうするのか

と、全て税金かという山科議員からの質問もご

ざいましたが、これはつまりは、これから市の

ほうで考えている規則の中身で見ても、残され

た債務は市で負担すると、あるいは不納欠損と

なる、市の負担となるということも含まれてい

るように思います。 

  そういう意味でそういうふうにしているわけ

ですが、このたびなぜ出したかという理由を述

べさせていただければ、総務省の調査の中で、

11の都道府県で合計65件のに入居辞退が生じて

いるということが出されております。この中に

は、民間賃貸住宅への入居に困難を伴うとされ

る精神障害者である単身の生活保護受給者や単

身で高齢の生活保護受給者、また身体障害があ

る単身高齢者などが見られたと報告されており

ます。そういう意味で、もともとから公営住宅

に入居される方は低額の所得者で、未納になる

場合も大いに想定される、そういう方の連帯保

証はできないという方が出てくるわけです。お

られるんです。そういう場合、この公営住宅の

趣旨であるから、そういうことも想定して、未

納になる場合も想定して、それは市で話し合い

をし、どうやったら未納をなくせるか、最悪は

生活保護、あるいは自己破産の手続もしたらど

うだって、本人に手続のいろいろなことを指導

したりできると思うんです。そういうことを市

はやるべきだと思います。 

下山准一議長 もうちょっと簡潔な答弁をお願い

します。 

１ 番（佐藤悦子議員） はい。そういう意味で、

そういうことも含めまして、産業厚生常任委員

会では十分な話し合いがされたと見ております。 

下山准一議長 ほかにありませんか。 

１４番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

下山准一議長 石川正志君。 

１４番（石川正志議員） 常任委員会における協

議が十分に行われた認識をお持ちで、多少あり

がたく思います。条例改正に伴う修正動議とい

うところで、執行は来月１日からなんですよね。

近々に迫っている中で、例えば修正案では、連

帯保証人にかわり規則で定める緊急連絡人とあ

りますが、まずその定義、それから常任委員会

等でもお話出ていますが、単に県内13市の比較

をするのははばかられますが、山形県13市の中

で、今回の条例改正をやられている基礎自治体

も多いと思いますが、その中で連帯保証を削除

したというような事例があるのかどうかお伺い

します。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） お答えいたします。 

  連絡人というのはどういうふうに見るのかと

いうことでした。連帯保証人との決定的な違い

は、未納など、あるいは退去費用など、本人が

払えない場合、連帯保証人は全額見ることにな

ります。しかし、連絡人というのは、そのお金

の保証はしないと、しなくてもよいということ

です。それ以外、例えば未納が発生した、どう

するというときに、市と一緒になって本人に連

絡をとってみるとか、こうやって払ったらどう

だとか、そういう相談に乗る役ができます。ま
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た、本人がいなくなったとか亡くなった場合に、

本人の手続、市でできない部分とかできるかも

しれません。そういうふうに市と連絡し合って、

本人を支える、保証人以外の、保証人というの

はお金が一番負担になるわけですから、それ以

外のお手伝いは、本人を支える友人的な立場で

助言ができるというものです。それは非常に貴

重なものだと思います。 

  また、13市の状況はどうかということですが、

私がお聞きした話の中では、まだ県内では13市

では行っていないと。条例改正、保証人を不要

とするという内容の条例改正の情報は得ており

ません。しかし、全国ではやっているところが

出ております。例えば川崎市。川崎市が、イン

ターネットで検索しますと先に出てまいります。

それを参考にさせていただきまして、このたび

の連帯保証人を不要とする修正案を出しました。 

１４番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

下山准一議長 石川正志君。 

１４番（石川正志議員） 先ほど委員長報告の中

にもありましたが、常任委員会で条例改正審査

した際に、例えば新庄市の場合、連帯保証とい

う制度を用いつつ、規則の中で最大６カ月、そ

れから退去される場合の費用も連帯保証の方が

面倒を見ると。直接入所者が支払いできればい

いんでしょうけれども。 

  例えば、今、川崎市という例があるというお

話でしたが、例えば大都市では、私も連帯保証

という文言を削除している事例もあると伺って

おりますが、例えば先ほど山科議員が少数意見

の留保の意見に対して質問した答えが、なかな

か的を射た答えがいただけないままでいたんで

すが、例えば３カ月ぐらいと私は聞いているん

ですけれども、３カ月家賃をお支払いいただけ

ない場合は即座に退去させられる、しかも裁判

になってしまう。ということは、結局、低所得

者の方々の生活自体困窮してしまう原因の一つ

になるのではないかと私考えるんですが、その

辺、今回の修正動議の提出者はどういうふうに

考えるんでしょうか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 私は、こうなった場合

の、市の、あるいは本人を囲むセーフティーネ

ットの囲みというか相談体制というか、それが

まだ新庄市でおくれているがゆえに、おくれて

いるというふうに私は見ておりますが、３カ月

滞納、即退去し、裁判ということで生活困窮に

なった場合、私は生活保護申請をできると思い

ますし、さらに残った費用については自己破産

の手続もできます。 

  これは、生活保護を担当なさっている市の職

員は、生活保護申請を受け、そして、さらに残

った借金については自己破産もしたらどうだと

いう助言をし、手伝ってあげたりしております。

それは、都市整備課だけで今やっているかもし

れませんが、市の成人福祉課とか、それから社

会福祉協議会とか、それから自立支援の事業所

というか立場の職員もいますが、そういう方々

と医師と、医療関係ですね、それからヘルパー

などもそうかもしれません、ケアマネジャーか

もしれません、そういう生活に困っている本人

を囲む方々で、どうやったらいいか支えていく、

生活困窮になる方を支える、相談する、そして

立て直す、そういう体制は市でつくっていくこ

とができると思いますし、そうやってホームレ

スになったりしないで暮らしていかれるように、

私は市で全力で応援できると思います。 

１４番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

下山准一議長 石川正志君。 

１４番（石川正志議員） 随分お伺いしますと、

私は、ほかの制度を使った救済措置もあるんで

はないかと。憶測だけで、来月４月１日から施

行される条例、そんな甘い議論だけでは私はだ

めだと思うんですよね。先ほど冒頭の質問で申

し上げたように、別な規則で設けてある緊急連
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絡人、定義づけも曖昧と。 

  それから、例えば今未納、残念ながら未納、

それから退去費用もどこから捻出するのかわか

らないということだと思うんです。この条例改

正案の中では。それであれば、課長も未来永劫、

新庄市の公営住宅に関して連帯保証人の取り扱

いをどうするんだと、今後とも関係機関と協議

しながら条例改正に臨むといったほうが、私は

極めて現実的な考えであるのかなというふうに

思います。 

  最終的には、未納、それから退去費用と公営

住宅にせっかく入所しながら住めなくなった場

合の債務、債権は新庄市にあるので、というこ

とは、最終的に広く薄く集めた市税から払わざ

るを得ない。私は、このような修正案を提出さ

れるということは、新庄市の納税者の理解を得

られないものと考えますが、いかがでしょうか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 債務は市税から払うの

かということでありますが、そういうことも、

不納欠損というのがありますが、そういう形で

できるというふうに思います。なぜかといえば、

本人の債務でどうしても取れないということで

あれば、連帯保証人から取るという今の制度で

あるがゆえに、全国では連帯保証人になる人が

いない。結局入れない。これでは、公営住宅の

公営住宅法第１条に「国及び地方公共団体が協

力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住

宅を整備し、又は転貸することにより、国民生

活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目

的とする」という、この公営住宅法第１条、こ

れは住宅に困窮する低所得者であっても、民間

賃貸住宅に入れないという方であっても、安い

家賃が設定されて、そしていざとなったら公的

なものでいろいろな立場から支援してもらいな

がら入居できるんだとなっている。これは、国

土交通省が通知でも認めている公営住宅だから

こそできることとして、公の負担も考えながら

あるんだということをここにうたっております

が、その法律の大事な点に合致して、国土交通

省もこういうふうに保証人なしでいいんだとい

う案を出しているわけです。（「新庄市の納税者

のことを言っています」の声あり） 

  これは、不納欠損というのが最悪あります。

例えば全く払えないという状態になれば、先ほ

ど言ったように自己破産という手続がとれるわ

けです。これは、市民として国民として、そう

いう場合があるという立場がとれるわけです。

そういうことを認めているのが公であると私は

思います。（「新庄市民の納税者が納得するかど

うかですよ」の声あり） 

  納得します、それは。市民は。低額の所得者

の皆さんのために入りやすいように、入れなか

ったということがあってはならないのです。そ

のために、このたび法律改正があったんです。 

下山准一議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより修正動議に対する討論に入ります。

ただいまのところ討論の通告はありません。討

論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  これより修正動議について採決いたします。 

  採決は電子表決システムにより行います。 

  修正動議に賛成の諸君は賛成のボタンを、反

対の諸君は反対のボタンを押してください。 

   （電子表決） 

下山准一議長 ボタンの押し忘れはございません

か。 
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   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 それでは、締め切ります。 

  表決の結果は、賛成４票、反対12票、賛成少

数であります。よって、修正動議は否決されま

した。 

  次に、原案について討論に入ります。ただい

まのところ討論の通告はありません。討論あり

ませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第31号新庄市営住宅設置及び管理に関す

る条例等の一部を改正する条例については、委

員長報告のとおり決することに賛成の諸君は賛

成のボタンを、反対の諸君は反対のボタンを押

してください。 

   （電子表決） 

下山准一議長 ボタンの押し忘れはございません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 それでは、締め切ります。 

  表決の結果は、賛成12票、反対４票、賛成多

数であります。よって、議案第31号は委員長報

告のとおり可決されました。 

  次に、議案第32号新庄市都市下水路条例につ

いて質疑に入ります。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第32号新庄市都市下水路条例については、

委員長の報告のとおり決することに御異議あり

ませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第32号は委員長の報告のとおり可決されま

した。 

  次に、議案第33号新庄市下水道条例について

質疑に入ります。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第33号新庄市下水道条例については、委

員長の報告のとおり決することに御異議ありま

せんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第33号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、議案第34号新庄市下水道事業に地方公

営企業法の規定の全部を適用することに伴う関

係条例の整備に関する条例について質疑に入り

ます。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 別に質疑なしと認めます。よって、
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質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第34号新庄市下水道事業に地方公営企業

法の規定の全部を適用することに伴う関係条例

の整備に関する条例については、委員長報告の

とおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第34号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、請願第１号除雪受託業者に対する支援

についての請願について質疑に入ります。質疑

ありませんか。 

１５番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

下山准一議長 小嶋冨弥君。 

１５番（小嶋冨弥議員） ことしの少雪でいろい

ろな経済的問題が発生しておるわけであります

ので、委員長報告によると、いろいろ審査の内

容はわかりました。ただ、その中でお聞きした

いのは、これらのいろいろ見直しとか、負担軽

減等発生した場合の大体の金額のお話はあった

んでしょうか、なかったんでしょうか、お聞き

したいと思います。 

今田浩徳産業厚生常任委員長 議長、今田浩徳。 

下山准一議長 産業厚生常任委員長今田浩徳君。 

今田浩徳産業厚生常任委員長 金額についての質

疑はございませんでした。 

１５番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

下山准一議長 小嶋冨弥君。 

１５番（小嶋冨弥議員） 審査の内容で、なかっ

たと言えばそれ以上お聞きするわけにいきませ

んけれども、一番市民の方々も我々も、どのぐ

らいの金額で請願に応えることができるかなと

いうようなことも一番肝心ではないかなと私は

思うんですので、それ以上ここで委員長に求め

ても委員長答えられるわけでありませんので、

そういったこともあればよかったかなというよ

うな思いで質問させていただきます。終わりで

す。 

下山准一議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  請願第１号除雪受託業者に対する支援につい

ての請願については、委員長の報告のとおり決

することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

請願第１号は委員長の報告のとおり採択とし、

執行機関に送付し、その処理経過及び結果の報

告を請求することに決しました。 

  ここで暫時休憩いたします。 

 

     午前１１時３９分 休憩 

     午前１１時５４分 開議 

 

下山准一議長 休憩を解いて再開いたします。 

  ただいまから１時まで休憩いたします。 
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     午前１１時５５分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

下山准一議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

日 程 の 追 加 

 

 

下山准一議長 追加案件が出ておりますので、こ

こで議会運営委員長の報告を求めます。 

  議会運営委員長石川正志君。 

   （石川正志議会運営委員長登壇） 

石川正志議会運営委員長 それでは、議会運営委

員会における協議の経過と結果について報告い

たします。 

  本日午前11時40分から、議員協議会室におい

て議会運営委員６名出席のもと、執行部から副

市長、関係課長並びに議会事務局職員の出席を

求め議会運営委員会を開催し、本日の本会議に

おける議事日程の追加について協議をしたとこ

ろであります。 

  協議の結果、議案第35号令和元年度新庄市一

般会計補正予算及び閉会中の継続調査申し出に

ついてを本日の議事日程に追加することになり

ました。 

  以上、よろしくお取り計らいくださいますよ

うお願い申し上げ、議会運営委員会における協

議の経過と結果についての報告といたします。 

下山准一議長 お諮りいたします。 

  ただいま議会運営委員長から報告がありまし

た補正予算１件及び閉会中の継続調査申し出に

ついてを本日の議事日程に追加することに御異

議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

補正予算１件及び閉会中の継続調査申し出につ

いてを本日の議事日程に追加することに決しま

した。 

  ここで、追加日程を配付するため暫時休憩い

たします。 

 

     午後１時０２分 休憩 

     午後１時０４分 開議 

 

下山准一議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

日程第２４議案第３５号令和元年

度新庄市一般会計補正予算（第６

号） 

 

 

下山准一議長 それでは、追加日程に入ります。 

日程第24議案第35号令和元年度新庄市一般会

計補正予算（第６号）を議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、議案第35号令和元年度

一般会計補正予算について御説明申し上げます。 

  補正予算書１ページ、議案第35号一般会計補

正予算でありますが、歳入歳出それぞれ8,000

万円を追加し、補正後の予算総額を190億4,252

万6,000円とするものであります。 

  このたびの補正につきましては、ふるさと納

税寄附金の増額補正と、それに伴う各種費用の

補正を行うものであります。 

  加えて、歳出予算の経費のうち、年度内にそ

の支出が終わらない見込みのあるものについて、

翌年度に繰り越して使用することができるよう

御提案するものでございます。 

  ３ページ、第２表繰越明許費についてでござ

いますが、２款総務費会議室棟建設事業や８款

土木費道路長寿命化事業など計９事業について、
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いずれも関係機関との協議に時間を要したこと

や、施工に当たり不測の日数、いわゆる工事途

中における降雪予測を考慮したことなどにより、

年度内の完成が見込めない状況となったため、

繰り越しとするものでございます。 

  私からの説明は以上でありますが、詳細につ

きましては財政課長から説明させますので、御

審議の上、御決定いただきますようお願い申し

上げます。 

下山准一議長 財政課長平向真也君。 

   （平向真也財政課長登壇） 

平向真也財政課長 それでは、私のほうから、議

案第35号一般会計補正予算（第６号）について

御説明申し上げます。 

  補正予算書の１ページをお開きください。 

  一般会計補正予算は、歳入歳出それぞれ

8,000万円を追加し、補正後の総額は190億

4,252万6,000円となります。 

  各款各項の補正予算額並びに補正後の額につ

きましては、２ページの第１表歳入歳出予算補

正を御確認いただきたいと思います。 

  次に、３ページの第２表繰越明許費について

御説明いたします。繰り越し予定事業につきま

しては、全部で９事業ございます。 

  初めに、２款総務費会議室棟建設事業につき

ましては、計画内容について再考する必要が生

じたことから、年度内の完成が見込めず繰り越

しするものでございます。 

  ８款土木費の道路長寿命化事業につきまして

は、萩野橋の改修事業になりますが、山形県の

河川との調整が必要となったことから、年度内

の調整及び工事の完成が困難となり繰り越しと

するものでございます。 

  また、泉田二枚橋線整備事業など道路橋りょ

う費のその他の３事業につきましても、関係機

関との協議に時間を要したことや、施工に当た

り不測の日数を要したことなどによりまして、

年度内の完成が見込めない状況となったため繰

り越しとするものでございます。 

  雪対策費の金沢地区外流雪溝用水導入事業に

つきましては、県が事業主体となり、その２分

の１を負担金で支出するというものでございま

すが、地下埋設物が支障となり工程に大幅なお

くれが生じたため、繰り越して実施するもので

ございます。 

  10款の図書館屋根改修事業につきましては、

台風等の災害により事業者の確保が難しく、降

雪期までの完成が見込めなくなった事由により

まして、また、ふるさと歴史センター空調設備

改修事業につきましては、歴史センターの空調

設備のふぐあいにより緊急的に改修が必要とな

ったことから、このたびの３月補正で御可決い

ただいた設計業務委託について繰り越して実施

するものでございます。 

  最後に、道路橋りょう災害復旧事業につきま

しては、市道上山屋萩野線の災害復旧工事中に

新たな被災箇所が見つかったことから、年度内

の完成が困難となり繰り越しとするものでござ

います。 

  次に、６ページをお開きください。 

  歳入及び歳出について御説明いたします。 

  歳入の17款１項２目ふるさと納税寄附金につ

きまして、当初予算を上回る増収の見込みとな

ったことから、8,000万円増額補正するもので

ございます。また、これにあわせ歳出につきま

しても、返礼品代となります報償費を初め各費

用について補正するものでございます。 

  以上で一般会計補正予算案の説明を終わりま

す。 

  御審議の上、御可決賜りますようよろしくお

願い申し上げます。 

下山准一議長 お諮りいたします。ただいま説明

のありました議案第35号は、会議規則第37条第

３項の規定により委員会への付託を省略したい

と思います。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第35号は委員会への付託を省略することに

決しました。 

  これより議案第35号令和元年度新庄市一般会

計補正予算（第６号）の質疑に入ります。質疑

ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

下山准一議長 佐藤悦子さん。 

１ 番（佐藤悦子議員） ３ページの２の総務費

の会議室棟建設事業で、計画内容に再考が必要

となりということでしたが、どういうような再

考が必要となったのでしょうか。 

平向真也財政課長 議長、平向真也。 

下山准一議長 財政課長平向真也君。 

平向真也財政課長 会議室棟の計画変更の内容で

ございます。繰り越し、今回エレベーターと多

目的トイレ、それから階段を緩やかにするなど

の利用者に優しい施設にするというふうな設計

変更によりまして、工期内の完成が見込めなく

なったということで、その分完成がおくれると

いうふうなことで繰り越しとさせていただいて

いるものでございます。以上です。 

下山准一議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第35号令和元年度新庄市一般会計補正予

算（第６号）は、原案のとおり決することに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第35号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第２５閉会中の継続調査申し

出について 

 

 

下山准一議長 日程第25閉会中の継続調査申し出

についてを議題といたします。 

  各常任委員会及び議会運営委員会の活動につ

いて各委員長より閉会中の継続調査の申し出が

ありますので、申し出のとおり決することに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山准一議長 御異議なしと認めます。よって、

閉会中の継続調査については各委員長の申し出

のとおり決しました。 

 

 

挨      拶 

 

 

下山准一議長 ここで、このたび勇退されます副

市長伊藤元昭君並びに選挙管理委員会委員長矢

作勝彦君より御挨拶をいただきたいと思います。 

  私のほうから指名いたしますので、順に御挨

拶をお願いします。 

  最初に、副市長伊藤元昭君。 

   （伊藤元昭副市長登壇） 

伊藤元昭副市長 議場におきまして登壇の機会を

いただきましたこと、改めて議長に配慮してい

ただきましたことについて感謝を申し上げます。 

  今、世界中では、新型コロナウイルスの感染

拡大を非常に心配している時期であります。我

が新庄市では、ことしは暖冬の影響で、春に咲

くそれぞれの植栽の芽吹きが始まっております。
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新庄市民の皆さんが待ち焦がれている春爛漫、

百花繚乱の時期がもうすぐやってまいります。 

  この時期に、不肖私が、副市長職２期８年間

の任期を全うして退職させていただくことにな

りました。浅学非才で至らない私でしたが、山

尾市長初め議員の皆さん、そして職員の同僚の

皆さんから大変温かく支えていただきました。

まことにありがとうございます。心から感謝を

申し上げます。 

  私、実は一般職を含めますと通算で45年間新

庄市に大変お世話になりました。この間いろい

ろなことがありました。今振り返りますと、い

ろいろな思い出がよみがえります。しかし、そ

れぞれにそれぞれが充実した期間かなと思って

おります。自分なりにも精いっぱいやってきた

つもりでおります。 

  大変お世話になったこの新庄市をこれで離れ

ることになるわけですが、これからも市制70周

年という伝統のある新庄市を後方から、大変微

力ですけれども後方支援をさせていただきたい

と思っております。 

  新庄市政、本当に伝統あるこの新庄市が今後

ますます発展することと、そして市民の皆さん

がもう一段幸せになることを心から願いまして、

甚だ簡単ではございますが、お礼の御挨拶にさ

せていただきます。本当にありがとうございま

した。（拍手） 

下山准一議長 続きまして、選挙管理委員会委員

長矢作勝彦君。 

   （矢作勝彦選挙管理委員会委員長登壇） 

矢作勝彦選挙管理委員会委員長 私が選挙管理委

員会の委員長に就任いたしましたのは、皆様の

御推薦をいただき平成20年３月でございます。

通算３期12年間務めましたが、その間、農業委

員会の選挙、土地改良区の総代選挙、市会議員

選挙、市長選挙と数々ありまして、合計します

と29回選挙の執行管理をしてきました。その間、

大きな誤りもなく職務を全うすることができま

したことは、ひとえに議員の皆様初め多くの

方々の御尽力、御協力、御指導のたまものと感

謝申し上げます。 

  退任に当たりまして、皆様方の御健康と新庄

市のますますの御発展を祈念しまして、甚だ簡

単ですが退任の御挨拶といたします。大変長い

間ありがとうございました。（拍手） 

 

 

閉      会 

 

 

下山准一議長 ここで市長より御挨拶があります。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、３月定例会終了に当た

りまして、一言御挨拶させていただきます。 

  正月を迎えましたときには、穏やかな正月の

始まりでというような言葉でありましたが、そ

のまま穏やか過ぎて、本当に関係業界の皆様が

悲鳴を上げているというような状況が続きまし

た。さらには、今回の新型コロナウイルス、自

粛というふうな言葉のもとに、市内のさまざま

な業種におって窮しているという状況が続いて

いる状況であります。 

  新庄にとって雪は大きな財産であり、経済の

歯車の一つであったわけですけれども、そこの

歯車が回らず、さらには縮減するような歓送迎

会、あるいは謝恩会などを行う宴会場などが全

てストップしているということには、本当に心

痛むところであります。 

  こうした中で、３月定例議会、令和２年度の

重要な予算審議、また、さまざまな条例等の審

議に、慎重かつ本当に誠意をもって取り組んで

いただいたことに心から感謝申し上げたいとい

うふうに思います。 

  また、振り返ってみますと、この予算の始ま

りは実は11月から積み上げてくるというふうな
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ことで、やはり12、１、２、３と４カ月過ぎて

いる状況の中にあります。私としては、次の６

月議会も３月議会並みの予算編成を考えなけれ

ばならないと、そういう時代に入っているんだ

ろうなというふうに思っております。 

  今回の１月から出た新型コロナウイルス対策、

それにおける経済対策などスピードを持って当

たるには、やはり１期ごとの本会議をしっかり

と皆さんと取り組んでいく必要があるんだろう

なと。また、３月議会で議員の皆さんから提案

されたことも、また年度内にそれが事業として

成功するものであれば、６月議会に上げて皆さ

んと協議していく、スピード感のある行政にし

ていかなければいけないというふうに肝に銘じ

ているところであります。このことについては、

議員の皆様にもぜひ御理解賜りたくお願い申し

上げます。 

  さて、先ほど、ここの議会を最後に３月で退

職される副市長伊藤元昭氏、また選挙管理委員

の矢作さんと退職されますが、特には、私にと

っては伊藤副市長を、新庄市に採用されて以来

45年間、同じ道を歩み苦楽をともにしたなと、

最後の８年間私を本当に支えていただき、心か

ら感謝申し上げ、第二の人生、第三の人生にな

るかもしれませんが、健康に留意して、今後と

も新庄市の後方支援をしていただければなとい

うふうに思っております。 

  また、選挙管理委員会、先ほど29度の選挙を

したと、私は29回も選挙できないなと思いなが

ら聞いていたところでありますが、無事にそれ

もこなしていただいたことに心から感謝申し上

げたいというふうに思います。 

  また、新しくなる小松新副市長についても、

議会の皆さんに認めていただき、今後とも温か

く指導、御支援のほどをいただければと思って

いるところであります。 

  最後に、また、今回の３月で退職する職員、

本当に誠心誠意をもって市民生活のために御尽

力いただいた、本当に奉職いただいたことを心

から感謝し、また、重ねて御礼を申し上げたい

というふうに思います。 

  時節柄、本来は、きょうも議員の皆さんと夜

久しく懇談をし、市民生活の情報交換をする場

ではありましたが、自粛ということで取りやめ

になったわけでありますけれども、今後の小さ

な集まりまでも自粛を要請しているわけであり

ませんので、ぜひその辺はお酌み取りいただき

たいなというふうに思っています。個人的なそ

ういうふうな情報交換は大いにしていただけれ

ばありがたいと思っているところであります。 

  ３月議会、本当に観光協会に行きましたら、

４月のカド焼き大会も中止するというようなこ

とで、非常に厳しい状況がありますけれども、

市民の皆さんにとって必要な経済対策などもこ

れから打ち出さなくてはいけないというふうに

思っているところであります。 

  本当に多難なスタートになるかもしれません

が、議員の皆さんのお力をいただきながら、市

民生活の向上に向けて全力で取り組んでまいり

たいと考えています。３月議会の終わりに当た

っての挨拶とさせていただきます。まことにあ

りがとうございました。 

下山准一議長 それでは、以上をもちまして、令

和２年３月定例会の日程を全て終了いたしまし

たので、閉会いたします。 

  大変御苦労さまでした。 

 

     午後１時２５分 閉会 

 

 

   新庄市議会議長  下 山 准 一 

 

   会議録署名議員  押 切 明 弘 

 

    〃    〃   奥 山 省 三 




